
 

総 室 発 第 3 7 号 

令 和 6 年 7 月 24 日 

 

原子力規制委員会 殿 

 

住 所 東京都台東区上野五丁目 2 番 1 号 

申 請 者 名 日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社 

代表者氏名 取 締 役 社 長   村 松  衛 

 
東海低レベル放射性廃棄物埋設事業所第二種廃棄物埋設事業許可申請書 

本文及び添付書類の一部補正について 

 

平成27年7月16日付け総室発第52号をもって申請（平成28年12月26日付け総

室発第77号で一部補正）しました東海低レベル放射性廃棄物埋設事業所第二種

廃棄物埋設事業許可申請書の本文及び添付書類を下記のとおり補正します。 

 

記 

 

東海低レベル放射性廃棄物埋設事業所第二種廃棄物埋設事業許可申請書の 

本文及び添付書類一式を別添のとおり補正します。 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本資料のうち，枠囲みの内容は営業秘密，個人

情報保護，防護上の観点から公開できません。 
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東海低レベル放射性廃棄物埋設事業所 

第二種廃棄物埋設事業許可申請書 

本文及び添付書類の補正 
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一 氏名又は名称及び住所並びに代表者の氏名 

  氏 名 又 は 名 称 日本原子力発電株式会社 

  住 所 東京都台東区上野五丁目 2 番 1 号 

  代 表 者 の 氏 名 取締役社長 村松 衛 

 

二 廃棄物埋設施設及びその附属施設を設置する事業所の名称及び所在地 

  名 称 東海低レベル放射性廃棄物埋設事業所 

  所 在 地 茨城県那珂郡東海村大字白方 1 番の 1  
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三 廃棄する核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の性状及び

量 

イ 第二種廃棄物埋設を行う放射性廃棄物の種類 

第二種廃棄物埋設を行う放射性廃棄物の種類は，東海発電所から発生す

る固体状の放射性廃棄物であって，中性子線の作用によって放射化された

もの，原子炉冷却材等で汚染されたもの又はその両方を含むものである。

東海発電所における汚染移行経路としては，気体が循環する原子炉冷却系

と廃液が循環する廃液系がある。放射性廃棄物の種類としては，これらの

汚染形態に応じて分類された金属類及びコンクリート類がある。 

なお，コンクリート類は，鉄筋コンクリートのブロック（以下「コンク

リートブロック」という。）と，コンクリートのはつり等に伴い発生するコ

ンクリートの破片等（以下「コンクリートガラ」という。）がある。 

これらの放射性廃棄物は，「核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染され

た物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則」（以下「事業規則」という。）

の別表第二の上欄に掲げる放射性物質についての放射能濃度がそれぞれ同

表の下欄に掲げる放射能濃度を超えないものであって，第八条第 1 項第二

号イ，同条第 1 項第二号ロ（２）及び同条第 3 項に定めるコンクリート等

廃棄物の技術上の基準に適合するものである。また，廃棄物埋設施設（以

下「本施設」という。）における受入れ上の要件を踏まえ，以下の仕様を満

たすものである。 

（１）金属類及びコンクリートガラ 

廃棄物埋設地に埋設する放射性廃棄物のうち金属類及びコンクリート

ガラは，放射性廃棄物を収納する容器（以下「鉄箱」という。）に収納し，

鉄箱内に残る空隙部に砂を充塡したものであること。 

（２）コンクリートブロック 
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廃棄物埋設地に埋設する放射性廃棄物のうちコンクリートブロックは，

難燃性のプラスチックシートによりこん包したものであること。 

（３）表面線量当量率 

300μSv／h を超えないものであること。 
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ロ 第二種廃棄物埋設を行う放射性廃棄物の数量 

第二種廃棄物埋設を行う放射性廃棄物の数量は，最大 16,000 t（廃棄物

重量）であり，金属類が約 6,100 t，コンクリート類が約 9,900 t である。 
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ハ 第二種廃棄物埋設を行う放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類ごと

の最大放射能濃度，総放射能量及び区画別放射能量 

第二種廃棄物埋設を行う放射性廃棄物に含まれる主要な放射性物質の種

類ごとの受入れ時における最大放射能濃度及び総放射能量は，第 1 表に示

すとおりである。また，区画別放射能量は，第 2 表に示すとおりである。 
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ニ 第二種廃棄物埋設を行う放射性廃棄物が有する廃棄物埋設地の外への放

射性物質の漏出を防止し，又は低減する性能 

該当なし。 
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四 廃棄物埋設施設の位置，構造及び設備並びに廃棄の方法 

イ 廃棄物埋設施設の位置，構造及び設備に関する安全確保のための設計の

基本的方針 

（１）安全設計の基本的方針及び廃棄物埋設施設の構成 

ａ．安全設計の基本方針 

本施設は，「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」

（以下「原子炉等規制法」という。）等の関係法令の要求を満足する構

造とする。 

本施設は，「第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関

する規則」（以下「第二種埋設許可基準規則」という。）に適合する構

造とする。 

ｂ．廃棄物埋設施設の構成 

本施設は，廃棄物埋設地及び廃棄物埋設地の附属施設（以下「附属

施設」という。）で構成する。 

廃棄物埋設地は，放射性廃棄物を埋設する埋設トレンチ，覆土等に

より構成する。 

埋設トレンチは，放射性廃棄物の底面が東京湾中等潮位（以下「T.P.」

という。）約＋4 m となるように掘り下げて設置する。 

覆土は，側部低透水性覆土，充塡砂，中間覆土及びその上面を覆う

最終覆土で構成する。最終覆土は，基礎材，低透水性覆土，遮水シー

ト，排水層，フィルタ層，保護土層（下層）及び保護土層（上層）で

構成する。なお，最終覆土の完了までの間は，側部低透水性覆土，充

塡砂，中間覆土及び最終覆土のうち基礎材の一部で覆土を構成し，そ

の上面に表面遮水を設置する。 

また，最終覆土の上部には植生を行い，側部には排水設備を設置す
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る。 

附属施設は，放射線管理施設，監視測定設備及び通信連絡設備で構

成する。 

（２）安全機能を有する施設及びその安全機能 

第二種埋設許可基準規則第二条第 2 項第一号によって，「「安全機能」

とは、廃棄物埋設施設の安全性を確保するために必要な機能であって、

その機能の喪失により公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあ

るものをいう。」とされている。 

本施設の安全機能は，廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出を低減

する機能（以下「漏出低減機能」という。）及び遮蔽機能であり，これら

の安全機能を有する施設は，漏出低減機能を有するものが側部低透水性

覆土，低透水性覆土，遮水シート及び表面遮水であり，また，遮蔽機能

を有するものが中間覆土である。これらは，以下の設計方針に基づくも

のとする。 

ａ．漏出低減機能に関する設計方針 

漏出低減機能は，埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措

置の開始までの間において，放射性廃棄物を埋設した区画（以下「埋

設が完了した区画」という。）内への雨水等の浸入を抑制する設計とす

る。 

埋設が完了した区画内への地下水の浸入については，地下水面より

上に埋設トレンチを設置することにより浸入を抑制する設計とする。 

ｂ．遮蔽機能に関する設計方針 

遮蔽機能は，埋設する放射性廃棄物の表面線量当量率，位置等を考

慮し，東海低レベル放射性廃棄物埋設事業所（以下「事業所」という。）

周辺の公衆の受ける線量，放射線業務従事者の受ける線量及び管理区
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域以外の人が立ち入る場所に滞在する者の受ける線量が，「核原料物質

又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度

等を定める告示」（以下「線量告示」という。）で定められた線量限度

を超えないことはもとより，As Low As Reasonably Achievable（以下

「ＡＬＡＲＡ」という。）の考えの下，合理的に達成できる限り低くで

きる設計とする。 

（３）安全機能を維持する期間 

本施設に必要となる安全機能を維持する期間は，埋設する放射性廃棄

物の受入れの開始から廃止措置の開始までとする。廃止措置の開始後は，

漏出低減機能及び遮蔽機能を期待できるように設計する。 
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ロ 廃棄物埋設施設の位置 

本施設は，茨城県那珂郡東海村の東端に位置し，本施設の敷地の東は太

平洋に面している。また，本施設は水戸市の北東約 15 km，東京の北方約

130 km の位置にある。 

（１）敷地の面積及び形状 

敷地の面積は約 78 万 m２で，南北に長い形状である。 

（２）敷地内における主要な廃棄物埋設施設の位置 

本施設は，東海発電所及び東海第二発電所の周辺監視区域内に設置す

る。 

本施設の位置図を第 1 図に示す。 

廃棄物埋設地は，敷地のほぼ中央北側に位置し，埋設トレンチは放射

性廃棄物の底面が T.P.約＋4 m となるように掘り下げて設置する。 
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ハ 廃棄物埋設施設の一般構造 

本施設は，原子炉等規制法等の関係法令の要求を満足する構造とすると

ともに，第二種埋設許可基準規則に適合する構造とする。なお，設計，材

料の選定，建設・施工及び検査に当たっては，原則として，現行国内法規

に基づく規格及び基準によるものとする。 

また，平常時において，事業所周辺の公衆の受ける線量及び放射線業務

従事者の受ける線量並びに管理区域以外の人が立ち入る場所に滞在する者

の受ける線量が線量告示に定められている線量限度を超えないように設計

する。さらに，公衆の受ける線量については，合理的に達成できる限り低

くなるように設計する。 

異常が発生した場合においても事業所周辺の公衆に放射線障害を及ぼさ

ないように設計する。 

廃止措置の開始後，廃棄物埋設地は，廃棄物埋設地の保全に関する措置

を必要としない状態に移行する見通しのある設計とする。 

本施設で取り扱う放射性廃棄物は，東海発電所から発生する放射性廃棄

物を鉄箱又はプラスチックシート（以下「容器等」という。）に収納又はこ

ん包したもので，その容器等が損傷しない限り，放射性物質が漏えいする

ことはない。また，放射性廃棄物に含まれる総放射能量を踏まえて，安全

性を確保するために，漏出低減機能及び遮蔽機能を有する設計とする。本

施設は，常時機能維持を必要とする動的な設備及び機器は不要であり，静

的な設備及び機器により安全性を確保することとする。 

（１）耐震構造 

本施設は，埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始

までの間，設計地震力に対して安全機能を損なわない構造とする。 

安全機能を有する施設は，地震の発生によって生ずるおそれがある安
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全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響が周辺監視区域外に

おける年間の線量限度に比べ十分小さいことから，「第二種廃棄物埋設施

設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」（以下「第二種埋設

許可基準解釈」という。）に基づき，耐震重要度をＣクラスとする。 

設計地震力は第二種埋設許可基準解釈における耐震設計上の重要度分

類のＣクラスの施設に対応するものとして，一般産業施設の耐震設計に

用いられる地震力に基づき定める。 

廃棄物埋設地及びその周辺は，変形を許容した土質系材料等で構成さ

れるため，耐震重要度の設定及び耐震設計は不要とするが，耐震重要度

Ｃクラス相当の静的地震力における安定性を考慮する。 

（２）耐津波構造 

本施設は，予想される津波に対し，埋設する放射性廃棄物の受入れの

開始から廃止措置の開始までの間に安全機能を損なわない設計とする。 

廃棄物埋設地は，海岸線から約 400 m 離れた T.P.約＋8 m の砂丘砂層

に設置し，埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始ま

での間において，安全機能を有する施設に大きな影響を及ぼすおそれが

ある津波を想定した場合でも，廃棄物埋設地に津波が到達する可能性は

ない。 

したがって，津波によって，安全機能が損なわれるおそれはないこと

から，耐津波設計は不要とする。 

（３）火災又は爆発の防止に関する構造 

本施設は，火災又は爆発（以下「火災等」という。）により安全機能を

有する施設の安全機能が損なわれないよう，本施設の構成材料及び資機

材は，実用上可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用する。さらに，本

施設への可燃性物質の持込みは必要最小限とし，適切に防火措置を講じ
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る。 

（４）放射性物質の漏出の防止及び低減に関する構造 

ａ．漏出防止に関する構造 

該当なし。 

ｂ．漏出低減に関する構造 

漏出低減機能は，埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措

置の開始までの間において，埋設が完了した区画内への雨水等の浸入

を抑制することにより達成する設計とし,それを達成するための漏出

低減機能を有するものは，側部低透水性覆土，低透水性覆土，遮水シ

ート及び表面遮水とする。 

埋設が完了した区画内への地下水の浸入については，地下水面より

上に埋設トレンチを設置することにより埋設が完了した区画内への地

下水の浸入を抑制する設計とする。 

埋設が完了した区画内への雨水等の浸入の抑制については，最終覆

土の完了までの間は，側部低透水性覆土及び表面遮水の低透水性によ

り，雨水等の浸入を抑制する設計とする。なお，最終覆土を施工した

区画では，表面遮水に代わり低透水性覆土及び遮水シートの低透水性

により，雨水等の浸入を抑制する設計とする。 

最終覆土の完了後は，側部低透水性覆土，低透水性覆土及び遮水シ

ートの低透水性により，埋設が完了した区画内への雨水等の浸入を抑

制する設計とする。 

これらにより，埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置

の開始までの間において，平常時における廃棄物埋設地の外への放射

性物質の漏出により公衆の受ける線量が，本施設からの直接ガンマ線

及びスカイシャインガンマ線による事業所周辺の公衆の受ける線量並
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びに周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域の境界における水中

の放射性物質の放出により公衆の受ける線量を含め，線量告示で定め

られた線量限度を超えないことはもとより，ＡＬＡＲＡの考えの下，

実効線量で 50μSv／y 以下となる設計とする。 

また，埋設した放射性廃棄物が廃止措置の開始後に公衆に及ぼす影

響を評価した結果が，第二種埋設許可基準解釈に示される基準を満た

し，廃棄物埋設地の保全に関する措置を必要としない状態に移行でき

る見通しである設計とする。 

（５）放射線の遮蔽に関する構造 

ａ．遮蔽設計に係る設計方針 

放射線の遮蔽については，廃棄物埋設地のうち中間覆土により行い，

直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による放射線被ばくから事

業所周辺の公衆，放射線業務従事者及び管理区域以外の人が立ち入る

場所に滞在する者を防護する。 

埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から最上段の中間覆土完了ま

での間においては，施工した中間覆土により放射線の遮蔽を行う。ま

た，最上段の中間覆土完了後から廃止措置の開始までの間においては，

最上段まで施工した中間覆土により放射線の遮蔽を行う。 

平常時における本施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガン

マ線により公衆の受ける線量が，廃棄物埋設地の外への放射性物質の

漏出により公衆の受ける線量並びに周辺監視区域の外の空気中及び周

辺監視区域の境界における水中の放射性物質の放出により公衆の受け

る線量を含め，線量告示で定められた線量限度を超えないことはもと

より，ＡＬＡＲＡの考えの下，実効線量で 50μSv／y 以下となる設計

とする。 
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ｂ．管理区域等における線量低減措置 

本施設は，以下の放射線防護上の措置を講じることで，事業所周辺

の公衆の受ける線量，放射線業務従事者の受ける線量及び管理区域以

外の人が立ち入る場所に滞在する者の受ける線量を低減できるものと

する。 

（a） 表面線量当量率が 10μSv／h を超える放射性廃棄物は 1 段目（最

下段）のみに定置する。 

（b） 埋設区画の 1 区画 1 段ごとに放射性廃棄物を定置し，1 段分全

数の放射性廃棄物を定置した後は，速やかに中間覆土を施工する。 

（c） 管理区域での放射線業務従事者の作業について，作業時間の制

限等の必要な措置を講じる。 

（d） 作業中に適宜，外部放射線に係る線量当量率を測定し，必要な

場合には，遮蔽物を使用し，作業環境の保全に努める。 

（e） 事業所内の人が立ち入る場所に滞在する者の管理区域への立入

りを管理する。 

（６）放射性物質の飛散防止に関する構造 

本施設は，放射性廃棄物を区画内に規定数定置後速やかに覆土するた

め，放射性物質の飛散防止に係る設備を設置しないが，放射性物質の飛

散が発生する可能性を低減するための措置を講ずる。 

（７）その他の主要な構造 

ａ．外部からの衝撃による損傷の防止 

安全機能を有する施設の外部からの衝撃による損傷の防止について，

本施設及びその周辺（以下「敷地周辺」という。）の自然環境を基に，

最新の科学的・技術的知見に基づき想定される自然現象（地震及び津

波を除く。）（以下「自然現象」という。）並びに事業所又はその周辺に
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おいて想定される本施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがあ

る事象であって人為によるもの（故意によるものを除く）（以下「人為

事象」という。）（以下「自然現象」及び「人為事象」をまとめて「外

部事象」という。）のうち，放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置

の開始までの間において，安全機能を有する施設に大きな影響を及ぼ

すおそれがあるものに対して，安全機能が損なわれない設計とする。 

安全機能を有する施設に大きな影響を及ぼすおそれがある外部事象

として，地すべり，洪水，火山の影響及びダムの崩壊を選定し，安全

機能を有する施設への影響を確認した結果，当該外部事象は，安全機

能を有する施設に大きな影響を及ぼさないことを確認したことから，

外部からの衝撃による損傷の防止に関する設計への考慮は不要とする。 

なお，万一，外部事象により廃棄物埋設地が損傷した場合は，安全

上支障のない期間内において，速やかに修復する。 

ｂ．異常時の放射線障害の防止 

廃棄物埋設地は，容器等に収納又はこん包された固体状の金属類及

びコンクリート類の放射性廃棄物を埋設する施設であり，容器等が損

傷しない限り，放射性物質の飛散又は漏えいは発生しないという特徴

がある。 

また，放射能濃度が低く，個々の放射性廃棄物に含まれる放射性物

質の量は少ないという特徴があり，「（１）耐震構造」，「（３）火災又は

爆発の防止に関する構造」，「（４）放射性物質の漏出の防止及び低減に

関する構造」，「（５）放射線の遮蔽に関する構造」，「（６）放射性物質

の飛散防止に関する構造」及び「（７）ａ．外部からの衝撃による損傷

の防止」により，埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置

の開始までの間においては，廃棄物埋設地に異常が発生した場合にお
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いても，事業所周辺の公衆に放射線障害を及ぼすようなことはない。 

しかし，異常時の安全性を確認するという観点から，以下の項目に

対して異常の発生の可能性を検討した結果，異常が発生した場合にお

いても事業所周辺の公衆に放射線障害を及ぼさないことを確認した。 

（a） 誤操作による放射性廃棄物の落下等に伴う放射性物質の飛散 

（b） 本施設内の火災及び爆発による影響 

（c） その他機器等の破損，故障，誤動作又は操作員の誤操作等に伴

う放射性物質の外部放出等であって，公衆の放射線被ばくの観点

から重要な異常 

ｃ．放射線管理施設 

放射線から放射線業務従事者を防護するため，線量を監視及び管理

する設備並びに必要な情報を適切な場所に表示する設備を設ける。 

ｄ．監視測定設備 

事業所には，廃棄物埋設地から漏えいする放射性物質の濃度，本施

設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による周辺環境に

おける放射線量並びに地下水の水位その他の廃棄物埋設地及びその周

囲の状況を，監視及び測定並びに必要な情報を適切な場所に表示でき

る設備を設ける。 

ｅ．廃棄施設 

本施設で受け入れる放射性廃棄物は，搬出元である東海発電所にお

いて発生した放射性廃棄物を，大気中に放射性物質が飛散しないよう

に容器等に収納又はこん包したものであり，廃棄物埋設地では容器等

を開封又は開こんしないことから，放射性物質が飛散及び漏えいする

ことはなく，廃棄物埋設地では気体及び固体廃棄物は発生しない。 

また，地下水中の放射性物質の濃度は，線量告示に示される周辺監
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視区域外の水中の濃度限度を超えることはなく，液体廃棄物の発生は

想定されない。 

そのため，廃棄施設は設置しない。 

ｆ．予備電源 

本施設の安全機能を有する施設は，静的な設備であるため安全機能

を維持する上で電気の供給が必要な設備はない。したがって，本施設

で予備電源の確保が必要な設備はないことから，予備電源は設けない。 

ｇ．通信連絡設備等 

事業所には，本施設に異常が発生した場合において，事業所内の人

に対し必要な指示及び事業所外への通信連絡をする必要がある場所と

音声による通信連絡ができる設備を設ける。廃棄物埋設地における埋

設作業は，地上面からの視認性が良く，異常発生時の連絡及び退避の

指示が容易に行えることから，警報装置は設けない。 

本施設には事業所内の人の退避のための設備を設ける。 
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ニ 廃棄物埋設地の構造及び設備 

（１）構造及び設備 

廃棄物埋設地は，放射性廃棄物を埋設する埋設トレンチ，覆土等によ

り構成する。第 2 図に埋設トレンチの平面図，第 3 図に埋設トレンチの

断面図，第 4 図に覆土の平面図，第 5 図及び第 6 図に覆土の断面図を示

す。 

埋設トレンチは，放射性廃棄物の底面が T.P.約＋4 m となるように掘

り下げて設置し，1 区画が約 8 m×約 15 m となるようにＨ形鋼と鋼矢板

（以下「仕切板」という。）により区分し，合計で 42 区画設ける。なお，

埋設トレンチは，西側 18 区画（以下「西側埋設トレンチ」という。）と

東側 24 区画（以下「東側埋設トレンチ」という。）に分ける。 

覆土は，側部低透水性覆土，充塡砂，中間覆土及びその上面を覆う最

終覆土で構成する。 

最終覆土は盛土状の多層構造を成し，基礎材，漏出低減機能を有する

低透水性覆土及び遮水シート，排水層，フィルタ層，保護土層（下層）

並びに保護土層（上層）で構成する。 

また，西側埋設トレンチ及び東側埋設トレンチの最外周に位置する側

部には漏出低減機能を有する側部低透水性覆土を施工する。 

区画内には，放射性廃棄物を規定数定置後，埋設した放射性廃棄物間

の間隙及び埋設した放射性廃棄物と側部低透水性覆土又は仕切板の間隙

に充塡砂を充塡し，放射性廃棄物の上面に遮蔽機能を有する中間覆土を

施工する。これを 3 段繰り返す。 

全ての区画へ放射性廃棄物の定置完了後，西側埋設トレンチ及び東側

埋設トレンチの上面に漏出低減機能を有する低透水性覆土及び遮水シー

トを含む最終覆土を施工する。 
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なお，最終覆土の完了までの間は，側部低透水性覆土，充塡砂，中間

覆土及び最終覆土のうち基礎材の一部で覆土を構成し，その上面に漏出

低減機能を有する表面遮水を設置する（第 7 図参照）。また，最終覆土の

上部には植生を行い，側部には排水設備を設置する。 

第 3 表に覆土の主な仕様を示す。 

（２）最大埋設能力 

廃棄物埋設地の埋設トレンチの最大埋設能力は，約 24,000 m３である。 
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ホ 坑道の構造 

該当なし。 
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ヘ 放射性廃棄物の受入施設の構造及び設備 

放射性廃棄物は，搬出元である東海発電所の施設内において，大気中に

放射性物質が飛散しないように容器等に収納又はこん包された後，トラッ

クにより廃棄物埋設地に運搬され，門型クレーンで定置されることから，

放射性廃棄物の受入施設は設置しない。 

（１）構造 

該当なし。 

（２）主要な設備及び機器の種類 

該当なし。 

（３）受け入れる放射性廃棄物の最大受入れ能力 

該当なし。 
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ト 放射線管理施設の設備 

本施設は，原子炉等規制法等の関係法令の要求事項を満足するとともに，

第二種埋設許可基準規則に適合する構造とする。 

放射線から放射線業務従事者を防護するため，線量を監視及び管理する

設備並びに必要な情報を適切な場所に表示する設備を設ける。 

なお，廃棄物埋設地に埋設する放射性廃棄物は，容器等に収納又はこん

包した状態で取り扱うことにより，放射性物質の飛散を防止することから，

汚染管理，除染等を行う施設は設置しない。また，本施設は，出入りする

放射線業務従事者が少ないことから，出入管理設備は設置せず，管理区域

出入口の施錠等による出入管理を行う。 

（１）屋内管理用の主要な設備及び機器の種類 

該当なし。 

（２）屋外管理用の主要な設備及び機器の種類 

ａ．個人管理用測定設備 

放射線業務従事者及び放射線業務従事者以外の者であって管理区域

に一時的に立ち入る者(以下「一時立入者」という。)の外部被ばくに

係る線量当量を測定するための個人線量計を設ける。 

ｂ．放射線監視・測定設備 

外部放射線に係る線量当量率及び線量当量を監視及び測定するため，

放射線管理用計測器及び積算線量計を設ける。廃棄物埋設地に管理区

域を設定する場合は，放射線管理用計測器及び積算線量計によって外

部放射線に係る線量当量率，線量当量及び空間線量率を監視及び測定

する。 

ｃ．表示設備 

廃棄物埋設地に管理区域を設定する場合には，壁，柵等の区画物によっ
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て区画するほか，外部放射線に係る線量により区域区分し，管理区域であ

ること及び区域区分の状況を示す標識を管理区域の出入り口付近の目に

つきやすい箇所に設ける。 

また，外部放射線から放射線業務従事者及び一時立入者を防護するた

め，管理区域において放射線管理用計測器にて線量当量率の測定を実施

し，測定結果を管理区域に立ち入る者が安全に認識できる場所に表示す

る表示板を設ける。 

屋外管理用の主要な設備及び機器を第 4 表に示す。 
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チ 監視測定設備 

本施設は，原子炉等規制法等の関係法令の要求を満足する構造とすると

ともに，第二種埋設許可基準規則に適合する構造とする。 

（１）主要な計装設備の種類 

ａ．廃棄物埋設地から漏えいする放射性物質の濃度の監視測定設備 

（a） 地下水中の放射性物質の濃度の監視測定設備 

埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始まで

の間において，廃棄物埋設地からの放射性物質の漏えいを監視す

るため，廃棄物埋設地近傍及び周辺監視区域境界付近に地下水採

取孔を設置し，事業所敷地内に試料放射能測定装置を設置する。 

ｂ．事業所及びその境界付近における放射性物質の濃度及び線量の監視

測定設備 

（a） 本施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による

周辺環境における放射線量の監視測定設備 

埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始まで

の間において，本施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガ

ンマ線による周辺環境における放射線量を監視するため，周辺監

視区域境界付近のモニタリングポイントに積算線量計を設ける。 

（b） 操業に伴い周辺環境に放出される放射性物質の濃度の監視測定

設備 

事業所には，廃棄施設を設置せず，操業に伴い周辺環境に放出

される放射性物質はないため，操業に伴い周辺環境に放出される

放射性物質の濃度を監視及び測定できる設備の設置は不要である。 

（c） 廃棄物埋設施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ

線による周辺環境における放射線量の表示 
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事業所及びその境界付近における直接ガンマ線及びスカイシャ

インガンマ線の放射線量を表示する表示板を廃棄物埋設地近傍に

設ける。 

ｃ．地下水の水位その他の廃棄物埋設地及びその周囲の状況の監視測定

設備 

事業所には，事業規則第十九条の二に規定する「廃棄物埋設施設の

定期的な評価等」（以下「定期的な評価等」という。）に必要なデータ

を取得するため，人工バリアの漏出低減機能及び天然バリア（廃棄物

埋設地周辺の地盤）の放射性物質の移動を抑制する機能に影響を及ぼ

す廃棄物埋設地及びその周囲の状況を対象として監視及び測定する設

備を設置する。 

廃棄物埋設地の放射性物質の漏出低減機能が維持されていることを

確認するため，埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の

開始までの間において，人工バリアの漏出低減機能の変化を監視及び

測定できる設備を有する設計とする。 

人工バリアの損傷を防止する観点から，廃棄物埋設地近傍で漏出低

減機能の状態変化を確認する類似環境下での原位置試験を行うととも

に，必要に応じそれを補完する室内試験を実施できる設計とする。 

また，天然バリア（廃棄物埋設地周辺の地盤）の放射性物質の移動

を抑制する機能に影響を及ぼす廃棄物埋設地及びその周囲の状況の監

視及び測定のため，廃棄物埋設地近傍（地下水流向の上流及び下流）

に地下水位監視装置及び周辺監視区域境界付近に観測孔を設置する。 

（２）その他の主要な事項 

ａ．監視測定設備における留意事項 

廃棄物埋設地から漏えいする放射性物質の濃度の監視及び測定にお
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いて，監視測定設備は，実用上必要な精度の測定ができる性能を有し

た設計とする。 

ｂ．監視測定設備を設置した場所を経由した放射性物質の漏えい対策 

廃止措置の開始後に監視測定設備を設置した場所を経由した放射性

物質の異常な漏えいが生じない対策として，廃棄物埋設地近傍に設置

する地下水採取孔及び地下水位監視装置による監視及び測定が終了し

た後に，有害な空隙が残らないように，それぞれの孔内の埋戻しを行

う。 
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リ 排水施設 

該当なし。 
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ヌ その他廃棄物埋設地の附属施設の構造及び設備 

（１）気体廃棄物の廃棄施設 

該当なし。 

（２）液体廃棄物の廃棄施設 

該当なし。 

（３）固体廃棄物の廃棄施設 

該当なし。 

（４）予備電源設備の構造 

該当なし。 

（５）通信連絡設備等の構造 

ａ．通信連絡設備及び警報装置 

本施設に異常が発生した場合において，事業所内の人に対し必要な

指示及び事業所外への通信連絡をする必要がある場所と音声による通

信連絡ができる設備を設ける。 

所内通信連絡設備は，本施設に異常が発生した場合において，事業

所内の人に対し退避又は作業指示の連絡を行うための機能を有し，事

業所内の各所（本施設及び構内事務所）の者へ音声による連絡を行う

ことができる設計とし，携帯電話，衛星電話設備（携帯型）及びブザ

ー鳴動等が行える可搬型のサイレン付拡声器を設けることにより，異

なる方法による多様性を確保する。 

所外通信連絡設備は，本施設に異常が発生した場合において，事業

所外の通信連絡を行う必要がある場所と音声等により通信連絡ができ

る設計とし，携帯電話及び衛星電話設備（携帯型）を設けることによ

り，異なる方法による多様性を確保する。 

廃棄物埋設地における埋設作業は，地上面からの視認性が良く，異
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常発生時の連絡及び退避の指示が容易に行えることから，警報装置は

設けない。 

ｂ．安全避難通路 

放射性廃棄物の受入れの開始から全区画の表面遮水を施工するまで

の間は，廃棄物埋設地内の歩行者用通路を安全避難通路とする。また，

埋設する区画の側壁には，仮設の避難はしごを設置し，安全避難経路

を確保する。埋設する区画内の安全避難通路には，避難誘導標識を設

ける。 

廃棄物埋設地の全区画の表面遮水施工完了後は，本施設の異常発生

時における人の安全な退避のため，安全避難通路を確保するとともに，

単純，明確，かつ，永続的な避難方向を明示した避難誘導標識を設け

る。 

（６）その他の主要な事項 

該当なし。 
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ル 廃棄の方法 

（１）第二種廃棄物埋設の方法の概要 

廃棄物埋設地において行う放射性廃棄物の埋設は，放射性廃棄物の定

置，土砂の充塡・覆土を繰り返して行い，それぞれ以下のとおり行う。 

ａ．放射性廃棄物の定置 

埋設トレンチの埋設する区画に雨水防止テントを設置し，雨水等の

浸入を防止するとともに，水が溜まっている場合には排水を行う。放

射性廃棄物は，門型クレーンにより 1 体ずつ所定の位置に定置する。 

ｂ．土砂の充塡・覆土 

放射性廃棄物を区画内に 1 段分の規定数定置後，放射性廃棄物間の

間隙及び放射性廃棄物と側部低透水性覆土又は仕切板間の間隙に充塡

砂を充塡するとともに，放射性廃棄物の上面には土砂を締め固めなが

ら 0.2 m 以上の中間覆土を施工する。 

なお，側部低透水性覆土は各区画の西側埋設トレンチ又は東側埋設

トレンチの最外周に位置する側部に施工する。 

これを 2 段目まで繰り返し，3 段目となる最上段の放射性廃棄物の

上面については，0.5 m 以上の中間覆土を施工する。各区画の最上段

の中間覆土の設置後，最上段の中間覆土の上に基礎材の一部を施工し

た後，基礎材のうち地上面より上の部分を設置するまでの間は，基礎

材の上部に表面遮水を設置する。 

西側埋設トレンチ又は東側埋設トレンチへの埋設が終了した後，表

面遮水を撤去し，基礎材のうち地上面より上の部分を施工し，基礎材

の上に低透水性覆土を施工するとともに，低透水性覆土の上部に遮水

シートを設置する。 

なお，表面遮水を撤去した範囲については，最終覆土の完了までの
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間，作業中の期間を除き，雨養生を設置する。 

西側埋設トレンチ又は東側埋設トレンチの遮水シート設置後，遮水

シートの上部に最終覆土のうち排水層，フィルタ層，保護土層（下層）

及び保護土層（上層）を施工するとともに，最終覆土の表面に植生を

行う。 

なお，最終覆土は，2.0 m 以上の厚さが確保されるように施工する。 

（２）第二種廃棄物埋設の手順を示す工程図 

 

 

  

放射性廃棄物の定置 

土砂の充塡・覆土 
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五 放射能の減衰に応じた第二種廃棄物埋設についての保安のために講ずべき

措置の変更予定時期 

本施設では，廃棄物埋設地の管理を実施するに当たり，原子炉等規制法等

に基づき放射能の減衰に応じた第二種廃棄物埋設についての保安のために講

ずべき措置を設定する。 

なお，本施設の廃止措置の認可を受ける日までの 10 年を超えない期間ご

と及び放射能の減衰に応じた第二種廃棄物埋設についての保安のために講ず

べき措置を変更しようとするとき又は廃止措置計画を定めようとするときに，

最新の技術的知見を踏まえて，核燃料物質等による放射線の被ばく管理に関

する評価を行う。また，この結果を踏まえて，本施設の保全のために必要な

措置を講じる。 

放射能の減衰に応じた第二種廃棄物埋設についての保安のために講ずべき

措置及び変更予定時期は，以下のとおりである。 

（１）周辺監視区域は，本施設への放射性廃棄物の受入れに先立って設定し，

その廃止時期は最終覆土完了後とする。 

（２）埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から最終覆土完了までの間は，埋

設保全区域を設定して，標識を設けるとともに，本施設外への放射性物質

の異常な漏えいがないことの監視を行い，異常な漏えいがあったと認めら

れる場合には，必要に応じて修復その他の適切な措置を講ずる。 

この段階の終了予定時期は，全ての区画で放射性廃棄物の埋設が完了し，

廃棄物埋設地全体に最終覆土を行った後とする。 

（３）最終覆土完了から廃止措置の開始までの間は，埋設保全区域を設定して，

標識を設けるとともに，廃棄物埋設地からの放射性物質の異常な漏えいが

ないことの監視を行い，必要に応じて修復その他の適切な措置を講ずる。

この段階の終了予定時期は，廃棄物埋設地の保全に関する措置を必要とし
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ない状態に移行する時期とし，本施設の最終覆土完了後 50 年程度とする。 

なお，廃棄物埋設事業の廃止に当たっては，原子炉等規制法等に基づき

必要な措置を講ずる。 
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六 廃棄物埋設施設の工事計画 
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七 廃棄物埋設施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に

関する事項 

廃棄物埋設施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に

関する事項を以下のとおりとする。 

（１）目的 

廃棄物埋設施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備

に関する事項（以下「品質管理に関する事項」という。）は，廃棄物埋設施

設の安全を達成・維持・向上させるため，「原子力施設の保安のための業務

に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」（以下「品管規則」とい

う。）に基づく品質マネジメントシステムを確立し，実施し，評価確認し，

継続的に改善することを目的とする。 

（２）適用範囲 

品質管理に関する事項は，廃棄物埋設施設の保安活動に適用する。 

（３）定義 

品質管理に関する事項における用語の定義は，以下に定めるもののほか

品管規則に従う。 

ａ．廃棄物埋設施設 

原子炉等規制法第五十一条の二第二号に規定する第二種廃棄物埋設を

行うための廃棄物埋設施設をいう。 

ｂ．組織 

当社の品質マネジメントシステムに基づき，廃棄物埋設施設を運営管

理（運用開始前の管理を含む。）する各部門の総称をいう。 

（４）品質マネジメントシステム 

ａ．品質マネジメントシステムに係る要求事項 

（a） 組織は，品質管理に関する事項にしたがって，品質マネジメント
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システムを確立し，実施するとともに，その実効性を維持するため，

その改善を継続的に行う。 

（b） 組織は，保安活動の重要度に応じて品質マネジメントシステムを

確立し，運用する。この場合，次に掲げる事項を適切に考慮する。 

ⅰ．廃棄物埋設施設，組織又は個別業務の重要度及びこれらの複雑さ

の程度 

ⅱ．廃棄物埋設施設若しくは機器等の品質又は保安活動に関連する原

子力の安全に影響を及ぼすおそれのあるもの及びこれらに関連する

潜在的影響の大きさ 

ⅲ．機器等の故障若しくは通常想定されない事象の発生又は保安活動

が不適切に計画され，若しくは実行されたことにより起こり得る影

響 

（c） 組織は，廃棄物埋設施設に適用される関係法令（以下「関係法令」

という。）を明確に認識し，品管規則に規定する文書その他品質マネ

ジメントシステムに必要な文書（記録を除く。以下「品質マネジメ

ント文書」という。）に明記する。 

（d） 組織は，品質マネジメントシステムに必要なプロセスを明確にす

るとともに，そのプロセスを組織に適用することを決定し，次に掲

げる業務を行う。 

ⅰ．プロセスの運用に必要な情報及び当該プロセスの運用により達成

される結果を文書で明確にする。 

ⅱ．プロセスの順序及び相互の関係を明確にする。 

ⅲ．プロセスの運用及び管理の実効性の確保に必要な組織の保安活動

の状況を示す指標（以下「保安活動指標」という。）並びに当該指標

に係る判定基準を明確に定める。 
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ⅳ．プロセスの運用並びに監視及び測定（以下「監視測定」という。）

に必要な資源及び情報が利用できる体制を確保する（責任及び権限

の明確化を含む。）。 

ⅴ．プロセスの運用状況を監視測定し分析する。ただし，監視測定す

ることが困難である場合は，この限りでない。 

ⅵ．プロセスについて，意図した結果を得，及び実効性を維持するた

めの措置を講ずる。 

ⅶ．プロセス及び組織の体制を品質マネジメントシステムと整合的な

ものとする。 

ⅷ．原子力の安全とそれ以外の事項において意思決定の際に対立が生

じた場合には，原子力の安全が確保されるようにする。 

（e） 組織は，健全な安全文化を育成し，及び維持する。 

（f） 組織は，機器等又は個別業務に係る要求事項（関係法令を含む。

以下「個別業務等要求事項」という。）への適合に影響を及ぼすプロ

セスを外部委託することとしたときは，当該プロセスが管理されて

いるようにする。 

（g） 組織は，保安活動の重要度に応じて，資源の適切な配分を行う。 

ｂ．品質マネジメントシステムの文書化 

（a） 一般 

組織は，保安活動の重要度に応じて次に掲げる文書を作成し，当

該文書に規定する事項を実施する。 

ⅰ．品質方針及び品質目標 

ⅱ．品質マニュアル 

ⅲ．実効性のあるプロセスの計画的な実施及び管理がなされるように

するために，組織が必要と決定した文書 
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ⅳ．品管規則の要求事項に基づき作成する手順書，指示書，図面等（以

下「手順書等」という。） 

（b） 品質マニュアル 

組織は，品質マニュアルに次に掲げる事項を定める。 

ⅰ．品質マネジメントシステムの運用に係る組織に関する事項 

ⅱ．保安活動の計画，実施，評価及び改善に関する事項 

ⅲ．品質マネジメントシステムの適用範囲 

ⅳ．品質マネジメントシステムのために作成した手順書等の参照情報 

ⅴ．プロセスの相互の関係 

（c） 文書の管理 

ⅰ．組織は，品質マネジメント文書を管理する。 

ⅱ．組織は，要員が判断及び決定をするに当たり，適切な品質マネジ

メント文書を利用できるよう，品質マネジメント文書に関する次に

掲げる事項を定めた手順書等を作成する。 

① 品質マネジメント文書を発行するに当たり，その妥当性を審査

し，発行を承認すること。 

② 品質マネジメント文書の改訂の必要性について評価するととも

に，改訂に当たり，その妥当性を審査し，改訂を承認すること。 

③ 品質マネジメント文書の審査及び評価には，その対象となる文

書に定められた活動を実施する部門の要員を参画させること。 

④ 品質マネジメント文書の改訂内容及び最新の改訂状況を識別で

きるようにすること。 

⑤ 改訂のあった品質マネジメント文書を利用する場合においては，

当該文書の適切な制定版又は改訂版が利用しやすい体制を確保す

ること。 
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⑥ 品質マネジメント文書を，読みやすく容易に内容を把握するこ

とができるようにすること。 

⑦ 組織の外部で作成された品質マネジメント文書を識別し，その

配付を管理すること。 

⑧ 廃止した品質マネジメント文書が使用されることを防止するこ

と。この場合において，当該文書を保持するときは，その目的に

かかわらず，これを識別し，管理すること。 

（d） 記録の管理 

ⅰ．組織は，品管規則に規定する個別業務等要求事項への適合及び品

質マネジメントシステムの実効性を実証する記録を明確にするとと

もに，当該記録を，読みやすく容易に内容を把握することができ，

かつ，検索することができるように作成し，保安活動の重要度に応

じてこれを管理する。 

ⅱ．組織は，ⅰ．の記録の識別，保存，保護，検索及び廃棄に関し，

所要の管理の方法を定めた手順書等を作成する。 

（５）経営責任者等の責任 

ａ．経営責任者の原子力の安全のためのリーダーシップ 

社長は，原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し，責任を持っ

て品質マネジメントシステムを確立させ，実施させるとともに，その実

効性を維持していることを，次に掲げる業務を行うことによって実証す

る。 

（a） 品質方針を定めること。 

（b） 品質目標が定められているようにすること。 

（c） 要員が，健全な安全文化を育成し，及び維持することに貢献でき

るようにすること。 
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（d） （５）ｆ．（a）に規定するマネジメントレビューを実施すること。 

（e） 資源が利用できる体制を確保すること。 

（f） 関係法令を遵守することその他原子力の安全を確保することの重

要性を要員に周知すること。 

（g） 保安活動に関する担当業務を理解し，遂行する責任を有すること

を，要員に認識させること。 

（h） 全ての階層で行われる決定が，原子力の安全の確保について，そ

の優先順位及び説明する責任を考慮して確実に行われるようにす

ること。 

ｂ．原子力の安全の確保の重視 

社長は，組織の意思決定に当たり，機器等及び個別業務が個別業務等

要求事項に適合し，かつ，原子力の安全がそれ以外の事由により損なわ

れないようにする。 

ｃ．品質方針 

社長は，品質方針が次に掲げる事項に適合しているようにする。 

（a） 組織の目的及び状況に対して適切なものであること。 

（b） 要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの実効性の維持

に社長が責任を持って関与すること。 

（c） 品質目標を定め，評価するに当たっての枠組みとなるものである

こと。 

（d） 要員に周知され，理解されていること。 

（e） 品質マネジメントシステムの継続的な改善に社長が責任を持って

関与すること。 

ｄ．計画 

（a） 品質目標 
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ⅰ．社長は，部門において，品質目標（個別業務等要求事項への適合

のために必要な目標を含む。）が定められているようにする。 

ⅱ．社長は，品質目標が，その達成状況を評価し得るものであって，

かつ，品質方針と整合的なものとなるようにする。 

（b） 品質マネジメントシステムの計画 

ⅰ．社長は，品質マネジメントシステムが（４）ａ．の規定に適合す

るよう，その実施に当たっての計画が策定されているようにする。 

ⅱ．社長は，品質マネジメントシステムの変更が計画され，それが実

施される場合においては，当該品質マネジメントシステムが不備の

ない状態に維持されているようにする。この場合において，保安活

動の重要度に応じて，次に掲げる事項を適切に考慮する。 

① 品質マネジメントシステムの変更の目的及び当該変更により起

こり得る結果 

② 品質マネジメントシステムの実効性の維持 

③ 資源の利用可能性 

④ 責任及び権限の割当て 

ｅ．責任，権限及びコミュニケーション 

（a） 責任及び権限 

社長は，部門及び要員の責任及び権限並びに部門相互間の業務の

手順を定めさせ，関係する要員が責任を持って業務を遂行できるよ

うにする。 

（b） 品質マネジメントシステム管理責任者 

ⅰ．社長は，品質マネジメントシステムを管理する責任者に，次に掲

げる業務に係る責任及び権限を与える。 

① プロセスが確立され，実施されるとともに，その実効性が維持
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されているようにすること。 

② 品質マネジメントシステムの運用状況及びその改善の必要性に

ついて，社長に報告すること。 

③ 健全な安全文化を育成し，及び維持することにより，原子力の

安全の確保についての認識が向上するようにすること。 

④ 関係法令を遵守すること。 

（c） 管理者 

ⅰ．社長は，次に掲げる業務を管理監督する地位にある者（以下「管

理者」という。）に，当該管理者が管理監督する業務に係る責任及び

権限を与える。 

① 個別業務のプロセスが確立され，実施されるとともに，その実

効性が維持されているようにすること。 

② 要員の個別業務等要求事項についての認識が向上するようにす

ること。 

③ 個別業務の実施状況に関する評価を行うこと。 

④ 健全な安全文化を育成し，及び維持すること。 

⑤ 関係法令を遵守すること。 

ⅱ．管理者は，ⅰ．の責任及び権限の範囲において，原子力の安全の

ためのリーダーシップを発揮し，次に掲げる事項を確実に実施する。 

① 品質目標を設定し，その目標の達成状況を確認するため，業務

の実施状況を監視測定すること。 

② 要員が，原子力の安全に対する意識を向上し，かつ，原子力の

安全への取組みを積極的に行えるようにすること。 

③ 原子力の安全に係る意思決定の理由及びその内容を，関係する

要員に確実に伝達すること。 
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④ 常に問いかける姿勢及び学習する姿勢を要員に定着させるとと

もに，要員が積極的に廃棄物埋設施設の保安に関する問題の報告

を行えるようにすること。 

⑤ 要員が，積極的に業務の改善に対する貢献を行えるようにする

こと。 

ⅲ．管理者は，管理監督する業務に関する自己評価を，あらかじめ定

められた間隔で行う。 

（d） 組織の内部の情報の伝達 

社長は，組織の内部の情報が適切に伝達される仕組みが確立され

ているようにするとともに，品質マネジメントシステムの実効性に

関する情報が確実に伝達されるようにする。 

ｆ．マネジメントレビュー 

（a） 一般 

社長は，品質マネジメントシステムの実効性を評価するとともに，

改善の機会を得て，保安活動の改善に必要な措置を講ずるため，品

質マネジメントシステムの評価（以下「マネジメントレビュー」と

いう。）を，あらかじめ定められた間隔で行う。 

（b） マネジメントレビューに用いる情報 

組織は，マネジメントレビューにおいて，少なくとも次に掲げる

情報を報告する。 

① 内部監査の結果 

② 組織の外部の者の意見 

③ プロセスの運用状況 

④ 自主検査等の結果 

⑤ 品質目標の達成状況 
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⑥ 健全な安全文化の育成及び維持の状況 

⑦ 関係法令の遵守状況 

⑧ 不適合並びに是正処置及び未然防止処置の状況 

⑨ 従前のマネジメントレビューの結果を受けて講じた措置 

⑩ 品質マネジメントシステムに影響を及ぼすおそれのある変更 

⑪ 部門又は要員からの改善のための提案 

⑫ 資源の妥当性 

⑬ 保安活動のために講じた措置の実効性 

（c） マネジメントレビューの結果を受けて行う措置 

ⅰ．組織は，マネジメントレビューの結果を受けて，少なくとも次に

掲げる事項について決定する。 

① 品質マネジメントシステム及びプロセスの実効性の維持に必要

な改善 

② 個別業務に関する計画及び個別業務の実施に関連する保安活動

の改善 

③ 品質マネジメントシステムの実効性の維持及び継続的な改善の

ために必要な資源 

④ 健全な安全文化の育成及び維持に関する改善 

⑤ 関係法令の遵守に関する改善 

ⅱ．組織は，マネジメントレビューの結果の記録を作成し，これを管

理する。 

ⅲ．組織は，ⅰ．の決定をした事項について，必要な措置を講じる。 

（６）資源の管理 

ａ．資源の確保 

組織は，原子力の安全を確実なものにするために必要な次に掲げる資
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源を明確に定め，これを確保し，及び管理する。 

（a） 要員 

（b） 個別業務に必要な施設，設備及びサービスの体系 

（c） 作業環境 

（d） その他必要な資源 

ｂ．要員の力量の確保及び教育訓練 

（a） 組織は，個別業務の実施に必要な技能及び経験を有し，意図した

結果を達成するために必要な知識及び技能並びにそれを適用する

能力（以下「力量」という。）が実証された者を要員に充てる。 

（b） 組織は，要員の力量を確保するために，保安活動の重要度に応じ

て，次に掲げる業務を行う。 

ⅰ．要員にどのような力量が必要かを明確に定めること。 

ⅱ． 要員の力量を確保するために教育訓練その他の措置を講ずること。 

ⅲ．教育訓練その他の措置の実効性を評価すること。 

ⅳ．要員が自らの個別業務について，次に掲げる事項を認識している

ようにすること。 

① 品質目標の達成に向けた自らの貢献 

② 品質マネジメントシステムの実効性を維持するための自らの貢

献 

③ 原子力の安全に対する当該個別業務の重要性 

ⅴ．要員の力量及び教育訓練その他の措置に係る記録を作成し，これ

を管理すること。 

（７）個別業務に関する計画の策定及び個別業務の実施 

ａ．個別業務に必要なプロセスの計画 

（a） 組織は，個別業務に必要なプロセスについて，計画を策定すると
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ともに，そのプロセスを確立する。 

（b） 組織は，（a）の計画と当該個別業務以外のプロセスに係る個別業

務等要求事項との整合性を確保する。 

（c） 組織は，個別業務に関する計画（以下「個別業務計画」という。）

の策定又は変更を行うに当たり，次に掲げる事項を明確にする。 

ⅰ．個別業務計画の策定又は変更の目的及び当該計画の策定又は変更

により起こり得る結果 

ⅱ．機器等又は個別業務に係る品質目標及び個別業務等要求事項 

ⅲ．機器等又は個別業務に固有のプロセス，品質マネジメント文書及

び資源 

ⅳ．自主検査等，検証，妥当性確認及び監視測定並びにこれらの個別

業務等要求事項への適合性を判定するための基準（以下「合否判定

基準」という。） 

ⅴ．個別業務に必要なプロセス及び当該プロセスを実施した結果が個

別業務等要求事項に適合することを実証するために必要な記録 

（d） 組織は，策定した個別業務計画を，その個別業務の作業方法に適

したものとする。 

ｂ．個別業務等要求事項に関するプロセス 

（a） 個別業務等要求事項として明確にすべき事項 

ⅰ．組織は，次に掲げる事項を個別業務等要求事項として明確に定め

る。 

① 組織の外部の者が明示してはいないものの，機器等又は個別業

務に必要な要求事項 

② 関係法令 

③ ①及び②に掲げるもののほか，組織が必要とする要求事項 
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（b） 個別業務等要求事項の審査 

ⅰ．組織は，機器等の使用又は個別業務の実施に当たり，あらかじめ，

個別業務等要求事項の審査を実施する。 

ⅱ．組織は，個別業務等要求事項の審査を実施するに当たり，次に掲

げる事項を確認する。 

① 当該個別業務等要求事項が定められていること。 

② 当該個別業務等要求事項が，あらかじめ定められた個別業務等

要求事項と相違する場合においては，その相違点が解明されてい

ること。 

③ 組織が，あらかじめ定められた個別業務等要求事項に適合する

ための能力を有していること。 

ⅲ．組織は，ⅰ．の審査の結果の記録及び当該審査の結果に基づき講

じた措置に係る記録を作成し，これを管理する。 

ⅳ．組織は，個別業務等要求事項が変更された場合においては，関連

する文書が改訂されるようにするとともに，関連する要員に対し変

更後の個別業務等要求事項が周知されるようにする。 

（c） 組織の外部の者との情報の伝達等 

組織は，組織の外部の者からの情報の収集及び組織の外部の者へ

の情報の伝達のために，実効性のある方法を明確に定め，これを実

施する。 

ｃ．設計開発 

（a） 設計開発計画 

ⅰ．組織は，設計開発（専ら廃棄物埋設施設において用いるための設

計開発に限る。）の計画（以下「設計開発計画」という。）を策定す

るとともに，設計開発を管理する。 



－ 49 － 

ⅱ．組織は，設計開発計画の策定において，次に掲げる事項を明確に

する。 

① 設計開発の性質，期間及び複雑さの程度 

② 設計開発の各段階における適切な審査，検証及び妥当性確認の

方法並びに管理体制 

③ 設計開発に係る部門及び要員の責任及び権限 

④ 設計開発に必要な組織の内部及び外部の資源 

ⅲ．組織は，実効性のある情報の伝達並びに責任及び権限の明確な割

当てがなされるようにするために，設計開発に関与する各者間の連

絡を管理する。 

ⅳ．組織は，ⅰ．により策定された設計開発計画を，設計開発の進行

に応じて適切に変更する。 

（b） 設計開発に用いる情報 

ⅰ．組織は，個別業務等要求事項として設計開発に用いる情報であっ

て，次に掲げるものを明確に定めるとともに，当該情報に係る記録

を作成し，これを管理する。 

① 機能及び性能に係る要求事項 

② 従前の類似した設計開発から得られた情報であって，当該設計

開発に用いる情報として適用可能なもの 

③ 関係法令 

④ その他設計開発に必要な要求事項 

ⅱ．組織は，設計開発に用いる情報について，その妥当性を評価し，

承認する。 

（c） 設計開発の結果に係る情報 

ⅰ．組織は，設計開発の結果に係る情報を，設計開発に用いた情報と
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対比して検証することができる形式により管理する。 

ⅱ．組織は，設計開発の次の段階のプロセスに進むに当たり，あらか

じめ，当該設計開発の結果に係る情報を承認する。 

ⅲ．組織は，設計開発の結果に係る情報を，次に掲げる事項に適合す

るものとする。 

① 設計開発に係る個別業務等要求事項に適合するものであること。 

② 調達，機器等の使用及び個別業務の実施のために適切な情報を

提供するものであること。 

③ 合否判定基準を含むものであること。 

④ 機器等を安全かつ適正に使用するために不可欠な当該機器等の

特性が明確であること。 

（d） 設計開発レビュー 

ⅰ．組織は，設計開発の適切な段階において，設計開発計画にしたが

って，次に掲げる事項を目的とした体系的な審査（以下「設計開発

レビュー」という。）を実施する。 

① 設計開発の結果の個別業務等要求事項への適合性について評価

すること。 

② 設計開発に問題がある場合においては，当該問題の内容を明確

にし，必要な措置を提案すること。 

ⅱ．組織は，設計開発レビューに当該設計開発レビューの対象となっ

ている設計開発段階に関連する部門の代表者及び当該設計開発に係

る専門家を参加させる。 

ⅲ．組織は，設計開発レビューの結果の記録及び当該設計開発レビュ

ーの結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し，これを管理する。 

（e） 設計開発の検証 
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ⅰ．組織は，設計開発の結果が個別業務等要求事項に適合している状

態を確保するために，設計開発計画にしたがって検証を実施する。 

ⅱ．組織は，設計開発の検証の結果の記録及び当該検証の結果に基づ

き講じた措置に係る記録を作成し，これを管理する。 

ⅲ．組織は，当該設計開発を行った要員に当該設計開発の検証をさせ

ない。 

（f） 設計開発の妥当性確認 

ⅰ．組織は，設計開発の結果の個別業務等要求事項への適合性を確認

するために，設計開発計画にしたがって当該設計開発の妥当性確認

（以下「設計開発妥当性確認」という。）を実施する。 

ⅱ．組織は，機器等の使用又は個別業務の実施に当たり，あらかじめ，

設計開発妥当性確認を完了する。 

ⅲ．組織は，設計開発妥当性確認の結果の記録及び当該設計開発妥当

性確認の結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し，これを管理

する。 

（g） 設計開発の変更の管理 

ⅰ．組織は，設計開発の変更を行った場合においては，当該変更の内

容を識別することができるようにするとともに，当該変更に係る記

録を作成し，これを管理する。 

ⅱ．組織は，設計開発の変更を行うに当たり，あらかじめ，審査，検

証及び妥当性確認を行い，変更を承認する。 

ⅲ．組織は，設計開発の変更の審査において，設計開発の変更が廃棄

物埋設施設に及ぼす影響の評価（当該廃棄物埋設施設を構成する材

料又は部品に及ぼす影響の評価を含む。）を行う。 

ⅳ．組織は，ⅱ．の審査，検証及び妥当性確認の結果の記録及びその
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結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し，これを管理する。 

ｄ．調達 

（a） 調達プロセス 

ⅰ．組織は，調達する物品又は役務（以下「調達物品等」という。）が，

自ら規定する調達物品等に係る要求事項（以下「調達物品等要求事

項」という。）に適合するようにする。 

ⅱ．組織は，保安活動の重要度に応じて，調達物品等の供給者及び調

達物品等に適用される管理の方法及び程度を定める。この場合にお

いて，一般産業用工業品については，調達物品等の供給者等から必

要な情報を入手し，当該一般産業用工業品が調達物品等要求事項に

適合していることを確認できるように管理の方法及び程度を定める。 

ⅲ．組織は，調達物品等要求事項に従い，調達物品等を供給する能力

を根拠として調達物品等の供給者を評価し，選定する。 

ⅳ．組織は，調達物品等の供給者の評価及び選定に係る判断基準を定

める。 

ⅴ．組織は，ⅲ．の評価の結果の記録及び当該評価の結果に基づき講

じた措置に係る記録を作成し，これを管理する。 

ⅵ．組織は，調達物品等を調達する場合には，個別業務計画において，

適切な調達の実施に必要な事項（当該調達物品等の調達後における

これらの維持又は運用に必要な技術情報（廃棄物埋設施設の保安に

係るものに限る。）の取得及び当該情報を他の原子力事業者等と共有

するために必要な措置に関する事項を含む。）を定める。 

（b） 調達物品等要求事項 

ⅰ．組織は，調達物品等に関する情報に，次に掲げる調達物品等要求

事項のうち，該当するものを含める。 
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① 調達物品等の供給者の業務のプロセス及び設備に係る要求事項 

② 調達物品等の供給者の要員の力量に係る要求事項 

③ 調達物品等の供給者の品質マネジメントシステムに係る要求事

項 

④ 調達物品等の不適合の報告及び処理に係る要求事項 

⑤ 調達物品等の供給者が健全な安全文化を育成し，及び維持する

ために必要な要求事項 

⑥ 一般産業用工業品を機器等に使用するに当たっての評価に必要

な要求事項 

⑦ その他調達物品等に必要な要求事項 

ⅱ．組織は，調達物品等要求事項として，組織が調達物品等の供給者

の工場等において自主検査等その他の個別業務を行う際の原子力規

制委員会の職員による当該工場等への立入りに関することを含める。 

ⅲ．組織は，調達物品等の供給者に対し調達物品等に関する情報を提

供するに当たり，あらかじめ，当該調達物品等要求事項の妥当性を

確認する。 

ⅳ．組織は，調達物品等を受領する場合には，調達物品等の供給者に

対し，調達物品等要求事項への適合状況を記録した文書を提出させ

る。 

（c） 調達物品等の検証 

ⅰ．組織は，調達物品等が調達物品等要求事項に適合しているように

するために必要な検証の方法を定め，実施する。 

ⅱ．組織は，調達物品等の供給者の工場等において調達物品等の検証

を実施することとしたときは，当該検証の実施要領及び調達物品等

の供給者からの出荷の可否の決定の方法について調達物品等要求事



－ 54 － 

項の中で明確に定める。 

ｅ．個別業務の管理 

（a） 個別業務の管理 

組織は，個別業務計画に基づき，個別業務を次に掲げる事項（当

該個別業務の内容等から該当しないと認められるものを除く。）に適

合するように実施する。 

ⅰ．廃棄物埋設施設の保安のために必要な情報が利用できる体制にあ

ること。 

ⅱ．手順書等が必要な時に利用できる体制にあること。 

ⅲ．当該個別業務に見合う設備を使用していること。 

ⅳ．監視測定のための設備が利用できる体制にあり，かつ，当該設備

を使用していること。 

ⅴ．（８）ｂ．（c）に基づき監視測定をしていること。 

ⅵ．品質管理に関する事項に基づき，プロセスの次の段階に進むこと

の承認を行っていること。 

（b） 個別業務の実施に係るプロセスの妥当性確認 

ⅰ．組織は，個別業務の実施に係るプロセスについて，それ以降の監

視測定では当該プロセスの結果を検証することができない場合（個

別業務が実施された後にのみ不適合その他の事象が明確になる場合

を含む。）においては，妥当性確認を行う。 

ⅱ．組織は，ⅰ．のプロセスが個別業務計画に定めた結果を得ること

ができることを，ⅰ．の妥当性確認によって実証する。 

ⅲ．組織は，妥当性確認を行った場合は，その結果の記録を作成し，

これを管理する。 

ⅳ．組織は，ⅰ．の妥当性確認の対象とされたプロセスについて，次
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に掲げる事項（当該プロセスの内容等から該当しないと認められる

ものを除く。）を明確にする。 

① 当該プロセスの審査及び承認のための判定基準 

② 妥当性確認に用いる設備の承認及び要員の力量を確認する方法 

③ 妥当性確認の方法 

（c） 識別管理及びトレーサビリティの確保 

ⅰ．組織は，個別業務計画及び個別業務の実施に係る全てのプロセス

において，適切な手段により，機器等及び個別業務の状態を識別し，

管理する。 

ⅱ．組織は，トレーサビリティ（機器等の使用又は個別業務の実施に

係る履歴，適用又は所在を追跡できる状態をいう。）の確保が個別業

務等要求事項である場合においては，機器等又は個別業務を識別し，

これを記録するとともに，当該記録を管理する。 

（d） 組織の外部の者の物品 

組織は，組織の外部の者の物品を所持している場合においては，

必要に応じ，記録を作成し，これを管理する。 

（e） 調達物品の管理 

組織は，調達した物品が使用されるまでの間，当該物品を調達物

品等要求事項に適合するように管理（識別表示，取扱い，包装，保

管及び保護を含む。）する。 

ｆ．監視測定のための設備の管理 

（a） 組織は，機器等又は個別業務の個別業務等要求事項への適合性の

実証に必要な監視測定及び当該監視測定のための設備を明確に定

める。 

（b） 組織は，（a）の監視測定について，実施可能であり，かつ，当該
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監視測定に係る要求事項と整合性のとれた方法で実施する。 

（c） 組織は，監視測定の結果の妥当性を確保するために，監視測定の

ために必要な設備を，次に掲げる事項に適合するものとする。 

ⅰ．あらかじめ定められた間隔で，又は使用の前に，計量の標準まで

追跡することが可能な方法（当該計量の標準が存在しない場合にあ

っては，校正又は検証の根拠について記録する方法）により校正又

は検証がなされていること。 

ⅱ．校正の状態が明確になるよう，識別されていること。 

ⅲ．所要の調整がなされていること。 

ⅳ．監視測定の結果を無効とする操作から保護されていること。 

ⅴ．取扱い，維持及び保管の間，損傷及び劣化から保護されているこ

と。 

（d） 組織は，監視測定のための設備に係る要求事項への不適合が判明

した場合においては，従前の監視測定の結果の妥当性を評価し，こ

れを記録する。 

（e） 組織は，（d）の場合において，当該監視測定のための設備及び  

（d）の不適合により影響を受けた機器等又は個別業務について，適

切な措置を講じる。 

（f） 組織は，監視測定のための設備の校正及び検証の結果の記録を作

成し，これを管理する。 

（g） 組織は，監視測定においてソフトウェアを使用することとしたと

きは，その初回の使用に当たり，あらかじめ，当該ソフトウェアが

意図したとおりに当該監視測定に適用されていることを確認する。 

（８）評価及び改善 

ａ．監視測定，分析，評価及び改善 
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（a） 組織は，監視測定，分析，評価及び改善に係るプロセスを計画し，

実施する。 

（b） 組織は，要員が（a）の監視測定の結果を利用できるようにする。 

ｂ．監視及び測定 

（a） 組織の外部の者の意見 

ⅰ．組織は，監視測定の一環として，原子力の安全の確保に対する組

織の外部の者の意見を把握する。 

ⅱ．組織は，ⅰ．の意見の把握及び当該意見の反映に係る方法を明確

に定める。 

（b） 内部監査 

ⅰ．組織は，品質マネジメントシステムについて，次に掲げる要件へ

の適合性を確認するために，保安活動の重要度に応じて，あらかじ

め定められた間隔で，客観的な評価を行う部門その他の体制により

内部監査を実施する。 

① 品質管理に関する事項に基づく品質マネジメントシステムに係

る要求事項 

② 実効性のある実施及び実効性の維持 

ⅱ．組織は，内部監査の判定基準，監査範囲，頻度，方法及び責任を

定める。 

ⅲ．組織は，内部監査の対象となり得る部門，個別業務，プロセスそ

の他の領域（以下「領域」という。）の状態及び重要性並びに従前の

監査の結果を考慮して内部監査の対象を選定し，かつ，内部監査の

実施に関する計画（以下「内部監査実施計画」という。）を策定し，

及び実施することにより，内部監査の実効性を維持する。 

ⅳ．組織は，内部監査を行う要員（以下「内部監査員」という。）の選
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定及び内部監査の実施においては，客観性及び公平性を確保する。 

ⅴ．組織は，内部監査員又は管理者に自らの個別業務又は管理下にあ

る個別業務に関する内部監査をさせない。 

ⅵ．組織は，内部監査実施計画の策定及び実施並びに内部監査結果の

報告並びに記録の作成及び管理について，その責任及び権限並びに

内部監査に係る要求事項を，手順書等に定める。 

ⅶ．組織は，内部監査の対象として選定された領域に責任を有する管

理者に内部監査結果を通知する。 

ⅷ．組織は，不適合が発見された場合には，ⅶ．の通知を受けた管理

者に，不適合を除去するための措置及び是正処置を遅滞なく講じさ

せるとともに，当該措置の検証を行わせ，その結果を報告させる。 

（c） プロセスの監視測定 

ⅰ．組織は，プロセスの監視測定を行う場合においては，当該プロセ

スの監視測定に見合う方法によりこれを行う。 

ⅱ．組織は，ⅰ．の監視測定の実施に当たり，保安活動の重要度に応

じて，保安活動指標を用いる。 

ⅲ．組織は，ⅰ．の方法により，プロセスが（５）ｄ．（b）ⅰ．及び

（７）ａ．（a）の計画に定めた結果を得ることができることを実証

する。 

ⅳ．組織は，ⅰ．の監視測定の結果に基づき，保安活動の改善のため

に，必要な措置を講じる。 

ⅴ．組織は，（５）ｄ．（b）ⅰ．及び（７）ａ．（a）の計画に定めた結

果を得ることができない場合又は当該結果を得ることができないお

それがある場合においては，個別業務等要求事項への適合性を確保

するために，当該プロセスの問題を特定し，当該問題に対して適切
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な措置を講じる。 

（d） 機器等の検査等 

ⅰ．組織は，機器等に係る要求事項への適合性を検証するために，個

別業務計画にしたがって，個別業務の実施に係るプロセスの適切な

段階において，自主検査等を実施する。 

ⅱ． 組織は，自主検査等の結果に係る記録を作成し，これを管理する。 

ⅲ．組織は，プロセスの次の段階に進むことの承認を行った要員を特

定することができる記録を作成し，これを管理する。 

ⅳ．組織は，個別業務計画に基づく自主検査等を支障なく完了するま

では，プロセスの次の段階に進むことの承認をしない。ただし，当

該承認の権限を持つ要員が，個別業務計画に定める手順により特に

承認をする場合は，この限りでない。 

ｃ．不適合の管理 

（a） 組織は，個別業務等要求事項に適合しない機器等が使用され，又

は個別業務が実施されることがないよう，当該機器等又は個別業務

を特定し，これを管理する。 

（b） 組織は，不適合の処理に係る管理並びにそれに関連する責任及び

権限を手順書等に定める。 

（c） 組織は，次に掲げる方法のいずれかにより，不適合を処理する。 

ⅰ．発見された不適合を除去するための措置を講ずること。 

ⅱ．不適合について，あらかじめ定められた手順により原子力の安全

に及ぼす影響について評価し，機器等の使用又は個別業務の実施に

ついての承認を行うこと（以下「特別採用」という。）。 

ⅲ．機器等の使用又は個別業務の実施ができないようにするための措

置を講ずること。 
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ⅳ． 機器等の使用又は個別業務の実施後に発見した不適合については，

その不適合による影響又は起こり得る影響に応じて適切な措置を講

ずること。 

（d） 組織は，不適合の内容の記録及び当該不適合に対して講じた措置

（特別採用を含む。）に係る記録を作成し，これを管理する。 

（e） 組織は，（c）ⅰ．の措置を講じた場合においては，個別業務等要

求事項への適合性を実証するための検証を行う。 

ｄ．データの分析及び評価 

（a） 組織は，品質マネジメントシステムが実効性のあるものであるこ

とを実証するため，及び当該品質マネジメントシステムの実効性の

改善の必要性を評価するために，適切なデータ（監視測定の結果か

ら得られたデータ及びそれ以外の関連情報源からのデータを含む。）

を明確にし，収集し，及び分析する。 

（b） 組織は，（a）のデータの分析及びこれに基づく評価を行い，次に

掲げる事項に係る情報を得る。 

ⅰ．組織の外部の者からの意見の傾向及び特徴その他分析により得ら

れる知見 

ⅱ．個別業務等要求事項への適合性 

ⅲ．機器等及びプロセスの特性及び傾向（是正処置を行う端緒となる

ものを含む。） 

ⅳ．調達物品等の供給者の供給能力 

ｅ．改善 

（a） 継続的な改善 

組織は，品質マネジメントシステムの継続的な改善を行うために，

品質方針及び品質目標の設定，マネジメントレビュー及び内部監査
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の結果の活用，データの分析並びに是正処置及び未然防止処置の評

価を通じて改善が必要な事項を明確にするとともに，当該改善の実

施その他の措置を講じる。 

（b） 是正処置等 

ⅰ．組織は，個々の不適合その他の事象が原子力の安全に及ぼす影響

に応じて，次に掲げるところにより，速やかに適切な是正処置を講

じる。 

① 是正処置を講ずる必要性について次に掲げる手順により評価を

行う。 

ａ）不適合その他の事象の分析及び当該不適合の原因の明確化 

ｂ）類似の不適合その他の事象の有無又は当該類似の不適合その

他の事象が発生する可能性の明確化 

② 必要な是正処置を明確にし，実施する。 

③ 講じた全ての是正処置の実効性の評価を行う。 

④ 必要に応じ，計画において決定した保安活動の改善のために講

じた措置を変更する。 

⑤ 必要に応じ，品質マネジメントシステムを変更する。 

⑥ 原子力の安全に及ぼす影響の程度が大きい不適合に関して，根

本的な原因を究明するために行う分析の手順を確立し，実施する。 

⑦ 講じた全ての是正処置及びその結果の記録を作成し，これを管

理する。 

ⅱ．組織は，ⅰ．に掲げる事項について，手順書等に定める。 

ⅲ．組織は，手順書等に基づき，複数の不適合その他の事象に係る情

報から類似する事象に係る情報を抽出し，その分析を行い，当該類

似の事象に共通する原因を明確にしたうえで，適切な措置を講じる。 
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（c） 未然防止処置 

ⅰ．組織は，原子力施設その他の施設の運転経験等の知見を収集し，

自らの組織で起こり得る不適合の重要性に応じて，次に掲げるとこ

ろにより，適切な未然防止処置を講じる。 

① 起こり得る不適合及びその原因について調査する。 

② 未然防止処置を講ずる必要性について評価する。 

③ 必要な未然防止処置を明確にし，実施する。 

④ 講じた全ての未然防止処置の実効性の評価を行う。 

⑤ 講じた全ての未然防止処置及びその結果の記録を作成し，これ

を管理する。 

ⅱ．組織は，ⅰ．に掲げる事項について，手順書等に定める。 
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第 1 表 主要な放射性物質の最大放射能濃度及び総放射能量 

放射性物質の種類 
最大放射能濃度 

（Bq／t） 

総放射能量 

（Bq） 

Ｈ－3 3.0×10９ 1.4×10１２ 

Ｃ－14 5.0×10７ 1.2×10１０ 

Ｃｌ－36 1.0×10８ 1.8×10１０ 

Ｃａ－41 2.0×10７ 3.4×10９ 

Ｃｏ－60 8.0×10９ 1.3×10１１ 

Ｓｒ－90 1.0×10７ 1.7×10９ 

Ｃｓ－137 7.0×10６ 9.1×10８ 

Ｅｕ－152 3.0×10８ 5.5×10１０ 

Ｅｕ－154 9.0×10６ 2.5×10９ 

アルファ線を放出する放射性

物 質 （ 以 下 「 全 α 」 と い

う。） 

4.0×10６ 1.4×10８ 
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第 2 表 主要な放射性物質の区画別放射能量 

放射性物質の種類 
金属類の 

放射能量（Bq）※ 

コンクリート類の 

放射能量（Bq） 

Ｈ－3 5.3×10１１ 8.2×10１１ 

Ｃ－14 8.6×10９ 2.8×10９ 

Ｃｌ－36 1.8×10１０ 4.5×10８ 

Ｃａ－41 － 3.4×10９ 

Ｃｏ－60 1.2×10１１ 9.7×10９ 

Ｓｒ－90 1.5×10９ 1.2×10８ 

Ｃｓ－137 8.1×10８ 1.0×10８ 

Ｅｕ－152 － 5.5×10１０ 

Ｅｕ－154 － 2.5×10９ 

全α 7.1×10７ 6.4×10７ 

※ 「－」は主要な放射性物質に選定されないため，設定なし。 
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第 3 表 覆土の主な仕様 

名称 主な仕様 

覆土 

最
終
覆
土 

保護土層（上層） 
・材料：粘性土又は火山灰質粘性土 

・厚さ※１：0.3 m 以上 

保護土層（下層） 
・材料：砂質土 

・厚さ※１：0.15 m 以上 

フィルタ層 
・材料：クラッシャーラン 

・厚さ※１：0.3 m 以上 

排水層 
・材料：単粒度砕石 

・厚さ※１：0.3 m 以上 

遮水シート 
・材料：高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）※２ 

・厚さ※１：1.5 mm 以上 

低透水性覆土 

・材料：ベントナイト混合土 

・透水係数※１：1.0×10－１０ m／s 以下 

・厚さ※１，※３：1 m 以上 

基礎材 
・材料：粒度調整砕石 

・厚さ※１：0.3 m 以上 

側部低透水性覆土 

・材料：ベントナイト混合土 

・透水係数※１：1.0×10－１０ m／s 以下 

・厚さ※１：0.8 m 以上 

中間覆土 

・材料：砂質土 

・厚さ※１：0.5 m 以上（最上段），0.2 m 以上

（最上段を除く） 

・密度：1,300 kg／m３以上 

充塡砂 ・材料：砂質土（流動性を期待できるもの） 

※1：施工時点の値 

※2：高摩擦タイプとする 

※3：埋設トレンチ上部の厚さ 
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第 4 表 屋外管理用の主要な設備及び機器 

設備 主要な機器 

個人管理用測定設備 個人線量計 

放射線監視・測定設備 
放射線管理用計測器 

積算線量計 

表示設備 
表示板 

標識 
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申 請 書 図 面 

 

第 1 図 廃棄物埋設施設の位置図 

第 2 図 埋設トレンチの平面図 

第 3 図 埋設トレンチの断面図 

第 4 図 覆土の平面図 

第 5 図 覆土の断面図（西側 Ａ－Ａ断面） 

第 6 図 最終覆土の断面図 

第 7 図 表面遮水の設置例 
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第 1 図 廃棄物埋設施設の位置図 
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第 2 図 埋設トレンチの平面図 
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第 3 図 埋設トレンチの断面図
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第 4 図 覆土の平面図 
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第 5 図 覆土の断面図（西側 Ａ－Ａ断面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 6 図 最終覆土の断面図 
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第 7 図 表面遮水の設置例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

添  付  書  類 
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添 付 書 類 目 次 

 

今回の申請における東海低レベル放射性廃棄物埋設事業所第二種廃棄物埋設

事業許可申請書の添付書類は以下のとおりである。 

 

添付書類一 事業計画書 

別添－1 に示すとおりである。 

 

添付書類二 第二種廃棄物埋設に関する技術的能力に関する説明書 

別添－2 に示すとおりである。 

 

添付書類三 廃棄物埋設施設を設置しようとする場所における気象、地盤、地

質、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書 

別添－3 に示すとおりである。 

 

添付書類四 廃棄物埋設施設を設置しようとする場所の中心から五キロメート

ル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図 

別添－4 に示すとおりである。 

 

添付書類五 廃棄物埋設施設の安全設計に関する説明書 

別添－5 に示すとおりである。 

 

添付書類六 核燃料物質等による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄

に関する説明書 

別添－6 に示すとおりである。 
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添付書類七 廃棄物埋設施設に係る設備の操作上の過失、機械又は装置の故障、

火災、爆発、電源喪失等があつた場合に発生することが想定され

る異常の種類、程度、影響等に関する説明書 

別添－7 に示すとおりである。 

 

添付書類八 廃棄物埋設施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制

の整備に関する説明書 

別添－8 に示すとおりである。 

 

添付書類九 現に事業を行っている場合にあつては、その事業の概要に関する

説明書 

別添－9 に示すとおりである。 

 

添付書類十 定款、役員の氏名及び履歴、登記事項証明書並びに最近の財産目

録、賃借対照表及び損益計算書 

別添－10 に示すとおりである。 

 

添付書類十一 法第五十一条の二第一項の許可を受けようとする者（法人にあ

つては、その業務を行う役員）に係る精神の機能の障害に関す

る医師の診断書 

別添－11 に示すとおりである。 

 



 

別添－1 

 

 

 

 

 

 

添 付 書 類 一 

 

事業計画書 
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イ 第二種廃棄物埋設の事業の開始の予定時期 

2026 年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1－2 

ロ 第二種廃棄物埋設の事業の開始の日を含む事業年度以後の毎事業年度の放

射性廃棄物の受入計画及び予定埋設数量 

第二種廃棄物埋設を行う放射性廃棄物の受入計画数量は，第 1-1 表に示す

とおりである。 

なお，放射性廃棄物の予定埋設数量は，受入計画数量と同一である。 

 

第 1-1 表 第二種廃棄物埋設を行う放射性廃棄物の受入計画数量 

（単位：トン） 

年度 

数量 
2026 年度 2027 年度 2028 年度 2029 年度 

受入計画数量 約 300 約 1,100 約 1,100 約 1,100 

 

年度 

数量 
2030 年度 2031 年度 2032 年度 2033 年度 

受入計画数量 約 700 約 600 約 600 約 3,200 

 

年度 

数量 
2034 年度 2035 年度 合計 

受入計画数量 約 3,200 約 4,100 約 16,000 
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ハ 資金計画及び事業の収支見積り 

第二種廃棄物埋設の事業（以下「本事業」という。）に要する費用は，

「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する

法律」に基づき，使用済燃料再処理・廃炉推進機構（以下「機構」という。）

から当社に対し，各年度，本事業に要する費用に相当する額として支払われ

る。 

なお，当社は，機構の廃炉推進業務（放射性廃棄物処分に係る業務を含む）

に必要な費用に相当する額を，各年度，機構に対して廃炉拠出金として納付

する。 
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ニ その他第二種廃棄物埋設の事業に関する経理的基礎を有することを明らか

にする事項 

本事業に要する費用は，機構から当社に対し，各年度，本事業に要する費

用に相当する額として支払われる。 
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添 付 書 類 二 

 

第二種廃棄物埋設に関する技術的能力に関する説明書 
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イ 特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による第二種廃棄物

埋設の方法又はこれらに準ずるものの概要 

本申請に係る特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による

第二種廃棄物埋設の方法又はこれらに準ずるものはない。 
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ロ 主たる技術者の履歴 

当社は，発電用原子炉施設の設計及び工事並びに運転及び保守の経験を積

んだ技術者を擁している。 

当社の主たる技術者及びその履歴を第 2-1 表に示す。 
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ハ その他第二種廃棄物埋設に関する技術的能力に関する事項 

本施設の設計及び工事並びに運転及び保守のための組織，技術者の確保，

経験，品質マネジメントシステムに係る活動，技術者に対する教育及び訓練

並びに有資格者等の選任及び配置については，次のとおりである。 

（１）組織 

本申請に係る設計及び工事並びに運転及び保守は第 2-1 図に示す原子力

関係組織にて実施する。 

これらの組織は，現行の品質マネジメントシステム並びに今後，原子炉

等規制法第五十一条の十八第 1 項の規定に基づいて本申請許可後に認可申

請を行い認可された本施設の保安規定（以下「保安規定」という。）等で

定める業務所掌に基づき，明確な役割分担のもとで本施設の設計及び工事

並びに運転及び保守に係る業務を適確に実施する。 

本申請に係る設計及び工事の業務における役割分担については，設計方

針を本店の廃止措置プロジェクト推進室及び開発計画室にて定め，本設計

方針に基づく現地における具体的な設計及び工事の業務を事業所にて実施

する。 

また，本申請に係る運転及び保守の業務については，運転管理及び施設

管理に関する基本的な方針を本店の廃止措置プロジェクト推進室にて策定

し，現地における具体的な運転及び保守の業務を事業所にて実施する。 

なお，事業所における具体的な役割分担等については，今後，保安規定

等にて明確にするとともに，担当の上長が業務の遂行管理及び品質マネジ

メントシステムの実施を適正に行うことができるようにする。 

東京電力株式会社（当時）福島第一原子力発電所事故を踏まえ，これま

で各部門で取り組んできた安全の取組みを全社的かつ計画的に推進するた

め，本店に安全室を設置している。また，東海発電所及び東海第二発電所
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においては，防災安全を担う部署として，安全・防災室を設置し，原子力

安全に係る組織の強化を図っている。 

また，本店総務室の体制を強化し，原子力安全を達成するために必要な

知識・スキルを学ぶ機会を提供する人材育成計画を社員の業務，所属，職

位等を考慮して策定し，支援している。 

今後，設置する事業所においてもこれらを活用し，原子力安全を達成し

ていく方針である。 

本施設の工事，運転及び保守の業務のうち，自然災害等にも適確に対処

するため，原子力防災組織を構築する。 

なお，本施設に係わる本店及び事業所における原子力防災組織体制及び

具体的な業務内容については，今後，保安規定等にて明確にする。 

本施設の保安に関する重要事項を審議する委員会を本店に，また保安運

営に関する重要事項を審議する委員会を事業所に設置する。 

なお，それぞれの委員会における具体的な業務内容については，今後，

保安規定等にて明確にする。 

（２）技術者の確保 

ａ．技術者数 

令和 6 年 6 月 1 日現在，当社の技術者（業務出向者を除く。）数は，

832 名であり，そのうち，10 年以上の経験年数を有する管理職が 263 名

在籍している。 

ｂ．有資格者数 

令和 6 年 6 月 1 日現在，当社の有資格者の人数は次のとおりである。 

 

原子炉主任技術者     33 名 

核燃料取扱主任者     19 名 
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第 1 種放射線取扱主任者 110 名 

 

本店及び発電所の技術者並びに事業を行うために必要な資格名とそれら

の有資格者の人数を第 2-2 表に示す。現在，確保している技術者数にて本

申請に係る設計及び工事並びに運転及び保守の対応が可能であるが，今後

とも設計及び工事並びに運転及び保守を適切に行い，安全を確保し，円滑

かつ確実な業務遂行を図るため，採用を通じ技術者を確保し，必要な教育

及び訓練を行い継続的に育成し，各工程において必要な技術者及び有資格

者を配置する。 

（３）経験 

当社は，昭和 32 年の会社創設以来，原子力発電に関する諸調査，諸準

備を進めるとともに，技術者を国内及び国外の原子力関係諸施設へ多数派

遣し，技術的能力の蓄積に努めてきた。 

また，昭和 41 年 7 月に東海発電所の営業運転を開始して以来，計 4 基

の原子力発電所を有し，平成 13 年 12 月から廃止措置に着手した東海発電

所及び平成 29 年 5 月から廃止措置に着手した敦賀発電所１号炉を除き，

今日においては，東海第二発電所と敦賀発電所２号炉の 2 基の原子力発電

所を有している。これら 2 基の原子力発電所については，現在，再稼働を

目指して新規制基準に適合した原子力発電所としての各種許認可取得と安

全性向上対策工事等を進めている。 
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原子力発電所 （原子炉熱出力） 営業運転の開始 

東 海 発 電 所 （  585 MW） 昭和 41 年 7 月 25 日 

 
（平成 13 年 10 月 4 日原子炉の解体の届出） 

（平成 18 年 6 月 30 日廃止措置計画認可） 

東海第二発電所 （3,293 MW） 昭和 53 年 11 月 28 日 

敦賀発電所 1 号炉 （1,064 MW） 昭和 45 年 3 月 14 日 

 （平成 29 年 4 月 19 日廃止措置計画認可） 

敦賀発電所 2 号炉 （3,423 MW） 昭和 62 年 2 月 17 日 

 

当社は，これら原子力発電所の建設時及び改造時の設計及び工事を通し

て豊富な経験を有し，技術力を維持している。また，営業運転開始以来，

計 4 基の原子力発電所において，約 58 年に及ぶ運転並びに東海発電所及

び敦賀発電所１号炉での廃止措置を行っており，運転及び保守について十

分な経験を有している。 

また，本施設の検討，設計に当たり，これまで，廃棄物埋設施設の国内

外の先行事例や各種技術等に関する調査などを行っており，これまでの原

子力発電に係わる経験と相まって，本施設に係わる技術的能力の蓄積と向

上を進めてきており，今後も更なる能力の向上に努めていく。 

さらに，新規制基準施行を踏まえ，自然災害等の対策について検討し，

基本設計を実施しており，これらの対策を運用する体制，手順についても

整備していく。 

以上のとおり，本申請に係る設計及び工事並びに運転及び保守の経験を

十分に有しており，今後も継続的に経験を積み上げていく。 

東京電力株式会社（当時）福島第一原子力発電所事故では，設計基準を

超える事象が発生し，炉心溶融，さらには広域に大量の放射性物質を放出

させるという深刻な事故となった。 

これを踏まえ，従来の安全対策に対する考え方を見直し，経営トップの
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コミットメントのもと，リスク情報の活用をはじめとする，実効的な原子

力の安全性向上策のロードマップを策定し，全社員共通の取組みとして，

最高水準の原子力安全を追求する不断の努力を継続すべく，平成 26 年  

6 月 13 日に「原子力の自主的かつ継続的な安全性向上への取り組み」を

公表した。 

これに基づき，当社の自主的かつ継続的な安全性向上への取組状況を社

外有識者から客観的，専門的な立場から評価を受ける社外評価委員会を設

置し，そこでいただいた指導及び助言を踏まえ，当社の安全性向上への取

組みが適切に実施されていることを経営層が参画する総合安全推進会議に

て確認し，継続的な改善を実施している。 

（４）品質保証活動 

当社における設計及び工事並びに運転及び保守の各段階における品質保

証活動は，原子力施設の安全を達成，維持及び向上させるために，「原子

力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規

則」（以下「品管規則」という。）に従い，健全な安全文化を育成し及び

維持するための活動，関係法令等の遵守に対する意識の向上を図るための

活動を含めた品質マネジメントシステムを確立し，実施し，評価確認し，

継続的に改善している。 

この品質マネジメントシステムに基づく品質保証活動を実施するための

基本的実施事項を「品質保証規程」（以下「品質マニュアル」という。）

に定めている。 

本申請に係る設計及び工事並びに運転及び保守を適確に遂行するために

必要な品質保証活動を行う体制が適切に構築されていることを以下に示す。 

ａ．品質保証活動の体制 

当社における品質保証活動については，業務に必要な社内規程を定め
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るとともに，文書体系を構築している。 

品質保証活動に係る体制は，社長を最高責任者（トップマネジメント）

とし，実施部門である廃止措置プロジェクト推進室，安全室，地域共

生・広報室，総務室（本店），資材燃料室，発電管理室，開発計画室，

東海発電所，東海第二発電所，地域共生部，東海総合研修センター，敦

賀総合研修センター及び実施部門から独立した監査部門である考査・品

質監査室（以下「各業務を主管する組織」という。）で構築している。 

各業務を主管する組織の長は，社内規程に基づき，責任をもって個々

の業務を実施し，評価確認し，要求事項への適合及び品質マネジメント

システムの実効性を実証する記録を作成し管理する。 

社長は，品質マネジメントシステムの最高責任者（トップマネジメン

ト）として原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し，品質マネジ

メントシステムを確立し，実施し，評価確認し，実効性を維持すること

の責任と権限を有し，品質方針を設定している。この品質方針は，東京

電力株式会社（当時）福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえ，「原

子力施設のリスクを強く認識し，公衆と環境に対して放射線による有害

な影響を及ぼすような事故を起こさない」という決意のもと，安全の確

保，品質の向上，企業倫理の浸透，透明性の確保を基本として活動する

ことを表明しており，原子力の安全を確保することの重要性が組織内に

伝達され，理解されることを確実にするとともに，健全な安全文化を育

成し及び維持することに貢献できるようにするため，組織全体に周知し

ている。 

実施部門の各業務を主管する組織の長は，品質マニュアルに従いマネ

ジメントレビューのインプットに関する情報を評価確認し，作成し，実

施部門の管理責任者である安全室を担当する取締役は，その情報をとり
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まとめ，評価確認し，マネジメントレビューのインプットとして社長へ

報告する。また，考査・品質監査室長は，監査部門の管理責任者として，

実施部門から独立した立場で内部監査を実施し，評価確認し，監査結果

をマネジメントレビューのインプットとして社長へ報告する。 

社長は，管理責任者からの報告内容を基に品質マネジメントシステム

の有効性をレビューし，マネジメントレビューのアウトプットを決定す

る。 

管理責任者は，社長からのマネジメントレビューのアウトプットを，

各業務を主管する組織の長に通知し，各業務を主管する組織の長が作成

したマネジメントレビューのアウトプットに対する処置事項を確認して

改善計画としてまとめ，社長の確認を得た後，各業務を主管する組織の

長に必要な対応を指示する。 

各業務を主管する組織の長は，マネジメントレビューのアウトプット

に対する処置事項及び品質保証活動の実施状況を評価確認し，次年度の

年度業務計画に反映し，活動している。また，管理責任者はそれらの状

況を確認している。 

安全室を担当する取締役は，実施部門管理責任者として，各室部所に

共通する事項である品質マニュアル等の社内規程の改訂に関する事項，

品質方針の変更提案，マネジメントレビューのインプット及びアウトプ

ットに基づく品質マネジメントシステムが実効性のあることを評価する。

また，本店各室，東海発電所，東海第二発電所，地域共生部，東海総合

研修センター及び敦賀総合研修センターにおいては，各室部所長を主査

とするレビューを実施し，実施部門における品質保証活動に基づく品質

マニュアルの改訂に関する事項，年度業務計画（品質目標）及び実施部

門管理責任者レビューのインプットに関する情報等をレビューする。 
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各レビューのアウトプットについては，社長のマネジメントレビュー

へのインプットとしているほか，品質目標等の業務計画の策定／改訂，

社内規程の制定／改訂等により業務へ反映している。 

さらに，品質マネジメントシステムの有効性を維持・向上させるため

に，本店の品質保証委員会では，実施部門の品質マネジメントシステム

活動の実施状況の評価及び管理に関する事項等を審議し，品質マネジメ

ントシステムが実効性のあることを評価するとともに，その結果を業務

に反映させる。また，東海発電所並びに東海第二発電所の品質保証運営

委員会では，東海発電所並びに東海第二発電所における品質マネジメン

トシステム活動の実施状況の評価及び管理に関する事項等を審議し，品

質マネジメントシステムが実効性のあることを評価するとともに，その

結果を業務に反映させる。 

なお，保安規定に基づき，本施設の保安に関する基本的重要事項に関

しては本店における委員会を，また，本施設の保安運営に関する具体的

重要事項に関しては事業所における委員会を開催し，その内容を審議し，

審議結果を業務へ反映させる。 

ｂ．設計及び工事並びに運転及び保守の品質保証活動 

各業務を主管する組織の長は，発電所の設計及び工事を品質マニュア

ルに従い，「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する

審査指針」に基づく重要性を基本とした品質マネジメントシステム要求

事項の適用の程度に応じて管理し，実施し，評価を行い，継続的に改善

する。また，製品及び役務を調達する場合は，供給者において品質保証

活動が適切に遂行されるよう要求事項（原子力規制委員会の職員による

工場等への立入りに関することを含む。）を提示し，製品及び役務やそ

の重要度等に応じた品質管理グレードに従い調達管理を行う。なお，許
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認可申請等に係る解析業務を調達する場合は，当該業務に係る調達要求

事項を追加している。 

各業務を主管する組織の長は，調達製品等が調達要求事項を満足して

いることを，検査及び試験等により検証する。 

各業務を主管する組織の長は，運転及び保守を適確に遂行するため，

品質マニュアルに従い，関係法令等の要求事項を満足するよう個々の業

務を計画し，実施し，評価を行い，継続的に改善する。また，製品及び

役務を調達する場合は，設計及び工事と同様に管理する。 

各業務を主管する組織の長は，設計及び工事並びに運転及び保守にお

いて不適合が発生した場合，不適合を除去し，再発防止のために原因を

特定した上で，原子力安全に及ぼす影響に応じた是正処置等を実施する。

また，製品及び役務を調達する場合は，供給者においても不適合管理が

適切に遂行されるように要求事項を提示し，不適合が発生した場合には，

各業務を主管する組織の長はその実施状況を確認する。 

上記のとおり，品質保証活動に必要な文書を定め，品質保証活動に関

する計画，実施，評価及び改善を実施する仕組み及び役割を明確化した

体制を構築している。 

 

本施設の品質保証活動についても，こうした品質保証活動の体制の中で

行う。 

 

（５）教育・訓練 

技術者は，原則として入社後一定期間，当社の東海総合研修センター，

敦賀総合研修センター等において，入所時教育，職場ＯＪＴ等により現場

教育・訓練を受け，原子力施設に関する基礎知識を習得する。 
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技術者の教育・訓練は，当社の東海総合研修センター及び敦賀総合研修

センターのほか，国内の原子力関係機関（東京大学大学院工学系研究科原

子力専攻等）において，各職能，目的に応じた実技訓練や机上教育を計画

的に実施し，一般及び専門知識・技能の習得及び習熟に努める。また，従

来から，発電所においては，原子力安全の達成に必要な技術的能力を維

持・向上させるため，原子炉施設保安規定等に基づき，対象者，教育内容，

教育時間及び教育実施時期について教育の実施計画を策定し，それにした

がって教育を実施しており，事業所においても同様に保安規定等に基づき

教育を実施する。 

以上のとおり，本申請に係る技術者に対する教育・訓練を実施し，その

専門知識及び技術・技能を維持・向上させる取組みを行っている。 

（６）有資格者等の選任・配置 

核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物（以下「核燃料物質等」

という。）の取扱いに関して，事業規則に基づき，保安の監督を行う廃棄

物取扱主任者及びその代行者は，核燃料取扱主任者免状若しくは原子炉主

任技術者免状を有する者のうちから社長が選任する。 

廃棄物取扱主任者が職務を遂行できない場合，その職務が遂行できるよ

う代行者を廃棄物取扱主任者の選任要件を満たす技術者の中から選任し，

職務遂行に万全を期す。 

廃棄物取扱主任者は，本施設の保安の監督を誠実かつ最優先に行うこと

とし，核燃料物質等の取扱いの業務に従事する者への指示等，その職務が

適切に遂行できるよう，設計及び工事並びに運転及び保守の保安に関する

職務を兼任しないようにする等，職務の独立性を確保した配置とする。 

また，廃棄物取扱主任者又はその代行者は，非常時体制が発令された場

合は，原子力防災組織の構成員として，本部員の任務に当たる。 
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以上のとおり，本施設の保安の業務に際して必要となる有資格者等につ

いては，その職務が適切に遂行できる者の中から選任し，配置する。 

  



2－14 

第 2-1 表 主たる技術者及びその履歴 

 

（令和 6 年 6 月 1 日現在） 

氏 名 履 歴 

剱田 裕史 昭和 53 年 3 月 東京大学工学部原子力工学科卒 

昭和 53 年 4 月 日本原子力発電株式会社入社 

平成 19 年 7 月 同社東海発電所長代理兼東海第二発電所長 

代理（部長） 

平成 21 年 6 月 同社発電管理室長代理 

平成 22 年 6 月 同社理事東海発電所長兼東海第二発電所長 

平成 23 年 6 月 同社取締役東海発電所長兼東海第二発電所長 

平成 25 年 6 月 同社常務取締役 

令和元年 6 月 同社取締役副社長（現任） 

（原子炉主任技術者） 

𠮷田 裕彦 昭和 61 年 3 月 大阪大学大学院工学研究科溶接工学専攻修了 

昭和 61 年 4 月 関西電力株式会社入社 

平成 19 年 6 月 同社原子力事業本部原子力技術部門機械技術

グループチーフマネジャー 

平成 21 年 12 月 同社原子力事業本部原子力発電部門保修グル

ープチーフマネジャー 

平成 23 年 6 月 同社原子力事業本部原子力技術部門原子力技

術部長兼原子力事業本部原子力技術部門プラ

ント・保全技術グループチーフマネジャー 

平成 24 年 9 月 同社原子力事業本部原子力技術部門原子力技

術部長併原子力事業本部原子力企画部門シビ

アアクシデント対策プロジェクトチームチー

フマネジャー 

平成 25 年 6 月 同社大飯発電所長 

平成 30 年 6 月 同社原子力事業本部副事業本部長兼原子力技

術部門統括（原子力技術） 

令和元年 7 月 同社執行役員原子力事業本部副事業本部長兼

原子力技術部門統括（原子力技術） 

令和 3 年 6 月 日本原子力発電株式会社常務執行役員廃止措

置プロジェクト推進室担任（廃止措置プロジ

ェクト担当） 

令和 4 年 6 月 同社取締役副社長（現任） 
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氏 名 履 歴 

齋藤 史郎 平成 2 年 3 月 東京大学工学系研究科原子力工学専攻修了 

平成 2 年 4 月 日本原子力発電株式会社入社 

平成 27 年 6 月 経営企画室副室長 

平成 27 年 9 月 経営企画室副室長兼廃止措置プロジェクト推

進室副室長 

平成 28 年 3 月 廃止措置プロジェクト推進室長代理兼経営企

画室副室長 

平成 29 年 6 月 廃止措置プロジェクト推進室長代理 

平成 30 年 6 月 国際事業推進室長 

令和元年 6 月 開発計画室長 

令和 2 年 6 月 執行役員 開発計画室長（現任） 

（原子炉主任技術者） 

桐山 崇 平成 7 年 3 月 大阪大学工学研究科原子力工学専攻修了 

平成 7 年 4 月 日本原子力発電株式会社入社 

令和 1 年 7 月 廃止措置プロジェクト推進室 

令和 2 年 6 月 廃止措置プロジェクト推進室長代理兼福島支

援チームリーダー 

令和 4 年 6 月 廃止措置プロジェクト推進室長（現任） 

（原子炉主任技術者，第１種放射線取扱主任者） 
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第 2-2 表 当社の技術者及び有資格者の人数 

 

（令和 6 年 6 月 1 日現在） 

（単位：人） 

 
技術者の 

総人数 

技術者の 

うち管理職 

の人数※１ 

技術者のうち有資格者の人数 

原子炉主任 

技術者 

核燃料取扱 

主任者 

第 1 種 

放射線取扱 

主任者 

本
店 

廃止措置

プロジェ

クト推進

室 

37 
17 

(16) 
6 4 12 

その他 

各室 
153 

74 

（71） 
21 11 54 

東海発電所 185 
73 

（62） 
3 1 12 

東海第二発電所 224 
42 

（42） 
1 2 10 

敦賀発電所 233 
73 

（72） 
2 1 22 

合 計 832 
279 

（263） 
33 19 110 

※１ （ ）内は，管理職のうち，技術者としての経験年数が 10 年以上の人数を示す。 
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第 2-1 図 本申請に係る原子力関係組織図 

 

※１ ※２

　　　※２　茨城地区

廃止措置プロジェクト推進室
社長

副社長
常務取締役

保修室

運営管理室

発電室

安全管理室

（業務執行に係る組織以外の組織）

業務革新プロジェクトチーム

監査役室

東海事業本部

 東海低レベル放射性廃棄物埋設事業所※３

東海総合研修センター

安全・防災室

注）　※１　本店　　　　　　

開発計画室

保修室

考査・品質監査室

安全室

技術センター

総務室

安全・防災室

廃止措置室

地域共生・広報室

経営企画室

総務室

発電管理室

土木建築室

経理室

  敦賀事業本部※４

　　　※４　福井地区

（令和6年6月1日現在）

　　　※３  本事業許可後に設置

品質保証室

運営管理室

東海第二発電所

地域共生部

品質保証室

東海発電所

土木建築室

技術センター

総務室

資材燃料室

安全管理室
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１ 気象 

１．１ 廃棄物埋設地付近の気候 

１．１．１ 地勢と気候（１）（２） 

東海村は，茨城県の県都水戸市の北東約15 ㎞に位置し，西は那珂市，南

はひたちなか市，北は久慈川を挟んで日立市と接し，東は太平洋に面してい

る。 

久慈川沿岸一帯の北部地域と東部の低地は沖積層で水田地帯となっており，

台地は洪積層で畑地と平地林を形成し，東は緩やかに傾斜して，その先端は

砂丘に連なっている。 

気候は，年間を通して温暖であり，台風や雪等による自然災害は少ない。

年平均気温の平年値は14℃前後で，年間降水量の平年値は1,400 mm程度であ

る。 

 

１．１．２ 四季の気候（３）（４） 

（１）春（3月～5月） 

3月は北西の季節風が吹き，寒い日もあるが，中旬を過ぎると季節風も

ほとんどなく次第に暖かくなる。4月から5月は，低気圧の通過に伴って気

温は大きく変動し，天気は数日の周期で変わり，晴れる日が多くなるが，

日本海で低気圧が急速に発達すると暖かく強い南風が吹くことがある。 

一方で，低気圧の通過後には寒気が流入することがあり，風が弱く晴れ

た朝には放射冷却の影響で霜が降りる。 

（２）夏（6月～8月） 

6月上旬から中旬にかけて本州付近に梅雨前線が停滞するようになり，7

月中旬までは梅雨の時期で，梅雨前線が現れ曇りや雨の日が多くなり，大

雨となることもある。7月下旬には梅雨が明け太平洋高気圧に覆われて暑
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い晴天が続き，南よりの風が多くなるが，内陸部では熱雷が発生し，しば

しば局地的な豪雨や突風を引き起こす。 

（３）秋（9月～11月） 

9月は太平洋高気圧の勢力が強く，残暑の時期もあるが，高気圧と低気

圧が交互に通過し，天気が数日の周期で変わる。9月から10月にかけては，

本州付近に秋雨前線や台風の影響で降水量が多くなるため，降水量は年間

で最も多くなる。また，10月は天気が数日の周期で変わるようになるが，

帯状の高気圧に覆われて秋晴れが長続きすることもある。11月に入ると北

西風が多くなり気温が急に下がり始め，山地では霜や氷が観測され始める。 

（４）冬（12月～2月） 

12月になると，大陸でシベリア高気圧が勢力を強め，太平洋北部ではア

リューシャン低気圧が発達して，西高東低の冬型の気圧配置が出現しやす

くなり，北西の季節風が卓越する。強い冬型の気圧配置になると山地では

雪が舞い，平地では北西の季節風が強く吹く。1月から2月にかけては周期

的に冬型の気圧配置となり，年間で最も気温が低下する。平地では乾燥し

た晴れの日が多くなるが，立春頃から冬型の気圧配置が緩み始め，低気圧

が日本の南海上を通過するようになる。 

 

１．２ 最寄りの気象官署の資料による一般気象 

１．２．１ 気象官署所在地の状況（５） 

対象とした気象官署は，水戸地方気象台（旧水戸測候所）（1957年9月 

水戸地方気象台に改称。），銚子地方気象台（旧銚子測候所）（1957年9月 

銚子地方気象台に改称。）及び小名浜特別地域気象観測所（旧小名浜測候所）

（2008年10月小名浜特別地域気象観測所に改称。）の3箇所である。気象官

署の所在地及び観測項目を第3.1.2-1表及び第3.1.2-1図に示す。 
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１．２．２ 各気象官署を選んだ理由 

敷地周辺の一般的気象を知る上で，適当と思われる気象官署は，敷地周辺

同様，いずれもなだらかな海岸部の近傍にあり，太平洋側型気候域の関東型

気候区に属しており，また，よく管理された長期間にわたる気象資料が得ら

れている水戸地方気象台，銚子地方気象台及び小名浜特別地域気象観測所の

3箇所である。 

したがって，敷地の局地的気象を推定し，本施設の一般的設計条件として

必要なデータを得るために，水戸地方気象台，銚子地方気象台及び小名浜特

別地域気象観測所の資料を用いることとする。 

 

１．２．３ 最寄りの気象官署における一般気象 

（１）一般気象（２） 

各気象官署における一般的気象に関する統計を第3.1.2-2表～第3.1.2-4

表に示す。また，主な台風歴を第3.1.2-5表～第3.1.2-7表に示す。気象庁

「竜巻等の突風データベース」（1961年～2024年5月）によれば，「竜巻」

及び「竜巻又はダウンバースト」の被害状況から推定した竜巻の規模は，

茨城県において，最大で藤田スケールのＦ３である。 

各気象官署のうち，水戸地方気象台及び小名浜特別地域気象観測所にお

いては，平均気温，日最高気温，日最低気温，降水量，平均風速ともに同

様な値を示しているが，銚子地方気象台では平均気温が約2℃高く，降水

量及び平均風速についても高い傾向を示している。 

平均気温については，水戸地方気象台は親潮，銚子地方気象台は黒潮の

影響を受けているため，気温差が生じている。降水量については，海の影

響を受けやすい銚子地方気象台は高い傾向を示している。また，銚子地方
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気象台は高い山などがなく，海洋に突き出しているため，強い風が吹き，

平均風速は高い傾向を示している。 

（２）極 値（２） 

各気象官署における極値をそれぞれ第3.1.2-8表～第3.1.2-10表に示す。 

水戸地方気象台の観測記録によれば，日最高気温38.4℃（1997年7月  

5日），日最低気温－12.7℃（1952年2月5日），日降水量276.6 mm 

（1938年6月29日），日最大１時間降水量81.7 mm（1947年9月15日），年

降水量2096.8 mm（1920年），日最大瞬間風速・風向44.2 m／s・北北東

（1939年8月5日）及び月最深積雪32 cm（1945年2月26日）である。 

銚子地方気象台は，日最高気温35.3℃（1962年8月4日），日最低気温 

－7.3℃（1893年2月13日），日降水量311.6 mm（1947年8月28日），日最

大１時間降水量 140.0 mm（ 1947年 8月 28日），年降水量 2352.0 mm  

（1989年），日最大瞬間風速・風向52.2 m／s・南（2002年10月1日）及び

月最深積雪17 cm（1936年3月2日）である。 

小名浜特別地域気象観測所は，日最高気温37.7℃（1994年8月3日），日

最低気温－10.7℃（1952年2月5日），日降水量227.2 mm（1966年6月  

28日），日最大１時間降水量69.5 mm（2007年8月22日），年降水量  

1989.5 mm（2006年），日最大瞬間風速・風向48.1 m／s・南東（2002年 

10月1日）及び月最深積雪28 cm（1945年2月26日）である。 

水戸地方気象台及び小名浜特別地域観測所は，ほぼ同程度の極値を示し

ているが，銚子地方気象台については，他の地方気象台に比べ，その観測

場所の地理的な影響で降水量が多く，冬の積雪が少ないことに特徴が現れ

る。 
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１．３ 敷地における観測結果 

当社では，敷地を代表する地上風の資料を得るため，敷地内の露場（標高

8 m，2022 年 3 月以降は標高 21 m）に鉄塔を設置し，地上高 10 m（標高 

18 m，2022 年 3 月以降は標高 31 m）で風向・風速の観測を行っている。ま

た，露場では日射量，放射収支量，気温及び降水量の観測が行われている。

敷地内の気象観測点の位置を第 3.1.3-1 図，気象観測器配置図を第 3.1.3-2

図に示す。 

 

１．３．１ 気象観測点の状況 

（１）地上風を代表する観測点 

当社では，敷地を代表する地上風の資料を得るため，敷地内の露場（標

高8 m，2022年3月以降は標高21 m）に鉄塔を設置し，地上高10 m（標高 

18 m，2022年3月以降は標高31 m）で風向・風速の観測を行っている。 

（２）大気安定度を求めるための風速，日射量及び放射収支量の観測点 

大気安定度を求めるため，風速については，地上風を代表する観測点で

測定した値を使用する。日射量及び放射収支量については，露場の観測点

で測定した値を使用する。日射量及び放射収支量の観測点は，「（１）地

上風を代表する観測点」に示した観測点と同様である。 

 

１．３．２ 気象観測項目 

敷地における気象観測項目は，以下のとおりである。 

・風向 

・風速 

・日射量 

・放射収支量 
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・降水量 

・気温 

 

１．３．３ 気象観測器 

敷地内で使用している観測器の種類及び観測位置を第 3.1.3-1 表に示す。

観測に使用した観測器は，気象庁の検定対象となっているものについては，

検定に合格したものが使用され，検定対象外のものについては，定期的に検

査が実施され，その結果が反映されている。 

 

１．３．４ 線量評価に使用する気象観測結果 

本施設の線量評価に使用する 2013 年 4 月～2014 年 3 月までの 1 年間の風

向，風速，日射量及び放射収支量の観測結果を以下に示す。 

（１）敷地を代表する風 

敷地の地上風を代表する露場（第3.1.3-1図参照）の地上高10 m（標高

18 m）における1年間の観測結果を以下に示す。 

ａ．風向 

年間及び月別の風配図を第 3.1.3-3 図～第 3.1.3-5 図に示す。 

全年では，西北西が最多風向となり，月別では，5 月～7 月及び 9 月

が北東，10 月が北北東，その他の 4 月，8 月，11 月～3 月の 7 か月が西

北西となる。 

ｂ．風速 

2013 年度の年間風速別出現頻度及び風速別出現頻度累積を第 3.1.3-6

図に，月別風速別出現頻度を第 3.1.3-7 図及び第 3.1.3-8 図に示す。 

これらによれば，年平均風速は 2.9 m／s であり，各風速階級の出現

頻度は 0.5 m／s から 3.4 m／s の範囲の風速が多くなっている。また，
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静穏（風速 0.5 m／s 未満）の年間出現頻度は，1.7％である。 

（２）大気安定度 

2013 年度の日射量，放射収支量及び風速の観測資料を基に「発電用原

子炉施設の安全解析に関する気象指針」（以下「気象指針」という。）に

準拠して大気安定度の分類を行った。月別及び年間大気安定度別出現頻度

を第 3.1.3-9 図に示す。 

2013 年度の年間出現頻度は，Ａ型からＣ型は 26.3％，Ｄ型（Ｃ－Ｄ型

含む）は 40.8％，Ｅ型からＧ型は 32.9％である。 

（３）観測結果から見た敷地の気象特性 

敷地における気象観測資料を統計処理した結果によると，敷地の気象特

性として次の点があげられる。 

ａ．風向別出現頻度は，西寄りの風が多い。 

ｂ．年平均風速は，2.9 m／s である。また，静穏の年間出現頻度は 1.7％

である。 

ｃ．大気安定度は，Ｄ型の出現が多い。 

 

１．４ 線量評価に使用する気象条件 

線量評価に使用する気象条件は，「１.３ 敷地における観測結果」に記

載している気象観測資料を使用し，気象指針に準拠して求める。 

 

１．４．１ 気象観測期間の代表性の検討 

相対濃度を計算するためには，敷地内で得られたある1年間の気象観測資

料（1時間ごとに観測）を用いる必要がある。この1年間の気象観測資料を用

いて計算を行うに当たり，敷地の気象の代表性（異常がないこと）を検討す

る必要があるため，異常年検定を実施する。気象観測資料について，検定年
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度（1年間）及び比較年度（10年間）は至近11年間（2012年度から2022年度）

のものを用いる。異常年検定は不良標本の棄却検定に関するＦ分布検定の手

順にしたがって行った。 

相対濃度は，風向，風速及び大気安定度（日射量，放射収支量及び風速に

よって定義される）に依存する。つまり，相対濃度の計算に用いる気象観測

資料として異常がないことの必要条件は，敷地で観測した気象要素の異常年

検定において風向及び風速並びに大気安定度に異常がないことである。一方，

異常年検定の検定項目として大気安定度は要求されていない。そのため，風

向及び風速を異常年検定に用いる気象要素とする。 

2013 年度の風向別出現頻度の検定結果を第 3.1.4-1 表，風速別出現頻度

の検定結果を第 3.1.4-2 表に示す。 

これによると，2013 年度の気象観測資料のうち検定対象の風向及び風速

ともに棄却される結果はなかった。このため，2013 年度の気象観測資料は

至近 10 年間（2012 年度から 2022 年度。ただし，2013 年度を除く。）と比

較して異常がなく，敷地の気象の代表性を有していると判断した。 

 

１．４．２ 大気拡散の計算に使用する放出源の有効高さ 

放出される放射性物質の敷地周辺の公衆に及ぼす影響を評価するに当たっ

て，大気拡散の計算に使用する放出源の有効高さは，地上放出とし，0 m と

する。 

 

１．４．３ 大気拡散の計算に使用する気象条件 

相対濃度は毎時の風向，風速及び大気安定度を用いて計算された単位放出

率当たりの当該時刻での風下濃度であり，大気中の拡散希釈の程度を表すも

のである。実気象を用いた相対濃度の計算では，代表性を有する1年の気象
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観測資料を基に計算し，方位（風向）別に相対濃度を小さい値から並べて整

理し，97％において最大となる方位の値を，「添付書類七 ２．２ 異常時

評価」における線量評価に使用する相対濃度とする。 

気象指針の考えに従い，基本拡散式から導出される相対濃度は，(1)式を

用いて計算する。 

 

߯ ܳ⁄ ൌ
1
ܶ
ሺ߯ ܳ⁄ ሻ ∙ ߜ

்

ୀଵ

 

߯ ܳ⁄  ：実効放出継続時間中の相対濃度（s／m３） 

ܶ ：実効放出継続時間（h） 

ሺ߯ ܳ⁄ ሻ ：時刻 i における相対濃度（s／m３） 

 ：時刻ߜ i において風向きが当該方向にあるときߜ ൌ 1 

時刻 i において風向きが他の方位にあるときߜ ൌ 0 

 

ሺ߯ ܳ⁄ ሻの計算に当たっては，短時間放出のため，方位内で風向き軸が一定

と仮定して，(2)式を用いて計算する。 

 

ሺ߯ ܳ⁄ ሻ ൌ
1

ߨ ∙ ௬ߜ ∙ ௭ߜ ∙ ܷ
∙ ݔ݁ ቈെ

ଶܪ

௭ߜ2
ଶ  

௬ ：時刻ߜ i における濃度分布の y 方向の拡がりのパラメータ（m） 

௭ ：時刻ߜ i における濃度分布の z 方向の拡がりのパラメータ（m） 

ܷ ：時刻 i における風速（m／s） 

 放出源の有効高さ（m）： ܪ

 

方位別相対濃度の累積出現頻度の計算に使用する風向風速は，地表付近の

・・・(1)式 

・・・(2)式 



 

3－1－10 

風を代表する地上高 10 m（標高 18 m）の風向風速とする。 

静穏の場合には風速 0.5 m／s として計算し，その風向は静穏出現前の風

向を使用する。 

また，方位別相対濃度を求めるに当たっては，敷地境界を着目地点とし，

16 方位別に廃棄物埋設地と敷地境界との距離が最短となる廃棄物埋設地の

端部を放出源として定めた。 

以上により求めた廃棄物埋設地における方位別相対濃度の累積出現頻度を

第 3.1.4-1 図に示す。 

この図から，異常時における影響評価に使用する相対濃度の値は，廃棄物

埋設地の西南西方位の 4.2×10－４ s／m３とする。 
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ームページ，参照 2024-6-7） 

（2） 気象庁（ 2024）：気象統計情報（気象庁ホームページ，参照

2024-6-7） 

（3） 気象庁（2024）：関東甲信地方の天候の特性（気象庁ホームペー

ジ，参照 2024-6-7） 

（4） 気象庁（2024）：茨城県気象年報（気象庁ホームページ，参照

2024-6-7） 

（5） 気象庁（2024）：地域気象観測所一覧（気象庁ホームページ，参

照 2024-6-7） 
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第 3.1.2-1 表 気象官署の所在地及び観測項目 

気象官署 所在地 

観測所の

海面上の

高さ 

観測項目 

水戸地方気象台 
茨城県水戸市金町 

（敷地の南西約 16 ㎞） 
29 m 気象全般 

銚子地方気象台 
千葉県銚子市川口町 

（敷地の南南東約 85 ㎞） 
20 m 気象全般 

小名浜特別地域気象

観測所 

福島県いわき市小名浜字船

引場 

（敷地の北北東約 60 ㎞） 

3 m 気象全般 

※：気象庁ホームページより 
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第 3.1.2-2 表 気象一覧表（水戸地方気象台） 

（気象庁ホームページより） 

月 

要素 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 年 統計期間 

平均気温（℃） 3.3 4.1 7.4 12.3 17.0 20.3 24.2 25.6 22.1 16.6 10.8 5.6 14.1 1991 年～2020 年 

日最高気温（℃） 9.2 9.8 13.0 17.8 22.0 24.5 28.5 30.0 26.4 21.2 16.3 11.4 19.2 1991 年～2020 年 

日最低気温（℃） －1.8 －1.2 2.1 7.0 12.5 17.0 21.0 22.2 18.6 12.5 5.9 0.5 9.7 1991 年～2020 年 

相対湿度（％） 63 63 66 70 74 81 82 81 81 79 75 68 74 1991 年～2020 年 

雲量 4.1※ 5.1※ 6.1※ 6.6※ 7.4※ 8.5※ 8.2※ 7.4※ 7.6※ 6.9※ 5.7※ 4.3※ 6.5※ 1991 年～2019 年 

日照時間（h） 195.4 174.3 182.7 183.5 186.1 137.8 150.8 179.4 138.7 140.6 153.7 178.0 2,000.8 1991 年～2020 年 

平均風速（m／s） 2.1 2.3 2.6 2.7 2.5 2.3 2.3 2.3 2.3 2.1 1.9 1.9 2.3 1991 年～2020 年 

最多風向 北北西 北北西 北北西 北 東北東 東 東 東北東 北北西 北北西 北北西 北北西 北北西 1991 年～2020 年 

降水量（mm） 54.5 53.8 102.8 116.7 144.5 135.7 141.8 116.9 186.3 185.4 79.7 49.6 1,367.7 1991 年～2020 年 

降雪の深さ合計（cm） 4 6 1 － － － － － － － 0 1 12 1991 年～2020 年 

大気現象（日） 

雪 6.2 6.9 5.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 3.1 21.9 1991 年～2020 年 

霧 1.1※ 1.6※ 2.1※ 2.4※ 3.0※ 4.3※ 3.5※ 2.4※ 2.5※ 2.8※ 3.3※ 1.8※ 30.8※ 1991 年～2019 年 

雷 0.1※ 0.2※ 0.4※ 1.7※ 2.8※ 2.0※ 3.4※ 4.1※ 2.0※ 0.8※ 0.1※ 0.3※ 17.9※ 1991 年～2019 年 

※：参考値を示す（平年差や平年比に利用不可）。 
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第 3.1.2-3 表 気象一覧表（銚子地方気象台） 

（気象庁ホームページより） 

月 

要素 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 年 統計期間 

平均気温（℃） 6.6 6.9 9.7 13.8 17.4 20.2 23.5 25.5 23.4 19.2 14.4 9.3 15.8 1991 年～2020 年 

日最高気温（℃） 10.1 10.3 12.8 17.0 20.5 23.0 26.6 28.6 25.9 21.5 17.3 12.7 18.9 1991 年～2020 年 

日最低気温（℃） 2.9 3.3 6.4 10.7 14.8 17.9 21.2 23.3 21.3 16.8 11.1 5.7 13.0 1991 年～2020 年 

相対湿度（％） 62 64 68 74 82 88 90 87 84 77 72 66 76 1991 年～2020 年 

雲量 4.9※ 5.7※ 6.6※ 6.8※ 7.5※ 8.5※ 8.0※ 6.8※ 7.4※ 7.1※ 6.4※ 5.2※ 6.7※ 1991 年～2019 年 

日照時間（h） 179.8 159.0 168.9 183.0 188.9 142.3 174.0 221.3 159.0 137.9 140.1 163.7 2,017.8 1991 年～2020 年 

平均風速（m／s） 5.7 6.0 6.4 6.3 5.6 4.9 5.3 5.2 5.8 6.2 5.5 5.5 5.7 1991 年～2020 年 

最多風向 西北西 西北西 北北東 南南西 南南西 南南西 南南西 南南西 北北東 北北東 北北東 西北西 北北東 1991 年～2020 年 

降水量（mm） 105.5 90.5 149.1 127.3 135.8 166.2 128.3 94.9 216.3 272.5 133.2 92.9 1,712.4 1991 年～2020 年 

降雪の深さ合計（cm） 0 0 0 － － － － － － － － － 0 1991 年～2020 年 

大気現象（日） 

雪 4.5 6.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 13.1 1991 年～2020 年 

霧 0.3※ 0.5※ 1.1※ 2.2※ 5.0※ 8.5※ 11.5※ 6.3※ 2.4※ 0.9※ 1.0※ 0.5※ 40.2※ 1991 年～2019 年 

雷 1.0※ 0.6※ 1.0※ 1.3※ 1.4※ 1.2※ 1.2※ 1.9※ 1.8※ 1.1※ 1.1※ 1.0※ 14.6※ 1991 年～2019 年 

※：参考値を示す（平年差や平年比に利用不可）。 
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第 3.1.2-4 表 気象一覧表（小名浜特別地域気象観測所） 

（気象庁ホームページより） 

月 

要素 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 年 統計期間 

平均気温（℃） 4.1 4.3 7.1 11.6 15.8 19.1 22.5 24.5 22.0 16.9 11.5 6.6 13.8 1991 年～2020 年 

日最高気温（℃） 8.6 8.9 11.5 15.8 19.6 22.6 25.8 27.9 25.4 20.9 16.1 11.1 17.9 1991 年～2020 年 

日最低気温（℃） －0.1 0.1 2.8 7.4 12.3 16.4 20.1 22.0 19.0 13.2 7.1 2.1 10.2 1991 年～2020 年 

相対湿度（％） 58 59 62 68 76 83 86 84 80 75 69 62 72 1991 年～2020 年 

雲量 4.6※ 4.9※ 6.0※ 6.5※ 7.4※ 8.3※ 8.2※ 7.6※ 7.6※ 6.8※ 5.4※ 4.5※ 6.5※ 1991 年～2008 年 

日照時間（h） 193.4 180.3 191.4 192.8 193.0 150.3 151.1 183.1 144.5 147.3 162.4 179.0 2,068.6 1991 年～2020 年 

平均風速（m／s） 3.7 3.5 3.7 3.7 3.0 2.6 2.4 2.6 2.7 2.7 3.0 3.4 3.1 1991 年～2020 年 

最多風向 北北西 北北西 北北西 北 南 南 南 南 北 北 北北西 北北西 北北西 1991 年～2020 年 

降水量（mm） 57.3 54.0 108.4 125.2 146.1 149.5 160.7 122.6 192.3 193.1 80.3 51.3 1,440.7 1991 年～2020 年 

降雪の深さ合計（cm） 4※ 4※ 1※ 0※ －※ －※ －※ －※ －※ －※ 0※ 1※ 9※ 1991 年～2008 年 

大気現象（日） 

雪 6.4 7.7 5.2 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 3.3 24.3 2008 年～2020 年 

霧 0.0 0.2 0.8 0.7 2.0 4.7 6.5 3.1 0.3 0.3 0.4 0.2 19.0 2008 年～2020 年 

雷 0.1※ 0.3※ 0.4※ 1.5※ 2.2※ 1.6※ 3.4※ 3.8※ 1.6※ 1.0※ 0.4※ 0.3※ 16.4※ 1991 年～2008 年 

※：参考値を示す（平年差や平年比に利用不可）。 
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第 3.1.2-5 表 主な台風歴（水戸地方気象台） 

統計期間：1897 年 1 月～2024 年 6 月 

順位 
最低気圧（海面） 

（hPa） 
起年月日 記事 

1 957.3 1913. 8.27 台風 1308 号 

2 963.1 1917.10. 1 台風 1710 号 

3 965.6 1922. 8.24 台風 2211 号 

4 966.4 1958. 9.18 台風 5821 号 

5 966.4 1943.10. 3 台風 4316 号 

※：気象庁ホームページより 
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第 3.1.2-6 表 主な台風歴（銚子地方気象台） 

統計期間：1887 年 1 月～2024 年 6 月 

順位 
最低気圧（海面） 

（hPa） 
起年月日 記事 

1 952.0 1932.11.15 台風 3211 号 

2 954.1 1913. 8.27 台風 1308 号 

3 959.6 2013.10.16 台風 1326 号 

4 962.0 2000. 7. 8 台風 0003 号 

5 962.4 1899.10. 7 台風 9908 号 

※：気象庁ホームページより 
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第 3.1.2-7 表 主な台風歴（小名浜特別地域気象観測所） 

統計期間：1910 年 5 月～2024 年 6 月 

順位 
最低気圧（海面） 

（hPa） 
起年月日 記事 

1 952.2 1913. 8.27 台風 1308 号 

2 966.7 1943.10. 3 台風 4316 号 

3 967.1 1917.10. 1 台風 1710 号 

4 968.6 1981. 8.23 台風 8115 号 

5 969.5 1922. 8.24 台風 2211 号 

※：気象庁ホームページより 
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第 3.1.2-8 表 極値一覧表（水戸地方気象台） 

（気象庁ホームページより） 

順位 

項目 
1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 統計期間 

日最高気温（℃） 
38.4 

（1997/7/5） 

38.4 

（1996/8/15） 

37.6 

（2020/8/11） 

37.6 

（2018/8/25） 

37.5 

（2023/7/12） 
1897/1～2024/6 

日最低気温（℃） 
－12.7 

（1952/2/5） 

－12.0 

（1927/1/30） 

－11.7 

（1909/1/11） 

－11.5 

（1909/1/12） 

－11.3 

（1927/1/24） 
1897/1～2024/6 

日降水量（mm） 
276.6 

（1938/6/29） 

244.0 

（1986/8/4） 

225.5 

（1966/6/28） 

202.0 

（1996/9/22） 

200.0 

（1991/9/19） 
1897/1～2024/6 

日最大 1 時間降水量

（mm） 

81.7 

（1947/9/15） 

77.8 

（1959/7/7） 

68.5 

（2023/7/13） 

63.5 

（1994/8/21） 

60.0 

（1961/6/27） 
1906/1～2024/6 

年降水量（mm） 
2,096.8 

（1920） 

2,030.9 

（1938） 

1,954.5 

（1991） 

1,741.2 

（1910） 

1,725.3 

（1916） 
1897～2024 

日最大瞬間風速・風向

（m／s） 

44.2 北北東 

（1939/8/5） 

39.6 北北東 

（1938/10/21） 

36.6 北 

（1961/10/10） 

36.6 北東 

（1958/9/26） 

36.3 北北東 

（1996/9/22） 
1937/1～2024/6 

月最深積雪（cm） 
32 

（1945/2/26） 

27 

（1990/2/1） 

27 

（1933/3/11） 

26 

（1963/2/3） 

25 

（1984/2/18） 
1897/1～2024/6 

注） 表中の（ ）内の年月日は，極値の起年月日を示す。ただし，年降水量は，極値の起年を示す。 
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第 3.1.2-9 表 極値一覧表（銚子地方気象台） 

（気象庁ホームページより） 

順位 

項目 
1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 統計期間 

日最高気温（℃） 
35.3 

（1962/8/4） 

35.2 

（2004/8/20） 

35.0 

（1978/8/24） 

34.9 

（2007/8/16） 

34.8 

（2005/7/27） 
1887/1～2024/6 

日最低気温（℃） 
－7.3 

（1893/2/13） 

－6.2 

（1970/1/17） 

－6.1 

（1945/2/4） 

－5.7 

（1906/1/21） 

－5.7 

（1893/2/12） 
1887/1～2024/6 

日降水量（㎜） 
311.6 

（1947/8/28） 

240.0 

（1921/8/3） 

228.8 

（1922/10/18） 

228.0 

（1995/9/17） 

222.8 

（1960/8/20） 
1887/1～2024/6 

日最大 1 時間降水量

（㎜） 

140.0 

（1947/8/28） 

123.3 

（1921/8/3） 

111.6 

（1957/10/6） 

84.0 

（1972/12/24） 

73.0 

（2002/12/4） 
1912/1～2024/6 

年降水量（㎜） 
2,352.0 

（1989） 

2,293.5 

（1991） 

2,288.0 

（1954） 

2,247.9 

（1921） 

2,191.0 

（2021） 
1887～2024 

日最大瞬間風速・風向

（m／s） 

52.2 南 

（2002/10/1） 

51.9 北北西 

（1996/9/22） 

49.0 北 

（1971/9/8） 

47.4 北 

（1938/10/21） 

46.9 北北東 

（1995/9/17） 
1937/1～2024/6 

月最深積雪（㎝） 
17 

（1936/3/2） 

17 

（1893/2/12） 

15 

（1945/2/26） 

14 

（1913/2/11） 

13 

（1974/2/27） 
1887/1～2024/6 

注） 表中の（ ）内の年月日は，極値の起年月日を示す。ただし，年降水量は，極値の起年を示す。 
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第 3.1.2-10 表 極値一覧表（小名浜特別地域気象観測所） 

（気象庁ホームページより） 

順位 

項目 
1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 統計期間 

日最高気温（℃） 
37.7 

（1994/8/3） 

37.3 

（2021/8/10） 

36.9 

（2007/8/16） 

36.8 

（1996/8/15） 

35.7 

（2022/8/3） 
1910/5～2024/6 

日最低気温（℃） 
－10.7 

（1952/2/5） 

－9.3 

（1940/1/11） 

－9.3 

（1927/1/24） 

－9.2 

（1967/1/17） 

－8.9 

（1945/1/30） 
1910/5～2024/6 

日降水量（㎜） 
227.2 

（1966/6/28） 

225.7 

（1929/5/23） 

225.0 

（1971/8/31） 

209.5 

（1977/9/19） 

196.7 

（1929/10/26） 
1910/5～2024/6 

日最大 1 時間降水量

（㎜） 

69.5 

（2007/8/22） 

61.8 

（1963/8/30） 

61.0 

（2019/10/25） 

58.0 

（1969/8/23） 

55.0 

（2021/2/15） 
1937/2～2024/6 

年降水量（㎜） 
1,989.5 

（2006） 

1,965.9 

（1920） 

1,869.5 

（1911） 

1,865.3 

（1916） 

1,809.5 

（2021） 
1910～2024 

日最大瞬間風速・風向

（m／s） 

48.1 南東 

（2002/10/1） 

41.5 南東 

（2018/10/1） 

37.2 南 

（1979/10/19） 

35.4 東南東 

（2007/9/7） 

34.3 南 

（2016/8/22） 
1940/1～2024/6 

月最深積雪（㎝） 
28 

（1945/2/26） 

27 

（1942/2/25） 

24 

（1935/3/22） 

23 

（1933/3/11） 

21 

（1994/2/12） 
1916/1～2008/9 

注） 表中の（ ）内の年月日は，極値の起年月日を示す。ただし，年降水量は，極値の起年を示す。 
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表 3.1.3-1 表 観測器の種類及び観測位置 

観測項目 

設置条件 

観測器 
場所 

地上高 

（m） 

標高 

（m） 

風向・風速 
敷地内

露場 
10 

2022 年 3 月まで 

超音波風向風速計 

18 

2022 年 3 月から 

31 

気温 
敷地内

露場 
1.5 9.5 白金抵抗温度計 

日射量 
敷地内

露場 
1.8 9.8 電気式日射計 

放射収支量 
敷地内

露場 
1.7 9.7 風防型放射収支計 

降水量 
敷地内

露場 
1.0 9.0 転倒ます型雨量計 
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第 3.1.4-1 表 風向別出現頻度の検定結果（2013 年度） 

（検定年度：2013 年度，比較年度：2012 年度～2022 年度（2013 年度を除く）） 

観測場所：敷地内露場（地上高 10 m，標高 18 m（2022 年 3 月より 31 m））（％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

検定年

2012
出現率

2014
出現率

2015
出現率

2016
出現率

2017
出現率

2018
出現率

2019
出現率

2020
出現率

2021
出現率

2022
出現率

10年平均
2013

出現率
上限値 下限値

NNE 8.49 8.84 11.06 7.42 5.55 4.97 4.86 4.02 4.40 10.91 7.05 8.24 13.38 0.73 ○
NE 11.58 12.33 13.45 13.80 13.95 12.64 14.30 15.19 13.21 14.74 13.52 12.60 16.17 10.87 ○
ENE 6.39 6.61 7.12 5.76 9.53 9.18 11.85 10.91 10.65 6.93 8.49 7.34 13.68 3.30 ○
E 1.78 2.14 3.40 2.55 2.55 2.72 3.89 3.18 3.28 1.66 2.71 2.84 4.44 0.99 ○
ESE 2.38 3.47 2.82 2.51 3.39 3.72 5.21 2.95 3.66 2.39 3.25 3.01 5.28 1.22 ○
SE 4.58 4.56 4.03 3.15 4.23 3.57 2.91 2.80 2.88 3.19 3.59 4.04 5.26 1.92 ○
SSE 6.01 4.74 5.63 4.79 5.43 3.98 4.54 5.19 4.48 3.40 4.82 4.96 6.67 2.96 ○
S 4.20 3.42 3.50 3.16 0.89 0.85 0.99 2.13 2.68 3.27 2.51 3.69 5.42 -0.40 ○
SSW 3.39 3.14 3.32 2.49 1.01 1.49 1.01 1.04 1.26 4.32 2.25 3.47 5.17 -0.68 ○
SW 1.27 1.34 1.78 2.23 3.42 4.63 2.91 3.89 3.70 3.29 2.85 1.47 5.56 0.13 ○
WSW 1.91 2.52 1.97 2.75 4.13 4.90 3.39 3.46 3.72 4.61 3.34 1.97 5.81 0.86 ○
W 6.34 6.41 5.74 12.19 14.03 13.77 12.66 9.05 7.30 8.86 9.64 5.87 17.35 1.93 ○
WNW 22.88 24.11 20.77 22.50 19.35 20.28 17.72 20.87 22.11 15.01 20.56 22.63 26.92 14.20 ○
NW 10.93 9.37 7.93 6.80 4.58 5.01 6.23 8.34 8.95 7.18 7.53 9.78 12.23 2.84 ○
NNW 3.49 3.20 3.09 3.01 1.90 2.48 2.00 2.17 2.34 4.70 2.84 4.17 4.86 0.82 ○
N 2.39 2.16 2.70 2.90 3.27 3.36 3.35 3.54 3.80 3.76 3.12 2.26 4.46 1.79 ○

判定
採択：○
棄却：×

　　　 項目

風向

比較年 危険率5％
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第 3.1.4-2 表 風速別出現頻度の検定結果（2013 年度） 

（検定年度：2013 年度，比較年度：2012 年度～2022 年度（2013 年度を除く）） 

観測場所：敷地内露場（地上高 10 m，標高 18 m（2022 年 3 月より 31 m））（％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

検定年

2012
出現率

2014
出現率

2015
出現率

2016
出現率

2017
出現率

2018
出現率

2019
出現率

2020
出現率

2021
出現率

2022
出現率

10年平均
2013

出現率
上限値 下限値

0.0～0.4 2.00 1.64 1.70 1.98 2.77 2.45 2.19 1.26 1.58 1.79 1.94 1.68 2.99 0.88 ○
0.5～1.4 16.73 15.63 16.08 19.78 26.85 25.99 23.60 18.80 22.72 25.53 21.17 15.60 31.38 10.96 ○
1.5～2.4 31.38 33.04 31.24 34.46 37.60 36.68 34.01 33.40 35.70 33.44 34.09 32.64 39.05 29.14 ○
2.5～3.4 21.94 24.23 23.94 20.85 18.82 20.13 20.72 20.96 17.61 16.78 20.60 22.79 26.37 14.83 ○
3.5～4.4 10.67 11.65 11.54 10.33 8.38 9.12 10.22 10.36 10.93 11.65 10.48 11.34 13.04 7.92 ○
4.5～5.4 7.06 6.89 7.48 6.37 3.64 3.87 5.00 7.12 6.62 6.31 6.04 7.04 9.31 2.77 ○
5.5～6.4 4.48 3.36 4.17 3.02 1.17 1.08 2.05 4.20 3.00 2.95 2.95 3.78 5.81 0.09 ○
6.5～7.4 2.63 1.59 1.93 1.62 0.46 0.43 0.88 2.07 1.11 0.88 1.36 2.19 3.09 -0.36 ○
7.5～8.4 1.55 0.94 1.05 0.74 0.16 0.11 0.46 0.91 0.53 0.41 0.69 1.37 1.73 -0.36 ○
8.5～9.4 0.72 0.47 0.49 0.46 0.10 0.07 0.19 0.46 0.15 0.21 0.33 0.71 0.84 -0.18 ○
9.5～ 0.84 0.56 0.37 0.40 0.06 0.07 0.67 0.46 0.05 0.05 0.35 0.86 1.03 -0.33 ○

判定
採択：○
棄却：×

　　　 項目

風速

比較年 危険率5％



 

3－1－24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.1.2-1 図 気象官署の所在地

廃棄物埋設施設位置 

福島県 

栃木県 

茨城県 

千葉県 

埼玉県 

東京都 

小名浜特別地域気象観測所 

水戸地方気象台 

銚子地方気象台 

太平洋 
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第 3.1.3-1 図 敷地内の気象観測点の位置

至 ひたちなか市 

至 日立市 

廃棄物埋設施設 

東海第二発電所 

東海発電所 

0 100 200 m

凡例 

  ：事業所敷地境界線 

  ：周辺監視区域境界線 

    （防波堤及び荷揚げ場も含む) 

  ：モニタリングポイント 

太平洋 

気象観測点（2016 年 11 月から観測） 

気象観測点（2016 年 10 月まで観測） 

気象観測点（超音波風向風速計）

（2022 年 3 月から観測） 
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第 3.1.3-2 図 気象観測設備の配置図

標高 21 m 標高 8 m 

2022 年 3 月より観測 
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第 3.1.3-3 図 敷地の風配図（2013 年 4 月から 2014 年 3 月） 

（地上高 10 m，標高 18 m） 

  

円内は静穏の出現率，線グラフは

風向別の出現率，棒グラフは平均

風速を示す。以降も同様。 
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第 3.1.3-4 図 敷地の風配図（2013 年 4 月から 2013 年 9 月） 

（地上高 10 m，標高 18 m）  

2013 年 4 月 

欠測率：0.0％ 

2013 年 5 月 

欠測率：0.0％ 

2013 年 6 月 

欠測率：0.0％ 

2013 年 7 月 

欠測率：0.0％ 

2013 年 8 月 

欠測率：7.1％ 

2013 年 9 月 

欠測率：7.4％ 
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第 3.1.3-5 図 敷地の風配図（2013 年 10 月～2014 年 3 月） 

（地上高 10 m，標高 18 m）  

2013 年 10 月 

欠測率：2.6％ 

2013 年 11 月 

欠測率：0.0％ 

2013 年 12 月 

欠測率：0.0％ 

2014 年 1 月 

欠測率：0.0％ 

2014 年 2 月 

欠測率：0.1％ 

2014 年 3 月 

欠測率：0.0％ 
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第 3.1.3-6 図 年間風速別出現頻度及び風速別出現頻度累積 

（地上高 10 m，標高 18 m）  

風速別出現頻度 

風速別出現頻度累積 

風速階級は以下のとおりの風速範囲となる。以降も同様。 

0：0.5 m／s 未満，1：0.5～1.4 m／s，2：1.5～2.4 m／s， 

3：2.5～3.4 m／s，4：3.5～4.4 m／s，5：4.5～5.4 m／s， 

6：5.5～6.4 m／s，7：6.5～7.4 m／s，8：7.5～8.4 m／s， 

9：8.5～9.4 m／s，10：9.5 m／s 以上 
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第 3.1.3-7 図 月別風速別出現頻度（2013 年 4 月から 2013 年 9 月） 

（地上高 10 m，標高 18 m）  

2013 年 4 月 

2013 年 5 月 

2013 年 6 月 

2013 年 7 月 

2013 年 8 月 

2013 年 9 月 

平均風速 
3.5m/s 

平均風速 
2.5m/s 

平均風速 
2.1m/s 

平均風速 
3.1m/s 

平均風速 
3.3m/s 

平均風速 
2.7m/s 
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第 3.1.3-8 図 月別風速別出現頻度（2013 年 10 月から 2014 年 3 月） 

（地上高 10 m，標高 18 m）  

2013 年 10 月 

2013 年 11 月 

2013 年 12 月 

2014 年 1 月 

2014 年 2 月 

2014 年 3 月 

平均風速 
3.7m/s 

平均風速 
2.5m/s 

平均風速 
3.2m/s 

平均風速 
2.4m/s 

平均風速 
2.6m/s 

平均風速 
3.0m/s 
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第3.1.3-9図 月別及び年間大気安定度別出現頻度 
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第 3.1.4-1 図 方位別相対濃度の累積出現頻度 

相対濃度（s／m３） 

累
積
出
現
頻
度
（
％
） 
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２ 地盤，地質 

２．１ 敷地の地形 

敷地及びその近傍の地形図を第 3.2.1-1 図に示す。 

敷地は，久慈川河口の南側で那珂台地東端の太平洋に面しており，海岸砂

丘に覆われている。 

敷地近傍陸域の地形は，台地，低地及び海岸砂丘からなる。 

台地は，敷地西方の那珂台地及び敷地北方の常磐海岸台地からなる。台地

は，標高約 20 m～約 50 m で，東側に徐々に高度を減じている。 

低地は，北部の久慈川沿いや中央部の新川に沿ってまとまって分布する。 

海岸砂丘は，敷地を含む海岸部に分布している。 

敷地近傍海域の地形は，所々に緩い起伏が認められるが，全体的には水深

30 m 未満で，海岸線と平行に沖合に向かって緩やかな傾斜を示している。 

敷地の大部分は，標高約 8 m でほぼ平坦な面を呈している。 

 

２．２ 廃棄物埋設地設置位置付近の地質・地質構造及び地盤 

２．２．１ 調査内容 

２．２．１．１ 空中写真判読及び地表地質調査 

敷地付近の地質分布，断層活動に伴う変動地形，地すべり地形，地すべり

のおそれがある急斜面及び陥没の発生した形跡を確認するため，空中写真判

読及び地表地質調査を実施し，その結果に基づいて地形面区分図，リニアメ

ント・変動地形の分布図等を作成した。 

 

２．２．１．２ ボーリング調査 

廃棄物埋設地設置位置付近の地質・地質構造を把握するための資料を得る

とともに，室内試験の供試体の採取及びボーリング孔を利用しての原位置試
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験を実施するためにボーリング調査を実施した。さらに，東海第二発電所の

新規制基準適合性審査において用いたボーリング調査を加え，地質・地質構

造の評価を実施している。 

ボーリング調査は，第 3.2.2-1 図に示す鉛直ボーリング 42 孔，総延長約

5,700 m を実施した。掘削深度は約 20 m～約 508 m である。 

掘削孔径は 66 mm～116 mm で，ロータリー型ボーリング・マシンを使用し

オールコア・ボーリングで実施した。 

採取したボーリングコアについて地層の分布，岩質等の詳細な観察を行い，

地質柱状図等を作成した。 

なお，鉛直ボーリング 42 孔のうち，16 孔については，ボアホールテレビ

による調査を実施し，久米層の走向，傾斜等を観察した。 

 

２．２．１．３ 室内試験 

廃棄物埋設地が設置される地盤の物理的・力学的特性を明らかにし，設計

及び施工の基礎資料を得るため，ボーリング孔により，試料を採取して室内

試験を実施した。試験は，日本産業規格，地盤工学会基準に準拠して実施し

た。試料を採取したボーリング孔位置を第 3.2.2-1 図に示す。 

 

２．２．１．４ 原位置試験 

廃棄物埋設地が設置される地盤の第四系の各地層に，硬軟，締まり具合の

相対値を把握するため，ボーリング孔を利用して標準貫入試験を実施した。

試験は，日本産業規格に準拠し，ハンマを自由落下させ標準貫入試験用サン

プラを 30 cm 打ち込むのに要する打撃回数（Ｎ値）を測定する方法で実施し

た。 
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２．２．２ 調査結果 

２．２．２．１ 空中写真判読及び地表地質調査 

敷地近傍陸域の空中写真判読及び地表地質調査による変動地形学的調査に

基づいて作成した敷地近傍陸域の段丘面区分図及び変動地形調査結果図を第

3.2.2-2 図に示す。 

敷地近傍陸域の地形は，台地，低地及び海岸砂丘からなる。 

台地を構成する段丘については，空中写真判読等による段丘面の形態，面

の保存状態の性状等に基づいて，高位からＭ１段丘面，Ｍ２段丘面及びＭ３

段丘面に区分される。 

Ｍ１段丘面は，敷地西方の那珂台地に広く分布する。久慈川より北側の常

磐海岸台地では海岸沿いに細長く分布し，Ｍ１－ｈ段丘面及びＭ１－ｌ段丘

面に細分される。 

Ｍ２段丘面は久慈川の南側に比較的広く分布するほか，新川沿いなどに分

布する。 

Ｍ３段丘面は,河川沿いに局所的に分布する。 

敷地の大部分は，標高約 8 m でほぼ平坦な面を呈している。 

変動地形調査の結果，敷地近傍において，Ｍ１段丘面及びＭ２段丘面が広

く分布しており，リニアメントは認められない。 

また，敷地に地すべり地形は認められない。 

なお，防災科学技術研究所（１）による地すべり地形の判読結果を第 3.2.2-

3 図に示す。第 3.2.2-3 図より，敷地に地すべり地形は認められない。 

 

２．２．２．２ 廃棄物埋設地設置位置付近の地質・地質構造 

廃棄物埋設地設置位置付近の地質水平断面図を第 3.2.2-4 図に，地質鉛直

断面図を第 3.2.2-5 図に示す。さらに，廃棄物埋設地設置位置及びその付近
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でのボーリング調査結果から得られた主要な地質柱状図を第 3.2.2-6 図に示

す。 

ボーリングコアの採取率はいずれの孔でも 100％である。 

廃棄物埋設地設置位置付近の地質は，下位より新第三系鮮新統～第四系下

部更新統の久米層並びに第四系完新統の沖積層及び砂丘砂層からなる。久米

層は，主として暗オリーブ灰色を呈する塊状の砂質泥岩からなり，流動状の

堆積構造あるいは偽礫，異種礫，貝殻片を含む礫岩が認められる。これらは，

下位の久米層を浸食して緩く谷状に連続している。 

久米層は複数のユニットに区分され，それぞれのユニットには複数の鍵層

がおおむね水平に連続している。これらの鍵層の連続性を検討した結果，久

米層は敷地全体にわたって水平性を有していると判断される。 

第四系については，基底部付近に主として砂礫層（Ａｇ１層）が分布し，

その上位には粘土層（Ａｃ層），砂層（Ａｓ層）及び礫混り砂層（Ａｇ２層）

が互層状を呈して分布している。最上位には，細粒～中粒の均一な砂からな

る砂丘砂層（ｄｕ層）が分布している。 

以上のことから，敷地全体の久米層には断層を示唆する系統的な不連続や

累積的な変位・変形は認められず，廃棄物埋設地設置位置付近には「将来活

動する可能性のある断層等」は認められない。 

 

２．２．２．３ 室内試験結果 

（１）物理試験結果 

廃棄物埋設地設置位置付近のボーリング孔（C－4－0 孔，D－3－0 孔，  

D－4－0 孔，D－5－0 孔）で採取した各層の試料の物理試験の結果を第

3.2.2-1 表に示す。また，各層の試料について実施した粒度試験及び塑性限

界試験の結果を第 3.2.2-2 表に示す。 
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（２）三軸圧縮試験結果 

廃棄物埋設地設置位置付近のボーリング孔（D－3－0 孔,C－4－0 孔,  

D－4－0 孔）で採取したｄｕ層の供試体の三軸圧縮試験（ＣＤ条件）の結果

を第 3.2.2-3 表に，三軸圧縮試験の破壊応力円を第 3.2.2-7 図に示す。 

（３）圧密試験結果 

廃棄物埋設地設置位置付近のボーリング孔で採取したＡｃ層の供試体の

圧密試験の結果を第 3.2.2-4 表及び第 3.2.2-8 図に示す。 

間隙比－圧密圧力曲線から三笠の方法により求めた圧密降伏応力Ｐｃは

0.192 N／mm２～0.282 N／mm２であり，透水係数ｋは 2.80×10－７ cm／s～

7.16×10－７ cm／s である。 

 

２．２．２．４ 原位置試験結果 

廃棄物埋設地設置位置のボーリング孔（D－4－0 孔）で実施した標準貫入

試験により得られた第四系のＮ値を第 3.2.2-5 表に示す。 
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２．３ 廃棄物埋設地の設置地盤の支持性能の評価 

廃棄物埋設地の設置地盤の安定性評価を実施するに当たり，廃棄物

埋設地の基礎形式は直接基礎であることから，土木構造物の直接基礎

の場合に適用される最新の知見として，「道路橋示方書・同解説（Ⅳ

下部構造編）」（日本道路協会，平成 29 年）（２）（以下「道示Ⅳ」と

いう。）及び「建築基準法」に基づく「国土交通省告示第 1113 号（地

盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を求めるための方法等を定

める件）」（以下「国土交通省告示第 1113 号」という。）を用いた。 

 

２．３．１ 「道示Ⅳ」による方法 

２．３．１．１ 基礎底面地盤の支持力の制限値 

廃棄物埋設地は，耐震重要度Ｃクラスを基本とした設計であることから，

「道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編）」（日本道路協会，平成 29 年）（３）におけ

る限界状態 1（部材等としての荷重を支持する能力が確保されている限界の

状態）に対する設計を行った。 

安全機能を有する施設を設置する地盤の種類は「粘性土地盤，砂地盤又は

砂礫地盤」に該当するため，「道示Ⅳ」の式（9.5.4）により基礎底面地盤の

支持力の制限値は，西側埋設トレンチが 7,437 MN，東側埋設トレンチが

10,620 MN となった。 

 

２．３．１．２ 基礎底面に作用する合力（接地圧） 

基礎底面に作用する合力（接地圧）については，「道示Ⅳ」の式（9.5.3）

により算出した結果，西側埋設トレンチが 794 MN，東側埋設トレンチが 840 

MN となった。 
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２．３．１．３ 地盤の支持力の評価 

地盤の支持力の評価（「道示Ⅳ」による方法）を第 3.2.3-1 表に示す。第

3.2.3-1 表より，安全率は，西側埋設トレンチが 9.3，東側埋設トレンチが

12.6 となり，支持地盤は廃棄物埋設地の荷重に対して十分な支持力を有して

いると評価した。 

 

２．３．２ 「国土交通省告示第 1113 号」による方法 

２．３．２．１ 支持地盤の許容応力度 

「国土交通省告示第 1113 号」に基づき，地盤の許容応力度を算出し

た結果，西側埋設トレンチが 5,916 kN／m２，東側埋設トレンチが 7,256 

kN／m２となった。 

 

２．３．２．２ 地盤反力度（接地圧） 

地盤反力度（接地圧）は「道示Ⅳ」に基づき算出した結果，西側埋

設トレンチが 204 kN／m２，東側埋設トレンチが 169 kN／m２となった。 

 

２．３．２．３ 地盤の支持力の評価 

地盤の支持力の評価（「国土交通省告示第 1113 号」による方法）を

第 3.2.3-2 表に示す。第 3.2.3-2 表より，安全率は，西側埋設トレン

チが 29.0，東側埋設トレンチが 42.9 となり，支持地盤は廃棄物埋設

地の荷重に対して十分な支持力を有していると評価した。 

 

以上より，支持地盤は廃棄物埋設地の荷重に対して十分な支持力を有して

いると評価した。 
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２．４ 廃棄物埋設地設置地盤の変形による影響評価 

地盤の変形は，地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤の傾斜及

び撓み並びに地震発生に伴う構築物間の不等沈下，液状化及び揺すり込み沈

下による周辺地盤の変状の影響がないことを確認する。 

 

２．４．１ 地盤の傾斜及び撓みの評価 

廃棄物埋設地の設置地盤において，地震発生に伴う地殻変動によって生じ

る傾斜及び撓みの影響を評価するため，震源となる敷地周辺及び敷地内の活

断層等について確認した。 

その結果，敷地周辺の活断層及び日本海溝沿いのプレート境界は，敷地か

らの距離が十分に離れている。そのため，それら活断層等の断層変位に伴う

設置地盤の変形は，廃棄物埋設地の安全性に問題となるものではない。 

また，敷地の基礎岩盤である久米層には複数の鍵層がおおむね水平に分布

し，お互いを補完しながら側方に広がって連続していることから，久米層は

敷地全体にわたって水平性を有していると判断される。その他の評価結果も

踏まえ，敷地全体の久米層には断層を示唆する系統的な不連続や累積的な変

位・変形は認められないことから，敷地には将来活動する可能性のある断層

等の露頭は認められないことを確認した。 

以上のことから，廃棄物埋設地の設置地盤において，地盤の傾斜及び撓み

は生じないと評価した。 

 

２．４．２ 不等沈下，液状化及び揺すり込み沈下 

不等沈下については，廃棄物埋設地の近隣には不等沈下の検討の対象とな

るような施設が存在しないこと，また，廃棄物埋設地内において不等沈下に

より廃棄物埋設地に影響を及ぼす設備等がないことから，地震発生に伴う建
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物・構築物間の不等沈下の影響はない。 

液状化については，廃棄物埋設地の地盤には，第 3.2.2-5 図に示すとおり

地下水位以下に砂丘砂層（ｄｕ層），砂礫層（Ａｇ２層及びＡｇ１層），砂層

（Ａｓ層）が分布することから，これらの地層を液状化検討対象層として液

状化判定及び沈下量の検討を行った。 

廃棄物埋設地設置位置の D－4－0 孔のＮ値（最小値）を用いて「道路橋示

方書・同解説（Ⅴ耐震設計編）」（日本道路協会，平成 29 年）（４）に基づき液状

化判定を行った結果，対象層のＦＬ値は 1.0 を超えていることから，液状化

は発生しない結果となった。 

また，地盤のばらつきを考慮した詳細検討としてＰＳ検層及び液状化強度

試験にて得られた物性を平均－1σ して設定したパラメータによる有効応力

解析を実施し，沈下量を算定した。有効応力解析の実施に当たっては，廃棄

物埋設地設置位置においてＮ－Ｓ方向及びＥ－Ｗ方向に直交する 2 断面を解

析断面として設定した。 

変形図及び沈下量分布図を第 3.2.4-1 図に示す。 

沈下量の検討の結果，過剰間隙水圧が 95％を上回る地層は認められず，廃

棄物埋設地下端の沈下量はＮ－Ｓ断面で最大 0.272 m，Ｅ－Ｗ断面で最大

0.179 m であった。また，廃棄物埋設地下端及び低透水性覆土下端の沈下量

は平面的に緩やかに変化している。 

揺すり込み沈下については，廃棄物埋設地底面の地盤高 T.P.＋4.00 m 以深

から地下水位 T.P.＋2.00 m 以浅のｄｕ層（層厚 2.00 m）を検討対象とし，

対象層の層厚に 1％（新潟県中越沖地震時における東京電力ホールディング

ス株式会社柏崎刈羽原子力発電所の沈下実績を考慮した値）を乗じて算定し

て求めた。 

その結果，揺すり込み沈下による沈下量は 0.020 m であった。 
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圧密沈下については，「道示Ⅳ」に基づき廃棄物埋設地の自重及び操

業時の荷重による粘土層（Ａｃ層）への有効上載圧を算定し，室内試験

の結果から求めた粘土層の圧密降伏応力との比較を行った結果，有効上

載圧が圧密降伏応力を上回ったことから，「道路橋示方書・同解説（Ⅳ

下部構造編）」（日本道路協会，平成 14 年）（５）に基づき圧密沈下量を

算定した。 

その結果，圧密沈下量は，西側埋設トレンチが 0.094 m，東側埋設ト

レンチが 0.043 m となった。 

 

廃棄物埋設地の設置地盤の沈下量の評価結果を第 3.2.4-1表に示す。 

地盤のばらつきを考慮した液状化検討を踏まえた沈下及び揺すり込

み沈下並びに圧密沈下による合計沈下量は，Ｎ－Ｓ断面で最大 0.335 m，

Ｅ－Ｗ断面で最大 0.293 m であり，平面的な沈下量の変化は緩やかであ

ることから，低透水性覆土の透水性に影響を与えるような変形が生じ

ることはないこと，また，沈下が生じた場合においても廃棄物の底面

は地下水位以下とはならないことを確認した。 

以上より，地盤の変形に対して安全機能が損なわれるおそれはない

と評価した。 

 

２．５ 廃棄物埋設地設置地盤の変位による影響評価 

２．５．１ 断層及び地すべりの評価 

２．５．１．１ 断層 

地質調査等の結果，敷地の基礎岩盤である久米層には複数の鍵層がおおむ

ね水平に分布し，お互いを補完しながら側方に広がって連続していることか

ら，久米層は敷地全体にわたって水平性を有していると判断される。その他
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の評価結果も踏まえ，敷地全体の久米層には断層を示唆する系統的な不連続

や累積的な変位・変形は認められないことから，敷地には将来活動する可能

性のある断層等の露頭は認められないことを確認した。 

 

２．５．１．２ 地すべり 

敷地及び敷地近傍の地すべりの影響を検討した結果，文献調査及び空中写

真判読により，敷地及び敷地近傍には，地すべり地形，地すべりのおそれが

ある急斜面及び陥没の発生した形跡がある地形は判読されない。また，将来

活動する可能性のある断層等の露頭も確認されない。さらに，敷地での地質

調査結果から，地すべり面や地層の乱れは確認されないことから，廃棄物埋

設地の支持地盤まで及ぶ地すべりはないと評価した。 

 

以上より，廃棄物埋設地の設置地盤は，変位が生ずるおそれはない。 
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第 3.2.2-1 表 物理試験結果 

地層 

湿潤密度 

ρt 

（g／cm３） 

含水比 

w 

（％） 

土粒子の密度 

ρs 

（g／cm３） 

間隙比 

e 

試験数 

（個） 

［ ］：土

粒子密度

試験数 
平均値 

標準 

偏差 
平均値 

標準 

偏差 
平均値 

標準 

偏差 
平均値 

標準 

偏差 

ｄｕ層 1.78 0.16 12.2 5.7 2.68 0.01 0.70 0.08 30［4］ 

Ａｇ２層 1.78 0.07  9.7 5.2 2.68 0.00 0.65 0.07 15［2］ 

Ａｃ層 1.63 0.02 60.2 4.5 2.67 0.01 1.62 0.12 30［4］ 

Ａｓ層 1.81 0.07 30.4 3.5 2.68 － 0.94 0.12 10［1］ 

 

第 3.2.2-2 表 粒度試験結果及び塑性限界試験結果 

地層 
細粒分含有率 

Fｃ（％） 

平均粒径 

D５０（mm） 

塑性指数 

Iｐ 

試験数 

（個） 

［ ］:塑性限界試験数 

ｄｕ層  8.1 0.341 － 4［0］ 

Ａｇ２層  5.2 0.609 － 4［0］ 

Ａｃ層 93.5 0.013 44.9 4［3］ 

Ａｓ層 22.4 0.140 － 1［0］ 

 

第 3.2.2-3 表 三軸圧縮試験（ＣＤ条件）の結果 

地層 

平均強度 －1σ強度 

ピーク強度 

（N／mm２） 

残留強度 

（N／mm２） 

ピーク強度 

（N／mm２） 

残留強度 

（N／mm２） 

ｄｕ層 
0.010＋σ'・

tan38.9° 

0.001＋σ'・

tan35.9° 
σ'・tan37.5° σ'・tan35.0° 

 

 

  



3－2－14 

第 3.2.2-4 表 圧密試験結果（Ａｃ層） 

 

  



3－2－15 

第 3.2.2-5 表 標準貫入試験結果 

D－4－0 

中心深度 
GL.（m） 

中心標高 
T.P.（m） 

土質 Ｎ値 

－2.30 5.99 ＦＬ 17 

－3.30 4.99 ＦＬ 31 

－4.30 3.99 ＦＬ 23 

－5.30 2.99 ｄｕ 12 

－6.30 1.99 ｄｕ 12 

－7.30 0.99 ｄｕ 38 

－8.30 －0.01 ｄｕ 46 

－9.30 －1.01 Ａｇ２ 42 

－10.30 －2.01 Ａｇ２ 19 

－11.30 －3.01 Ａｇ２ 22 

－12.30 －4.01 Ａｇ２ 28 

－13.33 －5.04 Ａｃ  0 

－14.33 －6.04 Ａｃ  0 

－15.33 －7.04 Ａｃ  0 

－16.30 －8.01 Ａｃ  1 

－17.30 －9.01 Ａｓ 16 

－18.30 －10.01 Ａｃ  0 

－19.33 －11.04 Ａｃ  0 

－20.33 －12.04 Ａｃ  0 

－21.33 －13.04 Ａｃ  0 

－22.33 －14.04 Ａｃ  0 

－23.40 －15.11 Ａｃ  1 

－24.30 －16.01 Ａｓ 11 

－25.30 －17.01 Ａｓ 16 
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第 3.2.3-1 表 地盤の支持力の評価（「道示Ⅳ」による方法） 

項目 
西側埋設 

トレンチ 

東側埋設 

トレンチ 

収納廃棄物 － 金属（鉄箱） 
コンクリート 

ブロック 

合力（接地圧） Fｒ（MN） 794 840 

基礎底面地盤の支持力の制限値 Qｙ ｄ（MN） 7,437 10,620 

安全率 Qｙ ｄ／Fｒ 9.3 12.6 

 

第 3.2.3-2 表 地盤の支持力の評価 

（「国土交通省告示第 1113 号」による方法） 

項目 
西側埋設 

トレンチ 

東側埋設 

トレンチ 

収納廃棄物 － 金属（鉄箱） 
コンクリート 

ブロック 

地盤反力度（接地圧） qｍ ａ ｘ（kN／m2） 204 169 

設置地盤の許容応力度 qａ（kN／m2） 5,916 7,256 

安全率 qａ／qｍ ａ ｘ  29.0 42.9 

 

第 3.2.4-1 表 地盤の沈下量の評価結果 

（液状化検討：地盤のばらつきを考慮した検討） 

 
Ｎ－Ｓ断面 

（m） 

Ｅ－Ｗ断面 

（m） 

液状化検討を踏まえた沈下※１ 0.272 0.179 

揺すり込み沈下 0.020 

圧密沈下※２ 0.043 0.094 

合計 0.335 0.293 

※１：有効応力解析による廃棄物埋設地設置地盤の残留沈下量に過剰間隙水圧消

散後の沈下量を加算した沈下量の最大値 

※２：Ｎ－Ｓ及びＥ－Ｗの各断面において，液状化検討を踏まえた沈下量が最大

となる位置の圧密沈下量 

   ・Ｎ－Ｓ断面：東側埋設トレンチにて液状化検討を踏まえた沈下量が最大

となるため，東側埋設トレンチの圧密沈下量を記載  

   ・Ｅ－Ｗ断面：西側埋設トレンチにて液状化検討を踏まえた沈下量が最大

となるため，西側埋設トレンチの圧密沈下量を記載  
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第 3.2.1-1 図 敷地及びその近傍の地形図 

 

廃棄物埋設地設置位置 

この地図は，国土地理院長の承認を得て， 

同院発行の数値地図50000（地図画像）及び数値地図25000

（地図画像）を複製したものである。 

（承認番号 平27情複，第130号） 

本図面を第三者がさらに複製する場合は国土地理院の長

の承認を得なければならない。 

常磐海岸台地 
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第 3.2.2-1 図 廃棄物埋設地設置位置付近の調査位置図 

  

西側 

埋設トレンチ 

東側 

埋設トレンチ 

廃棄物埋設地拡大図 
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第 3.2.2-2 図 敷地近傍陸域の段丘面区分図及び変動地形調査結果図 

廃棄物埋設地設置位置 

常磐海岸台地 

この地図は，国土地理院長の承認を得て， 

同院発行の数値地図50000（地図画像）及び数値

地図25000（地図画像）を複製したものである。 

（承認番号 平27情複，第130号） 

本図面を第三者がさらに複製する場合は国土地

理院の長の承認を得なければならない。 
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第 3.2.2-3 図 地すべり地形分布図 

 

  

※防災科学技術研究所ホームページ J-SHIS Map（１）に加筆 

廃棄物埋設地 

0km 5km 

0km 2km 

地すべり地形 
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※白の領域は，地表面が T.P.＋4.0 m よりも低いため，地質が分布しない。 

第 3.2.2-4 図 地質水平断面図（T.P.＋4.0 m） 
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第 3.2.2-5 図（1） 地質鉛直断面図（Ｎ－Ｓ断面） 
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第 3.2.2-5 図（2） 地質鉛直断面図（Ｅ－Ｗ断面）
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第 3.2.2-5 図（3） 地質鉛直断面図（Ｎ－Ｓ，Ｅ－Ｗ断面 拡大） 
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第 3.2.2-6 図（1） 地質柱状図（C－4－0 孔） 
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第 3.2.2-6 図（2） 地質柱状図（D－3－0 孔） 
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第 3.2.2-6 図（3） 地質柱状図（D－4－0 孔）（1／4） 
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第 3.2.2-6 図（4） 地質柱状図（D－4－0 孔）（2／4） 
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第 3.2.2-6 図（5） 地質柱状図（D－4－0 孔）（3／4） 
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第 3.2.2-6 図（6） 地質柱状図（D－4－0 孔）（4／4） 
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第 3.2.2-6 図（7） 地質柱状図（D－5－0 孔） 
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第 3.2.2-6 図（8） 地質柱状図（E－4－0 孔） 
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第 3.2.2-7 図（1） 三軸圧縮試験の破壊応力円 

（ｄｕ層，ＣＤ条件，ピーク強度） 

 

 

 

第 3.2.2-7 図（2） 三軸圧縮試験の破壊応力円 

（ｄｕ層，ＣＤ条件，残留強度） 
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第 3.2.2-8 図 圧密試験による間隙比－圧密圧力曲線（Ａｃ層） 
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第 3.2.4-1 図（1） 変形図及び沈下量分布図（Ｎ－Ｓ断面） 
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第 3.2.4-1 図（2） 変形図及び沈下量分布図（Ｅ－Ｗ断面） 
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３ 水理 

３．１ 地下水の状況 

３．１．１ 敷地及び敷地近傍の地形 

敷地及び敷地近傍の地形図を第 3.2.1-1 図に，敷地近傍陸域の段丘面区分

図を第 3.2.2-2 図に示す。 

敷地は，久慈川河口の南側で那珂台地東端の太平洋に面しており，海岸砂

丘に覆われている。 

敷地近傍陸域の地形は，台地，低地及び海岸砂丘からなる。 

台地は，敷地西方の那珂台地及び敷地北方の常磐海岸台地からなる。台地

は，標高約 20 m～約 50 m で，東側に徐々に高度を減じている。 

低地は，敷地北方の久慈川沿いや敷地南方の新川に沿ってまとまって分布

する。 

海岸砂丘は，敷地を含む海岸部に分布している。 

 

３．１．２ 敷地及び敷地近傍の地下水 

敷地及び敷地近傍の地下水位を第 3.3.1-1 図に示す。 

敷地の地下水位については，2006 年 4 月 1 日から 2019 年 3 月 31 日までの

申請者による観測結果の平均水位を示すとともに，本水位に基づく地下水位

の等高線を示している。 

敷地近傍の地下水位については，ジオ・ステーション（防災科学技術研究

所）のボーリング柱状図に記載されている孔内水位を示している。 

敷地南西方の那珂台地で観測された地下水位は T.P.約＋5 m～T.P.約＋16 

m に分布する。 

敷地西方の水田で観測された地下水位は T.P.約 0 m～T.P.約＋4 m に分布

する。 
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敷地の北側には久慈川が，南側には新川が分布し，その間の地下水は，地

形，地質及び地下水位の観測結果から，おおむね西から東に流動していると

考えられる。 

 

３．１．３ 廃棄物埋設施設位置付近の地下水 

３．１．３．１ 透水特性 

（１）単孔式透水試験 

本施設位置付近に分布する各地層の透水特性を把握するため，単孔式透

水試験を行った。 

試験は，ＪＧＳ 1314「単孔を利用した透水試験方法」に準拠し，スラグ

法（非定常法）で実施した。 

単孔式透水試験位置図を第 3.3.1-2 図に，単孔式透水試験の結果を第

3.3.1-1 表に示す。 

（２）揚水試験 

施設を通過する地下水の流路にはｄｕ層及びＡｇ２層があるが，単孔式

透水試験の結果においてｄｕ層の透水係数が最も大きく，また，Ａｇ２層

とｄｕ層が連続して分布し揚水試験でＡｇ２層のみの透水係数を求めるの

は困難であることから，ｄｕ層を対象に揚水試験を行った。 

揚水試験位置図を第 3.3.1-3 図に示す。 

試験は，本施設の近傍で実施しており，ｄｕ層の透水係数は場所による

ばらつきが小さく，一様の透水性を有する地層と考えられることから，当

該位置で得られた透水係数を代表値とした。 

試験は，ＪＧＳ 1315「揚水試験方法」に準拠し実施した。 

揚水試験結果一覧を第 3.3.1-2 表に示す。 

得られた透水係数の孔によるばらつきは小さく，解析手法間の差異も小
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さい。方向による透水係数の違いはほとんど認められない。 

（３）圧密試験 

敷地に分布する久米層の透水特性については，圧密試験により評価した。 

圧密試験試料採取位置図を第 3.3.1-4 図に示す。 

試験は，ＪＩＳ A 1217「土の圧密試験方法」に準拠し，圧密降伏応力，

圧密係数及び透水係数を求めた。 

圧密試験結果一覧を第 3.3.1-3 表に示す。 

圧密試験により得られた透水係数は孔によるばらつきは小さく，平均

4.19×10－７ cm／s である。 

（４）各地層の透水係数 

各試験から得られた各地層の透水係数を第 3.3.1-4 表に示す。 

単孔式透水試験により得られた各地層の透水係数によると，ｄｕ層，Ａ

ｇ２層及びＤ２ｇ－３層は同様の透水性を有し，各層の中でも高い透水性

を有する地層であると考えられる。Ａｓ層，Ｄ１ｇ－１層及びｌｍ層はｄ

ｕ層，Ａｇ２層に比べ，透水性はやや劣り，Ａｃ層は難透水層であると考

えられる。 

揚水試験により得られたｄｕ層の透水係数は，単孔式透水試験の透水係

数より大きくなる結果となった。 

圧密試験により得られた久米層の透水係数の値は小さく，難透水層であ

ると考えられる。 

 

３．１．３．２ 地下水位 

地下水位観測孔位置図を第 3.3.1-5 図に示す。 

地下水位観測孔のうち，本施設の東西に位置する孔の地下水位観測結果を

第 3.3.1-6 図に示す。 



3－3－4 

この結果によれば，地下水位は西側から東側につれて低くなり，降雨に対

応して変動している。 

また，本施設の底面レベル（T.P.＋4.0 m）を上回る水位は観測されていな

い。 

全観測孔における最高水位の観測結果一覧を第 3.3.1-5 表に示す。 

本施設位置及びその付近の 5 孔（D－3－3 孔，C－4－1 孔，D－4－1 孔，E

－4－3 孔及び D－5－1 孔）の地下水位は，いずれも本施設底面レベルを上回

ったことはない。 

 

３．１．３．３ 水理地質特性 

本施設を通るＥ－Ｗ断面を基とした水理地質構造図を第 3.3.1-7 図に，そ

の拡大図を第 3.3.1-8 図に示す。 

地下水は，主に難透水層（Ａｃ層）上部にある不圧帯水層（ｄｕ層，Ａｇ

２層）中を西側から東側の海域へ向かって流動していると考えられる。 

 

３．１．３．４ 地下水流動 

本施設位置付近における地下水の流動を把握するため，地下水位観測記録

から地下水位等高線図を作成した。 

各観測孔における観測水位の平均水位に基づいて作成した地下水位等高線

図を第 3.3.1-9 図に示す。 

本施設位置付近における定常的な地下水の流動は，西から東に向かってお

り，本施設下を通過した地下水はそれに伴い東の海域に達すると考えられる。 
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３．２ 防潮堤等の設置による地下水流動への影響 

東海第二発電所の新規制基準対応として防潮堤を設置することとしており，

また，安全性向上対策工事により発生する土砂を本施設位置の北東方に仮置

き（以下「残土盛土」という。）することとしている。 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構は，本施設位置の東方に防護壁

（以下「ＪＡＥＡ防護壁」という。）を設置することとしている。 

上記の防潮堤等が設置された場合の本施設位置付近の地下水流動に与える

影響について検討した。 

防潮堤等設置位置図を第 3.3.2-1 図に示す。 

 

３．２．１ 防潮堤等設置後の地下水流動の評価 

防潮堤等の設置が本施設位置の地下水流動に与える影響を把握するため，

三次元地下水流動解析を実施した。 

防潮堤等設置後の地下水流動解析に当たっては，防潮堤設置前の現況再現

解析により解析条件の妥当性を確認した上で，解析を実施した。 

解析には，三次元浸透流・移流分散解析コード「Ｄｔｒａｎｓｕ－３Ｄ・

ＥＬ Ｖｅｒ. 2.0ｂ_ｓ ＣＭ－ＲＣＭ（Ｆ90）ＯｐｅｎＭＰ」を使用した。 

 

３．２．１．１ 解析条件 

（１）解析モデル範囲 

地下水流動解析のモデル範囲を第 3.3.2-2 図に示す。 

モデル範囲は，地下水流動や水収支（マスバランス）が考慮できるよう，

尾根筋，河川，谷筋等の分水界と考えられる地形を境界として設定した。 

（２）解析モデル 

解析モデル図（平面図及び鳥瞰図）を第 3.3.2-3 図に示す。 
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（３）解析用物性値 

三次元地下水流動解析に用いた地質の透水係数一覧を第 3.3.2-1 表に，

構造物等の透水係数一覧を第 3.3.2-2 表に示す。 

（４）境界条件 

境界条件を第 3.3.2-3 表に示す。 

陸域の上面は降雨浸透境界，海域は潮位相当として T.P.0 m の水位固定

とした。また，側面及び底面は地下水の出入りがないものとして不透水境

界を設定した。 

降雨浸透率の範囲設定図を第 3.3.2-4 図に示す。 

降雨浸透率は降雨量から蒸発散量及び表面流出量を除いた降雨浸透量よ

り算出し，土地の分類は航空写真及び土地利用区分図を参考として，解析

範囲を森林（黄色線に囲まれた範囲）とその他に区分した。 

なお，降雨量については，地下水位の平均水位を求めた期間と同様の期

間での平均値を用いた。 

 

３．２．１．２ 解析結果 

（１）現況再現解析 

現況再現解析における地下水位の等高線及び流線図並びに断面図を第

3.3.2-5 図及び第 3.3.2-6 図に示す。 

現況再現解析の結果，本施設周辺の一部において再現しきれていない範

囲が認められるが，本施設位置付近では西から東へ向かう流れは再現され

ており，本施設底面に配置した粒子発生点からの流線は海へ向かう結果と

なった。 

（２）防潮堤等設置後の予測解析 

防潮堤等をモデル化し，当該設備が地下水流動へ与える影響を確認する
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ための予測解析を行った。 

予測解析は，過去 13 年間の年平均雨量を入力とした解析を行うととも

に，豪雨時に地下水が上昇した場合の影響を把握するため，年平均雨量の

2 倍を与条件とした解析を行った。 

年平均雨量を入力とした解析結果を第 3.3.2-7 図及び第 3.3.2-8 図，年

平均雨量の 2 倍を入力とした豪雨時の解析結果を第 3.3.2-9 図及び第

3.3.2-10 図に示す。 

年平均雨量を入力とした解析の結果，防潮堤外の地下水位に大きな変化

は認められない。また，残土盛土及びＪＡＥＡ防護壁の設置による地下水

位の変化は認められない。 

豪雨時の解析の結果，本施設位置も含めて地下水位が上昇する傾向が認

められるが，その上昇量は本施設位置及び近傍において 1 m 未満であり，

本施設底面レベルを上回ることはない。また，いずれの解析においても本

施設に配置した粒子発生点からの流線は海へ流出する結果となっている。 

ただし，再現解析で部分的に再現しきれていない範囲があり，予測解析

についても限られた条件での検討であることから，本施設の西側に地下水

が流入した場合の念のための線量評価を実施する。また，地下水の流向を

確認できるようにモニタリングを継続する。 
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３．３ 海象 

３．３．１ 潮位 

敷地周辺の潮位は以下のとおりである。 

 

既往最高潮位  H.P.＋2.35 m（1958 年 9 月 27 日） 

朔望平均満潮位  H.P.＋1.50 m 

平均潮位  H.P.＋0.91 m 

平均朔望干潮位 H.P.＋0.08 m 

既往最低潮位  H.P.－0.31 m（1990 年 12 月 2 日，1991 年 12 月 22 日） 

 

なお，H.P.は，茨城港日立港区の工事用基準面で T.P.下 0.89 m である。 

 

３．４ 参考文献 

（1） セメント協会（2012）：セメント系固化材による地盤改良マニュアル（第

４版），セメント協会 

 

  



3－3－9 

第 3.3.1-1 表 単孔式透水試験結果 

土質 

区分 
孔番 

試験深度 

（m） 

透水係数（cm／s） 
算術平均値

回復法 注入法 

ｄｕ層 

C－4－2 5.00～5.50 2.55×10－２ 2.42×10－２ 

1.54×10－２

C－4－3 6.00～6.50 1.43×10－２ 2.01×10－２ 

D－3－1 3.45～3.95 1.07×10－２ 1.12×10－２ 

D－4－2 7.90～8.40 1.61×10－２ 1.20×10－２ 

D－5－2 6.90～7.40 1.50×10－２ 1.85×10－２ 

E－4－2 9.00～9.50 1.21×10－２ 1.29×10－２ 

対数平均値 － 1.50×10－２ 1.58×10－２ 

Ａｇ２層 

C－4－2 9.60～10.10 1.11×10－２ 7.87×10－３ 

1.21×10－２

C－4－3 9.25～9.75 5.10×10－３ 2.24×10－３ 

C－7－1 13.40～13.90 2.69×10－２ 3.73×10－２ 

D－3－1 7.60～8.10 2.01×10－２ 1.96×10－２ 

D－5－2 11.30～11.80 5.49×10－３ 4.28×10－３ 

E－4－1 11.90～12.40 1.62×10－２ 9.61×10－３ 

F－4－2 10.10～10.60 2.44×10－２ 3.62×10－２ 

対数平均値 － 1.31×10－２ 1.10×10－２ 

Ａｓ層 

C－4－2 14.60～15.10 7.54×10－４ 2.48×10－３ 

1.64×10－３

D－3－2 12.00～12.50 1.13×10－３ 9.74×10－４ 

D－4－3 16.70～17.20 2.77×10－３ 2.40×10－３ 

D－5－2 17.50～18.00 6.33×10－３ 4.35×10－３ 

E－4－2 16.00～16.50 1.18×10－３ 6.90×10－４ 

F－4－1 24.30～24.80 5.48×10－４ 2.10×10－３ 

対数平均値 － 1.46×10－３ 1.82×10－３ 

Ａｃ層 C－4－2 13.00～13.60 4.65×10－７ － 4.65×10－７

ｌｍ層 A－3 10.30～10.70 － 3.1×10－４ 3.10×10－４

Ｄ１ｇ－１層 
A－3 22.80～23.20 1.6×10－３ － 

1.18×10－３B－3 14.10～14.50 8.7×10－４ － 

対数平均値 － 1.18×10－３ － 

Ｄ２ｃ－３層 

b 18.10～18.50 8.8×10－６ － 

1.4×10－４ 

c 18.20～18.40 1.0×10－４ － 

d 13.50～13.90 6.5×10－４ － 

C－5 17.33～17.73 6.7×10－４ － 

対数平均値 － 1.4×10－４ － 

Ｄ２ｇ－３層 C－7－1 19.50～20.00 1.87×10－２ 2.48×10－２ 2.18×10－２
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第 3.3.1-2 表 揚水試験結果一覧 

孔名 

s－log（t／r２）プロットによる 

直線勾配法 
標準曲線法 

s－log（r）プロットによる 

直線勾配法 

透水係数 

（cm／s） 

方向ごとの算術平均値 
透水係数 

（cm／s） 

方向ごとの算術平均値 
透水係数 

（cm／s） 透水係数 

（cm／s） 

透水係数 

（cm／s） 

du－W1 3.33×10－２ 

 東西方向  

3.14×10－２ 

3.35×10－２ 

 東西方向  

3.31×10－２ 

 東西方向  

3.21×10－２ 

3.27×10－２-④ 

du－W2 3.20×10－２ 3.13×10－２ 

du－W3 2.53×10－２ 3.24×10－２ 

du－W4 3.21×10－２ 3.24×10－２ 

du－W5 3.34×10－２ 3.35×10－２ 

du－W6 3.16×10－２ 3.47×10－２ 

du－W7 2.95×10－２ 3.24×10－２ 

du－W8’ 3.26×10－２ 3.24×10－２ 

du－W9 3.27×10－２ 3.24×10－２ 

du－W10 3.11×10－２ 3.61×10－２ 

du－N1 3.33×10－２ 

 南北方向  

3.09×10－２ 

3.28×10－２ 

 南北方向  

3.38×10－２ 

 南北方向  

3.24×10－２ 

du－N2 3.29×10－２ 3.28×10－２ 

du－N3 3.23×10－２ 3.35×10－２ 

du－N4’ 2.49×10－２ 3.61×10－２ 

対数平均値 3.11×10－２-①  3.33×10－２-②  3.22×10－２-③  

①～④の 

算術平均値 

（cm／s） 

3.23×10－２ 
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第 3.3.1-3 表 圧密試験結果一覧（久米層） 

 

 

 

第 3.3.1-4 表 各地層の透水係数 

地層区分

項目 
ｄｕ層 Ａｇ２層 Ａｓ層 Ａｃ層 

透水係数 

（cm／s） 

単孔式透水試験 1.54×10－２ 1.21×10－２ 1.64×10－３ 4.65×10－７ 

揚水試験 3.23×10－２ － － － 

 

地層区分

項目 
ｌｍ層 Ｄ１ｇ－１層 Ｄ２ｃ－３層 Ｄ２ｇ－３層

透水係数 

（cm／s） 

単孔式透水試験 3.10×10－４ 1.18×10－３ 1.4×10－４ 2.18×10－２ 

揚水試験 － － － － 

 

地層区分

項目 
久米層 

透水係数 

（cm／s） 
圧密試験 4.19×10－７ 

 

  

（      ） （         ） （            ） 
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第 3.3.1-5 表 最高水位観測結果一覧 

孔名 最高水位（観測日時）  孔名 最高水位（観測日時） 

B-1-0 T.P.＋2.90 m（06/7/30 12:00）  d-6 T.P.＋1.49 m（06/7/25 18:00）

B-2-2 T.P.＋3.09 m（06/07/30 12:00）  F-2-1 T.P.＋1.54 m（06/7/27 22:00）

B-4-2 T.P.＋3.56 m（06/07/31 14:00）  c-4 T.P.＋1.89 m（07/1/10 20:00）

B-6-1 T.P.＋5.51 m（06/8/17 18:00）  F-6-0 T.P.＋1.62 m（07/1/9 4:00） 

C-4-1 T.P.＋3.16 m（07/01/13 4:00）  F-4-2 T.P.＋1.38 m（07/1/6 18:00） 

C-7-1 T.P.＋4.99 m（06/8/18 4:00）  G-5-0 T.P.＋1.35 m（16/8/31 14:00）

D-0-1 T.P.＋2.36 m（06/7/22 2:00）  d-3 T.P.＋1.28 m（16/8/31 20:00）

D-3-3 T.P.＋3.32 m（16/8/24 2:00）  e-6 T.P.＋1.08 m（06/10/7 20:00）

D-4-1 T.P.＋2.60 m（07/1/13 4:00）  e-5 T.P.＋1.15 m（07/1/3 18:00） 

D-5-1 T.P.＋2.47 m（07/1/17 0:00）  H-4-1 T.P.＋1.94 m（15/8/22 20:00）

c-3 T.P.＋2.25 m（07/1/17 4:00）  e-3 T.P.＋1.41 m（16/8/30 18:00）

E-4-3 T.P.＋2.13 m（07/1/12 22:00）  H-7-0 T.P.＋1.12 m（06/10/8 20:00）
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第 3.3.2-1 表 透水係数一覧（地質） 

地質区分 主な層相 
透水係数 

（cm／s） 
備考 

ｄｕ層 

（砂丘砂層） 
細粒砂～中粒砂 3.23×10－２ 試験値（揚水試験） 

Ａｃｓ層 

（沖積層） 
シルト 3.10×10－４ 

同じシルト層であるｌｍ

層の試験値を流用 

Ａｇ２層 

（沖積層） 
礫混じり砂 1.21×10－２ 試験値（単孔式透水試験）

Ａｃ層 

（沖積層） 
粘土 4.65×10－７ 試験値（単孔式透水試験）

Ａｓ層 

（沖積層） 
砂 1.64×10－３ 試験値（単孔式透水試験）

Ａｇ１層 

（沖積層） 
礫混じり砂 1.21×10－２ 

同じ礫混じり砂層である

Ａｇ２層の試験値を流用

Ｄ２層 

（Ｌ１段丘堆積物）
砂礫，シルトの互層 

水平：1.09×10－２ 砂礫及びシルト層の層厚

を考慮して，水平方向及

び鉛直方向の等価透水係

数を設定 鉛直：2.78×10－４ 

ｌｍ層 

（ローム） 
シルト 3.10×10－４ 試験値（単孔式透水試験）

Ｄ１層 

（Ｍ２段丘堆積物）
砂礫，シルトの互層 

水平：1.13×10－３ 砂礫及びシルト層の層厚

を考慮して，水平方向及

び鉛直方向の等価透水係

数を設定 鉛直：8.60×10－４ 

Ｍ１層 

（Ｍ１段丘堆積物）
砂 1.64×10－３ 

同じ砂層であるＡｓ層の

試験値を流用 

Ｈｉｃ層 

（東茨城層群） 
シルト及び砂 4.65×10－７ 

シルトが卓越しているた

め，Ａｃ層相当を設定 

Ｈｉｇ層 

（東茨城層群） 
砂礫 1.64×10－３ 

礫径が小さいことから，

Ａｓ層相当を設定 

Ｋｍ層 

（久米層ほか） 
砂質泥岩 4.19×10－７ 試験値（圧密試験） 
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第 3.3.2-2 表 透水係数一覧（構造物等） 

区分 
透水係数 

（cm／s） 
備考 

既設矢板 1.00×10－２ 
矢板の根入れ深度及びＡｇ２層厚を考慮し

て，等価透水係数相当を設定 

MMR 4.19×10－７ 難透水性を考慮して，Ｋｍ層相当を設定 

建屋 4.19×10－７ 難透水性を考慮して，Ｋｍ層相当を設定 

建屋 止水壁 4.19×10－７ 難透水性を考慮して，Ｋｍ層相当を設定 

廃棄物埋設施設 覆土 1.00×10－３ 最終覆土相当（周辺土壌） 

廃棄物埋設施設 低透水層 1.00×10－８ 低透水性覆土（ベントナイト混合土相当）

廃棄物埋設施設 埋設物 6.46×10－３ 
埋設物及び土砂の面積を考慮して，等価透

水係数を設定 

防潮堤 鋼管杭 8.70×10－７ 
鋼管杭及び鋼管杭隙間の幅を考慮して，等

価透水係数を設定 

防潮堤 地盤改良土 1.00×10－５ セメント協会（2012）（１）より設定 

残土盛土 盛土 1.64×10－３ Ａｓ層相当（周辺土壌） 

残土盛土 地盤改良土 1.00×10－５ セメント協会（2012）（１）より設定 

ＪＡＥＡ施設 鋼管杭 1.00×10－５ 地盤改良土相当 

ＪＡＥＡ施設 地盤改良土 1.00×10－５ セメント協会（2012）（１）より設定 

 

 

第 3.3.2-3 表 境界条件 

上面 側面 底面 

陸域 海域 尾根筋・谷筋 T.P.-70 m

降雨浸透境界 

潮位 T.P.0 m

の水位固定 
不透水境界 不透水境界

降雨量 降雨浸透率 

1,386 mm／年 

（水戸地方気象台の 13 年間平均

値：2006／4～2019／3） 

森林       ：45％ 

廃棄物埋設施設  ：0％ 

残土盛土     ：0％ 

その他      ：15％ 
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（背景：地理院タイル） 

※：東海第二発電所原子炉建屋周りの止水壁内の地下水位については， 

止水壁及び止水壁内の排水を考慮せず記載 

 

第 3.3.1-1 図 敷地及び敷地近傍の地下水位 
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第 3.3.1-2 図 単孔式透水試験位置図 

 

  

地質確認孔，透水試験孔及び地下水位観測孔の中で末尾番号があるものは，

平面図では末尾番号を除いて示している。 

 例）D－4－1（地下水位観測孔）→ D－4（平面図） 
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第 1.6.1－3 図 揚水試験位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.3.1-3 図 揚水試験位置図 

 

 

 

 

 

  

凡 例 

  ：廃棄物埋設施設位置 

  ：試験位置 
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第 3.3.1-4 図 圧密試験試料採取位置図 
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第 3.3.1-5 図 地下水位観測孔位置図 

 

 

凡 例 

  ：廃棄物埋設施設位置 

  ：地下水位観測孔 ● 
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第 3.3.1-6 図（1） 地下水位観測結果

地下水観測孔のうち 
経時変化を表示した孔 

地
下

水
位

（
T
.
P
.
（

m
）
）

 

表示期間：2006 年 4 月 1 日から 2010 年 3 月 31 日

※：2011 年東北地方太平洋沖地震に伴う地殻変動により，本施設周辺の地表面が約 0.4 m 沈降したことから，図に示

す地下水位観測結果における同地震以降の地下水位は，その地殻変動の影響を取り除き，補正したものである。 
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第 3.3.1-6 図（2） 地下水位観測結果

2011 年東北地方太平洋沖地震 

地
下

水
位

（
T
.
P
.
（

m
）
）

 

表示期間：2010 年 4 月 1 日～2014 年 3 月 31 日

※：2011 年東北地方太平洋沖地震に伴う地殻変動により，本施設周辺の地表面が約 0.4 m 沈降したことから，図に示

す地下水位観測結果における同地震以降の地下水位は，その地殻変動の影響を取り除き，補正したものである。
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第 3.3.1-6 図（3） 地下水位観測結果

地
下

水
位

（
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）
）

 

表示期間：2014 年 4 月 1 日～2019 年 3 月 31 日

※：2011 年東北地方太平洋沖地震に伴う地殻変動により，本施設周辺の地表面が約 0.4 m 沈降したことから，図に示

す地下水位観測結果における同地震以降の地下水位は，その地殻変動の影響を取り除き，補正したものである。



 

3－3－23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.3.1-7 図 水理地質構造図（Ｅ－Ｗ断面）

T.P.（m） T.P.（m）
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第 3.3.1-8 図（1） 水理地質構造図（拡大図 1／2；西側）

T.P.（m） T.P.（m）

T.P.（m） T.P.（m）
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第 3.3.1-8 図（2） 水理地質構造図（拡大図 2／2；東側）

T.P.（m） T.P.（m）

T.P.（m） T.P.（m）
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第 3.3.1-9 図 平均水位に基づく地下水位等高線図 

  

凡 例 

   廃棄物埋設施設位置 

   等高線（0.5m 間隔）

   等高線（0.1m 間隔）

   流線 
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第 3.3.2-1 図 防潮堤等設置位置図 
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第 3.3.2-2 図 地下水流動解析モデル範囲 

 

  

モ デ ル 範 囲  

（背景：地理院タイル）
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第 3.3.2-3 図（1） 解析モデル図（平面図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.3.2-3 図（2） 解析モデル図（鳥瞰図） 

（現況） 

縦 :横 =5 : 1  

縦 :横 =5 : 1  

（現況） 

（防潮堤等設置後） 
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第 3.3.2-4 図 降雨浸透率の範囲設定図 

 

 

  

（背景：地理院タイル）
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第 3.3.2-5 図 地下水位等高線及び流線図（現況再現時） 

 

 

  

（背景：地理院タイル）
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第 3.3.2-6 図（1） 地下水位断面図（現況再現時）（Ｎ－Ｓ断面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.3.2-6 図（2） 地下水位断面図（現況再現時）（Ｅ－Ｗ断面） 

  

解析水位 

解析水位 
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第 3.3.2-7 図 地下水位等高線及び流線図 

（防潮堤等設置後，年平均雨量） 

 

  

（背景：地理院タイル）
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第 3.3.2-8 図（1） 地下水位断面図 

（防潮堤等設置後，年平均雨量）（Ｎ－Ｓ断面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.3.2-8 図（2） 地下水位断面図 

（防潮堤等設置後，年平均雨量）（Ｅ－Ｗ断面）

解析水位 

防潮堤

残土盛土

廃棄物埋設施設

解析水位 

廃棄物埋設施設 

防潮堤 
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第 3.3.2-9 図 地下水位等高線及び流線図 

（防潮堤等設置後，豪雨時） 

 

  

（背景：地理院タイル）
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第 3.3.2-10 図（1） 地下水位断面図 

（防潮堤等設置後，豪雨時）（Ｎ－Ｓ断面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.3.2-10 図（2） 地下水位断面図 

（防潮堤等設置後，豪雨時）（Ｅ－Ｗ断面） 

解析水位 

防潮堤

残土盛土

廃棄物埋設施設

解析水位 

廃棄物埋設施設 

防潮堤 
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４ 地震 

４．１ 事業所敷地周辺の地震発生状況 

敷地が位置する茨城県周辺は，陸のプレート，太平洋プレート，フィリピ

ン海プレートの３つのプレートが接触する場所である。事業所敷地周辺で発

生する地震は，内陸地殻内地震，各プレート間で発生する地震，太平洋プレ

ートやフィリピン海プレートの海洋プレート内で発生する地震に分類される。 

 

４．２ 過去の被害地震 

第 3.4.2-1 図は，宇佐美他（2013）（１）及び気象庁（2016）（２）に記載さ

れている被害地震のうち，事業所敷地からの震央距離が 200 km 程度以内の

被害地震の震央分布を示したものである。第 3.4.2-1 図に示した主な被害地

震の諸元を第 3.4.2-1 表に示す。 

ここで，地震の規模及び震央位置は，1884 年以前の地震については宇佐

美他（2013）（１）を，1885 年以降 1922 年までの地震については宇津 

（1982）（３）を，1923 年以降の地震については気象庁（2016）（２）を用いる。 

 

４．３ 地震の分類 

地震によって建物等に被害が発生するのは震度 5 弱（1996 年以前は震度

Ⅴ）程度以上であることから（４），「４．１ 事業所敷地周辺の地震発生状

況」による地震の規模，位置等に関する最新の知見を基に，事業所敷地に大

きな影響を与える地震として，震度 5 弱程度以上のものを地震発生様式別に

選定する。 

宇佐美他（2013）（１）に記載されている震度分布図及び気象庁から公表さ

れている震度分布図によれば，第 3.4.2-1 図の地震のうち，事業所敷地周辺

で震度 5 弱（震度Ⅴ）程度以上であったと推定される地震は，1895 年霞ヶ
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浦付近の地震，1923 年関東大地震，1930 年那珂川下流域の地震，1938 年塩

屋崎沖の地震，1938 年鹿島灘の地震，1938 年福島県東方沖地震，2011 年東

北地方太平洋沖地震の本震及び同日 15 時 15 分に発生した余震である。 

また，第 3.4.2-1 図の地震のうち，事業所敷地及びその周辺での震度等が

明らかでない地震については，第 3.4.3-1 図に示すように，地震の規模及び

震央距離と震度との関係（５），（６）から事業所敷地での震度を推定した。こ

れによれば，事業所敷地周辺で震度 5 弱（震度Ⅴ）程度以上であったと推定

される地震は，818 年関東諸国の地震，1677 年磐城・常陸・安房・上総・下

総の地震，1896 年鹿島灘の地震及び 1921 年茨城県龍ヶ崎付近の地震である。 

第 3.4.2-1 図に示す過去の被害地震のうち，事業所敷地周辺で震度 5 弱

（震度Ⅴ）程度以上であったと推定される内陸地殻内地震は，818 年関東諸

国の地震である。 

第 3.4.2-1 図に示す過去の被害地震のうち，事業所敷地周辺で震度 5 弱

（震度Ⅴ）程度以上であったと推定されるプレート間地震は，1677 年磐

城・常陸・安房・上総・下総の地震，1896 年鹿島灘の地震，1923 年関東大

地震，1930 年那珂川下流域の地震，1938 年塩屋崎沖の地震，1938 年鹿島灘

の地震，1938 年福島県東方沖地震，2011 年東北地方太平洋沖地震の本震及

び同日 15時 15分に発生した余震である。これらのうち，1923 年関東大地震

はフィリピン海プレートと陸側のプレートの境界で発生したプレート間地震

であるが，それ以外の地震は太平洋プレートと陸側のプレートの境界で発生

したプレート間地震である。 

第 3.4.2-1 図に示す過去の被害地震のうち，事業所敷地周辺で震度 5 弱

（震度Ⅴ）程度以上であったと推定される海洋プレート内の地震は，1895

年霞ヶ浦付近の地震及び 1921 年茨城県龍ヶ崎付近の地震である。東京大学

地震研究所他（2012）（７）では，1895 年霞ヶ浦付近の地震は太平洋プレート
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内で発生した地震であり，1921 年茨城県龍ヶ崎付近の地震はフィリピン海

プレート内で発生した地震であることが指摘されている。 
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第 3.4.2-1 表 事業所敷地周辺の主な被害地震（1／8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 月 日 
震央位置 深さ 

（km） 

マグニ 

チュード 

震央距離 

（km） 
地 名 

北緯 東経 

818 － － 36.0～37.0°139.0～140.0° － ≧7.5 99 関東諸国 

878 11 1 35.5° 139.3° － 7.4 159 関東諸国 

1257 10 9 35.2° 139.5° － 7.0～7.5 172 関東南部 

1360 － － 35.2° 140.0° － － 151 上総 

1433 11 6 37.7° 139.8° － 6.7 155 会津 

1611 9 27 37.6° 139.8° － 6.9 145 会津 

1615 6 26 35.7° 139.7° － 
6 1/4 

～6 3/4 
118 江戸 

1630 8 2 35 3/4° 139 3/4° － 6 1/4 111 江戸 

1633 3 1 35.2° 139.2° － 
7.0 

±1/4 
190 相模・駿河・伊豆 

1635 3 12 35 3/4° 139 3/4° － 6.0 111 江戸 

1636 12 3 37.0° 138.7° － 5.0～5.5 180 越後中魚沼郡 

1646 6 9 38.1° 140.65° － 6.5～6.7 182 陸前 

1648 6 13 35.2° 139.2° － 7.0 190 相模 

1649 7 30 35.8° 139.5° － 
7.0 

±1/4 
124 武蔵・下野 

1649 9 1 35.5° 139.7° － 6.4 135 江戸・川崎 

1659 4 21 37.1° 139.8° － 
6 3/4 

～7.0 
101 岩代・下野 

1670 6 22 37.85° 139.25° － 6 3/4 195 越後中・南蒲原郡 

1677 11 4 35.5° 142.0° － 8.0 165 
磐城・常陸・安房・ 

上総・下総 

1683 6 17 36.7° 139.6° － 6.0～6.5 94 日光 

1683 6 18 36.75° 139.65° － 6.5～7.0 91 日光 

1683 10 20 36.9° 139.7° － 
7.0 

±1/4 
94 日光 

1697 11 25 35.4° 139.6° － 6.5 150 相模・武蔵 

1706 10 21 35.6° 139.8° － 5 3/4 120 江戸 

1710 9 15 37.0° 141.5° － 
6.5 

±1/2 
99 磐城 

1725 5 29 36.25° 139.7° － 6.0 85 日光 

1731 10 7 38.0° 140.6° － 6.5 170 岩代 
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第 3.4.2-1 表 事業所敷地周辺の主な被害地震（2／8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 月 日 
震央位置 深さ 

（km） 

マグニ 

チュード 

震央距離 

（km） 
地 名 

北緯 東経 

1738 1 3 37.0° 138.7° － 5 1/2 180 中魚沼郡 

1755 4 21 36.75° 139.6° － － 96 日光 

1756 2 20 35.7° 140.9° － 5.5～6.0 89 銚子 

1767 10 22 35.7° 139.8° － 6.0 112 江戸 

1768 7 19 35.3° 139.05° － 5.0 191 箱根 

1782 8 23 35.4° 139.1° － 7.0 181 相模・武蔵・甲斐 

1786 3 23 35.2° 139.1° － 5.0～5.5 196 箱根 

1791 1 1 35.8° 139.6° － 6.0～6.5 118 川越・蕨 

1801 5 27 35.3° 140.1° － 6.5 138 上総 

1812 12 7 35.45° 139.65° － 
6 1/4 

±1/4 
142 武蔵・相模東部 

1817 12 12 35.20° 139.05° － 6.0 199 箱根 

1821 12 13 37.45° 139.6° － 5.5～6.0 142 岩代 

1828 12 18 37.6° 138.9° － 6.9 197 越後 

1831 3 26 35.65° 139 1/4° － 5.5 119 江戸 

1843 3 9 35.35° 139.1° － 
6.5 

±1/4 
184 御殿場・足柄 

1853 3 11 35.3° 139.15° － 
6.7 

±0.1 
185 小田原付近 

1855 11 11 35.65° 139.8° － 7.0～7.1 117 
江戸および付近 

（江戸地震） 

1856 11 4 35.7° 139.5° － 6.0～6.5 131 江戸・立川・所沢 

1859 1 11 35.9° 139.7° － 6.0 104 岩槻 

1870 5 13 35.25° 139.1° － 6.0～6.5 192 小田原 

1880 2 22 35.4° 139.75° － 5.5～6.0 142 横浜 

1884 10 15 35.7° 139.75° － － 115 東京付近 

1887 1 15 35.5° 139.3° － 6.2 162 相模・武蔵南東部 

1887 7 22 37.5° 138.9° － 5.7 190 新潟県古志郡 

1888 4 29 36.6° 140.0° － 6.0 56 栃木県 

1889 2 18 35.5° 139.7° － 6.0 135 東京湾周辺 

 



3－4－6 

第 3.4.2-1 表 事業所敷地周辺の主な被害地震（3／8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 月 日 
震央位置 深さ 

（km） 

マグニ 

チュード 

震央距離 

（km） 
地 名 

北緯 東経 

1891 12 24 35.4° 138.9° － 6.5 194 山中湖付近 

1892 6 3 35.7° 139.9° － 6.2 106 東京湾北部 

1894 6 20 35.7° 139.8° － 7.0 112 東京湾北部 

1894 10 7 35.6° 139.8° － 6.7 120 東京湾北部 

1895 1 18 36.1° 140.4° － 7.2 45 霞ヶ浦付近 

1896 1 9 36 1/2° 141° － 7.3 35 鹿島灘 

1896 8 1 37 1/2° 141 1/2° － 6.5 140 福島県沖 

1897 1 17 36.2° 139.9° － 5.6 70 利根川中流域 

1897 10 2 38.0° 141.7° － 6.6 196 仙台沖 

1898 2 13 36.2° 139.8° － 5.6 78 茨城県南西部 

1898 5 26 37.0° 138.9° － 6.1 163 新潟県六日町付近 

1899 4 15 36.3° 141.0° － 5.8 40 茨城県沖 

1902 3 25 35.9° 140.5° － 5.6 64 千葉県佐原町付近 

1902 5 25 35.6° 139.0° － 5.4 173 甲斐東部 

1904 5 8 37.1° 138.9° － 6.1 167 新潟県六日町付近 

1906 2 23 34.8° 139.8° － 6.3 200 安房沖 

1906 2 24 35.5° 139.8° － 6.4 137 東京湾 

1908 12 28 35.6° 138.65° － 5.8 197 山梨県中部 

1909 7 3 35.6° 139.8° － 6.1 120 東京湾西部 

1910 9 26 36.8° 141.5° － 5.9 88 常陸沖 

1912 7 16 36.4° 138.5° － 5.7 184 浅間山 

1913 12 15 35.5° 140.0° － 6.0 120 東京湾 

1915 6 20 35.5° 139.0° － 5.9 180 山梨県南東部 

1915 11 16 35.4° 140.3° － 6.0 122 房総南部 

1916 2 22 36.5° 138.5° － 6.2 188 浅間山麓 

1918 6 26 35.4° 139.1° － 6.3 181 山梨県上野原付近 
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第 3.4.2-1 表 事業所敷地周辺の主な被害地震（4／8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 月 日 
震央位置 深さ 

（km） 

マグニ 

チュード 

震央距離 

（km） 
地 名 

北緯 東経 

1921 12 8 36.0° 140.2° － 7.0 64 茨城県龍ヶ崎付近 

1922 1 23 37.5° 141.5° － 6.5 140 磐城沖 

1922 4 26 35.2° 139.8° － 6.8 160 浦賀水道 

1922 5 9 36.0° 140.0° － 6.1 75 茨城県谷田部付近 

1923 1 14 36°06′ 139°54′ 60 6.1 75 水海道付近 

1923 9 1 35°19.87′ 139°08.14′ 23 7.9 183 
関東南部 

（関東大地震） 

1924 1 15 35°20.44′ 139°03.30′ 20 7.3 187 丹沢山塊 

1926 8 3 35°35.41′ 139°43.89′ 57 6.3 125 東京市南東部 

1927 10 27 37°30.00′ 138°50.97′ 0 5.2 194 
新潟県中部 

（関原地震） 

1928 5 21 35°40.16′ 140°03.98′ 75 6.2 101 千葉付近 

1929 7 27 35°30.87′ 139°05.01′ 37 6.3 173 丹沢山付近 

1930 6 1 36°25.57′ 140°32.22′ 54 6.5 8 那珂川下流域 

1931 9 21 36°09.50′ 139°14.85′ 3 6.9 126 
埼玉県中部 

（西埼玉地震） 

1933 10 4 37°14.35′ 138°57.55′ 0 6.1 170 新潟県小千谷 

1936 11 2 37°22.35′ 140°00.92′ 1 4.1 114 会津若松市付近 

1938 5 23 36°34.43′ 141°19.44′ 35 7.0 65 塩屋崎沖 

1938 9 22 36°26.61′ 141°03.49′ 48 6.5 40 鹿島灘 

1938 11 5 36°55.54′ 141°55.12′ 43 7.5 128 
福島県東方沖 

（福島県東方沖地震） 

1942 2 21 37°42.63′ 141°50.75′ 42 6.5 177 福島県沖 

1943 8 12 37°20.16′ 139°52.48′ 26 6.2 117 
福島県田島付近 

（田島地震） 

1949 12 26 36°43.11′ 139°46.99′ 8 6.4 79 今市地方（今市地震） 

1950 9 10 35°17.71′ 140°32.98′ 56 6.3 130 九十九里浜 

1951 1 9 35°27.04′ 140°4.24′ 64 6.1 123 千葉県中部 

1956 2 14 35°42.24′ 139°56.68′ 54 5.9 103 東京湾北岸 

1956 9 30 37°58.74′ 140°36.62′ 11 6.0 168 宮城県南部 

1956 9 30 35°37.80′ 140°11.40′ 81 6.3 100 千葉県中部 
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第 3.4.2-1 表 事業所敷地周辺の主な被害地震（5／8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 月 日 
震央位置 深さ 

（km） 

マグニ 

チュード 

震央距離 

（km） 
地 名 

北緯 東経 

1961 2 2 37°26.9′ 138°50.1′ 0 5.2 191 長岡付近 

1968 7 1 35°59′ 139°26′ 50 6.1 118 埼玉県中部 

1974 8 4 36°01′ 139°55′ 50 5.8 79 茨城県南西部 

1975 8 15 37°04′ 141°08′ 50 5.5 82 福島県沿岸 

1976 6 16 35°30′ 139°00′ 20 5.5 180 山梨県東部 

1977 10 5 36°08′ 139°52′ 60 5.5 76 茨城県南西部 

1979 4 25 37°22′ 139°29′ 0 4.4 141 福島県西部 

1979 5 5 35°48′ 139°11′ 20 4.7 148 秩父市付近 

1980 9 24 35°58′ 139°48′ 80 5.4 91 埼玉県東部 

1980 9 25 35°31′ 140°13′ 80 6.0 111 千葉県中部 

1982 8 12 34°53′ 139°34′ 30 5.7 199 伊豆大島近海 

1983 2 27 35°56.4′ 140°09.1′ 72 6.0 71 茨城県南部 

1983 8 8 35°31.3′ 139°01.3′ 22 6.0 177 神奈川・山梨県境 

1984 2 14 35°35.3′ 139°06.2′ 25 5.4 167 神奈川・山梨県境 

1984 12 17 35°36.0′ 140°03.3′ 78 4.9 108 東京湾 

1987 2 6 36°57.9′ 141°53.6′ 35 6.7 127 福島県沖 

1987 4 7 37°18.2′ 141°51.8′ 44 6.6 145 福島県沖 

1987 4 23 37°05.5′ 141°37.4′ 46.8 6.5 114 福島県沖 

1987 6 16 37°30.5′ 140°03.4′ 7.1 4.5 126 会津若松付近 

1987 9 14 36°59.5′ 138°29.0′ 7.1 4.8 198 長野県北部 

1987 12 17 35°22.5′ 140°29.6′ 57.9 6.7 122 千葉県東方沖 

1988 3 18 35°39.9′ 139°38.6′ 96.1 5.8 124 東京都東部 

1988 8 12 35°05.9′ 139°51.8′ 69.4 5.3 166 千葉県南部 

1988 9 5 35°30.0′ 138°59.0′ 29.6 5.6 181 山梨県東部 

1989 2 19 36°01.3′ 139°54.3′ 55.3 5.6 80 茨城県南西部 

1989 3 6 35°41.8′ 140°42.6′ 55.7 6.0 86 千葉県北部 
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第 3.4.2-1 表 事業所敷地周辺の主な被害地震（6／8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 月 日 
震央位置 深さ 

（km） 

マグニ 

チュード 

震央距離 

（km） 
地 名 

北緯 東経 

1990 5 3 36°26.2′ 140°36.6′ 58.0 5.4 3 鹿島灘 

1992 2 2 35°13.8′ 139°47.3′ 92.3 5.7 156 東京湾南部 

1992 5 11 36°32.0′ 140°32.2′ 56.2 5.6 10 茨城県中部 

1992 12 27 36°58.6′ 138°34.8′ 10.0 4.5 189 新潟県南部 

1993 5 21 36°02.7′ 139°53.8′ 60.8 5.4 79 茨城県南西部 

1994 12 18 37°17.7′ 139°53.5′ 6.3 5.5 112 福島県西部 

1995 1 7 36°18.10′ 139°58.63′ 71.5 5.4 59 茨城県南西部 

1995 4 1 37°53.47′ 139°14.88′ 16.2 5.6 199 新潟県北東部 

1995 12 22 38°12.21′ 140°23.05′ 11.1 4.6 194 蔵王付近 

1996 2 17 37°18.57′ 142°32.86′ 58.0 6.8 196 福島県沖 

1996 3 6 35°28.55′ 138°56.86′ 19.6 5.5 185 山梨県東部 

1996 9 11 35°38.33′ 141°13.01′ 52.0 6.4 107 銚子沖 

1996 12 21 36°05.77′ 139°51.65′ 53.1 5.6 78 茨城県南部 

1998 2 21 37°16.22′ 138°47.74′ 19.1 5.2 184 中越地方 

1999 3 26 36°27.04′ 140°36.93′ 59.0 5.0 2 水戸付近 

1999 9 13 35°35.86′ 140°09.59′ 75.8 5.1 104 千葉市付近 

2000 4 26 37°34.80′ 140°00.73′ 12.6 4.5 135 会津若松・喜多方付近 

2000 6 3 35°41.39′ 140°44.79′ 48.1 6.1 87 千葉県北東部 

2000 7 21 36°31.76′ 141°07.12′ 49.4 6.4 46 茨城県沖 

2001 1 4 36°57.39′ 138°46.12′ 11.2 5.3 173 中越地方 

2002 2 12 36°35.38′ 141°04.96′ 47.8 5.7 45 茨城県沖 

2002 6 14 36°12.98′ 139°58.63′ 57.0 5.1 63 茨城県南部 

2003 5 12 35°52.13′ 140°05.14′ 46.9 5.3 81 茨城県南部 

2003 9 20 35°13.13′ 140°18.02′ 70.0 5.8 141 千葉県南部 

2003 10 15 35°36.82′ 140°02.99′ 73.9 5.1 107 千葉県北西部 

2003 11 15 36°25.95′ 141°09.91′ 48.4 5.8 50 茨城県沖 
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第 3.4.2-1 表 事業所敷地周辺の主な被害地震（7／8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 月 日 
震央位置 深さ 

（km） 

マグニ 

チュード 

震央距離 

（km） 
地 名 

北緯 東経 

2004 4 4 36°23.41′ 141°09.24′ 49.0 5.8 50 茨城県沖 

2004 7 17 34°50.29′ 140°21.36′ 68.7 5.5 182 房総半島南東沖 

2004 10 6 35°59.33′ 140°05.39′ 66.0 5.7 70 茨城県南部 

2004 10 23 37°17.55′ 138°52.03′ 13.1 6.8 180 
中越地方 

（新潟県中越地震） 

2005 1 18 37°22.24′ 138°59.81′ 7.6 4.7 175 中越地方 

2005 2 16 36°02.31′ 139°53.33′ 46.2 5.3 80 茨城県南部 

2005 4 11 35°43.61′ 140°37.27′ 51.5 6.1 82 千葉県北東部 

2005 6 20 37°13.76′ 138°35.44′ 14.5 5.0 198 中越地方 

2005 6 20 35°44.03′ 140°41.68′ 50.7 5.6 82 千葉県北東部 

2005 7 23 35°34.90′ 140°08.31′ 73.1 6.0 107 千葉県北西部 

2005 7 28 36°07.57′ 139°50.78′ 51.1 5.0 78 茨城県南部 

2005 8 7 35°33.57′ 140°06.89′ 73.3 4.7 110 千葉県北西部 

2005 8 21 37°17.90′ 138°42.71′ 16.7 5.0 192 中越地方 

2005 10 16 36°02.36′ 139°56.25′ 47.1 5.1 76 茨城県南部 

2005 10 19 36°22.90′ 141°02.59′ 48.3 6.3 40 茨城県沖 

2007 8 16 35°26.6′ 140°31.8′ 30.8 5.3 114 九十九里浜付近 

2007 8 18 35°20.9′ 140°21.6′ 23.5 4.8 126 九十九里浜付近 

2007 10 1 35°13.5′ 139°07.1′ 14.2 4.9 192 神奈川県西部 

2008 3 8 36°27.2′ 140°36.7′ 57.0 5.2 2 茨城県北部 

2008 5 8 36°13.7′ 141°36.5′ 50.6 7.0 93 茨城県沖 

2008 7 5 36°38.6′ 140°57.1′ 49.7 5.2 37 茨城県沖 

2009 5 12 37°04.3′ 138°32.0′ 12.1 4.8 196 上越地方 

2009 10 12 37°25.9′ 139°41.8′ 3.9 4.9 134 会津地方 

2010 3 14 37°43.5′ 141°49.1′ 39.8 6.7 176 福島県沖 

2010 5 1 37°33.6′ 139°11.5′ 9.3 4.9 175 中越地方 

2010 6 13 37°23.8′ 141°47.7′ 40.3 6.2 148 福島県沖 
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第 3.4.2-1 表 事業所敷地周辺の主な被害地震（8／8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 月 日 
震央位置 深さ 

（km） 

マグニ 

チュード 

震央距離 

（km） 
地 名 

北緯 東経 

2010 9 29 37°17.1′ 140°01.5′ 7.6 5.7 105 福島県中通り 

2011 3 11 38°06.2′ 142°51.7′ 23.7 9.0 270 

東北沖（2011 年東北地

方太平洋沖地震の本

震） 

2011 3 11 36°07.2′ 141°15.1′ 42.7 7.6 69 茨城県沖 

2011 3 12 36°59.2′ 138°35.9′ 8.4 6.7 188 長野県北部 

2011 4 11 36°56.7′ 140°40.4′ 6.4 7.0 54 福島県浜通り 

2011 4 16 36°20.5′ 139°56.7′ 78.8 5.9 61 茨城県南部 

2011 4 17 37°01.4′ 138°41.3′ 8.0 4.9 182 中越地方 

2011 6 2 37°01.1′ 138°42.3′ 5.7 4.7 180 中越地方 

2011 7 31 36°54.2′ 141°13.3′ 57.3 6.5 73 福島県沖 

2011 8 19 37°38.9′ 141°47.8′ 51.2 6.5 169 福島県沖 

2011 11 20 36°42.6′ 140°35.3′ 9.0 5.3 27 茨城県北部 

2012 1 28 35°29.4′ 138°58.6′ 18.2 5.4 182 富士五湖地方 

2012 3 14 35°44.9′ 140°55.9′ 15.1 6.1 85 千葉県東方沖 

2013 9 20 37°03.1′ 140°41.7′ 16.7 5.9 65 福島県浜通り   

2014 9 16 36°05.6′ 139°51.8′ 46.5 5.6 78 茨城県南部   

2015 5 25 36°03.3′ 139°38.3′ 55.7 5.5 98 埼玉県北部   

2015 9 12 35°33.3′ 139°49.8′ 56.6 5.2 123 東京湾   

2016 5 16 36°02.0′ 139°53.2′ 42.2 5.5 81 茨城県南部 

2016 11 22 37°21.3′ 141°36.3′ 24.5 7.4 133 福島県沖 

2016 12 28 36°43.2′ 140°34.5′ 10.8 6.3 28 茨城県北部 
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第 3.4.2-1 図 事業所敷地周辺の過去の被害地震の震央分布図 

廃棄物埋設施設 
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（数字は震度Ⅴ程度以上の地震の年号を示す） 

第 3.4.3-1 図 事業所敷地周辺の被害地震のマグニチュード－震央距離 
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５ 社会環境 

５．１ 人口 

本施設の位置する東海村に，隣接する日立市，ひたちなか市，那珂市

及び常陸太田市（以下「周辺地域」という。）を含めた総人口は，2020

年 10 月 1 日現在，471,084 人で茨城県の総人口の約 16％を占めている。

市町村別では日立市が 174,508 人で最も多く，東海村は 37,891 人とな

っている（１）。 

周辺地域の人口密度は，2020 年 10 月 1 日現在約 565 人／km２であり，

茨城県における約 470 人／km２に比べて高くなっている。東海村は約

997 人／km２となっている（１）。 

また，茨城県の総人口の推移状況は，2015 年から 2020 年では減少傾

向であるが，東海村は約 0.5％増加している（１）。 

東海村を含む周辺地域の市村別の人口，人口密度及び世帯数を第

3.5.1-1 表に示す。 

 

５．２ 付近の集落及び公共施設 

本施設付近の集落としては，白方，豊岡及び真崎等がある。人口につ

いてみると，2024 年 5 月 1 日現在で舟石川 1 区が 4,139 人と最も   

多い（２）。これらの集落を含む東海村の世帯数は 16,974 世帯，人口は

38,112 人である（２）。 

東海村行政区別の人口及び世帯数を第 3.5.2-1 表に示す。 

東海村の学校及び病院等の公共施設は，2023 年 10 月 27 日現在で小学

校 6（３），中学校 2（３），高等学校 1（３），2024 年 4 月 11 日現在で幼稚

園（こども園含む）6（４）であり，2024 年 4 月 1 日現在で病院 2（５），一

般診療所 12（６）である。 
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５．３ 産業活動 

東海村の就業者数は，2020 年国勢調査によると 18,037 人であり，産

業別では第 3 次産業が最も多く，次いで第 2 次産業，第 1 次産業の順序

である（７）。業種別では「製造業」が 2,951 人で最も多く，次いで「学

術研究，専門・技術サービス業」，「卸売業，小売業」，「医療，福祉」

の順序である（７）。 

東海村における産業別の就業者数を第 3.5.3-1 表に示す。 

東海村の農作物の状況は，2020 年農林業センサスによると水稲が 206

経営体で最も多く，次いでかんしょとなっている（８）。 

販売目的の作物の類別作付（栽培）経営体数を第 3.5.3-2 表に示す。 

東海村の畜産業の状況は，2020 年農林業センサスによると肉用牛の飼

養経営体数が 1 経営体のみとなっている（９）。 

東海村には漁港はない（１０）。また，2018 年漁業センサスによると，

東海村に漁船もなく，漁業経営体は登録されていない状況になって  

いる（１１）。なお，東海村の沿岸海域では沿岸漁業が行われており，漁

獲物は，周辺の漁港に水揚げされている。 

東海村周辺海域における魚種別漁獲量を第 3.5.3-3 表に示す。 

東海村にある主な原子力関係の事業所として，原子力に係る研究・開

発を実施している国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の原子力科

学研究所及び核燃料サイクル工学研究所がある（１２）。また，原子力発

電所用の燃料集合体の製造を行っている三菱原子燃料株式会社及び原子

燃料工業株式会社の東海事業所がある（１２）。 

主な工場等としては，村内南方の太平洋沿岸に株式会社ＪＥＲＡの常

陸那珂火力発電所及び常陸那珂共同火力発電所がある。 
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当社敷地内では，南側に隣接する東海発電所及び東海第二発電所があ

る。 

 

５．４ 交通 

本施設近傍の鉄道路線としては，日暮里を起点として土浦，水戸，い

わきを経て岩沼に至る東日本旅客鉄道株式会社の常磐線がある。主要な

駅として，東海村内では東海駅がある。 

主要な道路としては，ひたちなか市から太平洋沿いに東海村を経由し

て北進し，日立市に向かっている国道 245 号，太平洋沿いから内陸部に

入り国道 245 号と並行して北進し，日立市に向かっている国道 6 号，本

施設から北へ 2 キロの地点に国道 245 号との交点を起点に内陸部へ進み，

栃木県宇都宮市へ向かっている国道 293 号がある。 

また，高速自動車国道としては，東京都練馬区を起点に，東海村近郊

では国道 6 号と並走して宮城県仙台市が終点となっている常磐自動車道

がある。 

海上交通としては，本施設の北方約 3 ㎞に茨城港日立港区，南方約 

6 ㎞に茨城港常陸那珂港区，南方約 18 ㎞に茨城港大洗港区があり，日

立－釧路間，常陸那珂－苫小牧間，大洗－苫小牧間等の定期航路がある。 

航空関係としては，本施設の南南西約 36 km に茨城空港がある。本施

設近傍には広域航法経路及び直行経路があるが，訓練空域は設定されて

いない。なお，航空機は原子力関係施設上空の飛行を規制されている。 

本施設周辺の鉄道，主要道路及び港湾位置図を第 3.5.4-1 図に，航空

路図を第 3.5.4-2 図に示す。 
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５．５ 河川水等の利用 

本施設付近における河川水等の主な利用形態としては，農業用，工業

用，水道用があり，久慈川等を水源としている。 

また，東海村の水道普及率は，茨城県の調査によれば，99.8％となっ

ている（１３）。 

 

５．６ 土地利用 

東海村の総面積は 38.00 km２である（１４）。 

このうち，宅地面積は 10.84 km２ ，農用地は 10.15 km２ ，山林は 

3.53 km２，原野は 0.10 km２，雑種地は 3.98 km２及びその他が 9.40 km２

である。 

東海村は都市計画を定め，総合的に都市の整備を図る区域である都市

計画区域として指定されており，市街化区域を用途により 10 区分に区

分している。本施設は，市街化区域の用途地域のうち，工業専用地域に

位置しており，周辺は市街化調整区域となっている（１５）。 

市街化区域では 1,000 m２以上の開発を行う場合，東海村長の許可が

必要となり，市街化調整区域では，全ての開発を行う場合に許可が必要

となる。なお，ここでの開発行為は，建築物の建築又は特定工作物の建

設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい，区画の変更と

して道路や水路等で区画割りすること，形の変更として 2 m を超える切

土や 1 m を超える盛土をすること，質の変更として宅地以外の土地（農

地，山林等）を宅地として利用することを指す。 

土地利用に関する地中深さごとの利用頻度を確認するため，東海村で

確認される建物区分について，それぞれに仮定した平均深度ごとの施設

面積が可住地面積に占める割合を求めたものを深さごとの面積利用率で
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整理すると，3 m 以深の利用頻度は 1％未満である。 

 

５．７ 天然資源 

周辺監視区域内において，現在の知見では採掘規模の石炭，鉱石等

の天然資源は認められない。 
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経営体数と作付面積，販売目的の野菜類の作物別作付（栽培）経営

体数と作付（栽培）面積，販売目的の果樹類の品目別栽培経営体数

と栽培面積 
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第 3.5.1-1 表 東海村を含む周辺地域の市村別の人口，人口密度及び世帯数 

（2020 年 10 月 1 日現在） 

市村別 
人 口 

（人） 

面  積 

（km２） 

人口密度 

（1 km２当たり） 

世帯数 

（世帯） 

東海村 37,891 38.00  997.1 15,429 

日立市 174,508 225.86  772.6 77,911 

常陸太田市 48,602 371.99  130.7 19,243 

ひたちなか市 156,581 99.97  1,566.3 66,754 

那珂市 53,502 97.82  546.9 20,931 

周辺地域 471,084 833.64  565.1 200,268 

茨城県 2,867,009 6,097.39  470.2 1,184,133 

出典：総務省統計局（１） 
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第 3.5.2-1 表 東海村行政区別の人口及び世帯数 

（2024 年 5 月 1 日現在） 

行政区 人 口（人） 世帯数（世帯） 

宿区 700 365 

真崎区 3,727 1,754 

白方区 4,093 1,762 

百塚区 2,060 1,003 

岡区 503 192 

豊岡区 245 121 

照沼区 448 211 

押延区 946 403 

川根区 398 180 

須和間区 1,020 383 

船場区 1,917 771 

外宿１区 911 405 

外宿２区 431 187 

内宿１区 2,295 1,061 

内宿２区 892 357 

竹瓦区 169 78 

亀下区 453 197 

舟石川１区 4,139 1,852 

舟石川２区 2,887 1,372 

原子力機構箕輪区 92 72 

原子力機構百塚区 9 3 

緑ヶ丘区 694 350 

南台区 1,604 766 

舟石川３区 1,031 504 

舟石川中丸区 2,468 1,065 

豊白区 729 333 

原子力機構荒谷台区 237 115 

村松北区 1,126 522 

Ｆ・須和間区 1,601 483 

原子力機構長堀区 287 107 

合         計 38,112 16,974 

出典：東海村（２）  
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第 3.5.3-1 表 東海村の産業別就業者数 

（2020 年 10 月 1 日現在） 

業種別 産業別 

区  分 
人数 

（人） 

割合 

（％）※ 
区分 

人数 

（人） 

割合 

（％）※ 

農業 455 2.52  
第 1 次 

産業 
463 2.57  林業 4 0.02  

漁業 4 0.02  

鉱業，採石業，砂利採取業 2 0.01  
第 2 次 

産業 
4,321 23.96  建設業 1,368 7.58  

製造業 2,951 16.36  

電気・ガス・熱供給・水道業 383 2.12  

第 3 次 

産業 
12,839 71.18  

情報通信業 699 3.88  

運輸業，郵便業 608 3.37  

卸売業，小売業 2,233 12.38  

金融業，保険業 288 1.60  

不動産業，物品賃貸業 204 1.13  

学術研究，専門・技術サービ

ス業 
2,454 13.61  

宿泊業，飲食サービス業 791 4.39  

生活関連サービス業，娯楽業 486 2.69  

教育，学習支援業 810 4.49  

医療，福祉 1,961 10.87  

複合サービス事業 110 0.61  

サービス業（他に分類されな

いもの） 
1,227 6.80  

公務（他に分類されるものを

除く） 
585 3.24  

分類不能の産業 414 2.30  － 414 2.30 

合 計 18,037 100.00 － 18,037 100.00 

出典：総務省統計局（７） 

※：四捨五入の関係で合計値は 100 とならない。 
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第 3.5.3-2 表 東海村の販売目的の作物の類別作付（栽培）経営体数 

（2020 年 2 月 1 日現在）  

分類 作物名 経営体数 

葉菜 

はくさい 14  

キャベツ 12  

ほうれんそう 9  

レタス 2  

ねぎ 11  

非葉菜 

水稲（食用） 206  

陸稲（食用） 24  

小麦 11  

二条大麦 5  

六条大麦 25  

そば 1  

ばれいしょ 15  

かんしょ 98  

大豆 13  

だいこん 12  

にんじん 21  

さといも 9  

たまねぎ 4  

ブロッコリー 11  

きゅうり 11  

なす 11  

トマト 10  

ピーマン 7  

いちご 1  

メロン 2  

すいか 2  

果実 

ぶどう 8  

日本なし 4  

キウイフルーツ 1  

 

出典：総務省統計局（８） 
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第 3.5.3-3 表 東海村周辺海域の魚種別漁獲量 

魚種 
漁獲量（t） 

東海村周辺海域 茨城県 

まぐろ類 207  454  

かじき類 0  0  

かつお類 18  2,727  

さめ類 64  64  

さけ・ます類 0  2  

いわし類 11,998  143,142  

あじ類 47  489  

さば類 7,315  104,273  

ぶり類 217  1,867  

ひらめ・かれい類 236  790  

たら類 0  27  

きちじ 0  70  

にぎす類 3  3  

あなご類 0  149  

たちうお 45  47  

たい類 48  145  

さわら類 4  5  

すずき類 22  58  

いかなご 1  33  

ふぐ類 7  43  

その他の魚類 510  1,677  

えび類 35  49  

かに類 0  37  

貝類 70  489  

いか類 202  866  

たこ類 125  561  

その他の水産動物類 0  21  

海藻類 6  6  

出典：関東農政局（１６） 
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第 3.5.4-1 図 廃棄物埋設施設周辺の鉄道，主要道路及び港湾位置図 

 

廃棄物埋設施設位置 
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第 3.5.4-2 図 廃棄物埋設施設周辺の航空路図 

廃棄物埋設施設位置 
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６ 津波 

６．１ 検討の基本方針  

廃棄物埋設地の津波評価に当たっては，既往津波に関する調査として，文

献調査により既往津波の津波水位を把握する。次に，既往知見を踏まえた津

波の評価として，敷地に影響を与える可能性が最も大きい津波の評価を行い，

想定される津波の津波水位について把握する。 

以上の結果を踏まえて，安全機能を有する施設の安全性評価として，津波

に対して安全機能が損なわれるおそれがないことを確認する。 

 

６．２ 既往津波に関する検討 

６．２．１ 文献調査 

６．２．１．１ 敷地周辺に影響を及ぼした過去の津波 

敷地周辺の既往津波について文献調査を実施した。既往津波に関する主な

文献としては，土木学会（ 2016 ） （ １ ） ，渡辺（ 1985 ） （ ２ ） ，渡辺   

（1998）（ ３ ），宇佐美他（2013）（ ４ ），宇津他編（2001）（ ５ ），羽鳥 

（1975）（６），羽鳥（1987）（７），竹内他（2007）（８），東北地方太平洋沖

地震津波合同調査グループ（2012）（９），国立天文台（2014）（１０），Ioki 

and Tanioka（2016）（１１），気象庁の発表等がある。 

文献調査によると，敷地周辺に影響を与えたと考えられる津波には，1677

年延宝房総沖地震津波，1960 年チリ地震津波，2011 年東北地方太平洋沖地

震津波等がある。 

竹内他（2007）（８）によると，1677 年延宝房総沖地震津波は福島県，茨城

県沿岸では記録の残っている最大の津波であり，水戸紀年，大洗地方史，玄

蕃先代集乾巻等の史料による建物被害等の記載から津波浸水高を推定してお

り，ひたちなか市の浸水高は 4.5 m～5.5 m としている。 
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チリ津波合同調査班（1961）（１２）によると，1960 年チリ地震津波は茨城

県久慈港における痕跡高で約 2.3 m とされている。 

2011 年東北地方太平洋沖地震津波については，本施設に隣接する東海第

二発電所での痕跡高はおおむね 5 m～6 m（最大 6.5 m）であった。既往津波

に関する文献調査結果を第 3.6.2-1 表，第 3.6.2-1 図及び第 3.6.2-2 図に示

す。 

 

６．２．１．２ 津波堆積物調査 

津波堆積物に関する文献調査を実施した結果，茨城県日立市十王町，千葉

県銚子市及び九十九里浜地域で津波堆積物が確認されている（澤井  

（ 2012） （ １ ３ ） ， Sawai et al.（ 2012） （ １ ４ ） ， Yanagisawa et al.   

（2016）（１５），Pilarczyk et al.（2016（１６）,2021（１７））及び産業技術総

合研究所（2021）（１８））。 

澤井（2012）（１３）及び Sawai et al.（2012）（１４）によると，茨城県日立

市十王町で確認された津波堆積物から 3 回のイベントが推定され，3 回のイ

ベントのうち，文献記録と対比できるのは，1677 年延宝房総沖地震津波の

みである。 

Yanagisawa et al.（2016）（１５）は，古文書及び津波堆積物調査に基づき，

1677 年延宝房総沖地震津波が千葉県銚子市の小畑池（T.P.＋11.3 m）に浸

水したと解釈している。 

その他，Pilarczyk et al.（2016（１６），2021（１７））や産業技術総合研究

所（2021）（１８）では，千葉県の九十九里浜地域（蓮沼，一宮）において津

波堆積物が確認され，房総半島沖で発生した地震によるものと示唆されてい

る。 
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６．２．１．３ 行政機関による津波評価 

行政機関による津波評価について文献調査を実施した。主な文献としては，

岩手県（2022）（１９），宮城県（2023）（２０），福島県（2022）（２１），茨城

県（2012）（２２），千葉県（2012）（２３），内閣府（2020（２４），2022（２５））

等がある。このうち，茨城県（2012）（２２）では，農林水産省・国土交通省

（2011）（２６））及び中央防災会議（2011）（２７）に基づき，津波対策を構築

するに当たって二つのレベルの津波（比較的頻度の高い津波（Ｌ１津波）と

最大クラスの津波（Ｌ２津波））を設定し，数値シミュレーションを実施し

ている。最大クラスの津波であるＬ２津波として，東北地方太平洋沖地震津

波及び H23 想定津波を対象津波としている。なお，H23 想定津波は平成 19年

に茨城県で想定した津波である「延宝房総沖地震津波」の波源域等を参考に

した地震津波である。国土交通省（2012a）（２８）による地域海岸（一連の海

岸線や湾）における設計津波の対象津波群の選定を第 3.6.2-3 図，茨城県

（2012）（２２）によるＬ２津波の対象津波を第 3.6.2-4 図，国土交通省 

（2012a）（２８）による数値シミュレーション結果を第 3.6.2-5 図，茨城県

（2012）（２２）によるＬ２津波による浸水想定図を第 3.6.2-6 図に示す。こ

れによると，Ｌ２津波のうち本施設が位置する久慈漁港海岸から豊岡海岸に

おいて水位が高い波源は H23 想定津波であり，その水位は T.P.＋10.3 m で

ある。 

内閣府（2020（２４），2022（２５））では，避難を軸とした総合的な津波対策

の検討のため，最大クラスの津波波源（日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震

モデル）が評価されており，茨城県沿岸の浸水深分布が示されている。内閣

府（2020（２４），2022（２５））による浸水想定図を第 3.6.2-7 図に示す。これ

によると，内閣府による日本海溝・千島海溝沿いの最大クラスの津波による

浸水想定は，本施設周辺で津波高さ約 5 m である。 



3－6－4 

 

６．２．２ 陸上及び海底での地すべり並びに斜面崩壊に起因する津波 

敷地に影響を与える可能性がある津波として，陸上及び海底での地すべり

並びに斜面崩壊に起因する津波を検討した。 

文献調査の結果，敷地周辺における陸上及び海底での地すべり並びに斜面

崩壊による歴史津波の記録はない。 

塩屋埼から犬吠埼の範囲の陸域について地すべりに関する文献調査を実施

した結果，防災科学技術研究所（2004）（２９）は敷地の南方に地すべり地形

を示している。空中写真及び国土地理院 5mDEM を用いて，地形判読を行った

結果，敷地に影響を及ぼす津波を引き起こす可能性のある陸上の地すべり及

び斜面崩壊の地形は認められない。地形判読結果を第 3.6.2-8 図及び第

3.6.2-9 図に示す。 

海底地すべりに関する文献調査を実施した結果，徳山他（2001）（３０）は，

いわきの沖合に海底地すべり地形を示している。徳山他（2001）（３０）が示

す地すべりを含む範囲について，一般財団法人日本水路協会発行の海底地形

デジタルデータ M7000 シリーズを用いた 150mDEM データにより海底地すべり

地形判読調査を実施した結果，海底地すべり地形は判読されない。また，産

業技術総合研究所（2015）（３１）による東日本沖太平洋海域（GH762）の音波

探査記録（サブボトムプロファイラー）を用いて，池原他（1990）（３２）に

示される考え方に基づき，海底地すべりの検討を実施した結果，徳山他

（2001）（３０）に図示された海底地すべりは，層相 2（砂質堆積物）に区分

され，海底地すべりを示唆する特徴的な構造は確認されなかった。したがっ

て，徳山他（2001）（３０）に図示された位置に海底地すべりはないものと判

断した。また，敷地前面海域の海底地形の判読を実施した結果，海底地すべ

りの可能性のある地形は認められない。海底地形判読結果を第 3.6.2-10 図
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～第 3.6.2-13 図に示す。 

以上のことから，陸上及び海底での地すべり並びに斜面崩壊に起因する津

波について，敷地への影響はない。 

なお，文献調査の結果，Moore et al.（1989）（３３）によれば，ハワイ諸

島では過去に複数の海底地すべりが発生したことが示されている。過去に発

生した海底地すべりの中から，後期更新世以降に生じた地すべりのうち，巨

大津波を伴った可能性があり，面積が大きいハワイ島西部の地すべりを評価

対象として選定した。評価対象の選定結果を第 3.6.2-14 図に示す。 

選定した地すべりについて，ハワイ大学マノア校海洋地球科学技術学部

（ＳＯＥＳＴ）による地形デジタルデータ（50 m グリット）を使用し，地

すべり規模（体積）を算出し，Papadopoulos and Kortekaas（2003）（３４）

に示されている地すべり体積と津波水位の関係を用いて日本沿岸における水

位を推定した結果，敷地への影響は小さいことを確認した。海底地形判読結

果及び評価結果を第 3.6.2-15 図及び第 3.6.2-16 図に示す。 

以上のことから，ハワイ諸島周辺の海底地すべりに起因する津波の敷地へ

の影響は小さい。 

 

６．２．３ 火山現象に起因する津波 

敷地に影響を与える可能性がある津波として，火山現象に起因する津波を

検討した。 

敷地周辺において，火山現象による歴史津波の記録はなく，海底活火山の

存在も認められないことから，火山現象に起因する津波について，敷地への

影響はない。 

なお，文献調査の結果，阿部・平野（2007）（３５）は，三陸沖で沈み込む

太平洋プレート（海洋プレート）上でこれまで分かっている火山活動とは異
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なる，新しいタイプの火山（プチスポット）の存在を示している。津波発生

要因となる火山現象のうち，過去に海中噴火が発生していることから，海中

噴火に伴う津波発生の可能性がある。そのため，平野（2007a（ ３６）， 

2007b（３７）），Hirano（2011）（３８），平野他（2010）（３９），Fujiwara et 

al.（2007）（４０）及び町田他（2007）（４１）に示されているプチスポットの

特徴を踏まえ，Levin and Nosov（2009）（４２）の海底火山からの噴出物によ

り発生する水位の推定方法を用いて津波水位を推定した結果，敷地への影響

は小さいことを確認した。 

海底火山の特徴を第 3.6.2-2 表，波源パラメータ及び評価結果を    

第 3.6.2-3 表及び第 3.6.2-4 表に示す。 

以上のことから，プチスポットに起因する津波の敷地への影響は小さい。 

 

６．３ 施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波の選定 

津波評価に関する調査を実施し，施設周辺における各波源の津波水位で比

較を行った結果，廃棄物埋設地に「大きな影響を及ぼすおそれがある津波」

として，茨城県（2012）（２２）が津波想定に用いているＬ２津波（H23 想定

津波）を選定した。 

 

６．４ 津波評価 

廃棄物埋設地への影響を確認するためにＬ２津波（H23 想定津波）を対象

に数値シミュレーションを実施した。なお，解析条件は茨城県（2012）（２２）

と同様とした。数値シミュレーションの計算条件を第 3.6.4-1 表，数値シミ

ュレーションの計算領域及び計算格子を第 3.6.4-1 図に示す。数値シミュレ

ーションに用いたモデルの妥当性確認として，茨城県（2012）（２２）の最大

浸水深分布との比較を行った。同条件による茨城県（2012）（２２）の最大浸
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水深分布との比較による数値シミュレーションの妥当性確認結果を第

3.6.4-2 図に示す。モデル化に当たっては，地形は東北地方太平洋沖地震被

災後の地形（地盤沈降を反映）とするとともに，津波の遡上経路に影響を及

ぼす人工構造物の防潮堤等や残土盛土についても反映した。  

数値シミュレーションの結果，廃棄物埋設地に津波が到達しないことを確

認した。施設位置及び計算結果と，最大水位の評価結果を第 3.6.4-3 図に示

す。 

  

６．５ 安全機能への影響評価 

既往知見を踏まえた津波の評価を実施した結果，敷地周辺に想定される津

波を踏まえても，廃棄物埋設地に津波が到達するおそれはなく，安全機能に

影響を及ぼすおそれはないと評価した。 
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第 3.6.2-1 表 既往津波の文献調査 

（敷地周辺に影響を及ぼした過去の津波） 

 

 

 

  

太平洋沿岸に影響を及ぼした主な津波の一覧表（地震規模 8.0 以上（遠地津波については地震規模 9.0 以上）を抜粋） 

※1：地震規模は，宇佐美他（2013）（４）を参照した。 

※2：津波規模は，宇佐美他（2013）（４）による。下線付き数字は羽鳥による値とされている。［］内の値は羽鳥

（1975）（６）による値を参照した。 

※3：地震・津波の概要は，宇佐美他（2013）（４），渡辺（1998）（３）及び国立天文台（2014）（１０）を参照した。 

※4：土木学会（2016）（１）を参照した。 
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第 3.6.2-2 表 海底火山（プチスポット）の文献調査 

（特徴及び津波発生の可能性の検討） 

 

 

第 3.6.2-3 表 海底火山（プチスポット）の波源パラメータ 

 

 

第 3.6.2-4 表 海底火山（プチスポット）の評価結果 
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第 3.6.4-1 表 数値シミュレーションの計算条件 

 

 
津波水位＝潮位＋水位変動量＋地殻変動量 
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第 3.6.2-1 図 既往津波の文献調査 

（1677 年延宝房総沖地震津波の痕跡高） 

 

 

第 3.6.2-2 図 既往津波の文献調査 

（2011 年東北地方太平洋沖地震津波による発電所の痕跡高） 

廃棄物埋設施設 

拡大範囲

（経済産業省（2011）（４３）） 
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第 3.6.2-3 図 地域海岸９における設計津波の対象津波群の選定 

 

 

第 3.6.2-4 図 Ｌ２津波の対象津波  

茨城県（2012）（２２） 

国土交通省（2012a）（２８） 
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第 3.6.2-5 図 数値シミュレーション結果 

 

 

第 3.6.2-6 図 Ｌ２津波による浸水想定図  

廃棄物埋設施設 

茨城県（2012）（２２）に加筆 

国土交通省（2012a）（２８） 
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第 3.6.2-7 図 日本海溝・千島海溝沿いの最大クラスの津波による浸水想定図 

  

内閣府（2020（24），2022（25））に加筆 

最⼤クラスの津波断層モデル 日本海溝（三陸・日高沖）
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第 3.6.2-8 図 陸上地すべり及び斜面崩壊 

（文献による地形判読結果） 

 

 

第 3.6.2-9 図 陸上地すべり及び斜面崩壊 

（自社による地形判読結果） 
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第 3.6.2-10 図 海底地すべり 

（文献（徳山他（2001）（３０））による海底地形判読結果） 

 

 

第 3.6.2-11 図 海底地すべり 

（文献（徳山他（2001）（３０））による音波探査記録による判読結果） 
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第 3.6.2-12 図 海底地すべり 

（文献（産業技術総合研究所（2015）（３１））による音波探査記録 

による判読結果） 
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第 3.6.2-13 図 海底地すべり 

（自社による海底地形判読結果） 

 

 

第 3.6.2-14 図 ハワイ付近の海底地すべり 

（評価対象の選定結果） 
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第 3.6.2-15 図 ハワイ付近の海底地すべり 

（海底地形判読結果） 

 

 

第 3.6.2-16 図 ハワイ付近の海底地すべり 

（評価結果） 
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第 3.6.4-1 図（1） 計算領域及び計算格子（沖合領域～小領域） 

2,160 m 格子 

720 m 格子 

240 m 格子 

120 m 格子 

N 
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第 3.6.4-1 図（2） 計算領域及び計算格子（沿岸部領域～詳細領域） 

  

5 m 格子 

東海村 

ひたちなか市 

日立市 

茨城県 

千葉県 

福島県 

廃棄物埋設施設 

5 m 格子 

10 m 格子 

40 m 格子 

10 m 格子 

120 m 格子 

10 m 格子 

N 
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第 3.6.4-2 図 最大浸水深分布図 

（左図：茨城県（2012）（２２），右図：数値シミュレーション結果） 

 

 

第 3.6.4-3 図 施設位置及び計算結果（最大水位分布図） 

 

廃棄物埋設施設 

NN 
残土盛土 

防護壁（ＪＡＥＡ） 

東海第二発電所 

防潮堤 
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廃棄物埋設施設を設置しようとする場所の中心から五キロメートル以内の 

地域を含む縮尺五万分の一の地図 
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１ 安全設計の方針 

１．１ 基本方針 

本施設は，原子炉等規制法等の関係法令の要求を満足する構造とする。 

本施設は，第二種埋設許可基準規則に適合する構造とする。 

 

１．２ 安全機能を有する施設及びその安全機能 

本施設は，廃棄物埋設地及び附属施設により構成する。 

廃棄物埋設地は，放射性廃棄物を埋設する埋設トレンチ，覆土等により構

成する。 

埋設トレンチは，放射性廃棄物の底面が T.P.約＋4 m となるように掘り下

げて設置する。 

覆土は，側部低透水性覆土，充塡砂，中間覆土及びその上面を覆う最終覆

土で構成する。最終覆土は，基礎材，低透水性覆土，遮水シート，排水層，

フィルタ層，保護土層（下層）及び保護土層（上層）で構成する。 

なお，最終覆土の完了までの間は，側部低透水性覆土，充塡砂，中間覆土

及び最終覆土のうち基礎材の一部で覆土を構成し，その上面に表面遮水を設

置する。また，最終覆土の上部には植生を行い，側部には排水設備を設置す

る。 

附属施設は，放射線管理施設，監視測定設備及び通信連絡設備で構成する。 

本施設の安全機能は，漏出低減機能及び遮蔽機能であり，これらの安全機

能を有する施設は，漏出低減機能を有するものが側部低透水性覆土，低透水

性覆土，遮水シート及び表面遮水であり，また，遮蔽機能を有するものが中

間覆土である。これらは「１．１ 基本方針」に加え，以下の設計方針に基

づくものとする。 
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１．２．１ 漏出低減機能に関する設計方針 

漏出低減機能は，埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開

始までの間において，埋設が完了した区画内への雨水等の浸入を抑制する設

計とし,これを達成するための漏出低減機能を有するものは，側部低透水性

覆土，低透水性覆土，遮水シート及び表面遮水とする。 

埋設が完了した区画内への地下水の浸入については，地下水面より上に埋

設トレンチを設置することにより浸入を抑制する設計とする。 

埋設が完了した区画内への雨水等の浸入については，最終覆土の完了まで

の間は，側部低透水性覆土及び表面遮水の低透水性により，雨水等の浸入を

抑制する設計とする。 

なお，最終覆土が施工された区画では，表面遮水に代わり低透水性覆土及

び遮水シートの低透水性により，雨水等の浸入を抑制する設計とする。 

最終覆土の完了後は，側部低透水性覆土，低透水性覆土及び遮水シートの

低透水性により，埋設が完了した区画内への雨水等の浸入を抑制する設計と

する。 

これらにより，埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始

までの間において，平常時における廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出

により公衆の受ける線量が，本施設からの直接ガンマ線及びスカイシャイン

ガンマ線により公衆の受ける線量並びに周辺監視区域の外の空気中及び周辺

監視区域の境界における水中の放射性物質の放出により公衆の受ける線量を

含め，線量告示で定められた線量限度を超えないことはもとより，ＡＬＡＲ

Ａの考えの下，実効線量で 50μSv／y 以下となる設計とする。また，埋設し

た放射性廃棄物が廃止措置の開始後に公衆に及ぼす影響を評価した結果が，

第二種埋設許可基準解釈に示される基準を満たし，廃棄物埋設地の保全に関

する措置を必要としない状態に移行する見通しがある設計とする。 
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１．２．２ 遮蔽機能に関する設計方針 

遮蔽機能は，埋設する放射性廃棄物の表面線量当量率，位置等を考慮し，

中間覆土の遮蔽性により，事業所周辺の公衆の受ける線量，放射線業務従事

者の受ける線量及び管理区域以外の人が立ち入る場所に滞在する者の受ける

線量が，線量告示で定められた線量限度を超えないことはもとより，ＡＬＡ

ＲＡの考えの下，合理的に達成できる限り低くできる設計とする。 

埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から最上段の中間覆土完了までの間

において，施工した中間覆土により放射線の遮蔽を行う。また，最上段の中

間覆土完了後から廃止措置の開始までの間においては，最上段まで施工した

中間覆土により放射線の遮蔽を行う。 

平常時における廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出により公衆の受け

る線量が，本施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線により公

衆の受ける線量並びに周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域の境界に

おける水中の放射性物質の放出により公衆の受ける線量を含め，線量告示で

定められた線量限度を超えないことはもとより，ＡＬＡＲＡの考えの下，実

効線量で 50μSv／y 以下となる設計とする。 

 

１．３ 安全機能を維持すべき期間 

本施設に必要となる安全機能を維持する期間は，埋設する放射性廃棄物の

受入れの開始から廃止措置の開始までとする。廃止措置の開始後は，漏出低

減機能及び遮蔽機能を期待できるように設計する。 
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２ 安全設計 

本施設は，原子炉等規制法等の関係法令の要求を満足する構造とするとと

もに，第二種埋設許可基準規則に適合する構造とする。 

なお，設計，材料の選定，建設・施工及び検査に当たっては，原則として，

現行国内法規に基づく規格及び基準によるものとする。また，平常時におい

て，事業所周辺の公衆の受ける線量及び放射線業務従事者の受ける線量並び

に管理区域以外の人が立ち入る場所に滞在する者の受ける線量が線量告示に

定められている線量限度を超えないように設計する。さらに，公衆の受ける

線量については，合理的に達成できる限り低くなるように設計する。 

異常が発生した場合においても事業所周辺の公衆に放射線障害を及ぼさな

いように設計する。 

廃止措置の開始後，廃棄物埋設地は，廃棄物埋設地の保全に関する措置を

必要としない状態に移行する見通しがある設計とする。 

ここで，本施設で取り扱う放射性廃棄物は，容器等に収納又はこん包した

もので，その容器等が損傷しない限り，放射性物質が漏えいすることはない。

また，放射性廃棄物に含まれる総放射能量を踏まえて，安全性を確保するた

めに，漏出低減機能及び遮蔽機能を有する設計とする。 

本施設は，常時機能維持を必要とする動的な設備及び機器は不要であり，

静的な設備及び機器により安全性を確保することとする。 

 

２．１ 耐震設計 

２．１．１ 耐震設計の基本方針 

廃棄物埋設地は，地震によって発生するおそれがある安全機能の喪失及び

それに続く放射線による公衆への影響を防止する観点から，廃棄物埋設地の

耐震重要度に応じ，地震力に十分耐えることができるよう設計を行う。また，
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廃棄物埋設地は，以下に示す要求事項に適合する地盤に設置する。 

・自重及び操業時の荷重等に加え，耐震重要度分類Ｃクラスの施設に求め

られる地震力が作用した場合においても，接地圧に対する十分な支持性

能を有すること。 

・地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤の傾斜及び撓み，液状

化及び揺すり込み沈下による周辺地盤の変状による影響がないこと。 

・将来活動する可能性のある断層等（支持地盤まで変位及び変形が及ぶ地

すべり面を含む）の露頭がなく，変位が生じるおそれがないこと。 

 

２．１．２ 耐震重要度 

（１）耐震重要度の設計の方針 

耐震重要度は，第二種埋設許可基準規則及び第二種埋設許可基準解釈に

基づき，安全機能を有する施設の安全機能の喪失に起因する放射線による

公衆への影響の程度に応じて設定する。 

（２）耐震重要度 

地震の発生によって廃棄物埋設地で発生するおそれがある安全機能の喪

失及びそれに続く放射線による公衆への影響の程度を評価した結果，公衆

の受ける線量は第 5.2.1-1 表に示すとおりであり，第二種埋設許可基準解

釈において規定されている周辺監視区域外における年間の線量限度に比べ

十分に小さいものであることから，安全機能を有する施設の耐震重要度は

Ｃクラスとする。 

 

２．１．３ 廃棄物埋設地の耐震設計 

（１）廃棄物埋設地の耐震設計方針 

安全機能を有する施設のうち側部低透水性覆土，中間覆土及び低透水性
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覆土は，締め固めた砂質土等の変形を許容した土質系材料で構成されるこ

とから，耐震重要度の設定及び耐震設計は不要であるが，低透水性覆土及

び廃棄物埋設地周辺は法面を有する盛土構造となっていることから，耐震

重要度Ｃクラスの施設に対して一般産業における盛土構造物に用いられる

指針として「道路土工－盛土工指針」に基づきすべり安定性の確認を行う。 

すべり安定性の確認は，廃棄物埋設地に作用する静的地震力は水平震度

を 0.2 とし，修正フェレニウス法を用いる。 

地震力に対して計画安全率を 1.0 と設定し，本施設の各斜面を対象とし

たすべり安定性の確認を行うことにより，廃棄物埋設地は施設全体として，

耐震重要度Ｃクラスに相当する地震力に十分耐えることのできる設計とす

る。また，安全機能を有する施設のうち遮水シート及び表面遮水は変形を

許容した合成樹脂等の材料で構成されることから，耐震重要度の設定及び

耐震設計は不要であるが，遮水シートは法面を有する盛土構造の一部とな

っていることから，地震による損傷として遮水シートと覆土の境界面のす

べりによる安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響が考えら

れるため，「道路土工－盛土工指針」及び嘉門雅史（監訳）（2004）（１）

に基づき，耐震重要度Ｃクラスに相当する地震力に対する本施設のすべり

安定性への影響がない設計とする。 

（２）すべり安定性の確認 

本施設は，主として締め固めた砂質土等の土質系材料で構成され，最終

覆土及び施設周辺は法面を有する盛土構造となっていることから，耐震重

要度Ｃクラスの施設に対して一般産業における盛土構造物に用いられる指

針として「道路土工－盛土工指針」に基づきすべり安定性の確認を行う。 

すべり安定性の解析は，解析コード「ＣＯＳＴＡＮＡ 斜面安定計算シ

ステム（Ver.20.1D）」により行う。 
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なお，すべり線は円弧すべり及び複合すべり（直線＋円弧）を適宜用い

る。 

円弧すべりによる安定性確認を行った結果，各断面及び各斜面で安全率

が最小となったものを第 5.2.1-2 表に示す。 

第 5.2.1-2 表から，各断面及び各斜面を対象としたすべり面に対する最

小安全率が計画安全率以上となっていることを確認した。また，嘉門雅史

（監訳）（2004）（１）による算定式に基づき遮水シートの設置に伴う安定

性への影響がないことを確認した。 

以上から，廃棄物埋設地は施設全体として，耐震重要度Ｃクラスに相当

する地震力に耐える設計となっている。 

 

２．２ 耐津波設計 

本施設は，予想される津波に対し，埋設する放射性廃棄物の受入れの開始

から廃止措置の開始までの間において，安全機能を損なわない設計とする。 

廃棄物埋設地は，海岸線から約 400 m 離れた T.P.約＋8 m の砂丘砂層に設

置し，埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始までの間に

おいて，安全機能を有する施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波を想

定した場合でも，廃棄物埋設地に津波が到達する可能性はない。 

したがって，津波によって，安全機能が損なわれるおそれはないことから，

耐津波設計は不要とする。 

 

２．３ 火災等による損傷の防止に関する設計 

本施設は，火災等により安全機能を有する施設の安全機能が損なわれない

ための適切な対策を講ずる。 

（１）火災等の発生防止 
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埋設する放射性廃棄物は，金属類及びコンクリート類であり，容器等に

収納又はこん包する。 

廃棄物埋設地は，放射性廃棄物を埋設する埋設トレンチ，覆土等により

構成する。覆土（遮水シートを除く）は，不燃性の土質系材料を使用した

設計であり，火災等の発生のおそれがない静的なものである。覆土のうち

遮水シートは土質系材料ではないが，不燃性の土質系材料を使用した保護

土層（上層），保護土層（下層），フィルタ層及び排水層で覆われた構造

であるため，火災等の発生のおそれがない。 

排水設備は地中に設置されるため，火災等の発生のおそれはない。 

表面遮水は最終覆土の完了までの間，埋設が完了した区画ごとに最終覆

土のうち基礎材の一部を施工した後，その上面に表面遮水を設置するが，

表面遮水の上面には不燃性の土質系材料で覆い，火災等の発生のおそれが

ない設計とする。 

本施設において使用する資機材は，実用上可能な限り不燃性又は難燃性

材料を使用する。また，本施設への可燃性物質の持込みは必要最小限とし，

適切に防火措置を講じることとする。 

（２）火災等の感知及び消火 

本施設の構成材料及び資機材は，実用上可能な限り不燃性又は難燃性材

料を使用すること，また，本施設への可燃性物質の持込みは必要最小限と

し，適切に防火措置を講じることから，火災等の発生又は延焼のおそれが

著しく少ない。また，仮に作業中に火災等が発生しても，埋設区画は比較

的小規模で視認性が良く，作業中は作業員が近傍にいることにより，早期

に発見及び消火が可能であることから，火災等を感知する設備は必要とし

ない。 

なお，万一，火災等が発生した場合に備え，廃棄物埋設地内に消火対応
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を行うための消火器及び作業員に周知するための可搬型のサイレン付拡声

器を設け，直ちに消火活動を行える設計とする。 

（３）火災等の影響軽減 

本施設の構成材料及び資機材は，実用上可能な限り不燃性又は難燃性材

料を使用する。また，本施設への可燃性物質の持込みは必要最小限とし，

適切に防火措置を講じる。それらに加え，放射性廃棄物の定置作業は区画

ごとに行い，1 段ごとに中間覆土を施工し，3 段分の定置作業完了後，次

の区画に移る前に最上段の中間覆土及び表面遮水を施工する運用により，

廃棄物埋設地において，火災等の発生又は延焼のおそれは著しく少ない。

また，万一，火災等が発生しても埋設区画は比較的小規模で視認性が良い

ため，早期に発見及び消火が可能であることから，影響軽減対策は必要と

しない。 

なお，最終覆土の上部にある植生は火災の発生のおそれがあるが，安全

機能を有する施設は不燃性の土質系材料を使用した保護土層（上層），保

護土層（下層），フィルタ層及び排水層で覆われた構造であるため，植生

の火災による安全機能を有する施設への影響はない。 

 

２．４ 放射性物質の漏出の低減に関する設計 

２．４．１ 漏出低減機能に関する設計 

漏出低減機能は，埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開

始までの間において，埋設が完了した区画内への雨水等の浸入を抑制する設

計とし，それを達成するための漏出低減機能を有するものは，側部低透水性

覆土，低透水性覆土，遮水シート及び表面遮水とする。 

埋設が完了した区画内への地下水の浸入については，地下水面より上に埋

設トレンチを設置することにより浸入を抑制する設計とする。 
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埋設が完了した区画内への雨水等の浸入の抑制については，最終覆土の完

了までの間は，側部低透水性覆土及び表面遮水の低透水性により，雨水等の

浸入を抑制する設計とする。 

なお，最終覆土が施工された区画では，表面遮水に代わり低透水性覆土及

び遮水シートの低透水性により，雨水等の浸入を抑制する設計とする。 

最終覆土の完了後は，側部低透水性覆土，低透水性覆土及び遮水シートの

低透水性により，埋設が完了した区画内への雨水等の浸入を抑制する設計と

する。 

廃棄物埋設地は，設計対象設備に対して以下に示す設計を行うことにより，

埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始までの間において，

平常時における廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出により公衆の受ける

線量が，本施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による事業

所周辺の公衆の受ける線量並びに周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区

域の境界における水中の放射性物質の放出により公衆の受ける線量を含め，

線量告示で定められた線量限度を超えないことはもとより，ＡＬＡＲＡの考

えの下，実効線量で 50μSv／y 以下となる設計とする。また，埋設した放射

性廃棄物が廃止措置の開始後に公衆に及ぼす影響を評価した結果が，第二種

埋設許可基準解釈に示される基準を満たし，廃棄物埋設地の保全に関する措

置を必要としない状態に移行する見通しがある設計とする。 

漏出低減機能を有するものを第 5.2.4-1 表に示す。 

（１）表面遮水 

ａ．表面遮水は，低透水性を有する設計とする。 

ｂ．表面遮水は，定期点検及び地震，台風等の異常事態が発生した場合は

臨時点検を行い，劣化・損傷が生じた場合，安全上支障のない期間内に

おいて速やかに修復することにより必要な機能を維持する設計とする。 
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ｃ．埋設が完了した区画内への雨水等の浸入を抑制するために，最上段の

中間覆土及び最終覆土のうち基礎材の一部を施工後，その上部に表面遮

水を設置する。 

ｄ．表面遮水に対する設計，材料の選定，建設・施工及び検査に当たって

は，現行国内法規に基づく規格及び基準によるものとし，利用可能な最

善の技術として最新の知見を確認する。なお，現時点での最新の知見と

しては，「遮水シート日本遮水工協会自主基準」及び「廃棄物最終処分

場整備の計画・設計・管理要領（2010 改訂版）」を参照する。 

（２）側部低透水性覆土，低透水性覆土及び遮水シート 

ａ．側部低透水性覆土，低透水性覆土及び遮水シートは，低透水性を有す

る設計とする。 

ｂ．側部低透水性覆土及び低透水性覆土は，長期的に安全性が損なわれ難

い天然材料である土質系材料を採用することにより，劣化・損傷に対す

る抵抗性を有する設計とする。なお，側部低透水性覆土及び低透水性覆

土の材料は，実際の調達時期により詳細な材料特性が変わる可能性があ

るが，その場合にも要求性能を満足することを確認したうえで用いるこ

ととする。 

ｃ．遮水シートは，長期的に安全性が損なわれ難い高密度ポリエチレン

（ＨＤＰＥ）シートを用いるとともに，紫外線による劣化を考慮し，覆

土により覆うことにより，劣化・損傷に対する抵抗性を有する設計とす

る。 

ｄ．劣化・損傷が生じた場合においても必要な機能を維持するために，側

部低透水性覆土及び低透水性覆土は十分な厚さを有する設計とする。 

ｅ．側部低透水性覆土及び低透水性覆土は，長期的な力学的影響に対して

変形追従性を考慮する。また，遮水シートは，長期的な力学的影響に対
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して力学的安定性を，また，化学的影響に対して化学的安定性を考慮す

る。 

ｆ．埋設が完了した区画の側部及び上部からの雨水等の浸入を抑制するた

めに，以下の設計とする。 

・側部低透水性覆土を埋設トレンチの側部に設置する。 

・低透水性覆土及び遮水シートを埋設トレンチの上部に設置する。 

ｇ．側部低透水性覆土，低透水性覆土に対する設計，材料の選定，建設・

施工及び検査に当たっては，現行国内法規に基づく規格及び基準による

ものとし，利用可能な最善の技術として最新の知見を確認し，現状入手

できる材料を用いる。なお，現時点での最新の知見としては，「遮水シ

ート日本遮水工協会自主基準」，「道路土工要綱」，「道路土工－盛土

工指針」及び「河川土工マニュアル」を参照する。 

 

２．４．２ 廃棄物埋設地の設計に関する留意事項 

廃棄物埋設地は，埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開

始までの間において，廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出を低減するた

め，以下について留意した設計とする。 

（１）埋設する放射性廃棄物に含まれる放射性物質の性質及び放射能濃度に応

じて，設計時点において合理的かつ利用可能な最善の建設・施工技術に

よるものであること 

廃棄物埋設地の設計については，放射性物質の種類及び性質により，主

に半減期，環境中への移動のしやすさ及び放出される放射線エネルギーが

異なることを考慮する。 

・半減期が長い放射性物質（Ｃ－14，Ｃｌ－36，Ｃａ－41，全 α）に

対しては，側部低透水性覆土，低透水性覆土，遮水シート及び表面遮
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水の漏出低減機能により廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出を低

減することで，公衆の受ける線量を低減する。 

・半減期が短く環境中に移動しやすい放射性物質（Ｈ－3，Ｓｒ－90）

に対しては，側部低透水性覆土，低透水性覆土，遮水シート及び表面

遮水の漏出低減機能により廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出を

低減するとともに，放射能の減衰を図ることで，公衆の受ける線量を

低減する。 

・半減期が短く放射線のエネルギーが大きい放射性物質（Ｃｏ－60， 

Ｃｓ－137，Ｅｕ－152，Ｅｕ－154）に対しては，遮蔽機能により放

射能が有意に減衰するまで遮蔽を確保することで，公衆の受ける外部

被ばく線量を低減する。 

また，廃棄物埋設地は，保全に関する措置を必要としない状態に移行す

るよう設計する。 

廃棄物埋設地の設計は，設計時点において合理的かつ利用可能な最善の

建設・施工技術として広く活用され，かつ，実績を多数有している建設・

施工技術を用いる。 

漏出低減機能を有するものごとの要求性能に加え，材料の選定，建設・

施工及び検査を考慮した構造物として設計する。以下の内容を満足するこ

とで，合理的かつ利用可能な最善の建設・施工技術とする。 

ａ．合理的な建設・施工技術 

側部低透水性覆土及び低透水性覆土の透水特性は，長期的に期待する

ため，力学的作用により安全性が損なわれ難い天然材料である土質系材

料を用いた土構造物とすることが合理的である。また，低透水性覆土の

透水特性である低透水性の確保を確実なものとするため，低透水性覆土

の上部に低透水性の遮水シートを設置することが合理的である。 
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表面遮水の透水特性は，最終覆土を施工するまでの間期待するもので

あり，最終覆土の施工時には撤去することから，点検・補修等による機

能維持が可能な遮水シートを用いることが合理的である。 

ｂ．利用可能な最善の建設・施工技術 

土構造物としての設計，材料の選定，建設・施工及び検査については，

利用可能な最善の建設・施工技術として，最新の知見を確認する。なお，

現時点での最新の知見としては，「遮水シート日本遮水工協会自主基

準」，「廃棄物最終処分場整備の計画・設計・管理要領（2010 改訂

版）」，「道路土工要綱」及び「河川土工マニュアル」を参照する。側

部低透水性覆土及び低透水性覆土については，一般土工で用いられる重

機を使用し，適切な品質管理を行うことで，目標の透水係数を有する覆

土を施工できることを確認している。 

また，品質管理方法は，側部低透水性覆土及び低透水性覆土の施工前に

行う試験結果を用いて最終決定する。 

（２）劣化・損傷に対する抵抗性を考慮すること 

ａ．表面遮水 

合成ゴム及び合成樹脂系の遮水シートを用いるとともに，紫外線によ

る劣化を考慮し，保護砕石等の保護工により覆うことにより，表面遮水

は劣化・損傷に対する抵抗性を有する設計とする。 

ｂ．側部低透水性覆土，低透水性覆土及び遮水シート 

側部低透水性覆土及び低透水性覆土については，変形追従性を考慮し，

粒径分布に広がりを持った土質系材料を用いることにより，劣化・損傷

に対する抵抗性を有する設計とする。また，遮水シートについては，力

学的安定性及び化学的安定性を考慮し，高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）

を用いるとともに，紫外線による劣化を考慮し，覆土により覆うことに
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より，劣化・損傷に対する抵抗性を有する設計とする。 

長期状態において想定される劣化・損傷事象を抽出し，覆土の低透水

性に影響を及ぼす要因に対して，長期的に低透水性を維持するための要

求機能を満たす見通しのある設計とする。 

（３）劣化・損傷が生じた場合にも当該機能が維持できる構造・仕様であるこ

と 

ａ．表面遮水 

遮水シートは，劣化・損傷が生じた場合においても，安全上支障のな

い期間内において速やかに修復し，漏出低減機能を維持する構造・仕様

とする。 

ｂ．側部低透水性覆土，低透水性覆土及び遮水シート 

発生が予想される力学的影響に対して機能維持が受動的に期待できる

よう，十分な厚さの側部低透水性覆土及び低透水性覆土を設置すること

で，劣化・損傷が生じた場合においても，漏出低減機能を維持する構

造・仕様とする。また，遮水シートは，劣化・損傷が生じた場合におい

ても，安全上支障のない期間内において速やかに修復し，漏出低減機能

を維持する構造・仕様とする。 

線量評価上用いる各性能は，線量評価の状態設定における不確実性を

包含する設定とすることにより，廃棄物埋設地全体として線量基準を満

足するようにする。 

これらにより，劣化・損傷が生じた場合においても，漏出低減機能を

維持する構造・仕様とする。 

（４）埋設した放射性廃棄物に含有される化学物質その他の化学物質により安

全機能が損なわれないものであること 

可燃性の化学物質及び可燃性ガスを発生する化学物質として，「消防法」
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及び「危険物の規則に関する政令」に定められるものを想定する。埋設す

る放射性廃棄物は金属類及びコンクリート類であり，容器等に収納又はこ

ん包する。また，覆土は土質系材料を用いることから，これらの化学物質

は埋設トレンチ内に含まれない。ただし，その他の化学物質として，雨水

等の浸透水とコンクリート類の放射性廃棄物との接触によって溶脱するカ

ルシウム成分等の影響を考慮する。 

最終覆土の施工前の安全機能については，中間覆土にて遮蔽機能を期待

し，側部低透水性覆土及び表面遮水にて漏出低減機能を期待している。遮

蔽機能については，中間覆土はカルシウム成分等による影響はない。漏出

低減機能については，雨水等の浸透水がコンクリート類の放射性廃棄物と

接触することによって，カルシウム成分が溶脱し，浸透水のｐＨが変化す

ることで，高アルカリ性の間隙水が発生する可能性があるが，放射性廃棄

物と側部低透水性覆土は充塡砂により離隔が取られるため，高アルカリ性

の間隙水による側部低透水性覆土の低透水性への影響はない。 

なお，表面遮水は，埋設した放射性廃棄物より上部に位置するためコン

クリート類の放射性廃棄物から溶脱した成分を含む浸透水の影響を受けな

い。 

最終覆土の完了後の安全機能については，中間覆土にて遮蔽機能を期待

し，側部低透水性覆土，低透水性覆土及び遮水シートにて漏出低減機能を

期待している。遮蔽機能については，中間覆土はカルシウム成分等による

影響はない。漏出低減機能については，雨水等の浸透水がコンクリート類

の放射性廃棄物と接触することによって，カルシウム成分が溶脱し，浸透

水のｐＨが変化することで，高アルカリ性の間隙水が発生する可能性があ

るが，放射性廃棄物と側部低透水性覆土は充塡砂により離隔が取られるた

め，高アルカリ性の間隙水による側部低透水性覆土の低透水性への影響は
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ない。また，低透水性覆土及び遮水シートは，埋設した放射性廃棄物より

上部に位置するためコンクリート類の放射性廃棄物から溶脱した成分を含

む浸透水の影響を受けない。 

 

２．５ 放射線の遮蔽に関する設計 

２．５．１ 放射線防護 

本施設は，放射線業務従事者が受ける線量が線量告示で定められた線量限

度を超えないことはもとより，不必要な放射線を受けることを防止するため，

適切な放射線遮蔽設計を行う。 

平常時における本施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線に

より公衆の受ける線量が，廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出により公

衆の受ける線量並びに周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域の境界に

おける水中の放射性物質の放出により公衆の受ける線量を含め，線量告示で

定められた線量限度を超えないことはもとより，ＡＬＡＲＡの考えの下，実

効線量で 50μSv／y 以下となる設計とする。 

本施設は，廃棄物埋設地のうち中間覆土に放射線遮蔽を考慮することによ

り，直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線により人の居住の可能性のあ

る事業所周辺の公衆の受ける線量については，合理的に達成できる限り低く

できるよう配慮する。 

放射線の遮蔽については，廃棄物埋設地のうち中間覆土により行い，直接

ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による放射線被ばくから事業所周辺の

公衆，放射線業務従事者及び管理区域以外の人が立ち入る場所に滞在する者

を防護する。 

埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から最上段の中間覆土完了までの間

において，施工した中間覆土により放射線の遮蔽を行う。また，最上段の中
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間覆土完了後から廃止措置の開始までの間において，最上段まで施工した中

間覆土により放射線の遮蔽を行う。 

 

２．５．２ 管理区域内の管理 

本施設は，以下の放射線防護上の措置を講じることで，事業所周辺の公衆

の受ける線量，放射線業務従事者の受ける線量及び管理区域以外の人が立ち

入る場所に滞在する者の受ける線量を低減できるものとする。 

（１）表面線量当量率が 10μSv／h を超える放射性廃棄物は 1 段目（最下段）

のみに定置する。 

（２）埋設区画の 1 区画 1 段ごとに放射性廃棄物を定置し，1 段分全数の放射

性廃棄物を定置した後は，速やかに中間覆土を施工する。 

（３）管理区域での放射線業務従事者の作業について，作業時間の制限等の必

要な措置を講じる。 

（４）作業中に適宜，外部放射線に係る線量当量率を測定し，必要な場合には，

遮蔽物の使用を行い，作業環境の保全に努める。 

（５）事業所内の人が立ち入る場所に滞在する者の管理区域への立入りを管理

する。 

 

２．６ 放射性物質の飛散防止に関する設計 

放射性物質の飛散防止は，埋設する放射性廃棄物の受入れから中間覆土を

施工するまでの間に通常の取扱いを逸脱する等により，容器等が損傷するよ

うな状況を想定し，その発生を防止するための措置を講ずる。 

放射性廃棄物の定置作業は門型クレーンの操作により実施することから，

定置作業中における門型クレーンの誤操作及び機器の故障による放射性廃棄

物の落下防止並びに落下物による放射性廃棄物の損傷防止のため，以下の措
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置を講ずる。 

・荒天時及び異常発生時の作業の中止，中断 

・労働安全衛生法及び関連政省令の遵守 

・「クレーン構造規格」等に適合したクレーンの使用 

・万一の誤操作等による放射性廃棄物等の落下を想定し，落下した場合に

破損する放射性廃棄物の数をできる限り低減するために，1 区画ごとに

定置作業を実施 

 

２．７ その他の設計 

２．７．１ 外部からの衝撃による損傷の防止に関する設計 

本施設は，外部事象のうち，埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃

止措置の開始までの間において，安全機能を有する施設に大きな影響を及ぼ

すおそれがあるものに対し，安全機能を損なわない設計とする。 

安全機能を有する施設に大きな影響を及ぼすおそれがある外部事象につい

ては，国内外の基準及び文献調査により外部事象を網羅的に抽出し，抽出し

た外部事象ごとに安全機能が損なわれる可能性の有無について確認を行い，

これらに該当する外部事象を安全機能を有する施設に大きな影響を及ぼすお

それがある外部事象として選定する。ただし，「２．１ 耐震設計」及び

「２．２ 耐津波設計」にて安全機能を損なわないことを確認した地震及び

津波については除外する。 

安全機能を有する施設に大きな影響を及ぼすおそれがある外部事象として，

地すべり，洪水，火山の影響及びダムの崩壊を選定した。 

選定した外部事象について，安全機能を損なわないものであることの確認

及び安全設計として考慮する必要性の有無について評価する。 

（１）自然現象に対する考慮 
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ａ．地すべり 

廃棄物埋設地の敷地周辺はなだらかな砂丘砂層が広がっているため，

大きな自然斜面はないが，廃棄物埋設地の敷地の北側には東海第二発電

所の安全性向上対策工事で発生した残土を集積した残土盛土が設置され

ている。廃棄物埋設地は残土盛土から十分離れた位置にあり，残土盛土

において地すべりが発生した場合においても，地すべりの土砂が到達し

ないことから，残土盛土の地すべりにより安全機能が損なわれることは

考えられない。 

ｂ．洪水 

「添付書類三 ３．１．１ 敷地及び敷地近傍の地形」に示すとおり

廃棄物埋設地の北側には久慈川が位置している。 

東海村（2022）（２）の根拠となっている国土交通省（2016）（３）によ

ると，久慈川が氾濫した場合，T.P.約＋4 m の廃棄物埋設地北側部分が

浸水し，T.P.約＋8 m の廃棄物埋設地南側部分は浸水しない。一方，廃

棄物埋設地及びその周辺を T.P.約＋8 m に造成するため，廃棄物埋設地

北側部分についても，浸水が想定されない廃棄物埋設地南側と同じ状況

になることが想定され，廃棄物埋設地全域で浸水は発生しないと考えら

れる。 

「添付書類三 ３．１．１ 敷地及び敷地近傍の地形」に示すとおり

廃棄物埋設地の南側に丘陵地を挟んで新川が位置している。東海村

（2022）（２）によれば，廃棄物埋設地は浸水範囲ではない。 

以上より，廃棄物埋設地において洪水による浸水は発生しないため，

洪水により安全機能が損なわれることは考えられない。 

ｃ．火山の影響 

（a） 廃棄物埋設地に影響を及ぼし得る火山の抽出 
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文献調査等の結果によれば，地理的領域内に 33 の第四紀火山が

分布する（第 5.2.7-1 図）。各火山の形式，活動年代及び最後の活

動終了からの経過期間を第 5.2.7-1 表に示す。 

これらの火山について，完新世に活動を行った火山及び完新世に

活動を行っていない火山のうち将来の活動可能性が否定できない火

山を廃棄物埋設地に影響を及ぼし得る火山として抽出した。 

ⅰ．完新世に活動を行った火山 

完新世に活動を行った火山としては，高原山，那須岳，男体・女

峰火山群，日光白根火山群，赤城山，燧ヶ岳，安達太良山，磐梯山，

沼沢，吾妻山及び榛名山の 11 の火山があり，廃棄物埋設地に影響

を及ぼし得る火山として抽出した。 

ⅱ．完新世に活動を行っていない火山のうち将来の火山活動可能性が

否定できない火山 

完新世に活動を行っていない 22 の火山のうち，最後の活動終了

からの期間が，全活動期間若しくは過去の最大休止期間より短いと

みなされる場合は，将来の活動可能性が否定できないと判断し，そ

の結果，二岐山，笹森山及び子持山の 3 火山を廃棄物埋設地に影響

を及ぼし得る火山として抽出した。 

ⅲ．廃棄物埋設地に影響を及ぼし得る火山 

「ⅰ．完新世に活動を行った火山」及び「ⅱ．完新世に活動を行

っていない火山のうち将来の火山活動可能性が否定できない火山」

より，廃棄物埋設地に影響を及ぼし得る火山として，高原山，那須

岳，二岐山，男体･女峰火山群，日光白根火山群，赤城山，燧ヶ岳，

安達太良山，笹森山，磐梯山，沼沢，子持山，吾妻山及び榛名山の

14 火山を抽出した。 
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（b） 廃棄物埋設地に影響を及ぼし得る火山の評価 

ⅰ．設計対応不可能な火山事象の評価 

抽出された火山に対して，設計対応不可能な火山事象について次

のとおり評価を行った。 

火砕物密度流（火砕流，火砕サージ，爆風を含む）については，

発生実績が認められない，又は，廃棄物埋設地までの到達は認めら

れない。 

溶岩流，岩屑なだれ，地滑り，斜面崩壊については，廃棄物埋設

地に到達する可能性は十分に小さいと判断される。 

新しい火口の開口，地殻変動については，廃棄物埋設地において

発生する可能性は十分に小さいと判断される。 

ⅱ．火山事象の評価 

抽出された火山に対して，火山事象について次のとおり評価を行

った。 

降下火砕物（降灰）については，必要に応じて廃棄物埋設地の除

灰を実施する。 

火山性土石流（土石流），火山泥流，洪水については，廃棄物埋

設地から西方約 20 km の那珂川に沿う瓜連（うりづら）丘陵に火山

性土石流堆積物である粟河軽石が分布するが，那珂川の流下方向は

敷地へ向かっておらず，那珂川と敷地の間には那珂台地が分布して

いる。また，本堆積物以外の火山性土石流堆積物は廃棄物埋設地周

辺に認められないことから，廃棄物埋設地に影響を及ぼす可能性は

十分に小さいと判断される。 

火山から発生する飛来物（噴石，火山弾，火山礫を含む）につい

ては，火山は廃棄物埋設地から十分離れていることから，廃棄物埋
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設地への影響はないと判断される。 

火山ガスについては，火山は廃棄物埋設地から十分離れており，

廃棄物埋設地は火山ガスが滞留するような地形条件ではないことか

ら，廃棄物埋設地に影響を及ぼす可能性は十分に小さいと判断され

る。 

熱水系及び地下水の異常（熱湯），大気現象については，火山は

廃棄物埋設地から十分離れていることから，廃棄物埋設地に影響を

及ぼす可能性は十分に小さいと判断される。 

（c） 火山の影響の評価結果 

以上の評価より，火山の影響により安全機能が損なわれることは

考えられない。 

ｄ．異種の自然現象の重畳 

安全機能が損なわれるような自然現象はないため，異種の自然現象の

重畳については考慮しない。 

（２）人為事象に対する考慮 

ａ．ダムの崩壊 

「添付書類三 ３．１．１ 敷地及び敷地近傍の地形」に示すとおり

廃棄物埋設地の北側に久慈川が位置しており，その支川である山田川に

竜神ダムがあり，廃棄物埋設地から約 30 km に位置している。廃棄物埋

設地からダムまでは距離が離れていること，久慈川は敷地の北方を太平

洋に向かい東進していること，廃棄物埋設地の西側は北から南にかけて

は T.P.＋3 m～T.P.＋21 m の上り勾配となっていることから，ダムの崩

壊に伴う流出水による影響はないと考えられる。 

以上より，ダムの崩壊により安全機能が損なわれることは考えられな

い。 
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（３）外部事象の評価結果 

安全機能を有する施設に大きな影響を及ぼすおそれがある外部事象につ

いては，埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始までの

間において，安全機能を損なわないものであり，外部からの衝撃による損

傷の防止に関する安全設計への考慮は不要とする。 

なお，万一，外部事象により廃棄物埋設地が損傷した場合は，安全上支

障のない期間内において，速やかに修復する。 

 

２．７．２ 異常時の放射線障害の防止 

廃棄物埋設地は，容器等に収納又はこん包された固体状の金属類及びコン

クリート類の放射性廃棄物を埋設する施設であり，容器等が損傷しない限り，

放射性物質の飛散又は漏えいは発生しないという特徴がある。また，放射能

濃度が低く，個々の放射性廃棄物に含まれる放射性物質の量は少ないという

特徴があり，「２．１ 耐震設計」，「２．３ 火災等による損傷の防止に

関する設計」，「２．４ 放射性物質の漏出の低減に関する設計」，「２．

５ 放射線の遮蔽に関する設計」，「２．６ 放射性物質の飛散防止に関す

る設計」及び「２．７．１ 外部からの衝撃による損傷の防止に関する設計」

により，埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始までの間

においては，廃棄物埋設地に異常が発生した場合においても，事業所周辺の

公衆に放射線障害を及ぼすようなことはない。 

しかし，異常時の安全性を確認するという観点から，以下の項目に対して

異常の発生の可能性を検討した結果，異常が発生した場合においても事業所

周辺の公衆に放射線障害を及ぼさないことを確認した。 

（１）誤操作による放射性廃棄物の落下等に伴う放射性物質の飛散 

（２）本施設内の火災及び爆発による影響 
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（３）その他機器等の破損，故障，誤動作又は操作員の誤操作等に伴う放射性

物質の外部放出等であって，公衆の放射線被ばくの観点から重要な異常 

 

２．７．３ 放射線管理施設に関する設計 

放射線から放射線業務従事者を防護するため，線量を監視及び管理する設

備並びに必要な情報を適切な場所に表示する設備を設ける。 

 

２．７．４ 監視測定設備に関する設計 

事業所には,埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始ま

での間において，廃棄物埋設地から漏えいする放射性物質の濃度，本施設か

らの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による周辺環境における放射

線量，地下水の水位その他の廃棄物埋設地及びその周囲の状況について，監

視，測定及び必要な情報を適切な場所に表示できる設備を設ける。 

 

２．７．５ 廃棄施設に関する設計 

本施設で受け入れる放射性廃棄物は，搬出元である東海発電所において発

生した放射性廃棄物を，大気中に放射性物質が飛散しないように容器等に収

納又はこん包したものであり，廃棄物埋設地では容器等を開封又は開こんし

ないことから，放射性物質が飛散及び漏えいすることはなく，廃棄物埋設地

では気体及び固体廃棄物は発生しない。また，地下水中の放射性物質の濃度

は，線量告示に示される周辺監視区域外の水中の濃度限度を超えることはな

く，液体廃棄物の発生は想定されない。 

そのため，廃棄施設は設置しない。 
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２．７．６ 予備電源に関する設計 

本施設における安全機能を有する施設は，静的な設備であるため安全機能

を維持する上で電気の供給が必要な設備はない。したがって，本施設で予備

電源の確保が必要な設備はないことから，予備電源は設けない。 

なお，監視測定設備である放射能測定装置は，経過観察を行うための設備

であり，外部電源喪失の際は，外部電源復旧後の対応が可能である。 

 

２．７．７ 通信連絡設備等に関する設計 

事業所には，本施設に異常が発生した場合において，事業所内の人に対し

必要な指示及び事業所外への通信連絡をする必要がある場所と音声による通

信連絡ができる設備を設ける。これらの設備については，外部電源が喪失す

るような緊急時の避難を要する事態の対応として，携帯型の通信連絡設備は

充電池を備える。 

廃棄物埋設地における埋設作業は，地上面からの視認性が良く，異常発生

時の連絡及び退避の指示が容易に行えることから，警報装置は設けない。 

さらに，本施設には事業所内の人の退避のための設備を設ける。 

 

２．７．８ 準拠規格及び基準等 

本施設は，設計，製作，建設及び試験検査を通じて信頼性のあるものとす

る。本施設の設計，材料の選定，建設・施工及び検査に当たっては，本施設

の安全機能を確保するため原則として国内法規に基づく規格及び基準に準拠

する。ただし，外国の規格及び基準による場合又は規格及び基準で一般的で

ないものを適用する場合には，それらの規格及び基準の適用の根拠，国内法

規に基づく規格及び基準との対比並びに適用の妥当性を明らかにし，本施設

の安全機能に問題がないことを確認する。 



 

5－27 

本施設の設計等は，必要に応じて以下の法令，規格，基準等に準拠する。 

・建築基準法 

・労働安全衛生法 

・消防法 

・電気事業法 

・日本産業規格(ＪＩＳ) 

・日本電機工業会規格(ＪＥＭ) 

・道路土工要綱（日本道路協会） 

・道路土工－盛土工指針（日本道路協会） 

・河川土工マニュアル（国土技術研究センター） 

・遮水シート日本遮水工協会自主基準（日本遮水工協会） 

・廃棄物最終処分場整備の計画・設計・管理要領（2010 改訂版）（全国

都市清掃会議） 

 

 

  



 

5－28 

３ 施設配置 

本施設は，廃棄物埋設地及び附属施設より構成する。 

廃棄物埋設地は，発電所周辺監視区域の北西部において，埋設トレンチを

設置する。また，附属施設としては，放射線管理施設，監視測定設備及び通

信連絡設備がある。 

廃棄物埋設施設全体の配置図を第 5.3-1 図に示す。 
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４ 廃棄物埋設地 

４．１ 構成及び設置位置 

廃棄物埋設地は，放射性廃棄物を埋設する埋設トレンチ，覆土等により構

成する。 

埋設トレンチの最大埋設能力は，最大約 24,000 m３である。 

埋設トレンチは，放射性廃棄物の底面が T.P.約＋4 m となるように掘り下

げて設置し，1 区画が約 8 m×約 15 m となるように仕切板により区分し，合

計で 42 区画設ける。 

なお，埋設トレンチは，西側埋設トレンチと東側埋設トレンチに分ける

（第 5.4.1-1 図及び第 5.4.1-2 図参照）。 

安全機能を有する施設は，自重及び操業時の荷重等に加え，耐震重要度の

分類に応じて算定する地震力が作用した場合においても，接地圧に対する十

分に支持性能を有する地盤に設置する。 

覆土は，側部低透水性覆土，充塡砂，中間覆土及びその上面を覆う最終覆

土で構成する。最終覆土は，基礎材，低透水性覆土，遮水シート，排水層，

フィルタ層，保護土層（下層）及び保護土層（上層）で構成する。 

なお，最終覆土の完了までの間は，側部低透水性覆土，充塡砂，中間覆土，

最終覆土のうち基礎材の一部で覆土を構成し，その上面に表面遮水を設置す

る。 

最終覆土の上部には植生を行う。また，最終覆土の側部に排水設備を設置

する。 

 

４．２ 主要設備 

４．２．１ 覆土 

（１）構成及び安全機能 
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覆土は，側部低透水性覆土，充塡砂，中間覆土及び最終覆土により構成

し，最終覆土は盛土状の多層構造を成し，基礎材，低透水性覆土，遮水シ

ート，排水層，フィルタ層，保護土層（下層）及び保護土層（上層）によ

り構成する。 

側部低透水性覆土，低透水性覆土及び遮水シートの低透水性により放射

性物質の漏出を低減し，中間覆土の遮蔽性により放射線の遮蔽を行う。 

（２）要求性能 

安全機能を確保するために必要な要求性能を整理する。 

覆土の要求性能及び設計要件を第 5.4.2-1 表に示す。 

ａ．技術要件及び設計項目 

覆土の主な設計項目については，安全機能に係る技術要件及びそれに

必要な特性を踏まえ，次のとおり整理する。 

（a） 漏出低減機能 

覆土の漏出低減機能は，埋設トレンチ内を浸透する雨水等に伴う

浸透水量を低減することである。 

埋設トレンチ内を浸透する浸透水量は，側部低透水性覆土，低透

水性覆土及び遮水シートの透水特性によって影響を受けることから，

側部低透水性覆土，低透水性覆土及び遮水シートに対する技術要件

は透水特性（低透水性）であり，その設計項目は，材質，透水係数

及び厚さである。また，漏出低減機能については，長期にわたり機

能を維持する必要があるため，材質，透水係数及び厚さの変化に影

響を及ぼす要因について抽出する。長期状態において側部低透水性

覆土，低透水性覆土及び遮水シートの透水特性に影響を及ぼす要因

とその機構を第 5.4.2-2 表に示す。抽出した要因は，廃棄物埋設地

に埋設した放射性廃棄物の鉄箱内に残存する空隙に起因する陥没に



 

5－31 

伴う側部低透水性覆土及び低透水性覆土の乾燥密度の変化並びに遮

水シートの劣化，また，最終覆土中に含まれる酸素及び浸透水中に

含まれる溶存酸素に起因する遮水シートとの化学反応に伴う遮水シ

ートの劣化である。側部低透水性覆土，低透水性覆土及び遮水シー

トの技術要件は，これらの要因に対する長期機能維持特性（変形追

従性，力学的安定性及び化学的安定性）であり，その設計項目は透

水係数及び厚さ（変形追従性），引張強さ（力学的安定性）及び材

質（化学的安定性）である。 

（b） 遮蔽機能 

中間覆土の遮蔽機能は，放射線を遮蔽する機能であるため，技術

要件は遮蔽性であり，その設計項目は密度及び厚さである。 

ｂ．設計要件 

設計項目である材質，透水係数，厚さ及び密度については，要求性能

を満足するための設計要件を設定する。 

（３）構造及び仕様 

充塡砂は，埋設した放射性廃棄物間の間隙及び埋設した放射性廃棄物と

側部低透水性覆土又は仕切板の間隙に充塡する。中間覆土は，放射性廃棄

物の上部に設置する。側部低透水性覆土は，埋設トレンチ最外周の放射性

廃棄物の側部に充塡する充塡砂と仕切板の間に設置する。最終覆土は，最

上段の中間覆土の上部に設置する。 

漏出低減機能を確保する観点から，覆土の低透水性は，力学的影響及び

化学的影響による長期的な性能低下に配慮した設計とする。 

覆土の平面図を第 5.4.2-1 図に,覆土の断面図を第 5.4.2-2 図に，覆土

の断面図（西側 Ａ－Ａ断面）を第 5.4.2-3 図に，最終覆土の断面図を第

5.4.2-4 図に示す。 
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ａ．最終覆土 

（a） 概要 

最終覆土は，基礎材，低透水性覆土，遮水シート，排水層，フィ

ルタ層，保護土層（下層）及び保護土層（上層）により構成し，最

上段の中間覆土の上部に設置する（第 5.4.2-3 図及び第 5.4.2-4 図

参照）。 

なお，最終覆土を侵食から保護するため，最終覆土の上部に植生

を行う。 

最終覆土のうち遮水シートより上部の保護土層（上層），保護土

層（下層），フィルタ層及び排水層は，外部事象から，遮水シート

及び低透水性覆土を保護している。また，これらは，側部低透水性

覆土及び低透水性覆土の吸水膨潤による体積変化を拘束圧によって

抑制することで，漏出低減機能を確保している。このため，最終覆

土のうち遮水シートより上部全体として，漏出低減機能を保護及び

確保する機能を有する。 

ⅰ．保護土層（上層） 

① 概要 

保護土層（上層）は，保護土層（下層）の上部に設置する。保

護土層（上層）は，植生を維持することで漏出低減機能を有する

ものを含む廃棄物埋設地を侵食から保護している。また，保護土

層（上層）は，保護土層（下層）とともに，側部低透水性覆土及

び低透水性覆土の乾湿影響を低減することで，漏出低減機能を保

護している。このため，保護土層（上層）は，漏出低減機能を保

護する機能を有する。 

② 設計方針 
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保護土層（上層）は，最終覆土の上部の植生が正常に育つよう，

粘性土又は火山灰質粘性土を使用する。 

③ 仕様 

保護土層（上層）は，厚さ 0.3 m 以上の粘性土又は火山灰質粘

性土とする。 

ⅱ．保護土層（下層） 

① 概要 

保護土層（下層）は，フィルタ層の上部に設置する。保護土層

（下層）は，植生を維持することで漏出低減機能を有するものを

含む廃棄物埋設地を侵食から保護している。また，保護土層（下

層）は，保護土層（上層）とともに，側部低透水性覆土及び低透

水性覆土の乾湿影響を低減することで，漏出低減機能を保護して

いる。さらに，保護土層（上層）が下部のフィルタ層に流出する

のを防止することで，保護土層（上層）による排水層の目詰まり

を防止し，漏出低減機能を確保している。このため，保護土層

（下層）は，漏出低減機能を保護及び確保する機能を有する。 

② 設計方針 

保護土層（下層）は，植生が正常に育つために透水性良好な層

として，砂質土を使用する。 

③ 仕様 

保護土層（下層）は，厚さ 0.15 m 以上の砂質土とする。 

ⅲ．フィルタ層 

① 概要 

フィルタ層は，排水層の上部に設置する。フィルタ層は，保護

土層（下層）の土粒子が下部の層に流出して削れる現象（以下
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「パイピング」という。）を防止することで，保護土層（下層）

による排水層の目詰まりを防止し，漏出低減機能を確保している。

このため，フィルタ層は，漏出低減機能を確保する機能を有する。 

② 設計方針 

フィルタ層は，パイピングを防止するよう，クラッシャーラン

を使用する。 

③ 仕様 

フィルタ層は，厚さ 0.3 m 以上のクラッシャーランとする。 

ⅳ．排水層 

① 概要 

排水層は，遮水シートの上部に設置する。排水層は，雨水等の

浸透水を排水することにより最終覆土が飽和することを抑制し，

最終覆土の安定性を維持することで漏出低減機能を確保している。

このため，排水層は，漏出低減機能を確保するための機能を有す

る。 

② 設計方針 

排水層は，雨水等を廃棄物埋設地の外に排水するよう，単粒度

砕石を使用する。 

③ 仕様 

排水層は，厚さ 0.3 m 以上の単粒度砕石とする。 

ⅴ．遮水シート 

① 概要 

遮水シートは，埋設トレンチ内を浸透する雨水等に伴う浸透水

量を低減することにより，廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏

出を低減することを目的として，低透水性覆土の上部に設置する。
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また，遮水シートは，長期的な機能維持を考慮し，長期的に性質

が安定し，力学的安定性及び化学的安定性を有する高密度ポリエ

チレン（ＨＤＰＥ）で構成する。高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）

は，最終覆土の安定性の向上の観点から高摩擦タイプとする。 

遮水シートの上層の施工時の転圧影響を緩和し，遮水シートの

破損を防止することを目的として，遮水シートを保護する材料を

遮水シートの上部に設置する。 

② 設計方針 

遮水シートには，最終覆土の完了後から廃止措置の開始までの

間の漏出低減機能を求める。漏出低減機能に対しては，透水特性

を確保し，埋設トレンチ内を浸透する雨水等に伴う浸透水量を低

減するために低透水性を考慮した材質を用いる設計とする。 

漏出低減機能を長期的に維持するための力学的安定性及び化学

的安定性は，廃止措置の開始後の評価において考慮する性能を満

たす見通しがあるものとする。 

③ 仕様 

・透水特性 

遮水シートは，厚さ 1.5 mm 以上の高密度ポリエチレン（Ｈ

ＤＰＥ）とする。 

・機能維持特性 

ａ）力学的安定性 

力学的影響により放射性廃棄物の容器内に残存する空隙に

起因する陥没に伴い変形した場合においても，力学的安定性

が維持され，最終覆土全体として埋設トレンチへの雨水等に

伴う浸透水量の増加を抑制する設計とする。 
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ｂ）化学的安定性 

最終覆土中に含まれる酸素や浸透水中に含まれる溶存酸素

との化学反応により，遮水シートが劣化した場合においても，

化学的安定性が維持され，覆土全体として埋設トレンチへの

雨水等に伴う浸透水量の増加を抑制する設計とする。 

ⅵ．低透水性覆土 

① 概要 

低透水性覆土は，埋設トレンチ内を浸透する雨水等に伴う浸透

水量を低減することにより，廃棄物埋設地の外への放射性物質の

漏出を低減することを目的として，基礎材の上部に設置する。 

なお，低透水性覆土は，埋設する放射性廃棄物の収納容器であ

る鉄箱（鉄箱に収納する放射性廃棄物の隙間には砂を充塡して陥

没防止を図っている。）が，万一，陥没して低透水性覆土の漏出

低減機能が喪失することのないように，長期的な機能維持を考慮

し，長期的に性質が安定し，変形追従性を持った天然材料である

ベントナイトと砂を母材としたベントナイト混合土で構成する。 

② 設計方針 

低透水性覆土には，最終覆土の完了後から廃止措置の開始まで

の間の漏出低減機能を求める。 

漏出低減機能に対しては，透水特性を確保し，埋設トレンチ内

を浸透する雨水等に伴う浸透水量を低減するために低透水性を考

慮した設計とする。 

漏出低減機能を維持するための変形追従性は，廃止措置の開始

後の評価において考慮する性能を満たす見通しがあるものとする。 

③ 仕様 
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・透水特性 

低透水性覆土は，1.0×10－１０ m／s 以下の透水係数を施工時

点で確保する。また，埋設した放射性廃棄物の空隙に起因する

沈下に伴い鉛直方向に変形した場合でも低透水性を維持できる

よう，低透水性覆土は，厚さ 1 m 以上のベントナイト混合土と

する。 

・機能維持特性 

ａ）変形追従性 

力学的影響により，放射性廃棄物の容器内の空隙に起因す

る陥没に伴い低透水性覆土が変形した場合においても，その

変形に追従し，覆土全体として埋設トレンチへの雨水等に伴

う浸透水量の増加を抑制する設計とする。 

ⅶ．基礎材 

① 概要 

基礎材は，最上段の中間覆土の上部に設置する。 

② 設計方針 

基礎材は，低透水性覆土等の施工時の反力確保等を目的として，

粒度調整砕石を使用する。 

③ 仕様 

基礎材は，厚さ 0.3 m 以上の粒度調整砕石とする。 

ｂ．側部低透水性覆土 

（a） 概要 

側部低透水性覆土は，廃棄物埋設地の側方から埋設トレンチ内へ

の雨水等に伴う浸透水量を低減することにより，廃棄物埋設地の外

への放射性物質の漏出を低減することを目的として，埋設トレンチ
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の最外周の放射性廃棄物の側部に充塡する充塡砂と仕切板の間に設

置する（第 5.4.2-2 図及び第 5.4.2-3 図参照）。 

なお，側部低透水性覆土は，長期的な機能維持を考慮し，長期的

に性質が安定し，変形追従性を持った天然材料であるベントナイト

と砂を母材としたベントナイト混合土で構成する。 

（b） 設計方針 

側部低透水性覆土には，埋設する放射性廃棄物の受入れ開始から

廃止措置の開始までの間の漏出低減機能を求める。 

漏出低減機能に対しては，透水特性を確保し，埋設トレンチ内を

浸透する雨水等に伴う浸透水量を低減するために低透水性を考慮し

た設計とする。 

漏出低減機能を維持するための変形追従性は，廃止措置の開始後

の評価において考慮する性能を満たす見通しがあるものとする。 

（c） 仕様 

ⅰ．透水特性 

側部低透水性覆土は，1.0×10－１０ m／s 以下の透水係数を施工時

点で確保する。また，側部低透水性覆土は，厚さ 0.8 m 以上のベン

トナイト混合土とする。 

ⅱ．機能維持特性 

① 変形追従性 

力学的影響により，放射性廃棄物の容器内の空隙に起因する陥

没に伴い側部低透水性覆土が変形した場合においても，その変形

に追従し，覆土全体として埋設トレンチ内を浸透する雨水等に伴

う浸透水量の増加を抑制する設計とする。 

ｃ．中間覆土 
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（a） 概要 

中間覆土は，砂質土より構成し，放射性廃棄物の上部に設置する

（第 5.4.2-3 図参照）。 

（b） 設計方針 

中間覆土には，中間覆土施工後から廃止措置の開始までの間の遮

蔽機能を求める。 

（c） 仕様 

ⅰ．遮蔽性 

遮蔽性に配慮した設計として，公衆等の受ける線量を低減できる

ような密度及び厚さを確保するものとし，密度は 1,300 kg／m３以

上とする。中間覆土（最上段を除く）は厚さ 0.2 m 以上の砂質土と

し，中間覆土（最上段）は厚さ 0.5 m 以上の砂質土とする。 

ｄ．充塡砂 

（a） 概要 

充塡砂は，埋設した放射性廃棄物間の間隙及び埋設した放射性廃

棄物と側部低透水性覆土又は仕切板の間隙に充塡する砂であり，埋

設トレンチに有害な空隙が残らないようにする。（第 5.4.2-3 図参

照）。 

（b） 設計方針 

充塡砂は，充塡後に有害な空隙が残らないように，充塡時に流動

性を期待できる土質系材料を使用する。 

（c） 仕様 

充塡砂は，砂質土のうち，流動性を期待できるものとする。 
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４．２．２ 表面遮水 

（１）構成及び安全機能 

表面遮水は，遮水シートにより構成する。 

表面遮水の透水特性により放射性物質の漏出を低減する。 

（２）要求性能 

安全機能を確保するために必要な要求性能を整理する。 

設定した要求性能及び設計要件を第 5.4.2-3 表に示す。 

ａ．技術要件及び設計項目 

（a） 漏出低減機能 

表面遮水の漏出低減機能は，埋設トレンチ内を浸透する雨水等に

伴う浸透水量を低減することである。 

埋設トレンチ内を浸透する浸透水量は，表面遮水の透水特性によ

って影響を受けることから，表面遮水に対する技術要件は透水特性

（低透水性）であり，その設計項目は，低透水性については材質及

び厚さである。 

なお，表面遮水による漏出低減機能は，最終覆土完了までの間，

透水特性（低透水性）を期待するものである。 

ｂ．設計要件 

設計項目である材質及び厚さについては，要求性能を満足するための

設計要件を設定する。 

（３）構造及び仕様 

表面遮水は，最終覆土のうち基礎材の一部を施工した後，その上面に設

置する。 

表面遮水の設置例を第 5.4.2-5 図に示す。 

ａ．表面遮水 
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（a） 概要 

表面遮水は，合成ゴム及び合成樹脂系の遮水シートにより構成し，

最終覆土のうち基礎材の一部を施工した後，その上面に設置する。 

なお，遮水シートの上部は保護砕石等の保護工を施工する。 

（b） 設計方針 

漏出低減機能に対しては，透水特性を確保し，埋設トレンチへの

雨水の浸透水量を低減するために低透水性を考慮した材料を用いる

設計とする。 

（c） 仕様 

ⅰ．透水特性 

遮水シートは，厚さ 1.5 mm 以上の合成ゴム及び合成樹脂系とす

る。 

 

４．２．３ 植生 

（１）概要 

最終覆土を侵食から保護するため，最終覆土の上部に芝生・草花で構成

する植生を行う（第 5.4.2-4 図参照）。植生は最終覆土を侵食から保護す

ることで，漏出低減機能を保護する機能を有する。 

（２）設計方針 

植生により最終覆土を侵食から保護する設計とする。植生が正常に育つ

ために必要な基盤の条件として保護土層（上層）及び保護土層（下層）の

厚さを考慮し，植生は芝生・草花とする。 

（３）仕様 

植生は，芝生・草花を用いる。 
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４．２．４ 排水設備 

（１）概要 

排水設備は暗渠排水とし，砕石及び有孔管により構成し，最終覆土の側

部に設置する（第 5.4.2-6 図参照）。 

（２）設計方針 

排水設備を設置することにより，主に最終覆土の排水層を流下する雨水

等を廃棄物埋設地の外に排水する設計とする。暗渠排水の排水量を確保す

るため，通水部には砕石及び有孔管を設置する。 

（３）仕様 

排水設備は暗渠排水とし，砕石及び有孔管を用いる。 

 

  



 

5－43 

５ 附属施設 

附属施設は，放射線管理施設，監視測定設備及び通信連絡設備で構成する。 

 

５．１ 放射線管理施設 

（１）個人被ばく管理等 

放射線業務従事者及び一時立入者の外部被ばくに係る線量当量を測定す

るための個人線量計を設ける。 

なお，廃棄物埋設地に埋設する放射性廃棄物は，容器等に収納又はこん

包した状態で取り扱うことにより，放射性物質の飛散を防止することから，

汚染管理，除染等を行う施設は設置しない。また，本施設は，出入りする

放射線業務従事者が少ないことから，出入管理設備は設置せず，管理区域

の出入管理は，管理区域出入口の施錠等により行う。 

（２）外部放射線に係る線量当量率等の監視及び測定 

外部放射線に係る線量当量率及び線量当量を監視及び測定するため，放

射線管理用計測器及び積算線量計を設ける。廃棄物埋設地に管理区域を設

定する場合は，放射線管理用計測器及び積算線量計によって外部放射線に

係る線量当量率，線量当量及び空間線量率を監視及び測定する。 

（３）異常時の放射線監視 

異常時には，放射線管理用計測器及び積算線量計によって外部放射線に

係る線量当量率，線量当量及び空間線量率を監視及び測定することによっ

て，対応策の検討に活用する。 

（４）線量当量率等の情報の表示 

廃棄物埋設地に管理区域を設定する場合には，壁，柵等の区画物によっ

て区画するほか，外部放射線に係る線量により区域区分し，管理区域であ

ること及び区域区分の状況を示す標識を管理区域の出入り口付近の目につ
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きやすい箇所に設ける。また，外部放射線から放射線業務従事者及び一時

立入者を防護するため，管理区域において放射線管理用計測器にて線量当

量率の測定を実施し，測定結果を管理区域に立ち入る者が安全に認識でき

る場所に表示する。 

（５）主要な設備及び機器の種類 

主要な設備及び機器の種類は以下に示すとおりである。 

ａ．個人管理用測定設備 

（a） 個人線量計     一式 

ｂ．放射線監視・測定設備 

（a） 積算線量計     一式 

（b） 放射線管理用計測器 一式 

ｃ．表示設備 

（a） 標識        一式 

（b） 表示板       一式 

 

５．２ 監視測定設備 

５．２．１ 廃棄物埋設地から漏えいする放射性物質の濃度の監視測定設備 

（１）監視測定設備の概要 

埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始までの間にお

いて，廃棄物埋設地からの放射性物質の漏えいを監視及び測定する設備を

設置する。 

（２）監視測定設備に関する設計 

埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始までの間にお

いて，廃棄物埋設地近傍及び周辺監視区域境界付近の地下水採取孔から採

取した地下水中の放射性物質の濃度を監視及び測定できる設備を有する設
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計とする。 

（３）主要な監視測定設備 

廃棄物埋設地から漏えいする放射性物質の濃度の監視測定設備を第

5.5.2-1 表に示す。 

埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始までの間にお

いて，廃棄物埋設地からの放射性物質の漏えいを監視するため，廃棄物埋

設地近傍及び周辺監視区域境界付近に地下水採取孔を設置し，事業所敷地

内に試料放射能測定装置を設置する。ここで，放射性物質の濃度を測定す

る対象の放射性物質の種類は，主要な放射性物質のうち移動のしやすさ及

び測定のしやすさの観点からＨ－3，Ｃｏ－60，Ｃｓ－137 とするが，状

況に応じて測定する対象の放射性物質を追加で設定する。 

 

５．２．２ 廃棄物埋設施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線

による周辺環境における放射線量の監視測定設備 

（１）監視測定設備の概要 

埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始までの間にお

いて，本施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による周辺

環境における放射線量を監視及び測定する設備を周辺監視区域境界付近に

設ける。 

（２）監視測定設備に関する設計 

ａ．廃棄物埋設施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線によ

る周辺環境における放射線量の監視測定設備 

埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始までの間に

おいて，本施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による

周辺環境における放射線量を監視及び測定できる設備を有する設計とす
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る。 

ｂ．廃棄物埋設施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線によ

る周辺環境における放射線量の表示 

本施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による周辺環

境における放射線量を廃棄物埋設地近傍に表示する設計とする。 

（３）主要な監視測定設備 

本施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による周辺環境

における放射線量の監視測定設備を第 5.5.2-2 表に示す。 

ａ．廃棄物埋設施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線によ

る周辺環境における放射線量の監視測定設備 

埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始までの間に

おいて，本施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による

周辺環境における放射線量を監視するため，周辺監視区域境界付近のモ

ニタリングポイントに積算線量計を設ける。また，周辺監視区域を廃止

した後は，事業所の境界付近に本施設からの直接ガンマ線及びスカイシ

ャインガンマ線による周辺環境における放射線量を監視及び測定する設

備を設ける。 

ｂ．廃棄物埋設施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線によ

る周辺環境における放射線量の表示 

本施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による周辺環

境における放射線量を表示する表示板を廃棄物埋設地近傍に設ける。 

 

５．２．３ 地下水の水位その他の廃棄物埋設地及びその周囲の状況の監視測

定設備 

（１）監視測定設備の概要 
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事業所には，事業規則第十九条の二に規定する定期的な評価等に必要な

データを取得するため，人工バリアの漏出低減機能及び天然バリア（廃棄

物埋設地周辺の地盤）の放射性物質の移動を抑制する機能に影響を及ぼす

廃棄物埋設地及びその周囲の状況を対象として監視及び測定する設備を設

置する。 

（２）監視測定設備に関する設計 

廃棄物埋設地の漏出低減機能が維持されていることを確認するため，埋

設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始までの間において，

人工バリアの漏出低減機能及び天然バリア（廃棄物埋設地周辺の地盤）の

放射性物質の移動を抑制する機能の変化を監視及び測定できる設備を有す

る設計とする。 

人工バリアの損傷を防止する観点から，廃棄物埋設地近傍で漏出低減機

能の状態変化を確認する類似環境下での原位置試験を行うとともに，必要

に応じそれを補完する室内試験を実施できる設計とする。 

（３）主要な監視測定設備 

地下水の水位その他廃棄物埋設地及びその周囲の状況の監視測定設備を

第 5.5.2-3 表に示す。 

埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始までの間にお

いて，廃棄物埋設地の漏出低減機能が維持されていることを確認するため，

人工バリアの漏出低減機能の変化を監視及び測定する設備を有する設計と

する。ただし，最終覆土の完了後において，人工バリアを直接測定するこ

とは，バリアの損傷（バリア機能の損失）が懸念される。バリアの損傷を

防止する観点から，廃棄物埋設地近傍で人工バリアの漏出低減機能の状態

の変化を確認する類似環境下での原位置試験を行うとともに，必要に応じ

それを補完する室内試験を実施する。この方法で，人工バリアを直接測定
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することによるバリアの損傷（バリア機能の損失）を防ぐことができる。 

監視及び測定の対象とする項目は，廃棄物埋設地の安全性を確認する観

点から，線量評価パラメータのうち線量への感度が大きく，有意に変化が

生じ得る可能性があるもの並びにこれらに関係する種々の影響因子及び前

提条件から選定する。具体的な監視及び測定の項目は，年間浸透水量とす

る。また，天然バリア（廃棄物埋設地周辺の地盤）の放射性物質の移動を

抑制する機能に影響を及ぼす廃棄物埋設地及びその周辺の状況の監視及び

測定のため，廃棄物埋設地近傍（地下水流向の上流及び下流）に地下水位

監視装置，周辺監視区域境界付近に観測孔を設置する。 

具体的な監視及び測定の項目は，地下水の水位，地下水の流向，地下水

の流速，地下水との浸せき（埋設した放射性廃棄物が直接地下水に浸せき

していないこと）及び帯水層厚さとする。 

 

５．２．４ その他の主要な事項 

（１）監視測定設備における留意事項 

監視測定設備は，「発電用軽水型原子炉施設における放出放射性物質の

測定に関する指針」（昭和 53 年 9 月 29 日原子力委員会決定）に示されて

いる測定下限濃度，測定頻度及び放射能計測方法を参考とする。廃棄物埋

設地から漏えいする放射性物質の濃度の監視及び測定では，公衆に放射線

障害が生じるおそれのある放射性物質の異常な漏えいの有無を判断するた

めに，測定された放射性物質の濃度が，線量告示に定められた周辺監視区

域外の水中の濃度限度に対して十分に小さい（100 分の 1 程度）値以上と

なった場合に監視強化を行う。廃棄物埋設地から漏えいする放射性物質の

濃度の監視及び測定において，放射性物質の濃度の測定は屋内で実施する

ことを考慮し，監視測定設備は，実用上必要な精度として，線量告示に定



 

5－49 

められた周辺監視区域外の水中の濃度限度に対して 100 分の 1 程度の測定

ができる性能を目安に，この監視強化の判断を行うことができるような目

標検出限界値を有した設計とする。また，測定期間が長期にわたることか

ら，必要に応じて測定設備の更新を行い，定期的な評価の結果に基づき，

必要に応じて監視及び測定の項目，頻度を見直す。 

（２）監視測定設備を設置した場所を経由した放射性物質の漏えいの対策 

廃止措置の開始後に監視測定設備を設置した場所を経由した放射性物質

の異常な漏えいが生じない対策として，廃棄物埋設地近傍に設置する地下

水採取孔及び地下水位監視装置による監視及び測定が終了した後に，有害

な空隙が残らないように，それぞれの孔内の埋戻しを行う。 

（３）監視測定設備の設置箇所 

廃棄物埋設地から漏えいする放射性物質の濃度の監視測定設備として，

廃棄物埋設地近傍及び周辺監視区域境界付近に地下水採取孔を設置する。 

これらの地下水採取孔から採取した地下水中の放射性物質の濃度を測定

するため，事業所敷地内に試料放射能測定装置を設置する。 

なお，この試料放射能測定装置は，外部電源から受電する設備である。 

本施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による周辺環境

における放射線量の監視測定設備として，周辺監視区域境界付近のモニタ

リングポイントに積算線量計を設ける。また，本施設からの直接ガンマ線

及びスカイシャインガンマ線による周辺環境における放射線量を表示する

表示板を廃棄物埋設地近傍に設ける。 

地下水の水位その他廃棄物埋設地及びその周囲の状況の監視測定設備と

して，廃棄物埋設地近傍の地下水位監視装置，周辺監視区域境界付近の観

測孔を設置する。 

監視測定設備の設置箇所の概略図を第 5.5.2-1 図に示す。 
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地下水採取孔の深さは，以下の考えに基づいて，数 m～数十 m とする。 

・地下水の採取対象層を不圧帯水層とし，自由地下水を採取できる深さ

とすること。 

・廃棄物埋設地を通過した地下水の移行経路に該当する深さとすること。 

・地下水中の放射性物質の濃度を分析する上で必要な水量を確保できる

深さとすること。 

 

５．３ 廃棄施設 

該当なし。 

 

５．４ 予備電源 

該当なし。 

 

５．５ 通信連絡設備等 

５．５．１ 通信連絡設備及び警報装置 

事業所には，本施設に異常が発生した場合において，事業所内の人に対し

必要な指示及び事業所外への通信連絡をする必要がある場所と音声による通

信連絡ができる設備を設ける。 

通信連絡設備一覧を第 5.5.5-1 表に示す。 

（１）所内通信連絡設備 

所内通信連絡設備は，本施設に異常が発生した場合において，事業所内

の人に対し退避又は作業指示の連絡を行うための機能を有し，事業所内の

各所（本施設，構内事務所）の者へ音声による連絡を行うことができる設

計とし，携帯電話，衛星電話設備（携帯型）及びブザー鳴動等が行える可

搬型のサイレン付拡声器を設けることにより，異なる方法による多様性を
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確保する。 

なお，外部電源が喪失するような緊急時の避難を要する事態の対応とし

て，携帯型の通信連絡設備は充電池を備える。 

（２）所外通信連絡設備 

所外通信連絡設備は，本施設に異常が発生した場合において，事業所外

の通信連絡を行う必要がある場所と音声等により通信連絡ができる設計と

し，携帯電話及び衛星電話設備（携帯型）を設けることにより，異なる方

法による多様性を確保する。 

なお，外部電源が喪失するような緊急時の避難を要する事態の対応とし

て，携帯型の通信連絡設備は充電池を備える。 

（３）警報装置 

廃棄物埋設地における埋設作業は，埋設トレンチ 1 区画分にあたる約 

15 m×約 8 m，埋設トレンチの地表面と底面の高低差最大約 4 m の範囲内

で行うため，地上面からの視認性が良いことから，異常発生時の連絡や退

避の指示が容易に行える。そのため，廃棄物埋設地に警報装置は設けない。 

 

５．５．２ 安全避難通路 

埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から全区画の表面遮水を施工するま

での間は，第 5.5.5-1 図に示すとおり，埋設する区画に設置する雨水防止テ

ント内で作業を行う。異常発生時において，人の安全な退避のため，本施設

内の歩行者用通路を安全避難通路とする。また，雨水防止テント内の埋設ト

レンチ側壁には，仮設の避難はしごを設置し，安全避難経路を確保する。雨

水防止テント内の安全避難通路には，避難誘導標識を設ける。 

廃棄物埋設地では夜間作業は行わないことから，雨水防止テント内の明か

りは自然光を利用するものとし照明器具は常設しないが，異常発生時に備え
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て，充電式の可搬型仮設照明器具を設ける。 

廃棄物埋設地の全区画の表面遮水施工完了後は，本施設の異常発生時にお

ける人の安全な退避のため，安全避難通路を確保するとともに，単純，明確

かつ永続的な避難方向を明示した避難誘導標識を設ける。 
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第 5.2.1-1 表 線量評価結果 

想定する事象 線量（μSv／y） 

外部への放射線の放出 1.9×10１ 

外部への放射性物質の漏えい 5.6×10０ 

 

 

第 5.2.1-2 表 円弧すべりによる安定性確認結果 

断面 最小安全率 

Ｅ－Ｗ断面 1.29 

Ｎ－Ｓ断面 1.38 
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第 5.2.4-1 表 漏出低減機能を有するもの 

名称 漏出低減機能 

表面遮水※ 〇 

覆土 

最終覆土 

保護土層（上層） ― 

保護土層（下層） ― 

フィルタ層 ― 

排水層 ― 

遮水シート 〇 

低透水性覆土 〇 

基礎材 ― 

中間覆土（最上段） ― 

中間覆土（最上段除く） ― 

側部低透水性覆土 〇 

充塡砂 ― 

○：漏出低減機能を有するもの 

―：漏出低減機能を有さないもの 

※：表面遮水は，区画ごとの最上段の中間覆土及び最終覆土のうち基礎材の

一部施工後に設置され，最終覆土の設置完了時には撤去されるため，

表面遮水の設置完了後から最終覆土の設置完了までの間において機能

を期待する。 
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 第 5.2.7－1 表 地理的領域内の第四紀火山における活動可能性（1／2） 
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第 5.2.7－1 表 地理的領域内の第四紀火山における活動可能性（2／2） 
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第 5.4.2-1 表 覆土の要求性能及び設計要件 

安全機能 

要求性能 最終覆土 

側
部
低
透
水
性
覆
土 

充
塡
砂 

中
間
覆
土 

設計要件 技術要件 

（必要な特性） 
設計項目 

保
護
土
層
（
上
層
） 

保
護
土
層
（
下
層
） 

フ
ィ
ル
タ
層 

排
水
層 

遮
水
シ
ー
ト 

低
透
水
性
覆
土 

基
礎
材 

漏出低減機能 透水特性 低透水性 

材質 － － － － 〇 － － － － － 低透水性を有する材質とすること。 

透水係数 － － － － － 〇 － 〇 － － 必要な透水係数を有すること。※２ 

厚さ － － － － 〇 〇 － 〇 － － 必要な厚さを有すること。※３ 

 

漏 出 低 減 機

能 を 長 期 的

に 維 持 す る

た め の 要 求

機能 

長期機能 

維持特性 

力学的※１ 

安定性 
引張強さ － － － － 〇 － － － － － 

廃止措置の開始後の評価において考慮する

性能を満たす見通しがあること。 

化学的※１ 

安定性 
材質 － － － － 〇 － － － － － 

廃止措置の開始後の評価において考慮する

性能を満たす見通しがあること。 

変形※１ 

追従性 

透水係数 － － － － － 〇 － 〇 － － 
廃止措置の開始後の評価において考慮する

性能を満たす見通しがあること。 

厚さ － － － － － 〇 － 〇 － － 
廃止措置の開始後の評価において考慮する

性能を満たす見通しがあること。 

遮蔽機能 
放射線の 

遮蔽性能 
遮蔽性 

密度 － － － － － － － － － 〇 
被ばく低減のために必要な遮蔽性能を有す

ること。 

厚さ － － － － － － － － － 〇 
被ばく低減のために必要な遮蔽性能を有す

ること。※３ 

※1：覆土の透水特性に影響を及ぼす要因とその機構を第 5.4.2-2 表に整理している。 

※2：低透水性覆土及び側部低透水性覆土は 1.0×10－１０ m／s の透水係数を施工時点で確保する。 

※3：遮水シートは厚さ 1.5 mm 以上，低透水性覆土は厚さ 1 m 以上，側部低透水性覆土は横方向で厚さ 0.8 m 以上，中間覆土（最上段を除く）は厚

さ 0.2 m 以上，中間覆土（最上段）は厚さ 0.5 m 以上を施工時点で確保する。 
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第 5.4.2-2 表 覆土の透水特性に影響を及ぼす要因とその機構 

設
計
項
目 

長期状態における影響要因 影響機構 
要求性能 

（技術要件） 

材
質 

遮水シートの劣

化 化
学
的
影
響 

最終覆土中に含

まれる酸素及び

浸透水中に含ま

れる溶存酸素 

最終覆土中に含まれる酸

素及び浸透水中に含まれ

る溶存酸素との化学反応

により遮水シートの材質

の 化 学 的 変 質 （ 酸 化 劣

化）が発生 

化学的安定性 

透
水
係
数 

側部低透水性覆

土及び低透水性

覆土の乾燥密度

の変化 

力
学
的
影
響 

容器内に残存す

る空隙 

容器内の空隙に起因する

陥没により，側部低透水

性覆土及び低透水性覆土

の変位に伴う透水性が変

化した領域の発生 

変形追従性 

厚
さ 

遮水シートの劣

化 
力
学
的
影
響 

容器内に残存す

る空隙 

容器内の空隙に起因する

陥没により，遮水シート

に引張応力が発生 

力学的安定性 

側部低透水性覆

土及び低透水性

覆土の乾燥密度

の変化 

力
学
的
影
響 

容器内に残存す

る空隙 

容器内の空隙に起因する

陥没により，側部低透水

性覆土及び低透水性覆土

の変位に伴う透水性が変

化した領域の発生 

変形追従性 
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第 5.4.2-3 表 表面遮水の要求性能及び設計要件 

安全機能 

要求性能 
表
面
遮
水 

設計要件 
技術要件 

（必要な特性） 
設計項目 

漏出低減機能 透水特性 低透水性 
材質 〇 低透水性を有する材質とすること。 

厚さ 〇 必要な厚さを有すること。※ 

※：厚さ 1.5 mm 以上を確保する。 
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第 5.5.2-1 表 廃棄物埋設地から漏えいする放射性物質の濃度の監視測定設備 

監視測定対象 監視測定場所 監視測定設備 

地下水中の放射性

物質の濃度 

廃棄物埋設地近傍， 

周辺監視区域境界付近 
地下水採取孔 

事業所敷地内 試料放射能測定装置 

 

 

 

第 5.5.2-2 表 廃棄物埋設施設からの直接ガンマ線及びスカイシャイン 

ガンマ線による周辺環境における放射線量の監視測定設備 

監視測定対象 監視測定場所 監視測定設備 

直接ガンマ線及びスカ

イシャインガンマ線の

放射線量 

モニタリングポイント 

（周辺監視区域境界付

近） 

積算線量計 
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第 5.5.2-3 表 地下水の水位その他の廃棄物埋設地及びその周囲の 

状況の監視測定設備 

監視測定項目 監視測定場所 監視測定設備 

地下水の水位 
廃棄物埋設地周辺の

複数地点 
観測孔 

地下水の流向 
廃棄物埋設地周辺の

複数地点 
観測孔 

地下水の流速 
廃棄物埋設地近傍の

上流側及び下流側 
地下水位監視装置 

地下水との浸せき 

（埋設した放射性廃棄物が

直接地下水に浸せきしてい

ないこと） 

廃棄物埋設地近傍の

上流側 
地下水位監視装置 

帯水層厚さ 
廃棄物埋設地近傍の

下流側 
地下水位監視装置 

年間浸透水量 －※ －※ 

※：廃棄物埋設地の類似環境下での原位置試験及び必要に応じてそれを補完

する室内試験によって確認を行う。 
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第 5.5.5-1 表 通信連絡設備一覧 

種類 電源 通信回線 

所
内
通
信
連
絡
設
備 

携帯電話※ 充電池 

－ 
衛星電話設備 

（携帯型）※ 
充電池 

サイレン付拡声器 充電池 

所
外
通
信
連
絡
設
備 

携帯電話※ 充電池 
無線系回線 

（通信事業者回線） 

衛星電話設備 

（携帯型）※ 
充電池 

衛星系回線 

（通信事業者回線） 

※：所内通信連絡設備と所外通信連絡設備を兼用 
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第 5.2.7-1 図 地理的領域内の第四紀火山 
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第 5.3-1 図 廃棄物埋設施設全体の配置図 
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第 5.4.1-1 図 埋設トレンチの平面図 
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第 5.4.1-2 図 埋設トレンチの断面図
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第 5.4.2-1 図 覆土の平面図 
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第 5.4.2-2 図 覆土の断面図
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第 5.4.2-3 図 覆土の断面図（西側 Ａ－Ａ断面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5.4.2-4 図 最終覆土の断面図 
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第 5.4.2-5 図 表面遮水の設置例 

 

 

第 5.4.2-6 図 排水設備の設置例 
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第 5.5.2-1 図 廃棄物埋設施設の監視測定設備の設置箇所概略図 

（埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始まで） 
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（断面図：雨水防止テント内） 

 

第 5.5.5-1 図 廃棄物埋設施設における安全避難通路（例） 

  

(凡例) 

雨水防止テント設置範囲 

安全避難通路 

避難はしご 

避難誘導標識 
（平面図） 

▽T.P.約＋8 m 

▽T.P.約＋4 m

雨水防止テント 門型クレーン 
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１ 放射線管理 

１．１ 放射線管理の基本方針 

本事業の実施に当たっては，原子炉等規制法及び労働安全衛生法を遵守し，

本施設に起因する放射性物質や放射線から事業所周辺の公衆及び放射線業務

従事者等が，十分安全に防護されるように放射線防護対策を講ずる。 

さらに，人の居住する可能性のある事業所周辺の公衆の受ける線量につい

ては，合理的に達成できる限り低くするように努める。 

 

１．２ 廃棄物埋設施設の放射線管理 

１．２．１ 管理区域等の設定 

本施設は，事業規則，第二種埋設許可基準規則，第二種埋設許可基準解釈

及び線量告示に基づき管理区域及び周辺監視区域を設定するとともに，出入

管理等の必要な措置を講ずる。 

管理区域は，埋設作業の進捗に合わせて管理区域に係る要件に該当する場

所とそれに付随する場所のみを一時的な管理区域として設定して管理する。

埋設終了後は，法令に定める管理区域に係る値を超えていないことを確認し，

管理区域の解除を行う。 

管理区域等の設定例を第 6.1.2-1 図に示す。 

 

１．２．２ 管理区域の管理 

廃棄物埋設地に埋設する放射性廃棄物は，金属類及びコンクリート類であ

り，容器等に収納又はこん包することから，放射性物質による汚染に対する

管理を必要としない施設である。 

管理区域については，事業規則に基づき壁，柵等の区画物によって区画す

るほか，外部放射線に係る線量により区域区分し，管理区域であること及び
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区域区分の状況を示す標識を管理区域の出入口付近に設けることによって他

の場所と区別する。 

また，管理区域への放射線業務従事者等の出入管理は，管理区域出入口の

施錠等により行う。 

 

１．２．３ 周辺監視区域の管理 

本施設の周辺監視区域は，既に設定されている発電所の周辺監視区域を共

用する。発電所の周辺監視区域は，「実用発電用原子炉の設置、運転等に関

する規則」及び線量告示に基づき設定されていることから，事業規則及び線

量告示の規定を満足している。 

周辺監視区域は，人の居住を禁止し，境界に柵又は標識を設ける等の方法

によって周辺監視区域に業務上立ち入る者以外の立入りを制限する。 

周辺監視区域の境界においては，線量告示に定められた周辺監視区域外の

線量限度及び周辺監視区域外の濃度限度以下にすることはもとより，公衆の

受ける線量を合理的に達成できる限り低減するものとし，実効線量で

50μSv／y を下回る線量とする。 

 

１．２．４ 放射線業務従事者等の被ばく管理 

放射線業務従事者及び一時立入者が管理区域に立ち入る際は，外部被ばく

に係る線量当量を測定するため個人線量計を着用する。また，放射線管理用

計測器及び積算線量計によって外部放射線に係る線量当量率，線量当量及び

空間線量率を測定し，定期的に線量を評価する。なお，異常時には，これら

の測定結果を，対応策の検討に活用する。 
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２ 廃棄施設 

本施設で受け入れる放射性廃棄物は，搬出元である東海発電所において発

生した放射性廃棄物を，大気中に放射性物質が飛散しないように容器等に収

納又はこん包したものであり，廃棄物埋設地では容器等を開封又は開こんし

ないことから，気体及び固体廃棄物が発生することはない。 

また，地下水中の放射性物質の濃度は，線量告示に示される周辺監視区域

外の水中の濃度限度を超えることはなく，液体廃棄物の発生は想定されない。 

そのため，廃棄施設は設置しない。 
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３ 第二種廃棄物埋設 

３．１ 埋設する放射性廃棄物 

第二種廃棄物埋設を行う放射性廃棄物の種類は，東海発電所から発生する

固体状の放射性廃棄物であって，中性子線の作用によって放射化されたもの，

原子炉冷却材等で汚染されたもの又はその両方を含むものである。東海発電

所における汚染移行経路としては，気体が循環する原子炉冷却系と廃液が循

環する廃液系がある。 

放射性廃棄物の種類は，これらの汚染形態に応じて分類された金属類及び

コンクリート類がある。 

なお，コンクリート類は，コンクリートブロック及びコンクリートガラが

ある。 

これらの放射性廃棄物は，事業規則の別表第二の上欄に掲げる放射性物質

についての放射能濃度がそれぞれ同表の下欄に掲げる放射能濃度を超えない

ものであって，第八条第 1 項第二号イ，同条第 1 項第二号ロ（２）及び同条

第 3 項に定めるコンクリート等廃棄物の技術上の基準に適合するものである。

また，本施設における受入れ上の要件を踏まえ，以下の仕様を満たすもので

ある。 

（１）金属類及びコンクリートガラ 

廃棄物埋設地に埋設する放射性廃棄物のうち金属類及びコンクリートガ

ラは，鉄箱に収納し，鉄箱内に残る空隙部に砂を充塡したものであること。 

（２）コンクリートブロック 

廃棄物埋設地に埋設する放射性廃棄物のうちコンクリートブロックは，

難燃性のプラスチックシートによりこん包したものであること。 

（３）共通事項 

ａ．表面汚染密度限度 
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容器等の表面汚染密度がアルファ線を放出する放射性物質は   

0.4 Bq／cm２，アルファ線を放出しない放射性物質は 4 Bq／cm２を超え

ないものであること。 

ｂ．表面線量当量率 

300μSv／h を超えないものであること。 

 

３．２ 放射性廃棄物に含まれる主要な放射性物質の種類 

廃棄物埋設地に埋設する放射性廃棄物の種類は，東海発電所から発生する

固体状の放射性廃棄物であり，主要な放射性物質の種類は以下のとおりとす

る。 

・金属類    ：Ｈ－3，Ｃ－14，Ｃｌ－36，Ｃｏ－60，Ｓｒ－90， 

Ｃｓ－137，全 α 

・コンクリート類：Ｈ－3，Ｃ－14，Ｃｌ－36，Ｃａ－41，Ｃｏ－60， 

Ｓｒ－90，Ｃｓ－137，Ｅｕ－152，Ｅｕ－154，全 α 

 

３．３ 第二種廃棄物埋設の方法 

廃棄物埋設地において行う放射性廃棄物の埋設は，放射性廃棄物の定置，

土砂の充塡・覆土を繰り返して行い，それぞれ以下のとおり行う。 

なお，これらの作業は，事業所周辺の公衆，放射線業務従事者及び管理区

域以外の人が立ち入る場所に滞在する者の受ける外部放射線に係る線量の低

減を考慮しながら行う。 

（１）放射性廃棄物の定置 

放射性廃棄物の定置に先立ち，埋設する区画に雨水防止テントを設置し，

雨水等の浸入を防止する。なお，埋設する区画内に水が溜まっている場合

には排水を行う。 
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放射性廃棄物は，門型クレーンにより 1 体ずつ所定の位置に定置する。

定置は，1 区画 1 段ごとに行い，段数は 3 段とする。 

放射性廃棄物の定置に当たっては，金属類（アルミニウムを含む。）と

コンクリート類を同一の区画に定置しないものとする。また，表面線量当

量率が 10μSv／h を超える放射性廃棄物は，1 段目（最下段）に定置する。 

なお，コンクリート類の放射性廃棄物は，側部低透水性覆土の低透水性

に影響が生じないよう，側部低透水性覆土と離隔をとって定置する。 

放射性廃棄物の種類ごとの定置例を第 6.3.3-1 図及び第 6.3.3-2 図に示

す。 

（２）土砂の充塡・覆土 

放射性廃棄物を区画内に 1 段分の規定数定置後，放射性廃棄物間の間隙

及び放射性廃棄物と側部低透水性覆土又は仕切板間の間隙に充塡砂を充塡

するとともに，放射性廃棄物の上面には土砂を締固めながら 0.2 m 以上の

中間覆土を施工する。 

なお，側部低透水性覆土は各区画の西側埋設トレンチ又は東側埋設トレ

ンチの最外周に位置する側部に施工する。 

これを 2 段目まで繰り返し，3 段目となる最上段の放射性廃棄物の上面

については，土砂を締固めながら 0.5 m 以上の中間覆土を施工する。各区

画の最上段の中間覆土の設置後，最上段の中間覆土の上に基礎材の一部を

施工した後，基礎材のうち地上面より上の部分を設置するまでの間は，基

礎材の上部に表面遮水を設置する。 

西側埋設トレンチ又は東側埋設トレンチへの埋設が終了した後，表面遮

水を撤去し，基礎材のうち地上面より上の部分を施工し，基礎材の上に低

透水性覆土を施工するとともに，低透水性覆土の上部に遮水シートを設置

する。 
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なお，表面遮水を撤去した範囲については，最終覆土の完了までの間，

作業中の期間を除き，雨養生を設置する。 

西側埋設トレンチ又は東側埋設トレンチの遮水シート設置後，遮水シー

トの上部に最終覆土のうち排水層，フィルタ層，保護土層（下層）及び保

護土層（上層）を施工するとともに，最終覆土の表面に植生を行う。 

なお，最終覆土は，2.0 m 以上の厚さが確保されるように施工する。 

 

３．４ 廃止措置の開始までの段階的な管理の計画 

廃棄物埋設地は，廃止措置の開始までの段階的な管理を確実に行うため，

事業規則に基づく埋設保全区域を設定するとともに，放射性廃棄物の種類，

放射性廃棄物の受入れを開始した日及び全ての放射性廃棄物を埋設し，最終

覆土の施工が完了した（以下「埋設の終了」という。）日並びに保安のため

の注意事項を表示した立て札を設け，保全に関する措置を講じる。また，原

子炉等規制法に基づく保全の措置の終了時期を設定するとともに，放射線防

護の観点から敷地内の居住を禁止し，放射能の減衰に応じた第二種廃棄物埋

設についての保安のために講ずべき措置を行う。 

放射能の減衰に応じた第二種廃棄物埋設についての保安のために講ずべき

措置とは，本施設において，公衆の受ける線量を合理的に達成できる限り低

く抑えるため，埋設した放射性廃棄物の放射能が時間経過に伴い減衰するこ

とによって，生活環境に及ぼす影響が安全上支障のない状態になるまで，廃

棄物埋設地に設置したバリアの施工状況や放射能の減衰に応じて廃棄物埋設

地を段階的に管理することをいう。 

また，事業規則に基づき実施する定期的な評価等では，本施設の廃止措置

の認可を受ける日までの 10 年を超えない期間ごと及び放射能の減衰に応じ

た第二種廃棄物埋設についての保安のために講ずべき措置を変更しようとす
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るときに最新の技術的知見を踏まえて，核燃料物質等による放射線の被ばく

の管理に関する評価を行う。 

（１）埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から埋設の終了まで 

当該期間は，人工バリアにより廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出

を低減するとともに，天然バリアにより放射性物質の移動を抑制する段階

である。また，この段階では周辺監視区域境界付近における外部放射線に

係る線量の監視及び測定，本施設の巡視及び点検並びに地下水中の放射性

物質の濃度測定により廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出の状況を確

認する。 

この段階における保安のために必要な措置は，以下のとおりである。 

ａ．周辺監視区域及び埋設保全区域を設定する。 

ｂ．周辺監視区域境界付近における本施設からの直接ガンマ線及びスカイ

シャインガンマ線の線量並びに地下水中の放射性物質の濃度を監視及び

測定する。 

ｃ．廃棄物埋設地からの放射性物質の漏えいを監視し，異常な漏えいがあ

ったと認められた場合には，放射性物質の異常な漏えいを防止するため

に必要な措置を講じる。 

ｄ．定期的に本施設の巡視及び点検を行い，必要に応じて覆土及び表面遮

水を修復する。 

ｅ．定期的な評価等に必要なデータを取得するため，人工バリアの漏出低

減機能，天然バリアの放射性物質の移動を抑制する機能に影響を及ぼす

廃棄物埋設地及びその地下水の状況等を監視及び測定し，必要に応じて

廃棄物埋設地の保全に関する措置を講じる。 

（２）埋設の終了から廃止措置の開始まで 

当該期間は，継続して人工バリアにより廃棄物埋設地の外への放射性物
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質の漏出を低減するとともに，天然バリアにより放射性物質の移動を抑制

する段階である。 

この段階では引き続き事業所及びその境界付近における外部放射線に係

る線量の監視及び測定，本施設の巡視及び点検並びに地下水中の放射性物

質の濃度測定により廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出の状況を確認

する。 

この段階の終了予定時期は，廃棄物埋設地の保全に関する措置を必要と

しない状態に移行する時期とし，埋設の終了後 50 年程度とする。 

ここで「廃棄物埋設地の保全に関する措置を必要としない状態」とは，

次に掲げる各シナリオにおける廃止措置の開始後の評価結果が，それぞれ

の基準を満たすものであることをいう。 

・公衆が被ばくするまでの主要な放射性物質の経路について最も可能性

が高いものを選定し，人工バリア及び天然バリアの状態に係るパラメ

ータは最も可能性が高い設定とする自然事象シナリオ（以下「最も可

能性が高い自然事象シナリオ」という。）で評価される公衆の受ける

線量が 10μSv／y を超えないこと。 

・公衆が被ばくするまでの主要な放射性物質の経路について科学的に合

理的な範囲において最も厳しいものを選定し，人工バリア及び天然バ

リアの状態に係るパラメータは，科学的に合理的な範囲における組み

合わせのうち最も厳しい設定とする自然事象シナリオ（以下「最も厳

しい自然事象シナリオ」という。）で評価される公衆の受ける線量が

300μSv／y を超えないこと。 

・自然事象シナリオ以外の廃棄物埋設地の掘削を伴う土地利用を考慮し

たシナリオ(以下「人為事象シナリオ」という。)で評価される公衆

（廃棄物埋設地の掘削を行う者及び掘削された廃棄物埋設地の土地利
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用を行う者に限る。）の受ける線量が 300μSv／y を超えないこと。 

この段階における保安のために必要な措置は，以下のとおりである。 

ａ．埋設保全区域を継続して設定する。 

ｂ．周辺監視区域境界付近における本施設からの直接ガンマ線及びスカイ

シャインガンマ線の線量及び地下水中の放射性物質の濃度を監視及び測

定する。 

ｃ．廃棄物埋設地からの放射性物質の漏えいを監視し，異常な漏えいがあ

ったと認められた場合には，放射性物質の異常な漏えいを防止するため

に必要な措置を講じる。 

ｄ．定期的に本施設の巡視及び点検を行い，必要に応じて覆土を修復する。 

ｅ．周辺監視区域廃止後は，公衆が敷地内へ立ち入る可能性があるため，

放射線防護の観点から，地表面の掘削を制限する。また，周辺環境にお

ける本施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の線量を測

定し，公衆の受ける線量が，線量告示に定められた周辺監視区域外の線

量限度以下であることを確認する。 

なお，地下水中の放射性物質の濃度の監視及び測定においては，地下

水採取孔から地下水を定期的に採取し，地下水中の放射性物質の濃度を

測定し，線量告示に示されている周辺監視区域外における水中の濃度限

度以下であることを確認する。 

ｆ．定期的な評価等に必要なデータを取得するため，人工バリアの漏出低

減機能，天然バリア（廃棄物埋設地周辺の地盤）の廃棄物埋設地の外に

漏出した放射性物質の移動を抑制する機能に影響を及ぼす廃棄物埋設地

及びその地下水の状況等を監視及び測定し，必要に応じて廃棄物埋設地

の保全に関する措置を講じる。 
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３．５ 埋設保全区域 

埋設保全区域は，事業規則に基づき，廃棄物埋設地の保全のために特に管

理を必要とする場所であって，管理区域以外のものを埋設保全区域として定

める。埋設保全区域は，廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出の低減のた

め，保全を行う必要のある区域とする。 

なお，埋設保全区域を明らかに他の場所と区別するため，標識を設ける等

の措置を講じる。 

  



 

6－12 

４ 線量評価 

４．１ 基本的考え方 

平常時における廃棄物埋設地からの放射性物質の漏出に伴う公衆の受ける

線量が，本施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による事業

所周辺の線量並びに周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域の境界にお

ける水中の放射性物質の放出により公衆の受ける線量を含め，法令に定める

線量限度を超えないことはもとより，ＡＬＡＲＡの考えの下，50μSv／y 以

下となるようにする。 

廃止措置の開始後の評価においては，ＩＣＲＰ（1998）（１）に基づいて，

自然過程を考慮する自然事象シナリオ及び人間侵入を考慮する人為事象シナ

リオについて，本施設に起因して発生すると想定される公衆の受ける線量を

評価し，廃棄物埋設地の保全に関する措置を必要としない状態に移行する見

通しがあることを確認する。 

具体的には，最も可能性が高い自然事象シナリオで評価される公衆の受け

る線量が 10μSv／y を超えないこと，最も厳しい自然事象シナリオで評価さ

れる公衆の受ける線量が 300μSv／y を超えないこと及び人為事象シナリオ

で評価される公衆の受ける線量が 300μSv／y を超えないことを確認する。 

 

４．２ 廃止措置の開始までの平常時の評価 

４．２．１ 廃棄物埋設地からの放射性物質の漏出に伴う公衆の受ける線量評

価 

埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始までの間，廃棄

物埋設地の外への放射性物質の漏出により公衆の受ける線量が法令に定める

線量限度を超えないことはもとより，ＡＬＡＲＡの考え方の下，合理的に達

成できる限り十分に低いことを，段階的な管理の計画，本施設の設計，敷地
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及びその周辺の状況との関連において評価する。 

（１）廃止措置の開始までの平常時における本施設の状況と段階管理の内容 

廃止措置の開始までの平常時において，廃棄物埋設地から放射性物質が

生活環境へ移動し，公衆が受ける被ばく線量を評価するため、その前提と

なる本施設の状況と段階的な管理の内容を以下に整理する。 

放射性廃棄物の埋設は，放射性廃棄物の定置，土砂の充塡・覆土を繰り

返し行う。 

廃棄物埋設地は，廃止措置の開始までの段階的な管理を確実に行うため，

埋設保全区域を設定するとともに，段階的な管理を行い，放射線防護の観

点から敷地内の居住を禁止し，保安のために必要な措置を講ずる。 

廃止措置の開始までの段階的な管理の内容は以下のとおりである。 

ａ．埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から埋設の終了までの間 

当該期間は，人工バリアにより廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏

出を低減するとともに，天然バリアにより放射性物質の移動を抑制する。

放射性物質の異常な漏えいがないことを監視し，万一異常な漏えいが認

められた場合には，放射性物質の異常な漏えいを防止するため必要な措

置を講ずる。さらに，周辺監視区域を設定し，当該区域への公衆の立入

りを制限する。 

これらにより，廃棄物埋設地から放射性物質が生活環境へ移動するこ

と及び公衆が放射性廃棄物に接近することを十分防止できる。 

ｂ．埋設の終了から廃止措置の開始までの間 

当該期間は，継続して人工バリアにより廃棄物埋設地の外への放射性

物質の漏出を低減するとともに，天然バリアにより放射性物質の移動を

抑制する。引き続き，放射性物質の漏えいの状況を監視する。また，周

辺監視区域廃止後は公衆の敷地内への立入りは許容するが，放射線防護
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の観点から地表面の掘削の制限を行う。 

（２）廃棄物埋設地からの放射性物質の移動に関する評価 

廃棄物埋設地からの放射性物質の移動に関する評価対象は，地下水中の

放射性物質が移動する海での海産物の摂取に伴う内部被ばくとする。 

本評価対象は，埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開

始までの間において，埋設トレンチ内を浸透する浸透水中の放射性物質が

移動する海の海産物の摂取による内部被ばくであり，食生活が標準的であ

る人で，海産物を摂取する人を対象とする。 

（３）線量評価モデル 

廃棄物埋設地からの放射性物質の移動に関する評価対象とする線量評価

モデルは，廃棄物埋設地から漏出する放射性物質が，廃棄物埋設地直下の

地下水により海に流入するものとして設定する。海産物を摂取する場合の

内部被ばくの評価は，「４．３ 廃止措置の開始後の評価」の（1）式か

ら（16）式及び（21）式を用いて評価する。 

（４）線量評価パラメータ 

廃棄物埋設地から漏出する放射性物質の量の評価に当たっては，最終覆

土の完了直後から放射性物質の漏出が開始するとし，「４．３ 廃止措置

の開始後の評価」に示す最も可能性が高い自然事象シナリオに用いる線量

評価パラメータに基づいて評価するが，年間浸透水量については初期値に

固定した条件で行う。 

なお，最終覆土の設置完了直後の放射能量は，「４．３ 廃止措置の開

始後の評価 ４．３．１．６ 線量評価パラメータ」の第 6.4.3-16 表の

「放射性廃棄物受入れ時の放射性核種 i の放射能量」の値とし，最終覆土

の完了後の時間の経過による放射性物質の減衰を考慮する。その他の線量

評価パラメータは廃止措置の開始後の評価における最も可能性が高い自然
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事象シナリオの評価における海産物の摂取に伴う内部被ばくの評価で用い

る線量評価パラメータの値を用いる。 

 

４．２．２ 直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による被ばく評価 

本評価は，埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始まで

の間における廃棄物埋設地に埋設する放射性廃棄物に含まれる放射性物質か

らの外部被ばくであり，事業所周辺に居住する人を対象とする。 

（１）線量評価モデル 

廃棄物埋設地に埋設する放射性廃棄物に起因する公衆の受ける線量は，

操業条件及び工程を踏まえ，計算コードを用いて計算する。直接ガンマ線

及びスカイシャインガンマ線による線量の評価は，「発電用軽水型原子炉

施設の安全審査における一般公衆の線量評価について」を参考にする。 

廃棄物埋設地では，放射線源が平面的に広く分布するとともに，遮蔽状

況が放射性廃棄物の定置及び覆土の各状況によって変化する。そのため，

スカイシャインガンマ線量の計算は，埋設作業の状況による放射線源と線

量の計算地点の位置関係及び遮蔽状況を考慮して設定したモデルを用いる。 

放射性廃棄物の表面線量当量率は，埋設する放射性廃棄物の最大の表面

線量当量率である 300μSv／h を超えないこととする。また，直接ガンマ

線及びスカイシャインガンマ線による公衆の受ける線量の評価においては，

放射性廃棄物の表面線量当量率に応じてグループ（10μSv／h 以下（以下

「10μSv／h 廃棄物」という。）又は 10μSv／h を超え 300μSv／h 以下

（以下「300μSv／h 廃棄物」という。））分けを行い，グループごとの

代表の表面線量当量率から換算した放射能濃度を用いる。 

計算コードは，直接ガンマ線については点減衰核積分コードＱＡＤ－Ｃ

ＧＧＰ２Ｒ（以下「ＱＡＤ」という。）を，スカイシャインガンマ線につ
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いては一次元輸送計算コード（ＡＮＩＳＮ）及び一回散乱計算コードＧ３

３－ＧＰ２Ｒ（以下「Ｇ３３」という。）を組み合わせたものを用いる。 

これらの計算コードにより，線量の計算地点における線束密度を計算し，

ＩＣＲＰ（1996）（２）の線量換算係数を用いて空気吸収線量を計算後，公

衆の受ける線量を計算する。 

定置作業時の廃棄物埋設地上面からの公衆の受ける線量の計算に当たっ

ては，段ごとに中間覆土及び放射性廃棄物により放射線の放出が制限され

ることによる低減効果及び地形による遮蔽効果を考慮する。 

第 6.4.2-1 図に直接ガンマ線評価の計算モデルを，第 6.4.2-2 図にスカ

イシャインガンマ線評価（Ｇ３３）の計算モデルを,第 6.4.2-3 図にスカ

イシャインガンマ線評価（ＡＮＩＳＮ）における遮蔽条件を，第 6.4.2-1

表に計算地点までの距離及び標高の設定値を，第 6.4.2-2 表にスカイシャ

インガンマ線評価（ＡＮＩＳＮ）における遮蔽に係る状態設定を示す。 

（２）線量評価パラメータ 

直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による線量の評価は，放射性

廃棄物の表面線量当量率に基づき行う。 

放射性廃棄物の表面線量当量率は，放射性廃棄物の種類ごとに評価した

結果に応じてグループ分けした 10μSv／h 又は 300μSv／h とする。 

なお，ガンマ線を放出する放射性物質は，放射性廃棄物に含まれる放射

性物質のうちガンマ線エネルギーが高く，初期の放射能量が多いＣｏ－60

とする。 

評価の基礎となる放射性廃棄物の数量は，埋設作業工程に応じた年間埋

設個数とする。さらに，埋設作業工程は，放射性廃棄物の定置，覆土等の

作業を考慮して設定する。 

なお，放射性物質の減衰及び廃棄物埋設地からの漏出による放射線量の
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減少は考慮しない。 

本施設の外部被ばく線量の計算に用いる前提条件及び主要なパラメータ

を第 6.4.2-3 表及び第 6.4.2-4 表に示す。 

 

４．２．３ 線量評価結果 

直接ガンマ線の評価結果を第 6.4.2-5 表に，スカイシャインガンマ線の評

価結果を第 6.4.2-6 表に，平常時に公衆が受ける被ばく線量の評価結果を第

6.4.2-7 表に示す。 

埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始までの間におけ

る地下水中の放射性物質が移動する海での海産物の摂取に伴う内部被ばく線

量は約 2.3×10－２μSv／y である。 

また，本施設に埋設する放射性廃棄物中に含まれる放射性物質によって敷

地境界付近における公衆の受ける外部被ばく線量の最大値は，埋設する放射

性廃棄物の受入れの開始から全区画の最上段中間覆土完了までの間において

は約 3.8×10１μSv／y，全区画の最上段中間覆土完了から廃止措置の開始ま

での間においては約 1.1×10１μSv／y である。 

なお，この期間における周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域の境

界における水中の放射性物質の放出により公衆の受ける線量については，本

施設は廃棄施設を設置しないことから，考慮する必要はない。 

埋設の終了から廃止措置の開始までの間は，十分な厚さの最終覆土がある

ため，周辺監視区域の廃止後に敷地内へ立ち入る人を考慮しても外部被ばく

線量影響は無視できる。 

以上から，埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始まで

の間における公衆の受ける合計線量は，埋設中の区画からの寄与を考慮して

最大約 3.8×10１μSv／yとなり，本施設は，法令に定める線量限度を超えな
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いことはもとより，公衆に対して合理的に達成できる限り十分に低い線量と

なる施設の設計となっている。 

 

４．３ 廃止措置の開始後の評価 

廃棄物埋設地の保全に関する措置を必要としない状態に移行する見通しが

あることを確認するため，最も可能性が高い自然事象シナリオで評価される

公衆の受ける線量が 10μSv／y を超えないこと，最も厳しい自然事象シナリ

オで評価される公衆の受ける線量が 300μSv／y を超えないこと及び人為事

象シナリオで評価される公衆の受ける線量が 300μSv／y を超えないことを

確認する。 

評価の対象とする期間は，廃止措置の開始後 1,000 年を越え，評価する線

量の最大値が出現するまでの期間とする。ただし，線量評価の最大値の出現

が廃止措置の開始後 1,000 年を超えない場合にあっては，評価する核種の全

ての線量の最大値が出現するまでの期間（最短で廃止措置の開始後 1,000 年）

又は 1 万年程度までの期間のいずれか短い期間とすることを考慮して，廃止

措置の開始後 1 万年程度までとする。 

また，廃棄物埋設地等の状態の設定を行う将来の期間は，廃止措置の開始

後 1,000 年が経過するまでの期間とし，線量評価においては，覆土完了時点

において廃棄物埋設地及びその周辺環境は 1,000 年後の状態になるものとし，

その状態が継続するものとする。廃棄物埋設地に設置した人工バリアの状態

は，経過年数に応じた状態設定を行う。 

評価に当たっては，「添付書類三 ２ 地盤，地質」，「添付書類三 ３ 

水理」及び「添付書類三 ５ 社会環境」に関する廃棄物埋設地の敷地及び

その周辺に係る過去の記録や現地調査等の最新の科学的・技術的知見に基づ

き，人工バリア及び天然バリアの状態の変化，被ばく経路等に影響を与える
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自然現象及び土地利用による人間活動を考慮して，人工バリア及び天然バリ

アの状態の変化に関する要素を体系的に収集・分析し，評価すべきシナリオ

を設定する。 

 

４．３．１ 自然事象シナリオ 

自然事象シナリオでは，以下に示す自然事象による廃棄物埋設地からの放

射性物質の移動及び公衆の受ける線量を評価する。 

廃棄物埋設地に埋設する放射性廃棄物に含まれる放射性物質は，埋設トレ

ンチに浸透する雨水等が地下水を介して，人の活動する領域に到達し，放射

性物質を含んだ水及び土地を利用した様々な生産活動，生産物の摂取等の人

間活動により，公衆が被ばくすることが想定される。人が活動する領域のう

ち，放射性物質が到達する領域で，一般的な水の利用と土地の利用が想定さ

れる範囲における人間活動の状況を生活環境という。 

廃止措置の開始後の公衆の受ける線量の評価に当たっては，自然現象によ

る変化を考慮した敷地周辺の将来の地質環境，気象環境及び水理環境（以下

「地質環境等」という。）の状態，廃棄物埋設地の状態及び公衆の生活環境

の状態を設定する。将来の地質環境等については，プレート運動，気候変動

等による敷地周辺の環境を設定する。将来の廃棄物埋設地の状態については，

廃棄物埋設地における人工バリア及び天然バリアを構成する材料（以下「バ

リア材料」という。）の物理的・化学的性質（以下「物性」という。）の自

然現象による変化を考慮して，人工バリア及び天然バリアが有する放射性物

質の移動抑制機能（以下「バリア機能」という。）の状態を設定する。バリ

ア材料については，廃止措置の開始後に想定される本施設の環境状態を踏ま

え，線量評価においてバリア機能として考慮するものを対象としており，放

射性物質の移動経路における天然バリアとして，本施設周辺の地盤を含めて
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いる。バリア機能の状態の設定に当たっては，バリア材料の物性に影響する

可能性のある事象を抽出・選定し，分析した結果を説明する。将来の公衆の

生活環境については，ＩＣＲＰ（1998）（１）及びＩＣＲＰ（2006）（３）の考

え方を参考に，廃棄物埋設地に起因して被ばくを受けると合理的に想定され

る集団を代表する個人（以下「評価対象個人」という。）及び評価対象個人

の時間の過ごし方等の人間活動の程度（以下「生活様式」という。）を設定

する。 

ここで，地質環境等と将来の廃棄物埋設地の状態に関しては，自然現象で

あることから，過去の記録や現地調査等の最新の科学的・技術的知見に基づ

き合理的に設定する。将来の公衆の生活環境の状態に関しては，ＩＣＲＰ

（1998）（１）を踏まえて，現在の生活様式が将来も継続すると仮定する。 

最も可能性が高い自然事象シナリオは，平均的な被ばくを受けると想定さ

れる評価対象個人の線量が低く抑えられていることを確認するため，科学的

に合理的と考えられる範囲の廃棄物埋設地の人工バリアや天然バリアの状態

及び生活環境における被ばくに至る経路の組合せのうち，最も可能性が高い

と考えられる線量評価パラメータを用いて評価する。本シナリオの評価に当

たって，地質環境等は，公衆の受ける線量が現実的な値となるように，デー

タの不確かさ（変動幅）を踏まえて，気温，降水量等を現実的（平均値等の

代表性が高い値）に設定する。 

将来の廃棄物埋設地の状態も同様に，公衆の受ける線量が現実的な値とな

るようにデータの不確かさ（変動幅）を踏まえて，バリア材料の物性である

低透水性及び収着性を定量的に示すものとして透水係数，収着分配係数等を

現実的（平均値等の代表性が高い値）に設定する。 

生活様式については，現在の生活様式を考えて現実的でもっともらしい仮

定に基づいて設定する。また，人間活動に係る線量評価パラメータ設定は，
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統計等に基づき現実的な値を設定するものとし，当該線量評価パラメータを

統計等に基づいて設定することが困難な場合は，当該線量評価パラメータの

特性を踏まえて現実的と考えられる値を用いることを原則とする。 

最も厳しい自然事象シナリオは，最大の被ばくを受けると想定される評価

対象個人の線量であっても，著しい被ばくを受けないことを確認するため，

科学的に合理的と考えられる範囲の廃棄物埋設地の人工バリアと天然バリア

の状態及び生活環境における被ばくに至る経路の組合せのうち，最も厳しい

線量評価パラメータを用いて評価する。本シナリオの評価に当たって，地質

環境等は，公衆の受ける線量が大きく厳しくなるようにデータの不確かさ

（変動幅）を踏まえて，気温，降水量等を保守的に設定する。将来の廃棄物

埋設地の状態も同様に，公衆の受ける線量が大きく厳しくなるようにデータ

の不確かさ（変動幅）を踏まえて，バリア材料の物性である低透水性及び収

着性を定量的に示すものとして透水係数，収着分配係数等を保守的に設定す

る。将来の公衆の生活様式については，現在の生活様式を考えて合理的に保

守的でもっともらしい仮定に基づいて設定する。また，人間活動に係る線量

評価パラメータ設定は，統計等に基づき保守的な値を設定するものとし，当

該線量評価パラメータを統計等に基づいて設定することが困難な場合は，線

量が最も厳しくなる保守的な値を用いる。 

 

４．３．１．１ 地質環境等の状態設定 

廃棄物埋設地の地下の環境は，自然現象の影響を受け難いことから，地上

に比べ安定である。しかし，長期的な観点でみると，プレート運動及び気候

変動に関する自然現象によって，廃棄物埋設地を取り巻く地質環境等は有意

に変化することが予測される。このため，地質環境等の状態設定として，自

然現象による変化を考慮して，敷地周辺の将来の地質環境等の状態を設定す
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る。 

地質環境等の状態設定に係る長期変動事象について，「プレート運動に起

因する事象」，「気候変動に起因する事象」及び「プレート運動と気候変動

の両者に起因する事象」に区分する（４）。区分した各事象については，プレ

ート運動や気候変動が過去から現在までの変動傾向とその要因が今後も継続

するとみなし，それらを外挿して状態設定を行う。 

（１）プレート運動に起因する事象 

日本周辺には，大陸プレートであるユーラシアプレート及び北米プレー

ト並びに海洋プレートであるフィリピン海プレート及び太平洋プレートが

あり，大陸プレートの下に海洋プレートが沈み込んでいる。廃棄物埋設地

は北米プレートに位置し，東側から太平洋プレートが沈み込むことで，お

おむね東西方向の圧縮の力が生じている。 

将来の日本列島周辺のプレート運動については，今後数十万年から数百

万年程度継続すると考えられる（４）～（７）。したがって，状態設定におい

ては，現在のプレート運動が継続するものとして設定する。 

プレート運動に起因する事象には「地震」，「津波」及び「隆起・沈降」

があげられる。 

ａ．地震 

地震によって建物等に被害が発生するのは震度 5 弱（1996 年以前は

震度Ⅴ）程度以上であるとされている（８）。敷地周辺で震度 5 弱（震度

Ⅴ）程度以上であったと推定される地震は，1895 年霞ヶ浦付近の地震，

1923 年関東大地震，1930 年那珂川下流域の地震，1938 年塩屋崎沖の地

震，1938 年鹿島灘の地震，1938 年福島県東方沖地震，2011 年東北地方

太平洋沖地震の本震及び同日 15 時 15 分に発生した余震，818 年関東諸

国の地震，1677 年磐城・常陸・安房・上総・下総の地震，1896 年鹿島
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灘の地震及び 1921 年茨城県龍ヶ崎付近の地震である。 

放射性廃棄物内に微小な空隙が残存する場合には，地震によって生じ

る応力及び振動により埋設した放射性廃棄物が含まれる部分（以下「廃

棄物層」という。）が沈下することで廃棄物埋設地に陥没が生じ，側部

低透水性覆土，低透水性覆土及び遮水シートの低透水性に影響する可能

性があるため，廃棄物埋設地の状態設定において地震の力学的影響を考

慮する。 

震度 5 弱程度以上の地震時において，敷地内の観測孔で地下水位の変

動が確認されている（第6.4.3-1図参照）。観測結果によると，2011年

東北地方太平洋沖地震では地下水位の変動は小さく，季節変動に内包さ

れる程度であった。また，廃棄物埋設地の底面レベル（T.P.＋4.0 m）

を上回る水位は観測されていない。したがって，地震活動による水理的

影響は小さく，一時的なものであることから，地震の水理的影響は考慮

しない。 

ｂ．津波 

廃棄物埋設地は T.P.約＋8 m にあり津波により冠水することはない。

また，海及び河川から取水する設備もない。ただし，津波によって，海

水が廃棄物埋設地周辺に流入することで，地下水の化学特性に一時的に

影響する可能性があるため，廃棄物埋設地の状態設定において津波の化

学的影響を考慮する。 

ｃ．隆起・沈降 

隆起・沈降は廃棄物埋設地を直接損傷させることはないが，隆起・沈

降により，河川の河口での海水準が変化し，河食の侵食基準面が変化す

ることにより，河食に影響する可能性があることから，将来の隆起・沈

降量を設定する。 
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敷地周辺には，過去約 30 万年間に形成された複数の海成段丘面が分

布することから，少なくとも同期間において大局的には隆起域と考えら

れる。したがって，敷地周辺では将来も隆起運動が継続すると想定し，

状態設定として隆起量を設定する。 

小池・町田（2001）（９）から，敷地周辺（日立地域～那珂湊南地域）

の段丘面旧汀線高度のデータに基づく過去約 30 万年間の敷地周辺の隆

起量を第 6.4.3-2 図に示す。 

最も可能性が高い設定においては，敷地周辺における段丘面の標高と

年代から推定される隆起速度の平均値から計算すると 4.0 m／万年であ

ることから，1,000 年後の隆起量は，0.40 m とする。 

敷地周辺の隆起速度は，2.8 m／万年～5.1 m／万年の範囲となるため，

敷地周辺の隆起速度のばらつきを考慮し，隆起速度が最も大きい  

5.1 m／万年を用いて保守的に 5.5 m／万年を最も厳しい設定とする。

このため，1,000 年後の隆起量は，0.55 m とする。 

隆起・沈降の状態設定結果を第 6.4.3-1 表に示す。 

（２）気候変動に起因する事象 

気候変動は，数十万年前から現在まで約 8 万年周期から約 12 万年周期

で氷期と間氷期を繰り返していることから（１０），（１１），大局的には将来

もこの周期の気候変動を繰り返すと考えられる。過去の気候変動の傾向か

ら，今後氷期へ向かうと考えられることから（１２）～（１４），将来は寒冷化

すると予測される。一方で，人間活動に伴う温室効果ガス排出により，温

暖化が進行する可能性があるとする報告や，現在の温室効果ガス濃度を基

準として，炭素循環のメカニズムを仮定した気候シミュレーションにより，

将来 5 万年程度は温暖期が継続する可能性があるとする報告も     

ある（１０），（１５）～（２０）。 
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以上より気候変動に起因する事象に係る長期変動事象の状態設定につい

ては，過去の気候変動と同様に現在から寒冷化に向かう場合（以下「寒冷

化ケース」という。）と温暖期が数万年程度継続する場合（以下「温暖期

継続ケース」という。）の 2 ケースに大別し，これらの 2 ケースについて，

それぞれ「気温」，「降水量」，「地下水流動」，「蒸発散量」，「かん

養量」及び「海水準変動」を考慮する。 

ａ．気温 

気温変化は，廃棄物埋設地を直接損傷させることはないが，気温の変

化に伴い降水量，地下水流動及び蒸発散量に影響する可能性があること

から，将来の気温を設定する。 

気温の状態設定結果を第 6.4.3-2 表に示す。 

将来の気温変化については，南極氷床コアの水素同位体比を用いた過

去の気温の推定に関する知見（１０），（１５）及び人間活動による温室効果

ガス濃度を考慮した気温変動予測結果に基づいて設定する。 

（a） 寒冷化ケースにおける気温設定 

寒冷化ケースにおいては，氷期最盛期の年平均気温から求めた気

温変動割合を用いて将来の気温を設定する。 

氷期最盛期に至るまでの気温変化については，過去約 45 万年間

の連続的なデータが取得されている南極氷床コアの水素同位体  

比（１０）に基づいて整理された年平均気温の変化量の変動グラフを

用いて設定する。 

将来の気温の変動曲線を第 6.4.3-3 図及び第 6.4.3-4 図に示す。

第 6.4.3-3 図から，最も可能性が高い設定では約 8 万年後に氷期最

盛期になると想定する。また，第 6.4.3-4 図から，最も厳しい設定

では約 6 万年後に氷期最盛期になると想定する。 
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吉田他（2011）（２１）及び松末他（2000）（２２）に基づき，廃棄物

埋設地が亜寒帯針葉樹林群衆と冷温帯～亜寒帯針葉樹林群衆の境界

付近であると想定し，亜寒帯針葉樹林群集と冷温帯～亜寒帯針葉樹

林群集の閾値である暖かさの指数 46（月・℃）を用いて最終氷期

最盛期の年平均気温を推定すると，3.6℃であった（第 6.4.3-5 図

参照）。このことから，将来の寒冷化ケースの年平均気温の最も可

能性が高い設定は 4℃とする。 

将来の氷期最盛期の年平均気温の最も厳しい設定は，松末他

（2000）（２２）における現在と過去の氷河期の気温差の最大値が約

13℃であったことから，敷地周辺における 1991 年～2020 年の年平

均気温の最低値である 13℃から現在と過去の氷期の気温差の最大

値 13℃を低下させると 0℃となる。しかし，氷期最盛期は主な評価

対象期間より 1 万年以上先であること，降水量の状態設定において

は気温と降水量の相関関係の不確かさを考慮することから，最も可

能性が高い設定の気温である 4℃と設定する。 

上記の現在及び氷期最盛期の気温並びに気温の変動曲線を踏まえ，

最も可能性が高い設定及び最も厳しい設定において，寒冷化ケース

における 1,000 年後の気温を 13℃と設定する。 

（b） 温暖期継続ケースにおける気温設定 

温暖期継続ケースにおいては，初期に人間活動により温度が上昇

し，その後一定となり，温暖期がその後継続すると想定する。 

核燃料サイクル開発機構（1999）（２３）では，日本海側及び中日

本気候区の例で 6,000 年前頃には，＋2℃～＋3℃に達したとされて

いる。また，ＩＰＣＣ（2021）（１８）にて，「温室効果ガスの抑制

のための気候政策を導入するが，2030 年までの各国の自国決定貢
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献（ＮＤＣ）の排出量の上限とするシナリオ（SSP2－4.5）」では，

最良推定値が2.7℃である。よって，過去30年間の敷地周辺の年平

均気温である 14℃に，気温の上昇値として保守的に 3℃を加えた

17℃を最も可能性が高い設定とする。 

また，最も厳しい設定においては，かん養量の観点から保守的と

なるよう，気温変動の不確かさと気温と降水量の相関性の不確かさ

を踏まえて設定する。 

気温変動の不確かさを考慮する場合，「温室効果ガスの抑制のた

めの気候政策を導入するが，2030 年までの各国の自国決定貢献

（ＮＤＣ）の排出量の上限とするシナリオ（SSP2-4.5）」（ＩＰＣ

Ｃ（2021）（１８））において最高値が 3.5℃であるため，1,000 年後

の気温の上昇値を保守的に4℃とし，過去30年間の水戸地方気象台

の年平均気温である 14℃に気温上昇 4℃を加えると 18℃となる。 

しかし，降水量の設定で後述するように，気温と降水量の相関性

の不確かさを考慮した方がかん養量は多くなる。このため，気温の

状態設定においては，気温変動の不確かさは考慮せず，最も可能性

が高い設定と同様に 17℃とする。 

ｂ．降水量 

降水量の変化は廃棄物埋設地を直接損傷させることはないが，降水量

の変化により，地下水流動及びかん養量に影響する可能性があることか

ら，将来の降水量を設定する。 

降水量の状態設定結果を第 6.4.3-3 表に示す。 

気温と降水量との関係には，正の相関がある（２４）。また，地形等の

気候因子も降水量と相関がある。したがって，敷地周辺と地形等が類似

した地点のデータを用いることで，その影響を除けば，気温と降水量と
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の相関関係が求められる。そこで，将来の降水量の設定に当たっては，

敷地周辺と気候因子が類似する地点の気温と降水量の関係に基づき，将

来の気温に対応する降水量を設定する。将来の気温は，「ａ．気温」で

設定した気温を用いる。 

敷地周辺の水戸地方気象台と気候因子が類似する地点の現在の気温と

降水量の関係を求める。 

気候因子が類似する地点の判断に使用した項目は以下のとおりである。 

・東日本の太平洋側からオホーツク海側に位置すること。 

・アリソフの気候区分が寒帯～温帯であること。 

・陸度（半径 50 km 円内の陸域の占める割合）が 1／10～9／10 であ

ること。 

・開放度（半径 15 km 円内で対象地点より標高が 200 m 以上高い範囲

を除く角度）が 240°～360°であること。 

上記条件で抽出された 41 地点の年平均気温と年降水量を整理したも

のを第6.4.3-4表に示す。また，41地点の年平均気温と年降水量の関係

を指数回帰式で表したものを第 6.4.3-6 図に示す。 

最も可能性が高い設定においては，第 6.4.3-6 図の中央の近似曲線の

指数回帰式を用いて降水量を設定する。 

最も厳しい設定においては，気温と降水量の関係のばらつきを考慮し，

寒冷化ケースにおいては希釈水量が少なくなるように，気温と降水量の

下限値（第 6.4.3-6 図の下側の近似曲線）の指数回帰式を，また，温暖

期継続ケースではかん養量が多くなるように気温と降水量の上限値（第

6.4.3-6 図の上側の近似曲線）の指数回帰式を，それぞれ用いて設定す

る。 

ｃ．地下水流動 
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地下水流動は廃棄物埋設地を直接損傷させることはないが，地下水流

動の変化に伴い地下水流速に影響する可能性がある。地下水流速は，廃

棄物埋設地から漏出した放射性物質の地下水での希釈水量に関係し，希

釈水量は被ばく線量評価に影響する。このため，将来の地下水位，動水

勾配及び地下水流速を設定する。地下水位が動水勾配の設定に用いられ，

動水勾配から地下水流速を設定する。 

地下水位，動水勾配及び地下水流速は希釈水量に関連しており，降水

量が少ない方が希釈水量も少なくなるため保守的となる。したがって，

地下水位，動水勾配及び地下水流速の設定値は，寒冷化ケースを状態設

定の対象とする。 

（a） 地下水位 

過去の記録に基づき，12 ヶ月間の降水量と廃棄物埋設地直下の

平均地下水位の相関式を設定する。将来の廃棄物埋設地の地下水位

は，設定した相関に基づき，「ｂ．降水量」で設定した将来の降水

量を用いて設定する（第 6.4.3-5 表参照）。 

（b） 動水勾配 

廃棄物埋設地直下の平均地下水位と，廃棄物埋設地の上流と下流

の地下水位から算出した年平均動水勾配の相関を設定する。将来の

動水勾配は，設定した相関に基づき，「（a） 地下水位」で設定

した将来の地下水位を用いて設定する（第 6.4.3-5 表参照）。 

（c） 地下水流速 

将来の地下水流速は，「（b） 動水勾配」にて算出した動水勾

配に，廃棄物埋設地近傍で行った揚水試験で得られた透水係数を用

いて，ダルシー流速を算出することで設定する（第 6.4.3-5 表参

照)。 
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ｄ．蒸発散量 

蒸発散量は，かん養量の設定に必要となるため設定する。 

（a） 蒸発散量の設定に関する考え方 

「ｂ．降水量」に示す敷地周辺と気候因子が類似した 41 地点の

年平均気温から可能蒸発散量を計算し，実蒸発散量と可能蒸発散量

の比 0.6 を用いて，41 地点の年平均気温と蒸発散量の関係を得た

（第 6.4.3-7 図参照）。ここで，蒸発散量の計算に使用する気温は，

「ａ．気温」の状態設定値から設定する。 

41 地点の年平均気温と蒸発散量の関係は，ソーンスウェイ  

ト法（２５）を用いて可能蒸発散量を算出し，上記で求めた実蒸発散

量と可能蒸発散量の比 0.6 を考慮した蒸発散量を用いて作成する。

将来の蒸発散量は，この関係から，最も可能性が高い設定又は最も

厳しい設定の気温を用いて設定する。 

（b） 蒸発散量の設定 

かん養量が多くなると廃棄物埋設地からの放射性物質の漏出量が

増加するため，かん養量が多くなるように温暖期継続ケースの状態

設定を行う。 

蒸発散量の状態設定結果を第 6.4.3-6 表に示す。 

ｅ．かん養量 

かん養量の変化は廃棄物埋設地を直接損傷させることはないが，かん

養量が変化すると廃棄物埋設地への浸透水量の変化に伴い廃棄物埋設地

からの放射性物質の漏出量に影響する可能性があることから，将来のか

ん養量を設定する。なお，廃棄物埋設地のかん養量に相当する年間浸透

水量については，線量評価パラメータの設定において，蒸発散量及び表

面流出率を考慮して別途設定する。 
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（a） かん養量の設定に関する考え方 

かん養量は次式にて設定する。 

かん養量（mm）＝降水量（mm）－蒸発散量（mm） 

－表面流出量（mm） 

ここで，降水量は，「ｂ．降水量」で設定した値を用いる。蒸発

散量は，「ｄ．蒸発散量」で設定した値を用いる。表面流出量は，

降水量に流出係数（0.50）を乗じて算出する。 

（b） かん養量の状態設定 

「４．３．１．５ 線量評価モデル」で設定する年間浸透水量に

ついては，かん養量が多くなると廃棄物埋設地からの放射性物質の

漏出量が増加するため，かん養量が多くなるように温暖期継続ケー

スの状態設定を行う。 

かん養量の状態設定結果を第 6.4.3-7 表に示す。 

ｆ．海水準変動 

海水準変動は，廃棄物埋設地を直接損傷させることはないが，海水準

変動が生じると，敷地周辺における河川及び海の分布域が変化し，将来

の人の生活環境及び生活様式に影響を及ぼすことが想定される。また，

海水準変動により侵食基準面が変化することにより，河食に影響する可

能性があることから，海水準の変動量を設定する。 

海水準は低下量が大きく，低下時期が早いほど，侵食基準面が変化す

ることによる河食への影響の観点から保守的な設定となるため，海水準

が低下する寒冷化ケースを状態設定の対象とする。 

世界的な海水準変動は，気候変動に伴う大陸氷床の拡大・縮小に伴っ

て生じる現象と考えられており，過去の海水準変動は気候変動と同様に，

約 8 万年周期から約 12 万年周期で低海水準期と高海水準期を繰り返し
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ている（２６）。 

したがって，海水準変動の長期変動状態の設定のうち，寒冷化ケース

における将来の氷期最盛期に至るまでの海水準変動は，気温変動と同様

に，過去約 45 万年間の低海水準期と高海水準期の平均値及び変動幅を

考慮して設定する。 

第 6.4.3-8 図及び第 6.4.3-9 図に将来の海水準の変動曲線（最も可能

性が高い設定）及び将来の海水準の変動曲線（最も厳しい設定）を示す。 

海水準変動の状態設定結果を第 6.4.3-8 表に示す。 

（３）プレート運動と気候変動の両者に起因する事象 

プレート運動と気候変動の両者に起因する事象は「侵食」がある。 

ａ．侵食 

侵食作用が継続することによる廃棄物埋設地の侵食に伴う放射性廃棄

物の地表接近並びに海水及び河川水による影響の可能性がある。 

核燃料サイクル開発機構（1999）（２３）によれば，侵食は雨食，河食，

氷食，風食，沿岸部における沿岸流と波浪等による侵食（以下「海食」

という。）に区分される。また，流出土砂量から推定される河川流域の

侵食速度のように，ある広がりをもつ地域全体の平均的な削剥量（以下

「面的侵食」という。）としてとらえられる場合と，河川の下刻のよう

に流路が選択的に掘り下げられる場合（線的侵食）がある。これらを踏

まえて，廃棄物埋設地に影響を及ぼす可能性のある侵食作用について整

理する。 

廃棄物埋設地に影響を及ぼす可能性のある侵食は，敷地周辺の面的侵

食，河食，海食及び廃棄物埋設地の侵食が想定される。 

（a） 敷地周辺の面的侵食 

藤原他（1999）（２７）によれば，敷地周辺の面的侵食による侵食
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速度は 0.1 mm／年以下とされており（第 6.4.3-10 図参照），1,000

年後の状態設定において放射性廃棄物の地表接近への影響は小さく，

廃棄物埋設地に大きな影響を及ぼさないと想定される。以上より敷

地周辺の面的侵食は考慮しない。 

（b） 河食 

廃棄物埋設地の北側約 1.2 km には久慈川が西から東へ流れてお

り，この久慈川の河食による影響を検討する。 

将来，寒冷化により海水準が低下した場合，それに伴い現在の久

慈川の位置において，河川の下方侵食（下刻）及び側方侵食が想定

される。 

下方侵食は相対海水準低下に伴い侵食基準面が低下するため，海

水準の低下量分だけ下方侵食が進行すると想定される。 

側方侵食については，久慈川の下方侵食に伴い，河川端から切土

に対するのり面勾配で側方侵食が進行すると想定される。久慈川の

下流付近の地層は粘性土，砂質シルト，シルト質細砂，細砂が互層

となっている。久慈川の下流付近の地層に相当する土質である粘性

土，砂質土，砂について，切土に対する標準のり面勾配は，日本道

路協会（2009）（２８）より 1：0.8～1：1.5 程度であることから，平

均的なのり面勾配として 1：1.2 で側方侵食による斜面が形成され

ると設定する。 

1,000 年後の状態設定において，海水準低下量の最も厳しい設定

は－9.0 m（「第 6.4.3-8 表」参照）であり，また，隆起・沈降を

考慮した侵食基準面の低下は 0.55 m であるため，久慈川の下方侵

食量は 9.55 m となる。側方侵食の範囲は，下方侵食 9.55 m におけ

るのり面勾配 1：1.2 の斜面が地形面と交差する地点までであり，
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側方侵食量は 20 m 程度となる（第 6.4.3-11 図参照）。久慈川から

廃棄物埋設地までは約 1,200 m あるため，20 m 程度の側方侵食を考

慮しても廃棄物埋設地まで河食は到達せず，埋設した放射性廃棄物

への河川水の影響はない。 

以上より，河食は考慮しない。 

（c） 海食 

廃棄物埋設地の東側約 0.4 km に海岸があるため，海食による影

響を検討する。 

廃棄物埋設地の東方の汀線付近においては，消波ブロックが設置

され，さらに陸側は護岸になっており，侵食防止が施されている。 

空中写真より，1947 年（昭和 22 年）から 2021 年（令和 3年）ま

での 74 年間において，廃棄物埋設地の東方の海岸線は大きく変化

していない（第 6.4.3-12 図参照）。また，地形図より，1960 年

（昭和 35 年）から 2021 年（令和 3 年）までの 61 年間において，

廃 棄 物 埋 設 地 の 東 方 の 海 岸 線 は 大 き く 変 化 し て い な い     

（第 6.4.3-13 図参照）。久慈川河口の南側付近には砂浜の堆積が

見られるものの，地形図及び航空写真より廃棄物埋設地の東方の海

岸線への影響はない。 

茨城県（2016）（２９）によれば，茨城沿岸では河川からの土砂供

給の減少や沿岸開発に伴う大規模構造物の設置による沿岸漂砂の不

均衡などの要因で侵食傾向にあるとされている。また，茨城沿岸で

発生している侵食は，ダムなどによる河川からの土砂供給の減少，

過去の砂利採取，大規模構造物の遮蔽域への砂の移動，沿岸漂砂の

遮断，港内浚渫等のメカニズムが原因と考えられている。東海村の

海岸は，長期的な汀線の後退傾向（1 m／年程度以上）を示す区間
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外であり（第 6.4.3-14 図参照），また，一般公共海岸区域（海岸

保全区域外）となっており，海岸保全施設の整備計画はされていな

い。 

以上より，過去（60 年～70 年前）から現在において廃棄物埋設

地東方の海岸線は海食による影響がなく，埋設した放射性廃棄物へ

の将来の海水の影響は想定されないことから，海食は考慮しない。 

（d） 廃棄物埋設地の侵食 

廃棄物埋設地においては雨水等による侵食の影響を検討する。 

侵 食 は 主 に 面 状 侵 食 ， リ ル 侵 食 ， ガ リ 侵 食 に 分 類 さ れ     

る（３０），（３１）。 

面状侵食は，雨滴が地表面に直接落下する際に地表の土粒子が剥

離し，地表層を薄く一様に流れる表面流水により，地表面全体が均

一に侵食されるものである。リル侵食は，降水量が地表面の浸透能

力を上回った場合に流水が発生し，水が流れる部分が集中して斜面

を洗堀するものである。ガリ侵食は，リル侵食によって形成された

洗堀部分の流量が増え，複数のリルが集約されて大きなガリに発展

するものである。 

面状侵食，リル侵食及びガリ侵食により低透水性覆土及び遮水シ

ートの低透水性に影響する可能性があるため，廃棄物埋設地の状態

設定において侵食の力学的影響を考慮する。 

（４）その他の事象 

その他の事象には「地すべり」，「コロイド」及び「有機物」がある。 

ａ．地すべり 

地すべりにより低透水性覆土及び遮水シートの低透水性に影響する可

能性があるため，廃棄物埋設地の状態設定において地すべりの力学的影
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響を考慮する。 

ｂ．コロイド 

コロイドの生成により廃棄物埋設地の周辺の地盤（ｄｕ層）の収着性

に影響する可能性があるため，廃棄物埋設地の状態設定においてコロイ

ドの化学的影響を考慮する。  

ｃ．有機物 

有機物により廃棄物埋設地の周辺の地盤（ｄｕ層）の収着性に影響す

る可能性があるため，廃棄物埋設地の状態設定において有機物の化学的

影響を考慮する。 

 

４．３．１．２ 廃棄物埋設地の状態設定 

廃止措置の開始後の評価においては，廃棄物埋設地におけるバリア材料の

物性への自然現象による変化を考慮したバリア機能に着目し，廃棄物埋設地

の状態を設定する。なお，バリア材料については，廃止措置の開始後に想定

される本施設の環境状態を踏まえ，線量評価においてバリア機能として考慮

するものを対象としており，放射性物質の移動経路における天然バリアとし

て，本施設周辺の地盤を含めている。 

廃止措置の開始後は，人工バリアである側部低透水性覆土，低透水性覆土

及び遮水シートにより，放射性廃棄物を埋設した埋設トレンチ内への雨水等

による水の浸入を抑制する。また，天然バリアである本施設周辺の地盤 

（ｄｕ層及び帯水層）による放射性物質の収着によって，廃棄物埋設地から

漏出した放射性物質の移動を抑制する。 

このため，バリア材料の物性は，側部低透水性覆土，低透水性覆土及び遮

水シートの低透水性，本施設周辺の地盤（ｄｕ層及び帯水層）の収着性に着

目する（第 6.4.3-9 表参照）。 
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廃棄物埋設地の状態を設定するに当たっては，覆土完了時点を初期状態と

し，長期の状態において，バリア材料の物性に影響する可能性のある事象を

抽出し，それら影響事象を考慮して行う。また，地質環境等の状態設定にお

いて影響を考慮するとした長期変動事象を考慮する。 

なお，遮蔽機能は，覆土が侵食されて遮蔽厚さが薄くなる時期は数万年後

であり，その時点では遮蔽機能を必要としないことから，覆土の長期的な遮

蔽機能の状態は変わらないものとする。 

（１）着目するバリア材料の物性 

廃棄物埋設地の低透水性は，主に側部低透水性覆土及び低透水性覆土の

間隙率及び密度に対する物理的性質及び力学条件に依存するとともに，遮

水シートに対する物理的性質及び力学条件並びに化学的性質及び化学条件

に依存する。 

廃棄物埋設地の収着性は，主に本施設周辺の地盤（ｄｕ層及び帯水層）

の間隙水の水質に対する化学的性質及び化学条件に依存する。 

（２）影響事象の抽出・分析（熱－水理－力学－化学） 

バリア材料の物性に影響する可能性のある事象については，網羅的・包

括的に検討・整理し，事象を抽出した上で，その影響を，熱，水理，力学

及び化学の観点で整理し，分析する。 

影響事象の抽出においては，放射性廃棄物，廃棄物埋設地及び本施設周

辺の地盤などの地質環境条件について国内及び海外でこれまで検討整理さ

れたＦＥＰリストからスクリーニングを行い，考慮すべき影響事象を抽出

し，本施設のＦＥＰリストとして整理した。本施設のＦＥＰリストは，埋

設する放射性廃棄物，本施設の設備及び特徴を考慮し，廃棄物安全小委員

会報告書のＦＥＰリスト （ ３ ２ ） ，ＯＥＣＤ／ＮＥＡの国際ＦＥＰ    

リスト（３３）及びＩＡＥＡ－ＩＳＡＭのＦＥＰリスト（３４）にて整理された
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廃棄物及び埋設施設に関連するＦＥＰリストを参考にするとともに， 

「４．３．１．１ 地質環境等の状態設定」において「廃棄物埋設施設の

状態設定において考慮する」とした自然現象を含めて整理した。 

影響事象分析においては，熱（Ｔ），水理（Ｈ），力学（Ｍ）及び化学

（Ｃ）の観点からマトリクス形式の表を整理し，影響元（自然現象を含

む。）の特性及びそこで生じる事象並びにプロセスによって，対象とする

バリア材料の物性に影響を与える可能性について分析を行った。 

影響事象分析の結果は，以下に示すとおりである。 

ａ．熱 

低透水性及び収着性に与える熱的影響事象としては，気温変化による

地表環境の温度変化があげられる（３５）。 

廃棄物層の熱特性は，含まれる放射性物質の量が少ないため，放射性

廃棄物の熱発生は極めて小さい。最終覆土（低透水性覆土及び遮水シー

トを除く）及び植生は発熱しない。また，放射性廃棄物の周囲に存在す

る充塡砂や中間覆土，最終覆土は発熱しない。 

気温の変化に伴う地下水の温度の変動範囲はバリア材料の物性に影響

を与えるものではなく，また，本施設周辺の地盤は発熱しないため，年

間の気温の変化以上に地盤の温度は変化しないと考えられる。したがっ

て，低透水性及び収着性に与える熱的影響事象はない。 

ｂ．水理 

側部低透水性覆土及び低透水性覆土の低透水性に与える水理的影響事

象として，側部低透水性覆土及び低透水性覆土のベントナイト混合土の

飽和・不飽和の繰り返しによる乾湿の影響が考えられる。 

（a） ベントナイト混合土の乾湿 

雨水等によってベントナイト混合土（側部低透水性覆土及び低透
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水性覆土）に水が浸透する。その際，天候変化に伴う飽和・不飽和

の繰り返しによる乾湿の影響によって，ベントナイト粒子が分離す

ることで低透水性に影響を与える可能性がある。 

本施設におけるベントナイト混合土は，最終覆土の下層に配置さ

れ，最終覆土の上部を植生で覆うことで天候等による乾燥の影響を

受けにくい環境にあることから，乾燥に起因する亀裂や大孔隙が生

じるような可能性は低く，急激な乾湿の繰り返しも想定されないこ

とから，人工バリアの低透水性への影響は小さいと考えられる。 

以上より，ベントナイト混合土の乾湿は影響事象として考慮しな

い。 

ｃ．力学 

低透水性に与える力学的影響事象として，埋設した放射性廃棄物に含

まれる金属の腐食に起因する膨張変形やガス発生の影響，ベントナイト

混合土に雨水等が浸透することによる膨潤（ベントナイト混合土の膨潤）

の影響の可能性が考えられる。 

自然事象では，地震による振動及び応力によって，放射性廃棄物内に

生じた微小な空隙から，埋設した放射性廃棄物の形状が変化することで，

廃棄物層の沈下による陥没の影響の可能性が考えられる（３５）。また，

地すべり及び侵食が発生することで，廃棄物埋設地の損壊による影響の

可能性が考えられる。 

（a） 廃棄物層（金属類及び鉄箱）の金属腐食による膨張変形及びガ

ス発生 

ⅰ．金属腐食による膨張変形 

放射性廃棄物には，容器である鉄箱を含め金属が含まれており，

金属周辺の環境条件に依存した電気化学反応によって金属が腐食し，
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腐食生成物が生成されることで，体積膨張が生じることが想定され

る（以下「金属の腐食膨張」という。）。金属の腐食膨張は，力学

的影響として側部低透水性覆土，低透水性覆土及び遮水シートを変

形させることで低透水性に影響を与える可能性がある。 

埋設トレンチ 1 区画での腐食膨張量を評価した結果，側部低透水

性覆土，低透水性覆土及び遮水シートに作用する変形量は軽微であ

り，人工バリアの低透水性に影響はない。 

以上より，金属腐食による膨張変形は影響事象として考慮しない。 

ⅱ．金属腐食によるガス発生 

金属腐食によるガス発生が，人工バリアの低透水性に影響を与え

る可能性がある。 

埋設トレンチ内の環境条件では，酸素消費型の好気性条件の腐食

環境と考えられるため，炭素鋼の腐食に伴う水素ガスの発生は考え

られない。また，アルミニウムは埋設量が少ないだけでなく，アル

カリ環境下に暴露されるリスクを低減するため，コンクリート類の

放射性廃棄物と一緒に埋設しないよう埋設管理を行うことから，ア

ルミニウムの腐食に伴う水素ガスの発生も考えられない。 

埋設トレンチ内は，上部を遮水シート及び低透水性覆土，側部を

側部低透水性覆土に覆われ，地下水面より上に位置するため，内部

は不飽和状態が維持される。このため，仮にガスが発生した場合で

も下部の通気層から抜けるものと考えられるため，ガス圧が上昇を

続ける可能性は低い。したがって，金属腐食によるガス発生に伴う，

人工バリアの低透水性への影響はない。 

以上より，金属腐食によるガス発生は，影響事象として考慮しな

い。 
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（b） ベントナイト混合土の膨潤 

ベントナイト混合土の膨潤が自身の低透水性に影響を与える可能

性がある。 

雨水等によってベントナイト混合土に水が浸透し，ベントナイト

混合土が吸水膨潤する。ベントナイト混合土の上部には排水層，フ

ィルタ層，保護土層（下層），保護土層（上層）を施工するため，

これらの上載荷重により，吸水膨潤の影響は軽微であり，人工バリ

アの低透水に影響はない。 

以上より，ベントナイト混合土の膨潤は，影響事象として考慮し

ない。 

（c） 地震による廃棄物層の沈下（陥没現象） 

地震による振動及び応力によって，鉄箱内の砂充塡のみかけ密度

が上昇し，放射性廃棄物内に微小な空隙が生じる可能性がある。微

小な空隙が生じると，埋設した放射性廃棄物の形状が変化すること

で，廃棄物層の沈下による陥没が生じ，人工バリアの低透水性に影

響する可能性がある。 

このため，地震による廃棄物層の沈下（陥没現象）を影響事象と

して考慮する。詳細は，「４．３．１．２（４）各物理的・化学的

性質の長期的な状態変化の評価」で説明する。 

（d） 地すべり 

廃棄物埋設地では，豪雨時の降雨は排水層により排水されること

から，廃棄物埋設地が飽和状態となることはない。しかし，仮に飽

和状態を想定した場合，廃棄物埋設地及び周辺盛土の安定性が低下

することで地すべりが発生し，バリア機能である側部低透水性覆土，

低透水性覆土及び遮水シートの低透水性に影響を与える可能性があ
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る。 

このため，保守的に廃棄物埋設地の地表面まで地下水位が上昇し

た条件を設定し，廃棄物埋設地が安定性を有することを確認した。

その結果，廃棄物埋設地の地表面まで水位が上昇した場合でも安定

であるため，豪雨時に廃棄物埋設地及びその周辺盛土が損壊するこ

とはなく，人工バリアの低透水性に影響はない。 

以上より，地すべりは影響事象として考慮しない。 

（e） 侵食 

最終覆土の表面は植生により保護され侵食は抑制されるが，長期

的に降雨による侵食が発生し，側部低透水性覆土，低透水性覆土及

び遮水シートの低透水性に影響を与える可能性がある。 

植生を敷設した保護土層における侵食量について評価した結果，

保護土層（上層）に占める年間侵食体積割合は軽微である。このた

め，長期的な侵食を想定しても，保護土層が喪失することはなく，

侵食による人工バリアの低透水性に影響はない。 

以上より，侵食は影響事象として考慮しない。 

ｄ．化学 

低透水性に与える化学的影響事象としては，ベントナイト混合土と浸

透水の反応の影響によるモンモリロナイト溶出（ベントナイト混合土と

浸透水の反応）の影響，遮水シートの劣化の可能性が考えられる。 

また，収着性に与える化学的影響事象としては，放射性廃棄物と雨水

等による浸透水との反応によるコンクリート類の溶脱及び廃棄物層の金

属腐食（放射性廃棄物と浸透水の反応），バリア材料に共通で，コロイ

ドの生成，有機物（錯体形成含む）の影響，微生物の影響の可能性が考

えられる。 
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自然現象では，一時的ではあるが，津波による本施設周辺の地盤 

（ｄｕ層及び帯水層）への海水の浸透による影響の可能性が考えられる。 

（a） 放射性廃棄物と浸透水の反応 

ⅰ．コンクリート類の溶脱 

雨水等の浸透水がコンクリート類の放射性廃棄物との接触によっ

てカルシウム成分が溶脱し，浸透水のｐＨや酸化還元環境が変化す

ることで，本施設周辺の地盤（ｄｕ層）の収着性に影響を与える可

能性がある。本施設周辺の地盤（ｄｕ層）については，収着性を評

価するための土砂等の収着分配係数の取得試験において，放射性廃

棄物と浸透水との反応による影響を想定して水酸化カルシウム水溶

液を用いて試験を行い，試験結果に基づき線量評価パラメータを設

定することによって，コンクリート類の溶脱（放射性廃棄物と浸透

水の反応）を影響事象として考慮する。 

ⅱ．廃棄物層の金属腐食 

埋設トレンチ内の酸化還元環境は，金属腐食によって還元的とな

ることが想定され，収着性に影響を与える可能性がある。還元雰囲

気下の収着分配係数は，酸化雰囲気下と比較して大きな値となる傾

向があることから（３６），還元雰囲気下における核種の収着分配係

数に影響を与えるような金属腐食の影響はないと考える。 

以上より，廃棄物層の金属腐食は影響事象として考慮しない。 

（b） モンモリロナイト溶出（ベントナイト混合土と浸透水の反応） 

雨水等の浸透水がコンクリート類の放射性廃棄物と接触すること

で，カルシウム成分が溶脱し，浸透水のｐＨが変化することによっ

て，高アルカリ性の間隙水が発生する。これにより，ベントナイト

混合土中のモンモリロナイトが溶出し，側部低透水性覆土及び低透
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水性覆土の低透水性に影響する可能性がある。 

低透水性覆土は，埋設した放射性廃棄物より上部に位置するため

コンクリート類の放射性廃棄物から溶脱した成分を含む浸透水の影

響を受けない。また，側部低透水性覆土は，充塡砂により埋設した

放射性廃棄物と離隔が取られるため，コンクリート類の放射性廃棄

物から溶脱した成分を含む浸透水の影響を受けない。 

以上より，モンモリロナイト溶出（ベントナイト混合土と浸透水

の反応）は影響事象として考慮しない。 

（c） バリア材料中でのコロイド生成 

金属類の放射性廃棄物，コンクリートブロックに含まれる鉄筋及

び鉄箱を起源として，金属腐食に伴って鉄酸化物及び鉄水酸化物コ

ロイドが生成することによって，放射性物質の移動挙動が変化する

ことで，収着性に影響を与える可能性がある。また，側部低透水性

覆土及び低透水性覆土に用いるベントナイト系材料中のモンモリロ

ナイト成分等を起源として，雨水等の浸透水との反応によってベン

トナイトコロイドを生成することで，放射性物質の移動挙動が変化

し，収着性に影響を与える可能性がある。 

収着性に関連する地下水移行において被ばく線量寄与の大きい放

射性物質のうちＨ－3，Ｃｌ－36 は，収着性を期待できないため，

収着分配係数を 0 としている。また，Ｃ－14 は保守的に収着分配

係数を 0 と設定することで収着性を期待していない。したがって，

金属腐食によるコロイド及びベントナイトコロイドの影響は，これ

らの放射性物質の移動挙動において，被ばく線量評価を低減する側

に影響するものである。 

以上より，コロイド生成は影響事象として考慮しない。 
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（d） バリア材料中の有機物（錯体形成含む） 

放射性廃棄物に含まれる有機物は，主にプラスチックシートに用

いるポリエチレン等であり，有機物のアルカリ分解反応によって，

放射性物質を捕捉する分解物が生成されることが考えられる。有機

物及びその分解生成物が浸透水中に存在する場合には，放射性物質

と錯体を形成し，放射性物質の収着の低減により移動を促進するこ

とで，収着性に影響することが考えられる（３７）。 

収着性に関連する地下水移行において被ばく線量寄与の大きい放

射性物質のうちＨ－3，Ｃｌ－36 は，収着性を期待できないため，

収着分配係数を 0 としている。また，Ｃ－14 は保守的に収着分配

係数を 0 と設定することで，収着性を期待していない。 

有機物の影響が大きいものとして挙げられるものは，主に遷移元

素及びα核種であるが，これらの放射性物質は被ばく線量寄与が非

常に小さい。 

以上より，バリア材料中の有機物（錯体形成含む）は影響事象と

して考慮しない。 

（e） バリア材料中の微生物 

廃棄物埋設地近傍に存在する微生物の活動によって，廃棄物埋設

地内及び周辺地盤において，有機物が無機化し，収着性が低下する

ことが考えられる。 

無機化によって影響を受けるＣ－14 の収着性については，保守

的に収着分配係数を 0 と設定しており微生物の影響を考慮しても収

着性は変わらない。 

以上より，微生物の影響は影響事象として考慮しない。 

（f） 遮水シートの劣化 
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遮水シートは，最終覆土中に含まれる酸素や浸透水中に含まれる

溶存酸素との化学反応により酸化劣化し，低透水性に影響を与える

可能性がある。 

このため，遮水シートの劣化の状態を評価し，線量評価パラメー

タを設定することによって，遮水シートの劣化を影響事象として考

慮する。 

（g） 津波 

津波によって，海水が廃棄物埋設地周辺に流入することで，一時

的ではあるが，本施設周辺の地盤（ｄｕ層及び帯水層）の水質の変

化によって収着性に影響する可能性がある。 

本施設周辺の地盤（ｄｕ層及び帯水層）については，収着性を評

価するための土砂等の収着分配係数の取得試験において，海水によ

る影響を想定して，人工海水を用いて試験を行い，試験結果に基づ

き線量評価パラメータを設定することによって，津波を影響事象と

して考慮する。 

（３）廃棄物埋設地の初期状態の設定 

線量の評価においては最終覆土完了時点を初期状態とし，各部材の初期

状態は，第 6.4.3-10 表から第 6.4.3-12 表に示す埋設する放射性廃棄物の

仕様，埋設トレンチの寸法及び覆土の主な仕様に基づき，各状態設定の評

価においてそれぞれ設定する。 

状態設定の評価に用いる廃棄物埋設地の材料仕様は，設計において期待

する性能を満たすことができる候補材料から設定する。施工時点において

材料仕様が変更になることも予想されるが，期待性能を満たす材料を適切

に設定する。 

（４）各物理的・化学的性質の長期的な状態変化の評価 
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「（２）影響事象の抽出・分析（熱－水理－力学－化学）」に基づき，

側部低透水性覆土，低透水性覆土及び遮水シートの低透水性に係るバリア

材料の物性の長期的な変化を評価する。評価に当たっては，ＦＥＰにより

抽出した影響事象ごとに適切に不確かさを考慮する。 

ａ．地震による廃棄物層の沈下（陥没現象） 

地震による振動及び応力によって，鉄箱内の充塡砂の見かけ密度が上

昇し，放射性廃棄物内に微小な空隙が発生し，放射性廃棄物の形状が変

化することで廃棄物層に沈下（陥没現象）が生じる。 

鉄箱内に生じる可能性がある空隙で発生する陥没量は，0.02 m とな

る。放射性廃棄物は中間覆土を間において 3 段で埋設する計画であるこ

とから，廃棄物層の陥没量は放射性廃棄物を 3段分で算定し，0.06 m と

なる。 

したがって，廃棄物層に生じる可能性のある陥没量を 0.06 m と設定

する。 

陥没現象によりベントナイト混合土の密度変化が生じることで，低透

水性に影響を及ぼす可能性があるため，個別要素法（Distinct Element 

Method）を用いたシミュレーションによる力学的影響評価によって確認

する。 

陥没に起因する影響において，側部低透水性覆土及び低透水性覆土の

低透水性への影響評価をした。陥没事象で力学的変形が生じることによ

る低透水性覆土の透水係数への影響は，せん断ひずみが発生している箇

所で生じると考えられるが，低透水性覆土でせん断ひずみが発生する箇

所は局所的であることから，ベントナイト混合土の破断や厚さの大きな

変化は発生せず，密度低下が生じていないことから，低透水性への影響

はないと考えられる。また，側部低透水性覆土の透水係数への影響は，
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低透水性覆土と側部低透水性覆土の隅角部及び側部低透水性覆土の密度

低下がほとんど生じていないことから，低透水性への影響はないと考え

られる。このため，低透水性の設定において，側部低透水性覆土及び低

透水性覆土の低透水性には影響がない。ただし，最も厳しい状態の設定

における低透水性覆土の透水係数については，限定的ではあるものの，

せん断ひずみが発生している箇所があることを考慮する。 

遮水シートの低透水性への影響については，陥没現象による遮水シー

トの引張ひずみより，遮水シートに作用する引張応力を評価した結果，

引張応力許容値以下であることから，遮水シートが破断することはない。

したがって，陥没現象による遮水シートの低透水性への影響ない。なお，

引張応力許容値は，遮水シート（自主）規格解説（３８）に示されている

高弾性タイプの素材強度（厚さ換算）を用いた。 

（５）着目したバリア材料の物性の状態変化の設定 

「（２）影響事象の抽出・分析（熱－水理－力学－化学）」，「（３）

廃棄物埋設地の初期状態の設定」及び「（４）各物理的・化学的性質の長

期的な状態変化の評価」の結果に基づき，廃棄物埋設地の低透水性の長期

的な状態変化を設定する。 

ａ．低透水性 

側部低透水性覆土及び低透水性覆土の低透水性は，力学的影響（地震

による廃棄物層の沈下（陥没現象））によってベントナイト混合土の密

度変化が生じることで，影響する可能性があるため，力学的影響評価に

よって確認する。また，遮水シートの低透水性は，力学的影響（地震に

よる廃棄物層の沈下（陥没現象））によって遮水シートが破断すること

で，影響する可能性があるため，力学的影響評価によって確認する。 

廃棄物層で生じる可能性がある陥没量は 0.06 m であり，力学的影響
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評価からベントナイト混合土の破断や厚さの大きな変化は発生しないた

め，最も可能性が高い設定では透水係数は変わらない設定とする。 

最も厳しい設定では，低透水性覆土で局所的にせん断ひずみが発生し，

密度低下が生じる可能性があることを考慮して，透水係数を設定する。 

低透水性覆土の透水係数は，最も可能性が高い状態において，

1.0×10－１０ m／ｓから増加しないものとして設定する。ただし，最も

厳しい状態においては，限定的な範囲であるものの，せん断ひずみが発

生している箇所があることから，その範囲における透水係数の増加が

1.0×10－１０ m／s から 1.2×10－１０ m／s であることを踏まえ，保守的

に 2.0×10－１０ m／ｓと設定する。 

側部低透水性覆土の透水係数については，ベントナイト混合土の密度

低下はほとんど生じていないことから，透水性への影響は生じないと考

え，1.0×10－１０ m／s と設定する。 

陥没現象の影響における透水係数の設定を第 6.4.3-13 表に示す。 

 

４．３．１．３ 生活環境の状態設定 

「生活環境の状態設定」では，様々な人間活動によって生じる被ばく経路

（被ばくをもたらす人間活動）を設定するに当たって，廃止措置の開始後の

将来の敷地及びその周辺の地質環境等の状態並びに現在の敷地及びその周辺

の社会環境から被ばくが生じると考えられる人間活動（水利用及び土地利用）

を設定する。さらに，東海村の就労形態を考慮して評価対象個人を設定する。 

廃止措置の開始後の将来の敷地及びその周辺で活動する人間の生活環境は，

地質環境等の変化による影響を受けることが考えられるため，その前提とし

て，気温，降水量，地下水流動，地形の状態変化等を考慮する（「４．３．

１．１ 地質環境等の状態設定」参照）。 
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生活環境の構成要素のうち，廃止措置の開始後の将来の人間の生活様式に

ついては，これを将来の不確かさを考慮して予測することは困難であるため，

現世代の人間の生活様式に関する情報を基に，敷地及びその周辺の社会環境

又は我が国で一般的とされる生活様式を前提とする。 

最も可能性が高い自然事象シナリオ及び最も厳しい自然事象シナリオで考

慮する人間活動は，ＩＣＲＰ（1998）（１），ＩＣＲＰ（2006）（３）を参考に

合理性，持続可能性及び均一性を持つ一般的な人間活動を想定する。 

さらに，最も厳しい自然事象シナリオでは，最も可能性が高い自然事象シ

ナリオで考慮する人間活動に加えて，最も厳しい状況を想定した人間活動に

ついても考慮する。 

また，最も可能性が高い自然事象シナリオ及び最も厳しい自然事象シナリ

オで考慮すべき合理性，持続可能性及び均一性を持たず，一般的に生じると

は考えられない人間活動については，人為事象シナリオで考慮する。生活習

慣及び食習慣については，最も可能性が高い自然事象シナリオ及び最も厳し

い自然事象シナリオと共通とする。 

なお，全てのシナリオにおいて，放射性物質としての特性に着目した意図

的な行為は含めない。 

（１）生活環境に影響を及ぼす敷地及びその周辺における地質環境等の変化 

「４．３．１．１ 地質環境等の状態設定」に基づき，生活環境に影響

を及ぼすと考えられる敷地及びその周辺における地質環境等の変化を以下

に整理する。 

・現在から廃止措置の開始直後までの敷地及びその周辺の地形は，約 50

年という期間の短さから，現状とほぼ同様であると考えられる。よって，

廃棄物埋設地に起因した放射性物質を含む地下水は海に流入する。 

・気候変動によって，平均気温が変化することに伴い，敷地及びその周辺
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で生産される農産物の種類が変化することが考えられるが，「４．３．

１．１ 地質環境等の状態設定（２）気候変動に起因する事象 ａ．気

温」に示すとおり，1,000 年後の将来の気温の変化は大きくないことか

ら，生産される農産物の種類は現在の敷地周辺で収穫される農産物を想

定する。 

・隆起運動及び海水準変動により侵食基準面が変化し，河食に影響するが，

隆起量及び海水準低下量は小さいため，影響を無視できる。 

・海水準変動による河川及び海の分布域への影響が考えられるが海水準変

動量は小さいため，影響を無視できる。 

・降水量，地下水流動，蒸発散量及びかん養量の変化は，廃棄物埋設地か

らの放射性物質の漏出に影響するが，生活様式への影響はない。 

・侵食としては敷地周辺の面的侵食，海食及び河食並びに廃棄物埋設地の

侵食が考えられる。侵食による廃棄物埋設地への影響が考えられるが，

生活様式への影響はない。 

（２）敷地及びその周辺における地質環境等及び社会環境の状態を踏まえた人

間活動の設定 

「（１）生活環境に影響を及ぼす敷地及びその周辺における地質環境等

の変化」に示す敷地及びその周辺の地質環境等の変化及び過去から現在ま

での敷地周辺の社会環境の状態を踏まえ，放射性物質が移動する範囲ごと

に人間活動を以下のとおり設定する。 

ａ．水利用 

廃棄物埋設地から漏出する放射性物質が地下水を介して移動し，その

周辺における人間活動に伴って被ばくする可能性があるため，その利用

に伴う人間活動を考慮する。 

本施設周辺には河川等の地表水はなく，雨水等は土壌に浸透し地下水
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となる。地下水は，本施設西側から海に向かって一様に流れることから，

本施設東側以外に流れる可能性は極めて小さい。また，地下水が流出す

るのは海であり，海水を生活用水等に利用することは考えられない。 

東海村には漁業経営体及び漁業従事者はほぼ存在しない状況だが，沿

岸海域では沿岸漁業が行われている。沿岸漁業で漁獲された漁獲物は，

東海村周辺の漁港に水揚げされて市場に出回っている。よって，東海村

沿岸海域で沿岸漁業が行われ，水揚げされた海産物の摂取を想定するこ

とが現実的かつ合理的な仮定である。 

本施設を設置する東海村の利水状況としては，水道の普及率がほぼ

100％（３９）であり，専らこれを生活用水に利用している。水道以外（上

水道，簡易水道及び専用水道以外）を生活用水に利用している世帯もあ

るが，その割合は 0.2％となっている。また，廃棄物埋設地は海岸から

の飛砂を防ぐために設けられた保安林よりも海側に設置を予定しており，

将来においてその土地に井戸を設置して利用する可能性はさらに低いと

考える。これらの事より，最新の統計等，地形情報に基づくと，生活用

水は，水道水を利用することが現実的かつ合理的な仮定であり，放射性

物質を含む地下水の飲用水への利用は想定されない。 

ただし，水道以外を生活用水に利用する世帯が現在も一定数認められ

ることから，将来も井戸を設置して飲用水として利用することを想定し，

評価では，最も厳しい人間活動として，廃棄物埋設地から漏出した放射

性物質を含む地下水を飲用水として利用する場合を考慮する。 

また，事業所境界よりさらに西側では，地表水を用いた灌漑用水が整

備されていることから，新たに地下水を灌漑用水として利用する可能性

が極めて小さい。加えて，本施設直下の地下水は施設西側から海に向か

って一様に流れる。これらのことから，既に整備された灌漑用水（放射
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性物質を含まない。）を用いて灌漑農業が行われることが現実的かつ合

理的な仮定である。ただし，廃棄物埋設地から漏出した放射性物質が施

設西側に流れ，事業所境界より西側において地下水を灌漑用水に利用さ

れることを仮に想定し，評価では，最も厳しい人間活動として，廃棄物

埋設地から漏出した放射性物質を含む地下水を灌漑用水として利用する

場合を考慮する。 

なお，東海村においては，畜産業に従事する者として肉用牛の飼育家

が 1 戸まで減少しており，かつ，酪農，養豚，養鶏（採卵含む。）は行

われていないことから（４０），廃棄物埋設地から漏出した放射性物質を

含む地下水を畜産用水に利用する人間活動は想定しない。 

以上より，水利用に関しては，東海村沿岸の海産物の摂取，漁業に伴

う海面活動及び漁網整備を想定し，最も厳しい人間活動として，地下水

の飲用水としての利用及び地下水を利用した灌漑農作業並びに灌漑農産

物の摂取を想定する。 

ｂ．土地利用 

廃棄物埋設地に埋設した放射性廃棄物から漏出する放射性物質が地下

水を介して移動した先で，汚染した土壌が掘削され，生活環境に放射性

物質が移動することにより被ばくを受ける可能性があるため，放射性物

質が地下水を介して移動した先での土地利用に伴う人間活動を考慮する。 

地下の掘削を伴う土地利用の一つに構造物の建設がある。国土交通省

（2020）（４１）によれば，東海村においては，「居住専用住宅」，「農

林水産業用建築物」，「製造業用建築物」，「電気・ガス・熱供給・水

道業用建築物」，「運輸業用建築物」，「卸売業，小売業用建築物」，

「不動産業用建築物」，「教育，学習支援業用建築物」，「医療，福祉

用建築物」，「その他のサービス業用建築物」及び「公務用建築物」の
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建築物着工実績がある。加えて，廃棄物埋設地は市街化区域の用途地域

のうち，工業専用地域に位置し，周辺は市街化調整区域となっているた

め，工場及び住宅の建設等に利用される可能性がある。 

現状の東海村では，地下数階を有するような大規模な構造物はほとん

ど見られず，面積利用率では，3 m 以深の掘削を行う頻度は 1％未満で

ある。また，当社施設を除外し，東海村における住宅及び工場等の一般

的な施設に着目した場合には，7 m 以深の掘削を行う施設は存在しない。 

以上のことから，敷地及び周辺の社会環境を考慮しても，大規模な構

造物の建設は土地利用の代表的な事例ではない。 

そのため，自然事象シナリオでは，代表的な事例として一般的な住宅

の建設及びそれに伴って発生する掘削土壌上での居住を想定する。 

このほかに地下を掘削する目的として，井戸の掘削及び地下資源の開

発（ボーリングを含む。）があげられる。井戸については「ａ．水利用」

に示すように，水道の普及率がほぼ 100％（３９）であり，専らこれを生

活用水に利用しているが，水道以外を生活用水に利用している世帯もあ

ることを考慮し，最も厳しい人間活動として考慮する。一方，地下資源

の開発については，廃棄物埋設地及びその近傍において採掘規模の石炭，

鉱石等の天然資源は認められていないため，このような土地利用を考慮

する必要はない。 

さらに，地下の掘削を伴わない土地利用としては，農産物の生産が考

えられるが，廃棄物埋設地は保安林より海側の砂丘砂層に設置すること

になるため，農業利用の可能性が極めて小さいことから考慮しない。 

以上より，土地利用に関しては，汚染した土壌を掘削して利用する人

間活動として，住宅の建設作業，掘削土壌上での居住及び居住に伴う家

庭菜園で生産される農産物の摂取を考慮する。 
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なお，廃棄物埋設地における地下数階を有する建物の建設作業等の大

規模な掘削行為によって生じる被ばく及び当該掘削後の土地利用に伴う

被ばくは，一般的に生じるとは考えられないため，人為事象シナリオに

おいて考慮する。 

ｃ．水利用及び土地利用によって得られる各種生産物 

「ａ．水利用」及び「ｂ．土地利用」に示す水や土地の利用によって

得られる生産物の種類を海産物及び農産物と設定する。 

海産物については，東海村沿岸に生息する代表的な海産物とする。 

農産物については，現在の敷地周辺で収穫される農産物を想定し，地

下水の灌漑利用により生産される米（以下「灌漑農産物」という。）及

び汚染した土壌の掘削混合土壌での居住に伴う家庭菜園で生産される野

菜とする。 

（３）評価対象個人の設定 

「（２）敷地及びその周辺における地質環境等及び社会環境の状態を踏

まえた人間活動の設定」に示す人間活動に基づき，自然事象シナリオにお

いては，被ばく経路に様々な個人の生活様式が係る場合には，それらの重

ね合わせを考慮し，評価対象個人を設定する。 

評価対象個人は，生活様式の特徴を表した個人で，年間を通して被ばく

する可能性がある個人を代表として設定する。また，敷地及びその周辺又

は我が国で現在認められる一般的な生活様式をもつ個人とし，比較的高い

被ばくを受ける集団を代表する成人とする。 

ただし，生産物の摂取においては，市場の流通の状況を適切に考慮する。

生活様式として同時に存在することの合理性がないものは，重ね合わせを

考慮しない。 

生活様式は，現在認められる就労形態ごとに異なると考えられる。就労
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形態によって，様々な生産活動が行われる可能性があるが，評価の観点か

らは放射性物質が移動する水又は土壌に接触する生産活動に従事する就労

者を対象とすることが合理的である。そのため，評価対象個人の設定に当

たっては，就労形態に応じた生産活動及び生産物の摂取を考慮する。また，

放射性物質は，その移動特性及び放射線影響が種類ごとに異なることから，

評価対象個人を複数の集団から設定する。 

現在の敷地及びその周辺の社会環境・産業活動において，被ばくの可能

性がある就労形態は，第 1 次産業としては，漁業及び農業が代表的であり，

第 2 次産業では，建設業が代表的である。第 3 次産業及びその他の業種に

ついては，労働作業に伴う被ばくの可能性が低く，居住する人を想定する

ことで代表できると考えられる。 

最新の統計（４２）に基づくと，東海村の産業別就業者数の約 7 割を第 3

次産業が占めている。第 3 次産業については居住する人を想定することで

代表できると考えられることから，最も可能性が高い自然事象シナリオに

おいては，評価対象個人を居住者とする。居住者は掘削土壌上に居住する

人を対象とし，家庭菜園により生産される農産物及び市場に流通した食品

を摂取すると想定する。 

最も厳しい自然事象シナリオにおいては，評価対象個人を漁業従事者，

農業従事者，建設業従事者及び居住者とする。ただし，年間を通じて摂取

する全ての食品が，廃棄物埋設地起源の放射性物質を含む生産品とするこ

とは現在の市場の流通状況を考慮すると基本的に想定されない。このため，

それぞれの就労者が生産活動により得られる食品を自家消費すると想定し，

その他については市場から購入すると想定する。 

市場に流通する食品のうち，海産物及び灌漑農産物は，廃棄物埋設地に

起因する放射性物質を含むそれらの食品が市場希釈係数に応じて含まれる
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ものとする。 

なお，東海村においては，畜産業に従事する者として肉用牛の飼育家が

1 戸まで減少しており，かつ，酪農，養豚，養鶏（採卵含む。）は行われ

ていないことから（４０），評価対象個人としては考慮しない。 

このような状況を考慮して，生活様式の異なる就労形態の分類に応じて，

最も厳しい自然事象シナリオの評価対象個人を以下のとおり設定する。 

ａ．漁業従事者 

東海村には，漁港及び漁業経営体がないため，漁業従事者は，東海村

周辺地域に居住し，東海村沿岸で漁業に従事する人を対象として，放射

性物質を含む海産物を自家消費することを想定する。その他は，一般的

な市場に流通した食品を摂取すると想定する。 

ｂ．農業従事者 

農業従事者は，掘削土壌上に居住する人を対象として，放射性物質を

含む灌漑農産物については自家消費すると想定し，その他は一般的な市

場に流通した食品を摂取すると想定する。 

なお，放射性物質を含む地下水を灌漑に利用する灌漑作業を想定する。 

また，井戸を設置し，放射性物質を含む地下水を飲用水として利用す

ることを想定する。 

ｃ．建設業従事者 

建設業従事者は，掘削土壌上に居住する人を対象として，一般的な市

場に流通した食品を摂取すると想定する。また，放射性物質が，地下水

で移動した先での一般的な住宅の建設作業を行うことを想定する。加え

て，井戸を設置し，放射性物質を含む地下水を飲用水として利用するこ

とを想定する。 

ｄ．居住者 
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居住者は，掘削土壌上に居住する人を対象として，家庭菜園により生

産される農産物及び一般的な市場に流通した食品を摂取すると想定する。

また，井戸を設置し，放射性物質を含む地下水を飲用水として利用する

ことを想定する。 

 

４．３．１．４ 放射性物質の移動挙動及び被ばく経路 

廃棄物埋設地の底面は，地下水に接することがない高さとすることから，

埋設した放射性廃棄物は地下水と常時接することはない。そのため，埋設し

た放射性廃棄物に含まれる放射性物質は，地表から浸透した雨水等の浸透水

を介して地下水に移動する。 

放射性廃棄物は，容器等に収納又はこん包した状態で埋設するため，地表

から浸透した雨水等の浸透水によって放射性物質が容易に漏出することはな

いが，容器等による廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出を低減する機能

は考慮しないものとする。 

廃棄物埋設地内の土砂の間隙中に漏出した放射性物質は，廃棄物埋設地内

の土砂の収着性に応じて間隙水中に溶出するものとする。 

廃棄物埋設地内の間隙水に溶出した放射性物質は，地下水に漏出し，地下

水と接した土砂の間隙水中を移動し，海に流入する。 

地下水の流入した海域で得られる海産物及び地下水を利用して生産された

農産物には，それぞれ海産物への濃縮係数及び農産物への移行係数に応じて

放射性物質が移動する。よって，それらの海産物及び農産物の摂取を含む水

の利用によって公衆の被ばくが生じるものとする。 

また，廃棄物埋設地に埋設した放射性廃棄物から漏出する放射性物質の移

動は，基本的に地下水を介して生じる。漏出した放射性物質は地下水中の土

壌の間隙水中を移動するため，放射性物質が収着し，土壌中に放射性物質が
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残存するものとして，廃棄物埋設地から移動した先の土地の利用によって公

衆の被ばくが生じるものとする。 

以上の放射性物質の移動挙動を踏まえ，「４．３．１．１ 地質環境等の

状態設定」，「４．３．１．２ 廃棄物埋設地の状態設定」及び「４．３．

１．３ 生活環境の状態設定」で設定した状態設定の基で，海の利用，地下

水の利用及び土地の利用を対象として，明らかに線量が小さいもの及び他の

被ばく経路で代表されるものを除外した以下の被ばく経路を設定し，評価対

象個人の線量を評価する。 

なお，最も可能性が高い自然事象シナリオでは，評価対象個人として居住

者を対象とするため，漁業に伴う海面作業，漁業に伴う漁網整備及び住宅の

建設作業による被ばくを考慮しない。また，地下水を利用して生産される灌

漑農産物の摂取，地下水を利用した灌漑農作業による被ばく及び井戸水の飲

用に伴う被ばくは，最も厳しい自然事象シナリオでのみ考慮する。 

・海産物の摂取に伴う内部被ばく 

・掘削土壌上での居住に伴う外部被ばく及び内部被ばく 

・居住者の家庭菜園により生産する農産物の摂取に伴う内部被ばく 

・漁業に伴う海面活動による外部被ばく 

・漁業に伴う漁網整備による外部被ばく 

・地下水を利用して生産される灌漑農産物の摂取に伴う内部被ばく 

・地下水を利用した灌漑農作業に伴う外部被ばく及び内部被ばく 

・住宅の建設作業に伴う外部被ばく及び内部被ばく 

・井戸水の飲用に伴う内部被ばく 

 

４．３．１．５ 線量評価モデル 

線量評価モデルは，廃棄物埋設地の状態や現象の特徴を適切に，かつ，簡
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潔に表現でき，被ばく線量が保守的になるように考慮する。 

線量評価モデルの不確かさについては，線量評価パラメータを保守的に設

定することで考慮する。 

（１）線量評価モデル設定の考え方 

線量評価モデルの設定の考え方を以下に示す。 

ａ．埋設トレンチの評価モデルの設定 

（a） 埋設トレンチの寸法 

廃棄物埋設地は，西側埋設トレンチ（18 区画）と東側埋設トレ

ンチ（24 区画）に分かれており，その間に車両用の通路を設ける

計画であるが，線量評価モデルにおける廃棄物層の大きさは，西側

埋設トレンチ及び東側埋設トレンチの合計の大きさとする。 

（b） 容器等の考慮及び浸透水中への溶出 

埋設する放射性廃棄物は放射性物質の飛散防止の観点から容器等

に収納又はこん包された状態で埋設区画内に埋設を行うが，埋設後

は容器等に代わって，覆土により放射性物質の飛散を防止する。 

そのため，評価においては，容器等を考慮せずに，最終覆土上面

から浸透した雨水等の浸透水と埋設した放射性廃棄物が直接接触す

るものと仮定する。 

埋設する放射性廃棄物は放射化又は放射性物質によって汚染され

た金属類及びコンクリート類であり，汚染された放射性廃棄物は浸

透水に接することで容易に浸透水中に溶出することが考えられる。

一方，放射化された放射性廃棄物については，浸透水に接したとし

ても浸透水中に溶出するまでにある程度の時間を要すると考えられ

る。このように，放射性物質の性状により溶出率が変わり，その程

度を設定することは難しいことから，放射性廃棄物の性状にかかわ
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らず，浸透水中に瞬時に溶出すると仮定する。 

（c） 廃棄物層内の移動モデル 

廃棄物層は地下水面より上に設置する計画であり，最終覆土上面

から浸透した浸透水は，廃棄物層を浸透し，帯水層まで不飽和状態

で一様に上から下に流れることとなる。よって，移動モデルとして

は，廃棄物層内の土砂に対する飽和度を考慮した鉛直 1 次元の移

流・拡散モデルを用いて評価する。なお，3 次元的に拡がる放射性

物質の移動経路の不確かさに関しては，1 次元的に移動するものと

する。 

（d） 廃棄物層から帯水層までの移動モデル 

廃棄物層の底面から帯水層（地下水面）までには，不飽和となる

砂層があるため，廃棄物層と同様に鉛直 1 次元の移流・拡散モデル

を用いて評価する。 

ｂ．帯水層の評価モデルの設定 

地下水が流れる帯水層については，T.P.約 0 m 以深に難透水層（Ａｃ

層）が分布していることから，難透水層上面を底面とした帯水層が形成

されると想定する。実際の帯水層は厚くなる部分があると考えられるが，

海まで一様の帯水層厚さであると仮定する。 

また，帯水層に流れる地下水の流速は，将来の降水量を用いて設定し

た動水勾配と廃棄物埋設地近傍で実施した揚水試験により算出した砂丘

砂層（ｄｕ層）の透水係数を用いてダルシー流速を求め，海まで流速一

定と想定する。なお，海に近づくにつれて動水勾配は小さくなり，地下

水流速は遅くなることが考えられるが，地下水流速が早い上流側の地下

水流速が海まで一定であると仮定する。 

（２）線量評価モデルの設定 
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線量評価モデルとして，評価の対象となる領域における放射性物質の移

動に関する線量評価モデル及び被ばく経路に対応した線量を計算するため

の生活環境における被ばくに関する線量評価モデルを以下に示す。 

ａ．放射性物質の移動に関する線量評価モデル 

（a） 廃棄物埋設地内の放射性物質の移動 

廃棄物埋設地内に浸透した雨水等の浸透水が埋設した放射性廃棄

物に接触することにより，放射性廃棄物中の放射性物質が浸透水中

に溶出する。浸透水と廃棄物埋設地内の土砂との間に分配平衡が成

立すると仮定し，鉛直の 1 次元方向（以下「z 方向」という。）に

一定速度で流れていると仮定し，z 方向の分散係数においては，分

散を考慮せず分子拡散係数のみで設定する。 

廃棄物埋設地内の放射性核種 i の濃度を（1）式から（5）式を用

いて計算する。 

なお，z＝0 は廃棄物層上面を表す。 

,ݐሺܣ ݅ሻ ൌ ܵ ∗ ܸ ∗ ,ܪሺܥ ,ݐ ݅ሻ െ ܵ ∗ ߝ ∗ ߠ ∗ ܦ
,ݖሺܥ߲ ,ݐ ݅ሻ

ݖ߲
ฬ
௭ୀுವ

 

・・・（1） 

ܴሺ݅ሻ ∗
,ݖሺܥ߲ ,ݐ ݅ሻ

ݐ߲
ൌ ܲ ∗ ߝ ∗ ߠ ∗ ܦ ∗

߲ଶܥሺݖ, ,ݐ ݅ሻ

ଶݖ߲
െ ܸ ∗

,ݖሺܥ߲ ,ݐ ݅ሻ

ݖ߲
 

െܴሺ݅ሻ ∗ ሺ݅ሻߣ ∗ ,ݖሺܥ ,ݐ ݅ሻ 

・・・（2） 

ܴሺ݅ሻ ൌ ܲ ∗ ሺߝ ∗ ߠ  ሺ1െ ሻߝ ∗ ߩ ∗  ሺ݅ሻሻ݀ܭ

・・・（3） 
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,ݖሺܥ 0, ݅ሻ ൌ
ௐሺ݅ሻܣ

ܵ ∗ ܪ ∗ ܴሺ݅ሻ
 

・・・（4）  

ܦ ൌ  ܦ

・・・（5） 

AD(t,i) ：時間 t における放射性核種 i の年間漏出量（Bq／y） 

SD ：廃棄物埋設地平面積（m２） 

VD ：年間浸透水量（m３／（m２･y）） 

CD(z,t,i) ：時間 t における廃棄物埋設地内の位置 z での放射性

核種 i の間隙水中濃度（Bq／m３） 

HD ：廃棄物層深さ（m） 

ߝ  ：廃棄物埋設地内の充塡砂／中間覆土の間隙率（－） 

θD ：廃棄物埋設地内の飽和度（－） 

DZ ：z 方向の分散係数（m２／y） 

RD(i) ：廃棄物埋設地内の放射性核種 i の平均収着係数 

（－） 

λ(i) ：放射性核種 i の崩壊定数（1／y）；=ln2/T1/2(i) 

T1/2(i) ：放射性核種 i の半減期（y） 

AW(i) ：放射性廃棄物受入れ時の放射性核種 i の放射能量

（Bq） 

PD ：廃棄物埋設地内の充塡砂／中間覆土の体積割合  

（－） 

ρD ：廃棄物埋設地内の充塡砂／中間覆土の粒子密度  

（kg／m３） 
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KdD(i) ：廃棄物埋設地内の充塡砂／中間覆土の放射性核種 i

の収着分配係数（m３／kg） 

D ：分子拡散係数（m２／y） 

 

（b） 通気層中の放射性物質の移動 

通気層中の放射性物質の移動は，廃棄物埋設地内の移動と同様に

z 方向に一定速度で流れていると仮定する。 

通気層中の放射性核種 i の濃度は（6）式から（10）式を用いて

計算する。 

ܵ ∗ ܸ ∗ ,ܪሺܥ ,ݐ ݅ሻ െ ܵ ∗ ߝ ∗ ߠ ∗ ܦ
,ݖሺܥ߲ ,ݐ ݅ሻ

ݖ߲
ቤ
௭ୀுವ

ൌ ,ݐሺܣ ݅ሻ 

・・・（6） 

,ݐሺܣ ݅ሻ ൌ ܵ ∗ ܸ ∗ ܪሺܥ  ܪ , ,ݐ ݅ሻ 

െܵ ∗ ߝ ∗ ߠ ∗ ܦ
,ݖሺܥ߲ ,ݐ ݅ሻ

ݖ߲
ቤ
௭ୀுವାுೆ

 

・・・（7） 

ܴሺ݅ሻ ∗
,ݖሺܥ߲ ,ݐ ݅ሻ

ݐ߲
ൌ ߝ ∗ ߠ ∗ ܦ ∗

߲ଶܥሺݖ, ,ݐ ݅ሻ

ଶݖ߲
െ ܸ ∗

,ݖሺܥ߲ ,ݐ ݅ሻ

ݖ߲
 

െܴሺ݅ሻ ∗ ሺ݅ሻߣ ∗ ,ݖሺܥ ,ݐ ݅ሻ ሺܪ  ݖ  ܪ   ሻܪ

・・・（8） 

ܴሺ݅ሻ ൌ ߝ ∗ ߠ  ሺ1െ ሻߝ ∗ ߩ ∗  ሺ݅ሻ݀ܭ

・・・（9） 

,ܪሺܥ ,ݐ ݅ሻ ൌ ,ܪሺܥ ,ݐ ݅ሻ 

・・・（10） 
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CU(z,t,i) ：時間 t における通気層内の位置 z での放射性核種 i

の間隙水中濃度（Bq／m３） 

 （－） ：通気層土壌の間隙率ߝ

θU ：通気層飽和度（－） 

AU(t,i) ：時間 t における放射性核種 i の通気層から帯水層へ

の年間移動量（Bq／y） 

HU ：通気層高さ（m） 

RU(i) ：通気層内の放射性核種 i の平均収着係数（－） 

ρU ：通気層土壌の粒子密度（kg／m３） 

KdU(i) ：通気層土壌における放射性核種 i の収着分配係数

（m３／kg） 

 

（c） 帯水層中の放射性物質の移動 

廃棄物埋設地から漏出した放射性物質は，通気層を移動し，本施

設直下の帯水層に流入する。放射性物質は，帯水層内の土壌に収着

及び脱着されながら地下水中を下流側へ移動していく。 

帯水層に流れ込む面積は廃棄物埋設地の平面積と同一とし，帯水

層の厚さは一定，土壌の間隙率及び密度は一様と仮定する。また，

地下水の流向は東西方向に一様であり，東西方向の 1 次元（以下

「x 方向」とする。）の方向にのみ一定速度で流れていると仮定す

る。x 方向の分散係数においては，分散を考慮せず分子拡散係数の

みで設定する。 

帯水層中の放射性物質の移動を（11）式から（14）式を用いて計

算する。 
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ܴீௐሺ݅ሻ ∗
,ݔௐሺீܥ߲ ,ݐ ݅ሻ

ݐ߲
ൌ ௐீߝ ∗ ௫ܦ ∗

߲ଶீܥௐሺݔ, ,ݐ ݅ሻ

ଶݔ߲
െ ܸீ ௐ ∗

,ݔௐሺீܥ߲ ,ݐ ݅ሻ

ݔ߲
 

െܴீௐሺ݅ሻ ∗ ሺ݅ሻߣ ∗ ,ݔௐሺீܥ ,ݐ ݅ሻ 
,ݔௐሺீܣ ,ݐ ݅ሻ

ܮ ∗ ܹ ∗ ௐீܪ
 

・・・（11） 

ܴீௐሺ݅ሻ ൌ ௐீߝ  ሺ1െ ௐሻீߝ ∗ ௐீߩ ∗  ௐሺ݅ሻீ݀ܭ

・・・（12） 

,ݔௐሺீܣ ,ݐ ݅ሻ ൌ ൜
,ݐሺܣ ݅ሻ ሺെܮ  ݔ  0ሻ
0 ሺݔ ൏ െܮ , 0 ൏ ሻݔ

 

・・・（13） 

௫ܦ ൌ  ܦ

・・・（14） 

CGW(x,t,i) ：時間 t における位置 x での地下水中の放射性核種 i の

濃度（Bq／m３） 

RGW(i) ：帯水層内の放射性核種 i の平均収着係数（－） 

 （－）ௐ ：帯水層土壌の間隙率ீߝ

Dx ：x 方向の分散係数（m２／y） 

VGW ：地下水流速（m／y） 

AGW(x,t,i) ：時間 t における位置 x での帯水層への放射性核種 i の

年間流入量（Bq／y） 

LD ：廃棄物埋設地の長さ（m） 

WD ：廃棄物埋設地の幅（m） 

HGW ：帯水層の厚さ（m） 

 ௐ ：帯水層土壌の粒子密度（kg／m３）ீߩ

KdGW(i) ：帯水層土壌における放射性核種 i の収着分配係数  
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（m３／kg） 

 

（d） 海水中の放射性物質の濃度 

放射性物質は，帯水層から地下水を経由して海に移動する。 

海水中の放射性核種 i の濃度は，（15）式及び（16）式を用いて

計算する。 

,ݐௌௐሺܣ ݅ሻ ൌ ܹ ∗ ௐீܪ ∗ ܸீ ௐ ∗ ௐሺீܥ ௌܺௐ, ,ݐ ݅ሻ 

െ ܹ ∗ ௐீܪ ∗ ௐீߝ ∗ ௫ܦ ∗
,ݔௐሺீܥ߲ ,ݐ ݅ሻ

ݔ߲
ቤ
௫ୀೄೈ

 

・・・（15） 

,ݐௌௐሺܥ ݅ሻ ൌ
,ݐௌௐሺܣ ݅ሻ

ௌܸௐ
	

・・・（16） 

ASW(t,i) ：時間 t における放射性核種 i の海への年間移動量  

（Bq／y） 

XSW ：廃棄物埋設地下流端から海までの距離（m） 

CSW(t,i) ：時間 t における海水中の放射性核種 i の濃度    

（Bq／m３） 

VSW ：評価海域の海水交換水量（m３／y） 

 

（e） 灌漑土壌中の放射性物質の濃度 

国道 245 号より西側では，灌漑用水が整備されており，新たに地

下水を灌漑用水として利用する可能性は極めて小さい。加えて，本

施設直下の地下水は本施設西側から海に向かって一様に流れる。こ

れらのことから，現実的かつ合理的な仮定に基づけば評価は不要で
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あるが，仮に廃棄物埋設地から漏出した放射性物質が本施設西側に

移動し，国道 245 号より西側において地下水を灌漑用水に利用され

ていることを想定した評価を実施する。評価においては，前述する

廃棄物埋設地から海までの移動の評価式を用いて灌漑農業を実施す

る地点までの移動を評価する。 

地下水を利用する灌漑土壌中の放射性核種 i の濃度は（17）式か

ら（19）式を用いて計算する。 

,ݐிሺܥ݀ ݅ሻ
ݐ݀

ൌ
,ݐிሺܨ ݅ሻ ܵி⁄

ሺ1െ ிሻߝ ∗ ிߩ ∗ ߮ி
െ ாሺ݅ሻߣ ∗ ,ݐிሺܥ ݅ሻ 

・・・（17） 

,ݐிሺܨ ݅ሻ ൌ ܵீௐ ∗ ܸீ ௐ ∗ ௐሺܺிீܥ , ,ݐ ݅ሻ െ ܵீௐ ∗ ௐீߝ ∗ ௫ܦ ∗
,ݔௐሺீܥ߲ ,ݐ ݅ሻ

ݔ߲
ฬ
௫ୀಷ

 

・・・（18） 

ாሺ݅ሻߣ ൌ ሺ݅ሻߣ  ிܸ

߮ி ∗ ሼߝி  ሺ1െ ிሻߝ ∗ ிߩ ∗ ிሺ݅ሻሽ݀ܭ
 

・・・（19） 

CF(t,i) ：時間 t における灌漑土壌中の放射性核種 i の濃度 

（Bq／kg） 

FF(t,i) ：時間 t における灌漑土壌への放射性核種 i の移動量

（Bq／y） 

SF ：水田面積（m２） 

 （－）ி ：灌漑土壌の間隙率ߝ

 ி ：灌漑土壌の粒子密度（kg／m３）ߩ

߮ி ：灌漑土壌の実効土壌深さ（m） 
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λE(i) ：灌漑土壌中における放射性核種 i の実効減衰係数

（1／y） 

SGW ：帯水層断面積（m２）；= WD × HGW 

XF ：廃棄物埋設地下流端から水田までの距離（m） 

KdF(i) ：灌漑土壌の放射性核種 i の収着分配係数（m３／kg） 

VF ：灌漑土壌への灌漑水量（m３／（m２・y）） 

 

（f） 地下水移行後の土壌中の放射性物質の濃度 

地下水移行後の土壌中の放射性核種 i の濃度は，（20）式を用い

て計算する。 

,ݐௌሺܥ ݅ሻ ൌ ௐሺீܥ ௌܺ, ,ݐ ݅ሻ ∗ ൬ீܭௐሺ݅ሻ 
ௐீߝ

ሺ1െ ௐሻீߝ ∗ ௐீߩ
൰ ∗ ܲ 

・・・（20） 

CS(t,i) ：時間 t における地下水移行先の土壌中の放射性核種

i の濃度（Bq／kg） 

XS ：廃棄物埋設地下流端から地下水移行先の土壌までの

距離（m） 

PC ：掘削土壌の希釈係数（－） 

 

ｂ．生活環境における被ばくに関する評価モデル 

（a） 海産物の摂取に伴う内部被ばく 

海産物の摂取により内部被ばくする場合の線量は，（21）式を用い

て計算する。 

,ݐௌௐூேீሺܦ ݅ሻ ൌܥௌௐሺݐ, ݅ሻ ∗ ܴௌௐሺ݉, ݅ሻ ∗ ܳௌௐሺ݉ሻ ∗ ௌௐሺ݉ሻܩ ∗ ிூேீሺ݅ሻܦ


 

・・・（21） 



 

6－70 

DSWING(t,i) ：時間 t における海産物摂取に伴う放射性核種 i による

内部被ばく線量（Sv／y） 

RSW(m,i) ：放射性核種 i の海産物 m への濃縮係数（m３／kg） 

QSW(m) ：海産物 m の年間摂取量（kg／y） 

GSW(m) ：評価海域における海産物 m の市場係数（－） 

DCFING(i) ：放射性核種 i の経口摂取内部被ばく線量換算係数 

（Sv／Bq） 

 

（b） 漁業に伴う海面活動による外部被ばく 

海上で漁業などを行う際の海水面から外部被ばくする場合の線量

は，（22）式及び（23）式を用いて計算する。 

,ݐሺܪ ݅ሻ ൌ ௌௐிா்ሺ݅ሻܦ ∗ ,ݐௌௐሺܥ ݅ሻ 

・・・（22） 

,ݐா்ሺܦ ݅ሻ ൌ ,ݐሺܪ ݅ሻ ∗ ܶ 

・・・（23） 

HB(t,i) ：時間 t における海水面からの放射性核種 i の実効線量

率（Sv／h） 

DSWCFEXT(i) ：海面及び漁網からの外部被ばく線量換算係数  

（（Sv／h）／（Bq／kg）） 

DBEXT(t,i) ：時間 t における海水面からの放射性核種 i による外部

被ばく線量（Sv／y） 

TB ：海域における漁業の年間実働時間（h／y） 

 

（c） 漁業に伴う漁網整備による外部被ばく 

放射性物質が移動した海域で使用する漁網に付着した放射性物質
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から外部被ばくする場合の線量は，（24）式及び（25）式を用いて

計算する。 

,ݐோ்ሺܪ ݅ሻ ൌ ௌௐிா்ሺ݅ሻܦ ∗ ,ݐௌௐሺܥ ݅ሻ ∗  ܨܥ

・・・（24） 

,ݐோ்ா்ሺܦ ݅ሻ ൌ ,ݐோ்ሺܪ ݅ሻ ∗ ேܶா் 

・・・（25） 

HNET(t,i) ：時間 t における漁網からの放射性核種 i の実効線量率

（Sv／h） 

CF ： 放 射 性 物 質 の 海 水 か ら 漁 網 へ の 移 行 比     

（（Bq／kg）／（Bq／m３）） 

DNETEXT(t,i) ：時間 t における漁網からの放射性核種 i による外部被

ばく線量（Sv／y） 

TNET ：漁網整備の年間実働時間（h／y） 

 

（d） 地下水を利用して生産される灌漑農産物の摂取に伴う内部被ば

く 

地下水を利用して生産される灌漑農産物の摂取により内部被ばく

する場合の線量は，（26）式及び（27）式を用いて計算する。 

,ݐிூሺܥ ݅ሻ ൌ ܴிሺ݅ሻ ∗ ிܲ ∗ ,ݐிሺܥ ݅ሻ 

・・・（26） 

,ݐிூேீሺܦ ݅ሻ ൌ ,ݐிூሺܥ ݅ሻ ∗ ܳி ∗ ிܩ ∗  ிூேீሺ݅ሻܦ

・・・（27） 

CFI(t,i) ：時間 t における灌漑農産物中の放射性核種 i の濃度

（Bq／kg） 
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RF(i) ：土壌から灌漑農産物への放射性核種 i の移行係数

（（Bq／kg-wet 農産物）／（Bq／kg-dry 土壌）） 

PF ：灌漑農産物の根からの放射性核種の吸収割合（－） 

DFING(t,i) ：時間 t における灌漑農産物の摂取に伴う放射性核 

種 i による内部被ばく線量（Sv／y） 

QF ：灌漑農産物の年間摂取量（kg／y） 

GF ：灌漑農産物の市場係数（－） 

 

（e） 地下水を利用した灌漑農作業に伴う外部被ばく及び内部被ばく 

地下水を利用する灌漑農作業による地表土壌からの外部被ばく及

び放射性物質を含む地表土壌のダストの吸入摂取により内部被ばく

する場合の線量は，地下水中の放射性物質の濃度，土壌への残留割

合から求めた土壌中の放射性物質の濃度に基づき，（28）式及び

（29）式を用いて計算する。 

,ݐிா்ሺܦ ݅ሻ ൌ ,ݐிሺܥ ݅ሻ ∗ ܵி ∗ ிܶ ∗  ிா்ሺ݅ሻܦ

・・・（28） 

,ݐிூேுሺܦ ݅ሻ ൌ ,ݐிሺܥ ݅ሻ ∗ ிܨ ∗ ிܩ ∗ ிܤ ∗ ிܶ ∗  ிூேுሺ݅ሻܦ

・・・（29） 

DFAEXT(t,i) ：時間 t における灌漑土壌からの放射性核種 i による

外部被ばく線量（Sv／y） 

SFA ：灌漑作業時における放射性核種の遮蔽係数（－） 

TFA ：年間の灌漑作業時間（h／y） 

DCFEXT(i) ： 放 射 性 核 種 i の 外 部 被 ば く 線 量 換 算 係 数   

（（Sv／h）／（Bq／kg）） 

DFAINH(t,i) ：時間 t における灌漑土壌の粉じん吸入に伴う放射性
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核種 i による内部被ばく線量（Sv／y） 

FFA ：灌漑作業時の空気中粉じん濃度（kg／m３） 

GFA ：空気中粉じんの灌漑土壌からの粉じんの割合（－） 

BFA ：灌漑作業者の呼吸量（m３／h） 

DCFINH(i) ：放射性核種 i の吸入内部被ばく線量換算係数  

（Sv／Bq） 

 

（f） 住宅の建設作業に伴う外部被ばく及び内部被ばく 

地下水移行先の土壌での建設作業により外部被ばく及び内部被ば

くする場合の線量は，地下水移行先の土壌中の放射性物質の濃度に

基づき，（30）式及び（31）式を用いて計算する。 

 

,ݐா்ሺܦ ݅ሻ ൌ ,ݐௌሺܥ ݅ሻ ∗ ܵ ∗ ܶ ∗  ிா்ሺ݅ሻܦ

・・・（30） 

,ݐூேுሺܦ ݅ሻ ൌ ,ݐௌሺܥ ݅ሻ ∗ ܨ ∗ ܩ ∗ ܤ ∗ ܶ ∗  ிூேுሺ݅ሻܦ

・・・（31） 

DCEXT(t,i) ：時間 t における作業時の放射性核種 i による外部被

ばく線量（Sv／y） 

SC ：作業時における放射性核種の遮蔽係数（－） 

TC ：年間作業時間（h／y） 

DCINH(t,i) ：時間 t における作業時の吸入に伴う放射性核種 i に

よる内部被ばく線量（Sv／y） 

FC ：作業時の空気中粉じん濃度（kg／m３） 

GC ：空気中粉じんのうち掘削土壌からの粉じんの割合

（－） 
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BC ：作業者の呼吸量（m３／h） 

 

（g） 掘削土壌上での居住に伴う外部被ばく及び内部被ばく 

地下水移行先の土壌の掘削混合土上での居住により屋外において

外部被ばく及び内部被ばくする場合の線量並びに居住により屋内に

おいて内部被ばくする場合の線量は，それぞれ土壌中の放射性物質

の濃度に基づき，（32）式及び（33）式を用いて計算する。 

,ݐா்ሺܦ ݅ሻ ൌ ,ݐௌሺܥ ݅ሻ ∗ ܵ ∗ ܶ ∗  ிா்ሺ݅ሻܦ

・・・（32） 

,ݐூேுሺܦ ݅ሻ ൌ ,ݐௌሺܥ ݅ሻ ∗ ܨ ∗ ܩ ∗ ܤ ∗ ܶ ∗  ிூேுሺ݅ሻܦ

・・・（33） 

DLEXT(t,i) ：時間 t における居住時の放射性核種 i による外部被

ばく線量（Sv／y） 

SL ：居住時における放射性核種の遮蔽係数（－） 

TL ：年間居住時間（h／y） 

DLINH(t,i) ：時間 t における居住時の吸入に伴う放射性核種 i に

よる内部被ばく線量（Sv／y） 

FL ：居住時の空気中粉じん濃度（kg／m３） 

GL ：空気中粉じんの土壌からの粉じんの割合（－） 

BL ：居住者の呼吸量（m３／h） 

 

（h） 居住者の家庭菜園により生産する農産物の摂取に伴う内部被ば

く 

地下水移行先の土壌の掘削混合土上での家庭菜園により生産する

農産物の摂取によって内部被ばくする場合の線量は（34）式及び
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（35）式を用いて計算する。 

,ிሺ݇ܥ ,ݐ ݅ሻ ൌ ܴிሺ݇, ݅ሻ ∗ ܲிሺ݇ሻ ∗ ,ݐௌሺܥ ݅ሻ 

・・・（34） 

,ݐிூேீሺܦ ݅ሻ ൌܥிሺ݇, ,ݐ ݅ሻ ∗ ܳிሺ݇ሻ ∗ ிሺ݇ሻܩ ∗ ிூேீሺ݅ሻܦ


 

・・・（35） 

CLF(k,t,i) ：時間 t における家庭菜園農産物 k 中の放射性核種 i

の濃度（Bq／kg） 

RLF(k,i) ：土壌から家庭菜園農産物 k への放射性核種 i の移行

係数 

（（Bq／kg－wet 農産物）／（Bq／kg－dry 土壌）） 

PLF(k) ：家庭菜園農産物 k の根からの放射性核種の吸収割合

（－） 

DLFING(t,i) ：時間 t における家庭菜園農産物の摂取に伴う放射性

核種 i による内部被ばく線量（Sv／y） 

QLF(k) ：家庭菜園農産物 k の年間摂取量（kg／y） 

GLF(k) ：家庭菜園農産物 k の市場係数（－） 

 

（i） 井戸水の飲用に伴う内部被ばく 

地下水移行により放射性物質が海まで移動する過程で，井戸を設

置し，帯水層から水をくみ上げて飲用することにより内部被ばくす

る場合の線量は，（36）式及び（37）式を用いて計算する。 

,ݐௐௐሺܥ ݅ሻ ൌ ܴௐௐ ∗ ,ௐሺܺௐௐீܥ ,ݐ ݅ሻ 

・・・（36） 
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,ݐௐௐூேீሺܦ ݅ሻ ൌ ,ݐௐௐሺܥ ݅ሻ ∗ ܳௐௐ ∗ ௐௐܩ ∗  ிூேீሺ݅ሻܦ

・・・（37） 

CWW(t,i) ：時間 t における井戸水中の放射性核種 i の濃度  

（Bq／m３） 

RWW ：井戸水への放射性核種を含む地下水の混合割合 

（－） 

XWW ：廃棄物埋設地下流端から井戸までの距離（m） 

DWWING(t,i) ：時間 t における井戸水の飲用摂取に伴う放射性核種

i による内部被ばく線量（Sv／y） 

QWW ：年間飲料水摂取量（m３／y） 

GWW ：年間飲料水中の井戸水からの飲料水の割合（－） 

 

 

４．３．１．６ 線量評価パラメータ 

廃止措置の開始後の評価に用いる線量評価パラメータは，処分システムに

基づき設定する線量評価パラメータと生活環境に基づき設定する線量評価パ

ラメータに大別できる。 

処分システムに基づき設定する線量評価パラメータは，人工バリア及び天

然バリアに期待する機能を評価において適切に反映するための線量評価パラ

メータと廃棄物埋設地の位置（生活環境までの距離）及び形状等の線量評価

パラメータとなる。本線量評価パラメータは，埋設した放射性廃棄物から漏

出した放射性物質が生活環境まで移動する経路のうち，廃棄物埋設地及び周

辺の地質環境等の状態を踏まえて設定する線量評価パラメータであり，その

設定において，実測値等に基づいて科学的に合理的な範囲を定めたうえで設

定するもの，科学的に合理的な範囲が定められないことから，想定しうる最
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大の範囲を考慮して最も保守的となる値に設定するもの，施設設計等の内容

及び根拠となる文献等に基づき値を設定するものに分類できる。 

また，生活環境に基づき設定する線量評価パラメータは，現在の本施設周

辺の生活環境に基づき値を設定する線量評価パラメータとなる。本線量評価

パラメータは，生活様式等により設定するものに分類できる。なお，将来の

人間の生活様式等を予測することは困難であるため，現世代の人間の生活様

式に関する情報を基に，敷地周辺の社会環境又はわが国で現在一般的とされ

る生活様式等を前提とする。 

生活環境に基づき設定する線量評価パラメータには，科学的に合理的な範

囲の設定が行えないことから，想定しうる最大の範囲を考慮して最も保守的

となる値に設定するものが含まれる。それらの線量評価パラメータの扱いに

ついては，処分システムに基づき設定する線量評価パラメータのうち，科学

的に合理的な範囲の設定が行えないことから，想定しうる最大の範囲を考慮

して最も保守的となる値に設定するものと同様の分類として扱う。 

以上を踏まえ，線量評価パラメータは，4 種類に分類を行う。 

自然事象シナリオにおける線量評価パラメータの設定に当たって，放射性

物質の生活環境への移動挙動に関しては，「４．３．１．１ 地質環境等の

状態設定」及び「４．３．１．２ 廃棄物埋設地の状態設定」の設定に基づ

いて線量評価パラメータを設定する。また，生活環境における公衆の被ばく

に係る線量評価パラメータに関しては「４．３．１．３ 生活環境の状態設

定」の設定に基づいて線量評価パラメータを設定する。 

科学的に合理的な範囲で設定する線量評価パラメータのうち，被ばく線量

への線量感度が大きい線量評価パラメータ又は設定値の不確かさが大きい線

量評価パラメータである「廃棄物埋設地内の充塡砂／中間覆土の放射性核種

iの収着分配係数」，「通気層土壌における放射性核種 iの収着分配係数」，
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「帯水層の厚さ」，「帯水層土壌における放射性核種 i の収着分配係数」及

び「地下水流速」については適切な保守性を考慮し，最も可能性が高い自然

事象シナリオと最も厳しい自然事象シナリオとで異なる設定とする。それ以

外の線量評価パラメータについては最も可能性が高い自然事象シナリオと最

も厳しい自然事象シナリオで共通の値とする。 

また，設計等の内容及び根拠となる文献等に基づき値を設定する線量評価

パラメータのうち，「年間浸透水量」については，「４．３．１．２ 廃棄

物埋設地の状態設定」に基づき，最も可能性が高い自然事象シナリオと最も

厳しい自然事象シナリオとで異なる設定とする。 

自然事象シナリオの線量評価パラメータのうち，科学的に合理的な範囲で

設定する線量評価パラメータを第 6.4.3-14 表，科学的に合理的な範囲が定

められないため，想定しうる最大の範囲を考慮して最も保守的となる値に設

定する線量評価パラメータを第 6.4.3-15 表，施設設計等から設定する線量

評価パラメータを第 6.4.3-16 表，生活様式等により設定する線量評価パラ

メータを第 6.4.3-17 表に示す。 

 

４．３．１．７ 線量評価結果 

廃止措置の開始後の評価における最も可能性が高い自然事象シナリオの線

量の評価結果を第 6.4.3-18 表に示す。評価対象個人の最大線量は約   

5.7×10－２μSv／y であり，第二種埋設許可基準解釈に示されている線量の

10μSv／y を超えない。 

廃止措置の開始後の評価における最も厳しい自然事象シナリオの線量の評

価 結 果 を 第 6.4.3-19 表 に 示 す 。 評 価 対 象 個 人 の 最 大 線 量 は 約      

5.3×10１μSv／y であり，第二種埋設許可基準解釈に示されている線量の

300μSv／y を超えない。 
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４．３．２ 人為事象シナリオ 

人為事象シナリオは，廃棄物埋設地の掘削による放射性物質の廃棄物埋設

地からの漏出，天然バリア中の移動及び当該掘削後の土地利用を考慮して，

典型的なもっともらしい様式化された人間侵入を考慮し，侵入者の受ける線

量及びその他の公衆の受ける線量を評価する。 

人為事象シナリオでは，敷地周辺の一般的な土地利用では生じるとは考え

られない廃棄物埋設地のバリア機能の損傷をもたらす人間活動を対象とし，

廃棄物埋設地の大規模な掘削を行う建設業従事者及び掘削後の土地利用を行

う居住者が受ける線量を評価する。 

居住者の受ける線量の評価に当たって，廃棄物埋設地のうち掘削による擾

乱を受ける範囲の状態設定は，低透水性の喪失を考慮するものとし，それ以

外の状態設定は，人為事象シナリオが発生の可能性の小さい仮想的なシナリ

オであることから，過度な保守性を避けるため，最も可能性が高い自然事象

シナリオと同様とする。 

 

４．３．２．１ 地質環境等の状態設定 

（１）建設業従事者 

建設業従事者の建設作業によって受ける線量の評価においては，地質環

境等の状態は影響しない。 

（２）居住者 

大規模掘削後の土地利用及び水利用に伴う居住者の受ける線量の評価に

おいては，発生の可能性が小さい仮想的なシナリオであることから，過度

な保守性を避けるため，地質環境等の状態は最も可能性が高い自然事象シ

ナリオと同様とする。 
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４．３．２．２ 廃棄物埋設地の状態設定 

（１）建設業従事者 

建設業従事者の評価においては，掘削深度の予測が困難であることから，

大規模な掘削として，掘削される土壌に含まれる放射性物質の量が多く，

保守的となるよう廃棄物埋設地底部まで掘削されるものと想定する。また，

廃棄物埋設地内の放射性物質の残存量を現実的に設定することが困難であ

ることから，保守的となるよう掘削が生じるまでの期間に放射性物質の漏

出が生じないものと想定し，減衰のみを考慮する。 

（２）居住者 

居住者の評価においては，大規模な掘削に伴い，側部低透水性覆土，低

透水性覆土及び遮水シートの低透水性が喪失した状態を設定する。また，

建設業従事者の評価と同様に，掘削による擾乱を受けるまでの期間に放射

性物質の漏出が生じないものと想定し，減衰のみを考慮する。 

 

４．３．２．３ 生活環境の状態設定 

廃棄物埋設地における地下数階を有する建物の建設作業等の大規模な掘削

行為（保守的に廃棄物埋設地底面までの掘削）及び当該掘削後の土地利用を

伴う人間活動は，一般的に生じるとは考えられないため，人為事象シナリオ

において考慮する。よって，侵入者として廃棄物埋設地の大規模な掘削を行

う建設業従事者とその他公衆として掘削後の土地利用を行う居住者を線量評

価の対象とし，その生活環境を以下のとおり設定する。 

（１）建設業従事者 

建設業従事者は，自然事象シナリオと同様に，放射性物質を含む土壌に

接近する掘削作業を想定する。ただし，自然事象シナリオで考慮するその
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他の人間活動による被ばくは考慮しない。 

よって，廃棄物埋設地の掘削土壌以外に居住する人を対象として，廃棄

物埋設地に起因する放射性物質を含まない食品を摂取すると想定する。 

（２）居住者 

居住者については，廃棄物埋設地の大規模な掘削後の土地利用として，

掘削に伴う低透水性の喪失後の廃棄物埋設地からの放射性物質の地下水へ

の移動によって生じる被ばくに関する人間活動（最も可能性が高い自然事

象シナリオの水利用と同様）も考慮する。 

よって，居住者は，大規模な掘削後の廃棄物埋設地に居住する人を対象

として，家庭菜園により生産される農産物及び一般的な市場に流通した食

品を摂取すると想定する。 

なお，埋設した放射性廃棄物（金属類又はコンクリート類）が混合され

た土壌上での土地利用となるため，土地利用の際には客土を施工すること

を想定する。 

 

４．３．２．４ 放射性物質の移動挙動及び被ばく経路 

廃棄物埋設地の大規模な掘削に伴い，放射性物質は，廃棄物埋設地内の土

砂，覆土及び周辺土壌と混合した土壌に移動する。また，大規模な掘削によ

る擾乱を受けた後の地下水による海への放射性物質の移動は，最も可能性が

高い自然事象シナリオと同様とする。 

これらの放射性物質の移動挙動を踏まえ，人為事象シナリオの線量評価の

対象とする被ばく経路を以下のとおり設定する。 

（１）建設業従事者 

・廃棄物埋設地底面までを掘削する建設作業に伴う外部被ばく及び内部

被ばく 
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（２）居住者 

・廃棄物埋設地底面までを掘削した混合土壌の上での居住に伴う外部被

ばく 

・廃棄物埋設地底面までを掘削した混合土壌の上での家庭菜園により生

産される農産物の摂取に伴う内部被ばく 

・廃棄物埋設地底面までの掘削作業による低透水性の喪失後の廃棄物埋

設地から漏出する放射性物質が移動した海での海産物の摂取に伴う内

部被ばく 

 

４．３．２．５ 線量評価モデル 

人為事象シナリオにおける評価モデルとして，評価の対象となる領域にお

ける放射性物質の移動に関する線量評価モデル及び被ばく経路に対応した線

量を計算するための生活環境における被ばくに関する線量評価モデルを以下

に示す。 

（１）放射性物質の移動に関する線量評価モデル 

ａ．建設作業における土壌中の放射性物質濃度 

廃棄物埋設地底面までを掘削する建物の建設作業において，掘削され

た埋設区画を含む土壌中の放射性核種 i の濃度は，（38）式を用いて計

算する。 

なお，土壌中の放射性核種 i の濃度の計算において，建設作業が生じ

るまでの期間に廃棄物埋設地からの放射性物質の漏出は考慮しない。 

,ݐௌுሺܥ ݅ሻ ൌ ܲு ∗
ௐுሺ݅ሻܣ ∗ exp	ሺെߣሺ݅ሻ ∗ ሻݐ

ܵு ∗ ܪ ∗ ுߩ
 

・・・（38） 

CSH(t,i) ：時間 t における対象領域の掘削土壌中の放射性核種
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i の濃度（Bq／kg） 

PCH ：廃棄物埋設地底面までを掘削する場合の対象領域の

掘削土壌の希釈係数（－） 

AWH(i) ：対象領域の廃棄物受入れ時の放射性核種 i の放射能

量（Bq） 

SDH ：対象領域の平面積（m２） 

 ு ：対象領域の廃棄物層の見かけ密度（kg／m３）ߩ

 

ｂ．建設作業後の廃棄物埋設地からの地下水による放射性物質の移動 

（a） 廃棄物埋設地内の放射性物質の移動 

廃棄物埋設地から漏出する放射性物質の量は，（1）式から（5）

式を用いて計算する。 

（b） 通気層中の放射性物質の移動 

通気層から帯水層への年間移動量は，（6）式から（10）式を用

いて計算する。 

（c） 帯水層中の放射性物質の移動 

帯水層中の放射性物質の移動は，（11）式から（14）式を用いて

計算する。 

（d） 海水中の放射性物質の濃度 

海水中の放射性物質の濃度は，（15）式及び（16）式を用いて計

算する。 

（２）生活環境における被ばくに関する評価モデル 

ａ．廃棄物埋設地底面までを掘削する建設作業に伴う外部被ばく及び内部

被ばく 

廃棄物埋設地底面までを掘削する建設作業により外部被ばく及び内部
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被ばくする場合の線量は，それぞれ（30）式及び（31）式を用いて計算

する。 

ただし，掘削土壌中の放射性核種 i の濃度は（38）式で算出した濃度

に置き換える。 

ｂ．廃棄物埋設地底面までを掘削した混合土壌の上での居住に伴う外部被

ばく 

廃棄物埋設地底面までを掘削した混合土壌の上で居住により外部被ば

くする場合の線量は（32）式を用いて計算する。 

ただし，掘削土壌中の放射性核種 i の濃度は（38）式で算出した濃度

に置き換える。 

ｃ．廃棄物埋設地底面までを掘削した混合土壌の上での家庭菜園により生

産される農産物の摂取に伴う内部被ばく 

廃棄物埋設地底面までを掘削した混合土壌の上で家庭菜園により生産

される農産物の摂取により内部被ばくする場合の線量は，（34）式及び

（35）式を用いて計算する。 

ただし，掘削土壌中の放射性核種 i の濃度は（38）式で算出した濃度

に置き換える。 

ｄ．廃棄物埋設地底面までの掘削作業による低透水性の喪失後の廃棄物埋

設地からの漏出する放射性物質が移動する海での海産物の摂取による内

部被ばく 

海産物の摂取により内部被ばくする場合の線量は（21）式を用いて計

算する。 

 

４．３．２．６ 線量評価パラメータ 

人為事象シナリオの線量評価パラメータを第 6.4.3-20 表に示す。 
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人為事象シナリオは，発生の可能性の小さい仮想的なシナリオであること

から，過度な保守性を避けるため，第 6.4.3-20 表で示す線量評価パラメー

タ以外は，最も可能性が高い自然事象シナリオと同じ設定とすることを基本

とする。ただし，廃棄物埋設地底面までを掘削する建設作業に伴う外部被ば

く及び内部被ばくの評価に用いる線量評価パラメータは，最も厳しい自然事

象シナリオの住宅の建設作業に伴う外部被ばく及び内部被ばくの評価に用い

た線量評価パラメータと同じ設定とする。また，廃棄物埋設地底面までの掘

削作業による低透水性の喪失後の廃棄物埋設地からの漏出する放射性物質が

移動する海での海産物の摂取による内部被ばくの評価において，廃棄物埋設

地からの放射性物質の漏出が開始する時期については，覆土の完了後 50 年

と設定する。 

 

４．３．２．７ 線量評価結果 

廃止措置の開始後の評価における人為事象シナリオの線量の評価結果を第

6.4.3-21 表に示す。 

廃棄物埋設地底面までを掘削する建設作業による建設業従事者の線量は，

2.8×10１μSv／y である。 

また，廃棄物埋設地底面までを掘削した混合土壌の上での居住者の被ばく

線量は 2.0×10１μSv／yであり，第二種埋設許可基準解釈に示されている線

量の 300μSv／y を超えない。 
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第 6.4.2-1 表 計算地点までの距離及び標高の設定値 

項 目 値 備 考 

計算地点ま

での距離※１ 
150 m 

周辺監視区域まで最短距離の約 170 m

を丸めて 150 m に設定 

計算地点の

標高※２ 

T.P.＋8 m 直接ガンマ線量評価時 

T.P.＋11 m 

スカイシャインガンマ線量評価時 

計算上の計算地点は地表 1 m として，

T.P.＋10 m＋1 m 

※1：廃棄物埋設地における線源（放射性廃棄物又は廃棄物層）と周辺監視区

域までの距離は，埋設する区画により異なるが，保守的に全ての区画の

評価において，線源から計算地点までの距離を 150 m と設定する。 

※2：計算地点を設定する周辺監視区域境界は，標高が T.P.約＋7 m～約＋9 m

と傾斜地形であるが計算地点の標高は，評価上の保守性を考慮して設定

する。 
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第 6.4.2-2 表 スカイシャインガンマ線評価（ＡＮＩＳＮ）における遮蔽に係

る状態設定 

作業ステップ 

考慮する遮蔽 

1 段目廃棄物層 2 段目廃棄物層 

3 段目 

廃棄物層 

a 1 段目 定置 なし※ ― ― 

b 

1 段目 放射性廃棄

物間砂充塡・中間覆

土敷設 

なし※ ― ― 

c 2 段目 定置 1 段目中間覆土 なし※ ― 

d 

2 段目 放射性廃棄

物間砂充塡・中間覆

土敷設 

1 段目中間覆土 

2 段目廃棄物層 

なし※ ― 

e 3 段目 定置 

1,2 段目中間覆土 

2 段目廃棄物層 

2 段目中間覆土 なし※ 

f 

3 段目 放射性廃棄

物間砂充塡・最上段

中間覆土敷設 

1,2 段目中間覆土 

2,3 段目廃棄物層 

2 段目中間覆土 

3 段目廃棄物層 

なし※ 

g 最上段中間覆土終了 

1,2 段目中間覆土 

2,3 段目廃棄物層 

最上段中間覆土 

2 段目中間覆土 

3 段目廃棄物層 

最上段中間覆土 

最上段 

中間覆土 

※：空気による遮蔽を考慮する。 
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第 6.4.2-3 表 外部被ばく線量の計算に用いる前提条件 

パラメータ 
表面線量 

当量率※1 

放射性廃棄物重量※2 

金属類 

（鉄箱） 

コンクリー

トガラ 

（鉄箱） 

コンクリー

トブロック 

10μSv／h 

廃棄物 
10μSv／h 以下 約 5,900 t 約 500 t 約 9,400 t 

300μSv／h 

廃棄物 

10μSv／h を超え 

300μSv／h 以下 
約 200 t － － 

※1：表面線量当量率は，放射性廃棄物に含まれる放射性核種のうち，

主なガンマ線放出核種であるＣｏ－60，Ｃｓ－137，Ｅｕ－152 及

びＥｕ－154 の放射能濃度を用いて，核種ごとの表面線量当量率

をＱＡＤコードで計算し合計した値。 

※2：放射性廃棄物重量は，放射性廃棄物種類ごとの物量評価により算

出した値に設定。 
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第 6.4.2-4 表 外部被ばく線量の計算に用いる主要なパラメータ 

パラメータ 数値 設定根拠等 

1 段埋設個数

（個） 

金属類・コンクリートガラ ： 50 

コンクリートブロック ： 126 
※1 

1 区画埋設段

数（段） 
全ての放射性廃棄物 ： 3 ※2 

放射性廃棄物

充塡率（％） 

金属類 ： 34 

コンクリートガラ ： 50 

コンクリートブロック ： 100 

※3 

放射性廃棄物

密度 

（kg／m３） 

金属類 ： 7,800 

コンクリートガラ・コンクリートブロッ

ク ： 2,300 

※4 

放射性廃棄物

（容器）密度 

（kg／m３） 

金属類 ： 2,652 

コンクリートガラ ： 1,150 

コンクリートブロック ： 2,300 

※5 

放射性廃棄物

（容器）の容

積（m３） 

金属類・コンクリートガラ ： 1.498 

コンクリートブロック ： 0.567 
※6 

廃棄物層の放

射 性 廃 棄 物

（容器）密度

（kg／m３） 

金属類 ： 1,869 

コンクリートガラ ： 811 

コンクリートブロック ： 1,422 

※7 
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パラメータ 数値 設定根拠等 

廃棄物層の放

射 性 廃 棄 物

（容器）の原

子個数密度 

（個／cm３） 

金属類 

 Ｆｅ ： 2.015×10２２ 

コンクリートガラ 

 Ｈ ： 2.016×10２１ 

 Ｏ ： 1.549×10２２ 

 Ｍｇ ： 2.310×10１９ 

 Ａｌ ： 8.074×10１９ 

 Ｓｉ ： 6.712×10２１ 

 Ｓ ： 1.066×10１９ 

 Ｃａ ： 8.370×10２０ 

 Ｆｅ ： 2.394×10２０  

コンクリートブロック 

 Ｈ ： 3.534×10２１ 

 Ｏ ： 2.716×10２２ 

 Ｍｇ ： 4.051×10１９ 

 Ａｌ ： 1.416×10２０ 

 Ｓｉ ： 1.177×10２２ 

 Ｓ ： 1.869×10１９ 

 Ｃａ ： 1.468×10２１ 

 Ｆｅ ： 4.198×10２０  

※8 
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パラメータ 数値 設定根拠等 

中間覆土の原

子 個 数 密 度

（個／cm３） 

 Ｈ ： 1.386×10２１ 

 Ｃ ： 8.865×10２０ 

 Ｏ ： 2.544×10２２ 

 Ｎａ ： 1.259×10２０ 

 Ｍｇ ： 2.324×10２０ 

 Ａｌ ： 7.350×10２０ 

 Ｓｉ ： 1.022×10２２ 

 Ｐ ： 4.398×10１８ 

 Ｋ ： 2.154×10２０ 

 Ｃａ ： 7.655×10２０ 

 Ｔｉ ： 2.443×10１９ 

 Ｍｎ ： 1.100×10１８ 

 Ｆｅ ： 1.401×10２０ 

※9 

空気の原子個

数密度 

（個／cm３） 

 Ｈ ： 7.198×10１５ 

 Ｃ ： 7.585×10１５ 

 Ｎ ： 3.909×10１９ 

 Ｏ ： 1.054×10１９ 

※10 

状態ごとの作

業日数（日） 

1 段目定置中 ： 12.5 

1 段目中間覆土中 ： 2.5 

2 段目定置中 ： 8.5 

2 段目中間覆土中 ： 4.5 

3 段目定置中 ： 6.5 

3 段目中間覆土中 ： 2 

廃棄物埋設

施設設計に

基づく設定 



6－92 

パラメータ 数値 設定根拠等 

年間最大埋設

区画数 
 10 ※11 

放射性廃棄物

の年間最大埋

設個数 

（個／y） 

10μSv／h 廃棄物 

 金属類・コンクリートガラ ： 1,500 

 コンクリートブロック ： 3,780 

300μSv／h 廃棄物 

 金属類 ： 100 

※12 

放射性廃棄物の

年間の作業割合

（－） 

10μSv／h 廃棄物 

 1 段目定置中 ： 3.4×10－１ 

 1 段目中間覆土中 ： 6.8×10－２ 

 2 段目定置中 ： 2.3×10－１ 

 2 段目中間覆土中 ： 1.2×10－１ 

 3 段目定置中 ： 1.8×10－１ 

 3 段目中間覆土中 ： 5.5×10－２ 

300μSv／h 廃棄物 

 1 段目定置中 ： 6.8×10－２ 

 1 段目中間覆土中 ： 1.4×10－２  

 2 段目定置中 ： 4.7×10－２ 

 2 段目中間覆土中 ： 2.5×10－２ 

 3 段目定置中 ： 3.6×10－２ 

 3 段目中間覆土中 ： 1.1×10－２ 

※13 
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パラメータ 数値 設定根拠等 

放射性廃棄物

の 1 体当たり

の 取 扱 時 間

（分） 

金属類・コンクリートガラ：55 

コンクリートブロック：22 
※14 

放射性廃棄物の

種類ごとの露出

割合（－） 

10μSv／h 廃棄物 

 金属類・コンクリートガラ ： 

 1.57×10－１ 

 コンクリートブロック ： 1.58×10－１ 

300μSv／h 廃棄物 

 金属類 ： 1.05×10－２ 

※15 

放射性廃棄物

のＣｏ－60 濃

度 

（Bq／cm３） 

10μSv／h 廃棄物 

 金属類 ： 3.29×10１ 

 コンクリートガラ ： 1.40×10１  

 コンクリートブロック ： 2.72×10１  

300μSv／h 廃棄物 

 金属類 ： 9.88×10２ 

※16 

※1 ：廃棄物埋設施設設計に基づく値に設定。コンクリートブロック

は標準体の場合の個数で，最大は，標準体を隙間が最小となる

ように並べた場合の個数。 

※2 ：1 区画埋設段数は廃棄物埋設施設設計に基づく値。コンクリート

ブロックは標準体の場合の段数に設定。 

※3 ：金属類は，鉄箱の許容積載荷重（約 3,900kg）を体積換算し，鉄

箱の容積（1.498 m３）で除した値に設定。 

3,900／7,800／1.498≒34％（有効数字 2 桁で切上げ） 
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コンクリートガラは，ＪＰＤＲ解体時のフレキシブルコンテナ

の充塡率の実績値 56.3％（４ ３）に対し余裕を考慮して 50％に設定。 

コンクリートブロックは，直方体に切り出す予定としているこ

とから 100％に設定。 

※4 ：小山他（1977）（４４ ）に基づき設定。 

※5 ：放射性廃棄物密度に放射性廃棄物充塡率を乗じた値に設定。 

※6 ：金属類及びコンクリートガラは鉄箱の内寸法から計算した値を

設定。 

1.36×1.36×0.81＝1.498m３ 

コンクリートブロックは，標準体の寸法に基づく設定。 

※7 ：（放射性廃棄物（容器）密度）×｛（放射性廃棄物（容器）の

容積）×（廃棄物層の容器個数）／（（区画の底面積）×（放射

性廃棄物種類ごとの高さ））｝により算出した値に設定。 

金属類：2,652×（1.498×50／（15.1×8.5×0.828）） 

≒1,869 kg／m３  

コンクリートガラ：1,150×（1.498×50／（15.1×8.5×0.828）） 

≒811 kg／m３  

コンクリートブロック：（最大個数を使用） 

2,300×（0.567×126／（15.1×8.5×0.9））≒1,422 kg／m３  

※8 ：廃棄物層の放射性廃棄物（容器）密度に元素ごとの組成比を乗

じた後，原子量（ ４ ５ ）で除し，アボガドロ定数（ ４ ６ ）を乗じて算

出した値に設定（有効数字 4 桁で四捨五入）。元素の組成につい

ては，金属類はＦｅとし，コンクリートブロックとコンクリー

トガラは小山他（1977）（４ ４）に基づき設定。 

なお，容器等については保守的に考慮しない。 
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※9 ：密度に元素ごとの組成比を乗じた後，原子量（ ４ ５ ）で除し，アボ

ガドロ定数（４６）を乗じて算出した値に設定（有効数字 4 桁で四

捨五入）。なお，覆土の組成は国立天文台編（2015）（ ４ ７ ）の砂

質岩の平均組成を用いて算出した元素ごとの組成比を使用し，

密度は候補材料の土質試験結果で得られた乾燥密度から施工余

裕等を考慮した保守的な値（1.3 g／cm３）を使用した。 

※10：計算方法は，※9 と同じ方法。空気の密度と元素ごとの組成比は

小山他（1977）（４ ４）に基づく設定。 

※11：状態ごとの作業日数の合計 36.5 日を，保守的に 365 日で除して

設定。 

※12：10μSv／h 廃棄物は年間通して埋設することから，年間最大埋設

個数は，1 区画 1 段当たりの放射性廃棄物埋設個数に埋設段数を

乗じ，さらに年間最大埋設区画数を乗じて設定する。 

300μSv／h 廃棄物の年間最大埋設個数は，埋設する総数を設定

する。 

※13：10μSv／h 廃棄物の取扱いは，年間を通じて行われることから，

各作業項目の作業日数を作業日数の総和で除して算出する。 

300μSv／h 廃棄物は年間で最大 2 区画分を計算することから，各作

業項目の作業日数に区画数の 2 を乗じて，365 日で除して算出する。 

※14：1 区画分の放射性廃棄物の定置に要する作業日数に実働時間を乗

じ，さらに 1 区画に埋設する放射性廃棄物の個数で除して算出す

る。 

※15：年間最大埋設個数を 1 時間当たりの取扱い個数（60÷取扱時間）で除

し，さらに年間の時間数で除して算出する。 

※16：表面線量当量率 10μSv／h 及び 300μSv／h 相当Ｃｏ－60 濃度は，
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ともにＱＡＤコードを用いて計算した値。 
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第 6.4.2-5 表 直接ガンマ線の評価結果 

パラメータ 
金属類 

（鉄箱） 

コンクリート

ガラ（鉄箱） 

コンクリート 

ブロック 

10μSv／h 廃棄物による

年間最大被ばく線量 

（μSv／y） 

約 1.1×10－１ 約 9.6×10－２ 約 4.2×10－２ 

300μSv／h 廃棄物によ

る年間最大被ばく線量

（μSv／y） 

約 2.1×10－１ － － 

年間最大被ばく線量合計

（μSv／y） 
約 3.2×10－１ 

 

  



6－98 

第 6.4.2-6 表 スカイシャインガンマ線の評価結果 

埋設中 
10μSv／h 廃棄物による年間最

大線量（μSv／y）（10 区画） 
約 8.7×10０ 

埋設中 

300μSv／h 廃棄物よる年間最

大線量（μSv／y）（１段目か

らの影響，2 区画） 

約 1.9×10１ 

最上段中間覆土後 
最上段中間覆土後の 41 区画に

よる年間最大線量（μSv／y）  
約 1.0×10１ 

放射性廃棄物の受入れ～

全区画最上段中間覆土完

了 

年間被ばく線量線量合計 

（μSv／y） 
約 3.8×10１ 

全区画最上段中間覆土完

了～廃止措置の開始 

最上段中間覆土後の 42 区画に

よる年間最大線量（μSv／y） 
約 1.1×10１ 
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第 6.4.2-7 表 平常時に公衆が受ける被ばく線量の評価結果 

項 目 

放射性廃棄物の受

入れ～全区画最上

段中間覆土完了 

全区画最上段中間

覆土完了～廃止措

置の開始 

直接ガンマ線による年間最大線

量（μSv／y）  
約 3.2×10－１ ― 

スカイシャインガンマ線による

年間最大線量（μSv／y） 
約 3.8×10１ 約 1.1×10１ 

廃棄物埋設地から放射性物質の

漏出による年間最大線量 

（μSv／y） 

約 2.3×10－２ 

平常時に公衆が受ける線量の合

計（μSv／y） 
約 3.8×10１ 約 1.1×10１ 

 

  



6－100 

第 6.4.3-1 表 隆起・沈降の状態設定結果 

ケース モデル化時期 隆起量（m） 

最も可能性が高い設定 1,000 年後 0.40 

最も厳しい設定 1,000 年後 0.55 

 

 

 

第 6.4.3-2 表 気温の状態設定結果 

ケース モデル化時期 気温（℃） 

寒冷化ケース 
最も可能性が高い設定 1,000 年後 13 

最も厳しい設定 1,000 年後 13 

温暖期継続ケース 
最も可能性が高い設定 1,000 年後 17 

最も厳しい設定 1,000 年後 17 
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第 6.4.3-3 表 降水量の状態設定結果 

ケース 
モデル化 

時期 

気温 

（℃） 

降水量 

（mm／y） 

寒冷化ケース 
最も可能性が高い設定 1,000 年後 13※ 1,410 

最も厳しい設定 1,000 年後 13※ 1,110 

温暖期継続ケース 
最も可能性が高い設定 1,000 年後 17 1,660 

最も厳しい設定 1,000 年後 17 2,080 

※：寒冷化ケースにおける降水量の算出において，最も可能性が高い設定及び

最も厳しい設定の気温は，それぞれ 13.3℃及び 13.1℃を用いる。 
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第 6.4.3-4 表 敷地周辺と類似する気候因子を持つ地点の気温と年降水量 

 

  

年平均気温（℃） 年降水量(mm/y)

1 北海道 宗谷岬 6.4 827.8
2 北海道 稚内 7.0 1109.2
3 北海道 網走 6.9 844.2
4 北海道 標津 5.6 1148.0
5 北海道 別海 6.0 1148.4
6 北海道 根室 6.6 1040.4
7 北海道 厚床 5.7 1158.8
8 北海道 榊町 5.8 1035.2
9 北海道 太田 5.9 1195.2
10 北海道 白糠 5.8 1124.8
11 北海道 釧路 6.6 1080.1
12 北海道 池田 6.1 890.9
13 北海道 浦幌 6.5 1005.9
14 北海道 糠内 5.4 1022.9
15 北海道 大津 5.7 1066.2
16 北海道 大樹 5.6 1146.0
17 北海道 苫小牧 7.9 1239.2
18 北海道 鵡川 7.1 1010.6
19 北海道 室蘭 8.9 1188.9
20 北海道 日高門別 7.6 983.7
21 北海道 静内 8.3 1043.3
22 北海道 浦河 8.2 1118.3
23 青森県 六ヶ所 9.4 1383.3
24 青森県 三沢 10.2 1110.2
25 青森県 十和田 9.8 1038.0
26 青森県 八戸 10.5 1045.1
27 宮城県 鹿島台 11.4 1134.5
28 宮城県 石巻 11.9 1091.3
29 宮城県 塩釜 11.8 1175.0
30 宮城県 仙台 12.8 1276.7
31 宮城県 亘理 12.4 1272.2
32 福島県 小名浜 13.8 1461.2
33 茨城県 北茨城 13.2 1444.3
34 茨城県 水戸 14.1 1367.7
35 茨城県 鉾田 13.8 1468.5
36 茨城県 鹿嶋 14.9 1576.6
37 千葉県 銚子 15.8 1712.4
38 千葉県 横芝光 15.2 1509.4
39 千葉県 茂原 15.7 1682.4
40 千葉県 勝浦 16.0 1999.2
41 千葉県 館山 16.2 1845.9

地点
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第 6.4.3-5 表 地下水位，動水勾配及び地下水流速の状態設定結果 

ケース 
モデル

化時期 

気温 

（℃） 

降水量 

（mm） 

地下水位 

（T.P. m） 

動水勾配 

（－） 

地下水 

流速 

（m／y） 

寒
冷
化
ケ
ー
ス 

最も可能

性が高い

設定 

1,000

年後 
13 1,410 ＋1.8 4.77×10－３ 49 

最も厳し

い設定 

1,000

年後 
13 1,110 ＋1.6 4.12×10－３ 42 

 

 

 

第 6.4.3-6 表 蒸発散量の状態設定結果 

ケース モデル化時期 
気温 

（℃） 

降水量 

（mm／y） 

蒸発散量 

（mm／y） 

温暖期継続 

ケース 

最も可能性

が高い設定 
1,000 年後 17 1,660 530 

最も厳しい

設定 
1,000 年後 17 2,080 530 
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第 6.4.3-7 表 かん養量の状態設定結果 

 

 

第 6.4.3-8 表 海水準変動の状態設定結果 

ケース モデル化時期 
海水準 

（現在比：m） 

寒冷化ケース 
最も可能性が高い設定 1,000 年後 －5.0 

最も厳しい設定 1,000 年後 －9.0 

 

第 6.4.3-9 表 バリア材料の物性 

バリア材料 物性 物性の内容 

人工 

バリア 

側 部 低 透 水

性 覆 土 ， 低

透 水 性 覆 土

及 び 遮 水 シ

ート 

低透水性 

埋設トレンチ内への雨水等の浸入を

抑制することによって，廃棄物埋設

地からの放射性物質の移動を抑制さ

せる。 

天然 

バリア 

本 施 設 周 辺

の 地 盤 （ ｄ

ｕ 層 及 び 帯

水層） 

収着性 

放射性物質の収着によって，廃棄物

埋設地から漏出した放射性物質の移

動を抑制させる。 

 

  

ケース 
モデル化

時期 

気温

（℃） 

降水量

（mm／y） 

蒸発散量

（mm／y） 

かん養量

（mm／y） 

温
暖
期
継
続
ケ
ー
ス 

最も可能性 

が高い設定 
1,000 年後 17 1,660 530 300 

最も厳しい 

設定 
1,000 年後 17 2,080 530 510 
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第 6.4.3-10 表 埋設する放射性廃棄物の仕様 

放射性廃棄物 金属類 

コンクリート類 

コンクリート 

ガラ 

コンクリート 

ブロック 

容器等 鉄箱 プラスチックシート 

容器等の材質 炭素鋼 ポリエチレン等 

容器等の寸法（m） 約 1.4×約 1.4×約 0.9 約 0.7×約 0.9×約 0.9 

 

第 6.4.3-11 表 埋設トレンチの寸法 

埋設トレンチ 
放射性廃棄物の底面が T.P.約＋4 m となるように掘

り下げて設置 

区画数 西側 18 区画，東側 24 区画 

区画寸法（1 区画） 約 8 m×約 15 m 

放射性廃棄物定置段数 3 段 
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第 6.4.3-12 表 覆土の主な仕様 

名称 主な仕様 

覆土 

最
終
覆
土 

保護土層（上層） 
・材料：粘性土又は火山灰質粘性土 

・厚さ※１：0.3 m 以上 

保護土層（下層） 
・材料：砂質土 

・厚さ※１：0.15 m 以上 

フィルタ層 
・材料：クラッシャーラン 

・厚さ※１：0.3 m 以上 

排水層 
・材料：単粒度砕石 

・厚さ※１：0.3 m 以上 

遮水シート 
・材料：高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）※２ 

・厚さ※１：1.5 mm 以上 

低透水性覆土 

・材料：ベントナイト混合土 

・透水係数※１：1.0×10－１０ m／s 以下 

・厚さ※１，※３：1 m 以上 

基礎材 
・材料：粒度調整砕石 

・厚さ※１：0.3 m 以上 

側部低透水性覆土 

・材料：ベントナイト混合土 

・透水係数※１：1.0×10－１０ m／s 以下 

・厚さ※１：0.8 m 以上 

中間覆土 

・材料：砂質土 

・厚さ※１：0.5 m 以上（最上段），0.2 m 以上

（最上段を除く） 

・密度：1,300 kg／m３以上 

充塡砂 ・材料：砂質土（流動性を期待できるもの） 

※1：施工時点の値 

※2：高摩擦タイプとする 

※3：埋設トレンチ上部の厚さ 
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第 6.4.3-13 表 陥没現象の影響における透水係数の設定 

対象 
透水係数（m／s） 

最も可能性が高い状態 最も厳しい状態 

低透水性覆土 
1.0×10－１０ 

2.0×10－１０ 

側部低透水性覆土 1.0×10－１０ 
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第 6.4.3-14 表 科学的に合理的な範囲で設定する 

線量評価パラメータ 

記号 パラメータ名称 

設定値 

最も可能性が高い

自然事象シナリオ 

最も厳しい 

自然事象シナリオ 

 

廃棄物埋設地内の充塡

砂／中間覆土の間隙率

（－）※１ 

0.50 

θD 
廃棄物埋設地内の飽和

度（％）※２ 
17 

ρD 

廃棄物埋設地内の充塡

砂／中間覆土の粒子密

度（kg／m３）※３ 

2.7×10３  

KdD(i) 

廃棄物埋設地内の充塡

砂／中間覆土の放射性

核種 i の収着分配係数 

（m３／kg）※４ 

Ｃａ－41 ： 0.003 

Ｃｏ－60 ： 0.03 

Ｓｒ－90 ： 0.003 

Ｃｓ－137 ： 0.3 

Ｅｕ－152 ： 0.3 

Ｅｕ－154 ： 0.3 

全α ： 0.1 

Ｃａ－41 ： 0.0003 

Ｃｏ－60 ： 0.003 

Ｓｒ－90 ： 0.0003 

Ｃｓ－137 ： 0.03 

Ｅｕ－152 ： 0.03 

Ｅｕ－154 ： 0.03 

全α ： 0.01 

D 
分子拡散係数 

（m２／y）※５ 
0.055 

HU 通気層高さ（m）※６ 1.0 

θU 
通気層飽和度 

（％）※７ 
17 

KdU(i) 

通気層土壌における放

射性核種 i の収着分配

係数（m３／kg）※８ 

Ｃａ－41 ： 0.003 

Ｃｏ－60 ： 0.03 

Ｓｒ－90 ： 0.003 

Ｃｓ－137 ： 0.3 

Ｅｕ－152 ： 0.3 

Ｅｕ－154 ： 0.3 

全α ： 0.1 

Ｃａ－41 ： 0.00003 

Ｃｏ－60 ： 0.001 

Ｓｒ－90 ： 0.00003 

Ｃｓ－137 ： 0.001 

Ｅｕ－152 ： 0.03 

Ｅｕ－154 ： 0.03 

全α ： 0.01 

 
通気層土壌の間隙率

（－）※９ 
0.41 

ρU 
通気層土壌の粒子密度

（kg／m３）※１０ 
2.7×10３  



6－109 

記号 パラメータ名称 

設定値 

最も可能性が高い

自然事象シナリオ 

最も厳しい 

自然事象シナリオ 

 
帯水層土壌の間隙率

（－）※１１ 
0.41 

VGW 
地下水流速 

（m／y）※１２ 
49 42 

HGW 
帯水層の厚さ 

（m）※１３ 
1.8 1.6 

 
帯水層土壌の粒子密度

（kg／m３）※１４ 
2.7×10３ 

KdGW(i) 

帯水層土壌における放

射性核種 i の収着分配

係数（m３／kg）※１５ 

Ｃａ－41 ： 0.003 

Ｃｏ－60 ： 0.3 

Ｓｒ－90 ： 0.003 

Ｃｓ－137 ： 0.3 

Ｅｕ－152 ： 0.3 

Ｅｕ－154 ： 0.3 

全α ： 0.1 

Ｃａ－41 ： 0.00003 

Ｃｏ－60 ： 0.001 

Ｓｒ－90 ： 0.00003 

Ｃｓ－137 ： 0.001 

Ｅｕ－152 ： 0.03 

Ｅｕ－154 ： 0.03 

全α ： 0.01 

※1 ：充塡砂／中間覆土は，土質分類が砂質土となる現地発生土又は

購入土を使用する計画であるため，充塡砂／中間覆土の間隙率

は，現地発生土及び購入土の候補土砂の物理試験結果から，最

大の間隙率を有効数字 2 桁となるように切り上げて設定した。 

※2 ：廃棄物埋設地内の充塡砂／中間覆土は，土質分類が砂質土とな

る現地発生土又は購入土を使用する計画である。そのため，充

塡砂／中間覆土としての利用を考えている現地発生土と同等の

土質分類である砂層（ｄｕ層）のブロックサンプリングにより

採取した試料の物性値から算出した飽和度の算術平均値を有効

数字 2 桁となるように保守的に切り下げて設定した。 

※3 ：充塡砂／中間覆土は，土質分類が砂質土となる現地発生土又は

購入土を使用する計画である。過去に実施した現地発生土及び

購入土の候補土砂の物理試験結果の算術平均値を有効数字 2 桁
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となるように四捨五入し，設定した。 

※ 4 ： 廃 棄 物 埋 設 地 内 土 砂 の Ｃ ｏ － 60， Ｓ ｒ － 90， Ｃ ｓ － 137，  

Ｅｕ－152，Ｅｕ－154，全 α（Ａｍ）の収着分配係数につい

ては，廃棄物埋設地周辺の帯水層土壌であるｄｕ層を対象とし，

移行媒体として現地地下水及び水酸化Ｃａ水溶液を想定して実

施した分配係数取得試験の結果を基に設定した。最も可能性が

高い自然事象シナリオの収着分配係数の設定値は，各試験結果

（幾何平均値）のうち最も小さい値を，保守的に 1 桁目が 1 か

3 になるように小さい方に丸めた値とした。最も厳しい自然

事象シナリオの収着分配係数の設定値は，統計的なばらつきを

考慮して，各試験結果（幾何平均値）のうち最も小さい値を

10 分の 1 倍し，保守的に 1 桁目が 1 か 3 になるように小さい方

に丸めた値とした。なお，Ｃａ－41 については化学的に類似

なＳｒ－90 の設定値と同じ値とした。 

※5 ：自由水中の分子拡散係数については，水の温度によって設定で

きることから，文献に示される関東地方の地下水温度から値を

設定した。関東地方の地下水温度は，地下水ハンドブック編集

委員会編（1998）（ ４ ８ ）では 15℃～17℃とされている。温度が

低い方が分子拡散係数は小さくなり，線量評価上保守的である

ことから，日本化学会編（1993）（ ４ ９ ）に示される 15℃の自由

水中の拡散係数から設定した。 

※6 ：廃棄物埋設地底面から地下水面までには帯水層ではないｄｕ層

が存在し，このｄｕ層を線量評価の評価モデルにおける通気層

として設定した。埋設トレンチは廃棄物埋設地底面が T.P.約

＋4 m となるように掘削する計画であるため，地質環境等の状
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態設定を踏まえて設定した帯水層の厚さより廃棄物埋設地直下

での通気層の高さは，最も可能性が高い自然事象シナリオにお

いて約 2.2 m，最も厳しい自然事象シナリオにおいて約 2.4 m

となる。廃棄物埋設地全体では，動水勾配があることから地下

水流向の上端方向の地下水位は廃棄物埋設地直下の地下水位よ

り高くなると考えられ，通気層高さはより低くなると考えられ

る。通気層高さは低い方が線量評価においては保守的な設定と

なるため，最も可能性が高い自然事象シナリオと最も厳しい自

然事象シナリオで同様に保守的に設定した。 

※7 ：通気層飽和度は，地下水面近傍の飽和度から廃棄物埋設地近傍

の飽和度の範囲になると想定される。地下水面近傍の飽和度は，

毛管水により飽和度が高い状態（飽和度 100％）となっており，

廃棄物埋設地近傍になるにつれて飽和度は小さくなると考えら

れる。線量評価においては，飽和度は小さい方が保守的な設定

となることから，飽和度が小さい状態を反映し，廃棄物埋設地

内の飽和度と同様の設定とした。 

※ 8 ：通気層土壌のＣｏ－60，Ｓｒ－90，Ｃｓ－137，Ｅｕ－152， 

Ｅｕ－154，全 α（Ａｍ）の収着分配係数については，通気層

土壌が廃棄物埋設地周辺の帯水層土壌と同様にｄｕ層土壌であ

ることから，廃棄物埋設地周辺の帯水層土壌であるｄｕ層を対

象として試験を行った分配係数取得試験の結果を基に設定した。

最も可能性が高い自然事象シナリオの収着分配係数の設定値は，

移行媒体として現地地下水及び水酸化Ｃａ水溶液を想定した試

験結果の幾何平均値のうち最も小さい値を，保守的に 1 桁目が

1 か 3 になるように小さい方に丸めた値とした。最も厳しい
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自然事象シナリオの収着分配係数の設定値は，津波影響の可能

性を考慮し人工海水の試験結果を加え，統計的なばらつきを考

慮して，各試験結果（幾何平均値）のうち最も小さい値を 10

分の 1 倍し，保守的に 1 桁目が 1 か 3 になるように小さい方

に丸めた値とした。なお，Ｃａ－41 については化学的に類似

なＳｒ－90 の設定値と同じ値とした。 

※9 ：通気層土壌の間隙率は，ボーリング調査で採取した通気層及び

帯水層であるｄｕ層の試料の物理試験結果の間隙比を間隙率に

換算した値の算術平均値を有効数字 2 桁となるように四捨五入

して設定した。 

※10：通気層土壌の粒子密度は，ボーリング調査の結果からｄｕ層と

考えられることから，ボーリング調査で採取したｄｕ層の試料

の物理試験結果の算術平均値を有効数字 2 桁となるように四捨

五入して設定した。 

※11：帯水層土壌の間隙率は，ボーリング調査で採取した通気層及び

帯水層であるｄｕ層の試料の物理試験結果の間隙比を間隙率に

換算した値の算術平均値を有効数字 2 桁となるように四捨五入

して設定した。 

※12：動水勾配に，廃棄物埋設地近傍で行った揚水試験で得られた透

水係数を用いて，ダルシー流速を算出することで地下水流速を

設定した。最も可能性が高い自然事象シナリオの地下水流速は

算出したダルシー流速を有効数字 2 桁となるように四捨五入し

て設定した。最も厳しい自然事象シナリオの地下水流速は算出

したダルシー流速を保守的に有効数字 2 桁となるように切り下

げて設定した。 
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※ 13：粘土層（Ａｃ層）が T.P.0 m 以深に分布していることから，

T.P.0 m を帯水層の基底部と設定した。帯水層の厚さは，地質

環境等の状態設定を踏まえ，1,000 年後の降水量の変動を考慮

して設定した。 

※14：帯水層土壌の粒子密度は，ボーリング調査で採取したｄｕ層の

試料の物理試験結果の算術平均値を有効数字 2 桁となるように

四捨五入して設定した。 

※ 15：帯水層土壌のＣｏ－60，Ｓｒ－ 90，Ｃｓ－ 137，Ｅｕ－ 152， 

Ｅｕ－154，全 α（Ａｍ）の収着分配係数については，廃棄物

埋設地周辺の帯水層土壌であるｄｕ層を対象とした分配係数取

得試験の結果を基に設定した。最も可能性が高い自然事象シナ

リオの収着分配係数の設定値は，移行媒体として現地地下水を

想定し試験結果の幾何平均値を，保守的に 1 桁目が 1 か 3 に

なるように小さい方に丸めた値とした。最も厳しい自然事象シ

ナリオの収着分配係数の設定値は，津波影響の可能性を考慮し

人工海水の試験結果を加え，統計的なばらつきを考慮して，各

試験結果（幾何平均値）のうち最も小さい値を 10 分の 1倍し，

保守的に 1 桁目が 1 か 3 になるように小さい方に丸めた値と

した。なお，Ｃａ－41 については化学的に類似なＳｒ－90 の

設定値と同じ値とした。 
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第 6.4.3-15 表 科学的に合理的な範囲が定められないため， 

想定しうる最大の範囲を考慮して最も保守的となる値に 

設定する線量評価パラメータ 

記号 パラメータ名称 

設定値 

最も可能性が高い

自然事象シナリオ 

最も厳しい 

自然事象シナリオ 

KdD(i) 

廃棄物埋設地内の充塡

砂／中間覆土の放射性

核種 i の収着分配係数

（m３／kg）※１ 

 Ｈ－3 ： 0 

 Ｃ－14 ： 0 

 Ｃｌ－36 ： 0 

KdU(i) 

通気層土壌における放

射性核種 i の収着分配

係数（m３／kg）※２ 

 Ｈ－3 ： 0 

 Ｃ－14 ： 0 

 Ｃｌ－36 ： 0 

KdGW(i) 

帯水層土壌における放

射性核種 i の収着分配

係数（m３／kg）※３ 

 Ｈ－3 ： 0 

 Ｃ－14 ： 0 

 Ｃｌ－36 ： 0 

－ 

廃棄物埋設地からの放

射性物質の漏出開始時

期（y）※４ 

0 50 

PF 

灌漑農産物の根からの

放射性核種の吸収割合

（－）※５，６ 

1 

SFA 

灌漑作業時における放

射性核種の遮蔽係数

（－）※５，７ 

1 

GFA 

空気中粉じんの灌漑土

壌からの粉じんの割合

（－）※５，８ 

1 

－ 

廃棄物埋設地下流端か

ら建設作業場所までの

距離（m）※９，１０ 

0 

SC 

作業時における放射性

核種の遮蔽係数（－）
※５，１１ 

1 
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記号 パラメータ名称 

設定値 

最も可能性が高い

自然事象シナリオ 

最も厳しい 

自然事象シナリオ 

GC 

空気中粉じんのうち掘

削土壌からの粉じんの

割合（－）※５，１２ 

1 

－ 掘削時期（y）※５，１３ 0 50 

－ 

廃棄物埋設地下流端か

ら居住地までの距離

（m）※９，１４ 

0 

SL 

居住時における放射性

核種の遮蔽係数（－）
※５，１５ 

1 

GL 

空気中粉じんの土壌か

ら の 粉 じ ん の 割 合

（－）※１６ 

1 

RWW 

井戸水への放射性核種

を含む地下水の混合割

合（－）※５，１７ 

1 

XWW 

廃棄物埋設地下流端か

ら 井 戸 ま で の 距 離

（m）※９，１８ 

0 

GWW 

年間飲料水中の井戸水

からの飲料水の割合

（－）※５，１９ 

1 

※1 ：Ｈ－3，Ｃ－14，Ｃｌ－36 については，保守的に 0 とした。 

※2 ：Ｈ－3，Ｃ－14，Ｃｌ－36 については，保守的に 0 とした。 

※3 ：Ｈ－3，Ｃ－14，Ｃｌ－36 については，保守的に 0 とした。 

※4 ：トレンチ処分は，漏出低減機能により生活環境への放射性物質の移動を

低減することから，埋設後は徐々に生活環境への移動が始まる。最も可

能性が高い自然事象シナリオでは，トレンチ処分の漏出低減の考え方を

踏まえ，放射能量が最も多くなる覆土の完了時点から生活環境への移動

が開始されると想定した。最も厳しい自然事象シナリオでは，廃止措置
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の開始後の評価において，廃止措置の開始後に漏出を開始させた方が保

守的な（被ばく線量が大きくなる）設定となることから，廃止措置の開

始時点から生活環境への移動が開始されると設定した。 

※5 ：生活環境に基づき設定する線量評価パラメータであるが，本質的に科学

的に合理的な範囲が定められないため，本分類に整理した。 

※6 ：有効土層に分布した灌漑農産物（米）の根からの放射性物質の吸収割合

については，科学的に合理的な範囲が定められないため，保守的に全量

が吸収されると設定した。 

※7 ：灌漑作業において，汚染土壌からの放射線に対する遮蔽の状況を特定す

ることができないため，科学的に合理的な範囲が定められないことから，

保守的に設定した。 

※8 ：空気中の粉じんのうち灌漑土壌から発生した粉じんの占める割合を特定

することはできないため，科学的に合理的な範囲が定められないことか

ら，空気中の粉じんの全てが灌漑土壌から供給されるものとして，保守

的に設定した。 

※9 ：廃棄物埋設地からの距離によって決まる線量評価パラメータであるが，

距離の設定ができないことから保守的に 0 として設定した。 

※10：廃止措置の開始後の放射性物質の移動先における土地利用場所を特定す

ることは困難であることから，移動遅延による放射性物質の減衰効果が

少なくなる廃棄物埋設地直近を掘削すると想定し，廃棄物埋設地下流端

からの距離を設定した。 

※11：建設作業において，汚染土壌からの放射線に対する遮蔽の状況を特定す

ることはできないため，科学的に合理的な範囲が定められないことから，

保守的に設定した。 

※12：空気中の粉じんのうち掘削土壌から発生した粉じんの占める割合を特定
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することはできないため，科学的に合理的な範囲が定められないことか

ら，空気中の粉じんの全てが掘削土壌から供給されるものとして，保守

的に設定した。 

※13：廃棄物埋設地から海までの移行経路の掘削による被ばくを評価する  

ため，掘削時期については，廃棄物埋設地からの放射性物質の漏出開始

時期と同様の設定とした。 

※14：廃止措置の開始後の放射性物質が移動した先での土地利用場所を想定す

ることは困難であることから，移動遅延による放射性物質の減衰効果が

少なくなる廃棄物埋設地直近を掘削すると想定し，廃棄物埋設地下流端

からの距離を設定した。 

※15：放射性物質を含む土壌を掘削した土地に居住した際における屋外活動時

の遮蔽については，科学的に合理的な範囲が定められないため，保守的

に遮蔽物による軽減を見込まない値を設定した。 

※16：空気中の粉じんのうち掘削土壌から発生した粉じんの占める割合を特定

することはできないため，科学的に合理的な範囲が定められないことか

ら，空気中の粉じんの全てが掘削土壌から供給されるものとして，保守

的に設定した。 

※17：放射性核種を含む地下水が井戸水に混合する割合は，科学的に合理的な

範囲が定められないことから，保守的に設定した。 

※18：井戸の設置については，将来の人の行為に係るものであり，井戸を何処

に設置するかは科学的な根拠に基づいて予想することができないため，

廃止措置の開始後に廃棄物埋設地から放射性物質の漏出（移動）が開始

する条件において，海までの移行経路の中で，最も保守的になるように

設定した。 

※19：水道の普及状況などの要素により変化するため，科学的に合理的な範囲
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が定められないことから，年間飲料水摂取量を全て井戸水から摂取する

ものとして，保守的に設定した。 
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第 6.4.3-16 表 施設設計等から設定する線量評価パラメータ 

記号 パラメータ名称 

設定値 

最も可能性が高い

自然事象シナリオ 

最も厳しい 

自然事象シナリオ 

SD 
廃棄物埋設地平面積

（m２）※１ 
5.4×10３ 

VD 
年 間 浸 透 水 量 

（m３／（m２･y））※２ 

覆土完了後～100 年： 

3.0×10－３ 

100 年～150 年： 

100 年の年間浸透水

量から150年の年間

浸透水量に線形で

変化 

150 年～： 

1.3×10－２ 

覆土完了後～100 年： 

4.0×10－３ 

100 年～150 年： 

100 年の年間浸透水

量から 150 年の年

間浸透水量に線形

で変化 

150 年～： 

2.3×10－２ 

HD 
廃棄物層深さ 

（m）※３ 
2.9 

T1/2(i) 
放射性核種 i の半減

期（y）※４ 

 Ｈ－3 ： 1.23×10１ 

 Ｃ－14 ： 5.70×10３ 

 Ｃｌ－36 ： 3.01×10５ 

 Ｃａ－41 ： 1.02×10５ 

 Ｃｏ－60 ： 5.27×10０ 

 Ｓｒ－90 ： 2.88×10１ 

 Ｃｓ－137 ： 3.01×10１ 

 Ｅｕ－152 ： 1.35×10１ 

 Ｅｕ－154 ： 8.59×10０ 

 全α ： 2.41×10４ 

AW(i) 

放射性廃棄物受入れ

時の放射性核種 i の

放射能量（Bq）※５ 

総放射能量： 

 Ｈ－3 ： 1.4×10１２ 

 Ｃ－14 ： 1.2×10１０ 

 Ｃｌ－36 ： 1.8×10１０ 

 Ｃａ－41 ： 3.4×10９ 

 Ｃｏ－60 ： 1.3×10１１ 

 Ｓｒ－90 ： 1.7×10９ 

 Ｃｓ－137 ： 9.1×10８ 

 Ｅｕ－152 ： 5.5×10１０ 

 Ｅｕ－154 ： 2.5×10９ 

 全α ： 1.4×10８ 
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記号 パラメータ名称 

設定値 

最も可能性が高い

自然事象シナリオ 

最も厳しい 

自然事象シナリオ 

PD 

廃棄物埋設地内の充

塡砂／中間覆土の体

積割合（－）※６ 

0.61 

LD 
廃棄物埋設地の長さ

（m）※７ 
60 

WD 
廃 棄 物 埋 設 地 の 幅

（m）※８ 
90 

XSW 

廃棄物埋設地下流端

か ら 海 ま で の 距 離

（m）※９ 

400 

XF 

廃棄物埋設地下流端

から水田までの距離

（m）※１０ 

150 

※1 ：埋設トレンチの 1 区画の面積×区画数で算出した結果から設定

した。 

※2 ：バリア機能による低透水性を考慮した二次元浸透流解析の結果

より設定した。 

※3 ：埋設する放射性廃棄物は，鉄箱に収納する金属類及びコンクリ

ートガラ並びにプラスチックシートにこん包するコンクリート

ブロックが存在するが，これらの容器等の高さが異なることか

ら，埋設した放射性廃棄物の高さが異なる。埋設した放射性廃

棄物に含まれる放射性物質が地下水を介して移動することを想

定した評価では，廃棄物層深さを浅く（小さく）することによ

り廃棄物層中の放射性核種を収着する媒体が少なくなることか

ら，評価上は廃棄物層深さが浅い（小さい）方が保守的な評価

となる。そのため，放射性廃棄物を収納又はこん包する容器等

のうち，最も高さが低くなる容器等である鉄箱の高さを放射性
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廃棄物の高さとした。数値は，放射性廃棄物の 3 段積み，中間

覆土を 2 段施工するとして算出し，有効数字 2 桁となるように

3 桁目を四捨五入して設定した。 

※4 ：NAMEKAWA and FUKAHORI (2012)（ ５ ０ ）の設定値の単位を年に統一

して引用した。半減期が日単位の核種については， 365.2422

（ ５ １ ）で除して単位を年とした。また，有効数字 3 桁となるよ

うに四捨五入した。全 α については，Ｐｕ－239 とＡｍ－241

のうち，半減期が長いＰｕ－239 の数値で代表させた。 

※5 ：原子炉内外で生成する半減期 30 日以上の放射性物質から，生

成する量が極めて少ないと考えられるものを除いた 150 種類の

放射性物質から選定した公衆の受ける線量への寄与の大きい主

要な放射性物質を対象とした。放射能量は，放射性廃棄物の放

射性物質の種類ごとの放射能濃度から，機器ごとの重量を用い

て放射性物質の種類ごとの放射能量を算出した結果を用いて設

定した。このとき，汚染放射性物質のうち，Ｈ－3，Ｃ－14，

Ｃｌ－36，Ｓｒ－90，全 α の 5 種類については，放射性廃棄

物の外部からの直接の放射能濃度の測定が難しいことから，将

来の廃棄確認の際には分析データを基に評価することが考えら

れる。このため，現時点までに収集された放射能濃度の分析デ

ータを用いて保守的に設定した。設定した各放射性物質の放射

能量に対してＣｌ－36 を除いては，廃棄確認における分析・

測定の精度など，今後の評価における放射能量の変動を踏まえ

て 1.2 倍し（全 α についてはビルドアップを考慮して更に 1.2

倍としている），有効数字 2 桁となるように切り上げた値を放

射性廃棄物の放射性物質の種類ごとの放射能量として設定した。 
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※6 ：充塡砂／中間覆土の体積割合については，全体から各放射性廃

棄物の体積割合を引いて算出した。各放射性廃棄物の体積割合

については，廃棄物埋設地に占める放射性廃棄物の体積割合を

計算により求め，切り上げて設定した。 

※7 ：埋設トレンチは，地下水の流向と同方向に 7 区画設置すること

から，廃棄物埋設地の長さは埋設トレンチ 1 区画の地下水の流

向と同方向の長さ×7 で算出し，有効数字 2 桁となるように四

捨五入して設定した。 

※8 ：埋設トレンチは，地下水の流向に対して垂直方向に 6 区画設置

することから，廃棄物埋設地の幅は埋設トレンチ 1 区画の地下

水の流向に対して垂直方向の長さ×6 で算出し，有効数字が 2

桁となるように切り下げて設定した。 

※9 ：廃棄物埋設地下流端（東端）から地下水流向方向である海まで

の距離を保守的に切り下げて設定した。 

※10：廃棄物埋設地より東側（海側）は，砂丘砂層（ｄｕ層）であり，

水田に適した土壌ではない。そのため，廃棄物埋設地より西側

（陸側）に地下水を介して放射性物質が移動した場合を想定す

る。廃棄物埋設地から西側の敷地境界までの最短距離を切り下

げて設定した。 
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第 6.4.3-17 表 生活様式等により設定する線量評価パラメータ 

記号 パラメータ名称 設定値 

VSW 
評価海域の海水交換水

量（m３／y）※１ 
4.2×10８ 

RSW(m,i) 

放射性核種 i の海産物 m

への濃縮係数 

（m３／kg）※２ 

魚類 

 Ｈ－3 ： 1.0×10－３ 

 Ｃ－14 ： 2.0×10１ 

 Ｃｌ－36 ： 6.0×10－５ 

 Ｃａ－41 ： 2.0×10－３ 

 Ｃｏ－60 ： 1.0×10０ 

 Ｓｒ－90 ： 2.0×10－３ 

 Ｃｓ－137 ： 1.0×10－１ 

 Ｅｕ－152 ： 3.0×10－１ 

 Ｅｕ－154 ： 3.0×10－１ 

 全α ： 5.0×10－２ 

無脊椎動物 

 Ｈ－3 ： 1.0×10－３ 

 Ｃ－14 ： 2.0×10１ 

 Ｃｌ－36 ： 6.0×10－５ 

 Ｃａ－41 ： 5.0×10－３ 

 Ｃｏ－60 ： 5.0×10０ 

 Ｓｒ－90 ： 2.0×10－３ 

 Ｃｓ－137 ： 3.0×10－２ 

 Ｅｕ－152 ： 7.0×10０ 

 Ｅｕ－154 ： 7.0×10０ 

 全α ： 2.0×10１ 

藻類 

 Ｈ－3 ： 1.0×10－３ 

 Ｃ－14 ： 1.0×10１ 

 Ｃｌ－36 ： 5.0×10－５ 

 Ｃａ－41 ： 6.0×10－３ 

 Ｃｏ－60 ： 1.0×10０ 

 Ｓｒ－90 ： 1.0×10－２ 

 Ｃｓ－137 ： 1.0×10－２ 

 Ｅｕ－152 ： 3.0×10０ 

 Ｅｕ－154 ： 3.0×10０ 

 全α ： 2.0×10０ 
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記号 パラメータ名称 設定値 

QSW(m) 
海産物 m の年間摂取量

（kg／y）※３ 

 魚類 ：20 

 無脊椎動物 ： 4 

 藻類 ： 4 

GSW(m) 

評価海域における海産

物 m の市場係数 

（－）※４ 

 漁業従事者 ： 1 

 農業従事者 ： 0.2 

 建設業従事者 ： 0.2 

 居住者 ： 0.2 

DCFING(i) 

放射性核種 i の経口摂取

内部被ばく線量換算係

数（Sv／Bq）※５ 

 Ｈ－3 ： 4.2×10－１１ 

 Ｃ－14 ： 5.8×10－１０ 

 Ｃｌ－36 ： 9.3×10－１０ 

 Ｃａ－41 ： 1.9×10－１０ 

 Ｃｏ－60 ： 3.4×10－９ 

 Ｓｒ－90 ： 3.1×10－８ 

 Ｃｓ－137 ： 1.3×10－８ 

 Ｅｕ－152 ： 1.4×10－９ 

 Ｅｕ－154 ： 2.0×10－９ 

 全α ： 2.5×10－７ 

DCFINH(i) 

放射性核種 i の吸入内部

被 ば く 線 量 換 算 係 数 

（Sv／Bq）※６ 

 Ｈ－3 ： 4.5×10－１１ 

 Ｃ－14 ： 2.0×10－９ 

 Ｃｌ－36 ： 7.3×10－９ 

 Ｃａ－41 ： 9.5×10－１１ 

 Ｃｏ－60 ： 1.0×10－８ 

 Ｓｒ－90 ： 3.8×10－８ 

 Ｃｓ－137 ： 4.6×10－９ 

 Ｅｕ－152 ： 4.2×10－８ 

 Ｅｕ－154 ： 5.3×10－８ 

 全α ： 5.0×10－５ 

DCFEXT(i) 

放射性核種 i の外部被ば

く線量換算係数 

（（Sv／h）／（Bq／

kg））※７ 

 Ｈ－3 ： 2.7×10－２０ 

 Ｃ－14 ： 7.6×10－１６ 

 Ｃｌ－36 ： 1.3×10－１３ 

 Ｃａ－41 ： 6.6×10－１７ 

 Ｃｏ－60 ： 7.2×10－１０ 

 Ｓｒ－90 ： 1.7×10－１２ 

 Ｃｓ－137 ： 1.5×10－１０ 

 Ｅｕ－152 ： 3.2×10－１０ 

 Ｅｕ－154 ： 3.6×10－１０ 

 全α ： 1.7×10－１２ 
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記号 パラメータ名称 設定値 

DSWCFEXT(i) 

海面及び漁網からの放

射性核種 i の外部被ばく

線量換算係数 

（（Sv／h）／（Bq／

kg））※８ 

 Ｈ－3 ： 1.4×10－１９ 

 Ｃ－14 ： 3.3×10－１５ 

 Ｃｌ－36 ： 2.2×10－１３ 

 Ｃａ－41 ： 3.4×10－１６ 

 Ｃｏ－60 ： 6.8×10－１０ 

 Ｓｒ－90 ： 2.4×10－１２ 

 Ｃｓ－137 ： 1.4×10－１０ 

 Ｅｕ－152 ： 3.3×10－１０ 

 Ｅｕ－154 ： 3.6×10－１０ 

 全α ： 7.3×10－１２ 

TB 
海域における漁業の年

間実働時間（h／y）※９ 
2,880 

CF 

放射性物質の海水から

漁網への移行比   

（（Bq／kg）／（Bq／ 

m３））※１０ 

1 

TNET 
漁網整備の年間実働時

間（h／y）※１１ 
1,920 

VF 
灌漑土壌への灌漑水量

（m３／（m２・y））※１２ 
2.1 

 
灌漑土壌の実効土壌深

さ（m）※１３ 
0.15 

KdF(i) 

灌漑土壌の放射性核種 i

の収着分配係数 

（m３／kg）※１４ 

 Ｈ－3 ： 0.0001 

 Ｃ－14 ： 0.002 

 Ｃｌ－36 ： 0.0003 

 Ｃａ－41 ： 0.11 

 Ｃｏ－60 ： 0.99 

 Ｓｒ－90 ： 0.15 

 Ｃｓ－137 ： 0.27 

 Ｅｕ－152 ： 0.65 

 Ｅｕ－154 ： 0.65 

 全α ：110 

 
灌 漑 土 壌 の 間 隙 率

（－）※１５ 
0.54 

 
灌 漑 土 壌 の 粒 子 密 度

（kg／m３）※１６ 
2.7×10３ 

SF 水田面積（m２）※１７ 8.6×10３ 
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記号 パラメータ名称 設定値 

RF(i) 

土壌から灌漑農産物へ

の放射性核種 i の移行係

数（（Bq／kg-wet 農産

物）／（Bq／kg-dry 土

壌））※１８ 

 Ｈ－3 ： 1.0×10０ 

 Ｃ－14 ： 7.0×10－１ 

 Ｃｌ－36 ： 5.0×10０ 

 Ｃａ－41 ： 3.5×10－１ 

 Ｃｏ－60 ： 4.4×10－３ 

 Ｓｒ－90 ： 1.9×10－１ 

 Ｃｓ－137 ： 7.2×10－２ 

 Ｅｕ－152 ： 2.0×10－３ 

 Ｅｕ－154 ： 2.0×10－３ 

 全α ： 1.9×10－５ 

QF 
灌漑農産物の年間摂取

量（kg／y）※１９ 
53 

GF 
灌漑農産物の市場係数

（－）※２０ 

 農業従事者 ： 1 

 漁業従事者 ： 0.1 

 建設業従事者 ： 0.1 

 居住者 ： 0.1 

TFA 
年 間 の 灌 漑 作 業 時 間 

（h／y）※２１ 
500 

FFA 

灌漑作業時の空気中粉

じん濃度 

（kg／m３）※２２ 

1×10－６ 

BFA 
灌 漑 作 業 者 の 呼 吸 量 

（m３／h）※２３ 
1.2 

PC 
掘 削 土 壌 の 希 釈 係 数

（－）※２４ 
0.34 

TC 
年間作業時間 

（h／y）※２５ 
500 

FC 
作業時の空気中粉じん

濃度（kg／m３）※２６ 
1×10－６ 

BC 
作業者の呼吸量 

（m３／h）※２７ 
1.2 

TL 
年間居住時間 

（h／y）※２８ 

 屋内 ： 7,760 

 屋外 ： 1,000 

FL 
居住時の空気中粉じん

濃度（kg／m３）※２９ 

 屋内 ： 5×10－９ 

 屋外 ： 1×10－８ 

BL 
居住者の呼吸量 

（m３／h）※３０ 
0.93 
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記号 パラメータ名称 設定値 

RLF(k ,i) 

土壌から家庭菜園農産

物 k への放射性核種 i の

移行係数（（Bq／ kg-

wet 農産物）／（Bq／

kg-dry 土壌））※３１ 

 Ｈ－3 ： 1.0×10０ 

 Ｃ－14 ： 7.0×10－１ 

 Ｃｌ－36 ： 5.0×10０ 

 Ｃａ－41 ： 3.5×10－１ 

 Ｃｏ－60 ： 8.0×10－２ 

 Ｓｒ－90 ： 3.0×10－１ 

 Ｃｓ－137 ： 4.0×10－２ 

 Ｅｕ－152 ： 2.0×10－３ 

 Ｅｕ－154 ： 2.0×10－３ 

 全α ： 2.0×10－３ 

PLF(k) 

家庭菜園農産物 kの根か

らの放射性核種の吸収

割合（－）※３２ 

 葉菜 ： 0.1 

 非葉菜 ： 0.1 

 果実 ： 0.1 

QLF(k) 
家庭菜園農産物 kの年間

摂取量（kg／y）※３３ 

 葉菜 ： 13 

 非葉菜 ： 43 

 果実 ： 17 

GLF(k) 
家庭菜園農産物 kの市場

係数（－）※３４ 

 葉菜 ： 0.48 

 非葉菜 ： 0.27 

 果実 ： 1 

QWW 
年 間 飲 料 水 摂 取 量 

（m３／y）※３５ 
0.6 

※1 ：廃棄物埋設地からの放射性物質を含む可能性のある浸出水は，

東海村沖に至ることから，同海洋を対象とした実験の結果等を

示 し た 文 献 で あ る 日 本 原 子 力 研 究 所 （ 1965） （ ５ ２ ） ， 福 田

（1980） （ ５ ３ ） ，日本原子力研究所（1964） （ ５ ４ ） ，及び水産

庁東海区水産研究所・社団法人日本水産資源保護協会（1970）

（ ５ ５ ）に示されている計算式及びデータを用いて海洋中を移動

する海洋生物に対する海水交換水量を設定した。 

※ 2 ：ＩＡＥＡ（2001）（ ５ ６ ） ，ＩＡＥＡ（1982） （ ５ ７ ） ，ＩＡＥＡ

（2004）（ ５ ８ ）の優先順位で数値を引用した。全αについては，

Ｐｕ－239 とＡｍ－241 のうち値の大きな方を設定する。その
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ため，全 α の値はＡｍ－241 の数値で代表させた。 

※3 ：厚生労働省（2020）（ ５ ９ ）における茨城県が含まれる地域ブロ

ック「関東Ⅱ」から魚類，無脊椎動物及び藻類の年間摂取量を

設定した。魚類は，「魚介類」の値から，「貝類」，「いか・

たこ類」及び「えび・かに類」の合計値を除いた値を整数値と

なるよう小数点以下を切り上げて保守側に設定した。無脊椎動

物は，「貝類」，「いか・たこ類」及び「えび・かに類」の合

計値を整数値となるよう小数点以下を切り上げて保守側に設定

した。藻類は，「藻類」の値を整数値となるよう小数点以下を

切り上げて保守側に設定した。 

※4 ：経口摂取による被ばく線量を算出する際に使われる係数で，海

産物の摂取量のうち，放射性物質で汚染された海産物の摂取量

の割合を示す。漁業従事者は保守的に，全ての海産物を自家消

費（100％）するものとして設定した。茨城県（2022)（ ６ ０ ） に

よると，水戸市公設地方卸売市場における茨城県産の海産物の

取扱量は 2 割以下である。漁業従事者以外の市場係数は保守

的に，茨城県内産の水戸市公設地方卸売市場の取扱量の割合を

参考として設定した。 

※5 ：ＩＣＲＰ(1995)（ ６ １ ）  Table A.1.で示している一般公衆の年齢

別線量換算係数のうちの成人（Adult）の数値を引用した。ま

た，原子力安全委員会（2007）（ ６ ２ ）に従い，子孫核種（Ｙ－

90,Ｂａ－137m）の寄与を考慮した値とした。ＩＣＲＰ(1995)

（ ６ １ ） で示される線量換算係数は，参考文献となるＩＣＲＰ

(1989)（ ６ ３ ）の「2.6 Biokinetics of daughter products」に

おいて，体内に取り込まれた際の放射性核種の線量換算係数に
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ついては，体内に取り込まれた後に生成する子孫核種の寄与を

考慮しているという記載があることから，取り込まれた後につ

いては考慮済である。Ｓｒ－90 の線量換算係数については，

体内に摂取する前にＳｒ－90 の崩壊によって生成されるＹ－

90 をＳｒ－90 と同時に摂取する可能性を考慮して，Ｓｒ－90

の線量換算係数にＹ－90 の線量換算係数を加算した値に設定

した。全 α については，Ｐｕ－239 とＡｍ－241 のうち線量換

算係数の大きいＰｕ－239 の値で代表させた。算出した内部被

ばく線量換算係数は保守的に有効数字 2 桁となるように切り上

げを行った。 

※6 ：ＩＣＲＰ(1995)（ ６ １ ）  Table A.2.で示している一般公衆の年齢

別線量換算係数のうちの成人（Adult）の数値で，肺での吸収

型が不明な場合の推奨値が示されている核種はその値，推奨値

が示されていない核種は最大の数値を引用した。また，原子力

安全委員会（2007） （ ６ ２ ） に従い，子孫核種（Ｙ－90,Ｂａ－

137m）の寄与を考慮した値とした。ＩＣＲＰ(1995)（ ６ １ ）で示

される線量換算係数は，参考文献となるＩＣＲＰ(1989)（ ６ ３ ）

の「2.6 Biokinetics of daughter products」において，体内

に取り込まれた際の放射性核種の線量換算係数については，体

内に取り込まれた後に生成する子孫核種の寄与を考慮している

という記載があることから，取り込まれた後については考慮済

である。Ｓｒ－90 の線量換算係数については，体内に摂取す

る前にＳｒ－90 の崩壊によって生成されるＹ－90 をＳｒ－90

と同時に摂取する可能性を考慮して，Ｓｒ－90 の線量換算係

数にＹ－90 の線量換算係数を加算した値に設定した。全 α に
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ついては，Ｐｕ－239 とＡｍ－241 のうち線量換算係数の大き

いＰｕ－239 の値で代表させた。算出した内部被ばく線量換算

係数は保守的に有効数字 2 桁となるように切り上げ設定した。 

※7 ：外部被ばく線量換算係数の算出は，点減衰核積分法コード「Ｑ

ＡＤ－ＣＧＧＰ２Ｒ」（ ６ ４ ）を使用して計算した。計算モデル

は，地表からの被ばくを近似するため，直径 200 m，厚さ 1.5 

m の円板状線源を想定し，その中央表面から距離 1 m の地点を

評価点とした。地表の組成は土壌で代表することとし，周辺土

壌である砂質土と同様の組成である砂質岩の組成とし，国立天

文台編（2015）（ ４ ７ ）に示される砂質岩の組成を用いた。核種

別線量換算係数算出に用いる各核種の壊変当たりの放出光子に

ついては，放射性核種生成崩壊計算コード「ＯＲＩＧＥＮ2」

断面積ライブラリセット「ＯＲＬＩＢＪ40」（ ６ ５ ）における 18

群別の制動Ｘ線を含む γ 線及びＸ線の放出エネルギー及び放

出率を考慮して評価を行った。Ｃａ－41 の放出エネルギー及

び放出率については，ＩＣＲＰ(2008)（ ６ ６ ）のデータを参照し

た。全 α については，Ｐｕ－239 とＡｍ－241 のうち線量換算

係数の大きいＡｍ－241 の値で代表させた。算出した外部被ば

く線量換算係数は保守的に有効数字 2 桁となるように切り上げ

設定した。 

※8 ：外部被ばく線量換算係数の算出は，点減衰核積分法コード「Ｑ

ＡＤ－ＣＧＧＰ２Ｒ」（ ６ ４ ）を使用して計算した。計算モデル

は，海面又は漁網からの被ばくを近似するため，直径 200 m，

厚さ 1 m の円板状線源を想定し，その中央表面から距離 1 m 

の地点を評価点とした。線源の物質は水で代表することとし，
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計算に用いる線源の組成は小山他（1977）（ ４ ４ ）による水の組

成を用いた。核種別線量換算係数算出に用いる各核種の壊変当

たりの放出光子については，求めたエネルギー群別の実効線量

率から，放射性核種生成崩壊計算コード「ＯＲＩＧＥＮ2」断

面積ライブラリセット「ＯＲＬＩＢＪ40」（ ６ ５ ）における 18 群

別の制動Ｘ線を含む γ 線及びＸ線の放出エネルギー及び放出

率を考慮して評価を行った。Ｃａ－41 の放出エネルギー及び

放出率については，ＩＣＲＰ (2008)（ ６ ６ ） のデータを参照し

た。全 α については，Ｐｕ－239 とＡｍ－241 のうち線量換算

係数の大きいＡｍ－241 の値で代表させた。算出した外部被ば

く線量換算係数は保守的に有効数字 2 桁となるように切り上げ

設定した。 

※9 ：原子力安全委員会（1989）（ ６ ７ ）に示されている海域上におけ

る年間実働作業日数を時間に換算して設定した。 

※10：原子力安全委員会（1989）（ ６ ７ ）に示されている放射性物質か

ら漁網への移行比を用いて設定した。 

※11：原子力安全委員会（1989）（ ６ ７ ）に示されている出漁の年間実

働日数を時間に換算して設定した。 

※12：国土交通省（2022） （ ６ ８ ）によると，水田灌漑に利用される農

業用水量は年間当たり 499 億 m３であり，農業用水を利用する

と考えられる水田耕地面積は 2,393 千 ha であることから，単

位面積当たりの灌漑水量を算出し設定した。 

※13：U.S. Nuclear regulatory Commission（1977）（ ６ ９ ）に示され

て い る （ Table E-15. Recommended Values for Other 

Parameters）耕作層厚さに基づき，設定した。 
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※ 14：ＩＡＥＡ（1994）（ ７ ０ ）で示される有機土の収着分配係数を基

本とし，数値がない場合は，ＩＡＥＡ（1987）（ ７ １ ）及び C. F. 

Baes III et al.(1984)（ ７ ２ ）で示される値の最も大きい値を引

用した。これらの文献よりも新しいＩＡＥＡ（2010）（ ７ ３ ）に

より大きい数値が示されている放射性核種については，その数

値を引用した。全αについては，Ｐｕ－239 とＡｍ－241 のう

ち値の大きい方を設定する。そのため，全 α の値はＡｍ－241

の数値で代表させた。 

※15：農耕土壌として利用される土壌としては，極端な粘質及び砂質

を避け，保水力があり，通気性や透水性を兼ね備えた土壌が適

していると考えられることから，砂～粘土が適度に混合した土

壌が対象となる。土質工学会編（1979）（ ７ ４ ）に記載される砂

～粘土の間隙比を間隙率に換算した値を有効数字 2 桁となるよ

うに四捨五入した値の中間値を設定した。 

※16：農耕土壌として利用される土壌としては，極端な粘質及び砂質

を避け，保水力があり，通気性や透水性を兼ね備えた土壌が適

していると考えられることから，砂～粘土が適度に混合した土

壌が対象となる。土質工学会編（1979）（ ７ ４ ）に記載される砂

～粘土の粒子密度の中間値を有効数字 2 桁となるように四捨五

入して設定した。 

※ 17：農林水産省（ 2021） （ ７ ５ ） に，「販売目的の作物の類別作付

（栽培）経営体数と作付（栽培）面積」が整理されており，東

海村の稲の作付経営体数と，東海村の稲の作付面積より 1 経営

体当たりの稲の作付面積を算出し,評価に用いる水田面積とし

て設定した。 
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※ 18：ＩＡＥＡ（1994） （ ７ ０ ） ，ＩＡＥＡ（2001） （ ５ ６ ） ，ＩＡＥＡ

（2005） （ ７ ６ ） ，ＩＡＥＡ（1982） （ ５ ７ ） の順に数値を引用し

た。ただし，これらの文献よりも新しいＩＡＥＡ（2010）（ ７ ３ ）

により大きい数値が示されている核種については，その数値を

引用した。ＩＡＥＡ（1994） （ ７ ０ ）及びＩＡＥＡ（2010） （ ７ ３ ）

の数値は dry 農産物の値が示されているため，ＩＡＥＡ（1994）

（ ７ ０ ）はＩＡＥＡ（1994）（ ７ ０ ）に記載のある乾燥重量 86％を，

ＩＡＥＡ（2010） （ ７ ３ ） は文部科学省（2023） （ ７ ７ ） に記載の

ある米の水分率 14.9％（乾燥重量 85.1％）を用いて，wet 農産

物の重量に変換し，保守的に有効数字 2 桁となるように切り上

げて設定した。全 α については，ＰｕとＡｍのうち値の大き

い方を設定する。そのため，全 α の値はＡｍの数値で代表さ

せた。 

※19：厚生労働省（2020） （ ５ ９ ）における茨城県が含まれる地域ブロ

ック「関東Ⅱ」の「米・加工品」の一人・一日当たりの摂取量

は，304.0 g である。本調査では，平成 13 年から食品群分類に

おいて，食品の重量は調理を加味した数量となっているため，

文部科学省（2023）（ ７ ７ ）に示される調理後の米の水分率 60％

と精米時の水分率 14.9％を用いて精米時の重量への換算を実

施し有効数字 2 桁となるように保守的に切り上げて設定した。 

※20：農業従事者は，生産した灌漑農産物を全て自家消費すると仮定

して，最も保守的となる設定とした。農林水産省（2021）（ ７ ５ ）

によれば，東海村の 2020 年の稲の作付面積は 183 ha（＝

1,830,000 m２）である。評価に用いる水田面積は，農林水産省

（2021）（ ７ ５ ）に示される 2020 年の東海村の稲の作付面積を東
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海村の稲の作付経営体数で除した面積とした。東海村の水田面

積と評価でも用いる水田面積の比は，1％未満となる。評価で

用いる水田で生産された灌漑農産物は，全て東海村で消費する

と想定し，保守的に設定した。 

※21：農林水産省（2022）（ ７ ８ ）に示される，個人経営・全国の 1 経

営体当たりの作付面積及び 10 a 当たりの労働時間を基に田の

年間作業時間を算出し，有効数字 1 桁となるように保守的に切

り上げて設定した。 

※22：ＩＡＥＡ（1987）（ ７ １ ）における侵入者建設シナリオのパラメ

ータとして米国環境保護庁や英国の Hamilton 等が提案した範

囲の最大値を設定した。 

※23：ＩＣＲＰ（2002）（ ７ ９ ）で示される成人男性の就業中の平均呼

吸率を 1 時間当たりの呼吸率に換算し，設定した。 

※24：廃棄物埋設地から漏出した放射性核種を含む地下水と接した土

壌を掘削し，利用することを想定した。掘削深度は，ＩＡＥＡ

（1987）（ ７ １ ）を参考に 3 m を想定した。放射性物質を含む地

下水が流れる範囲には，地表面標高が T.P.＋4 m 程度の場所が

存在することから，当該箇所にて掘削が行われると想定し，掘

削深度 3 m のうち地下水に接する土壌の高さを保守的に丸め掘

削深度に対する地下水に接する土壌の高さの割合が放射性物質

を含む地下水と接した，汚染土壌の割合であると想定した。掘

削は垂直に行われるとして，掘削土壌に占める汚染土壌の割合

を算出し，有効数字 2 桁となるように保守的に切り上げて設定

した。 

※25：建設作業において，汚染土壌からの放射線による被ばく時間を
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考慮した。ＩＡＥＡ（1987）（ ７ １ ）で提案されている値を設定

した。 

※26：ＩＡＥＡ（1987）（ ７ １ ）における侵入者建設シナリオのパラメ

ータとして米国環境保護庁や英国の Hamilton 等が提案した範

囲の最大値を設定した。 

※27：ＩＣＲＰ（2002）（ ７ ９ ）で示される成人男性の就業中の平均呼

吸率を 1 時間当たりの呼吸率に換算し，設定した。 

※28：居住時間の設定に当たっては，会社や学校又は買い物等により

1 年間住居に居続けることはないが，保守的に 1 年間（8,760

時間）住居に居続けると想定した。そのうち，居住地での居住

時間のうち屋外（庭等）の活動の割合は，総務省統計局（2022）

（ ８ ０ ） 及びＮＨＫ放送文化研究所（2021） （ ８ １ ） に基づき，居

住時での屋外活動と考えられる時間を 10％程度とした。居住

地での居住時間のうち屋外における居住時間以外は屋内に滞在

するとして設定した。 

※29：ＩＡＥＡ（1987）（ ７ １ ）で示される居住シナリオにおける屋内

外での空気中粉じん濃度を設定した。 

※30：ＩＣＲＰ（2002）（ ７ ９ ）で示される成人男性の 1 日の平均呼吸

率を 1 時間当たりの呼吸率に換算し，有効数字 2 桁となるよう

に保守的に切り上げて設定した。 

※ 31：ＩＡＥＡ（2001） （ ５ ６ ） ，ＩＡＥＡ（2005） （ ７ ６ ） ，ＩＡＥＡ

（1982） （ ５ ７ ） ，ＩＡＥＡ（1994） （ ７ ０ ） の優先順位で数値を

引用した。ただし，これらの文献よりも新しいＩＡＥＡ（2010）

（ ７ ３ ）により大きい数値が示されている核種については，その

数値を引用した。全αについては，Ｐｕ－239 とＡｍ－241 の
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うち値の大きな方を設定する。そのため，全 α の値はＡｍ－

241 の数値で代表させた。ＩＡＥＡ（2010）（ ７ ３ ）については，

家 庭 菜 園 で 対 象 と 考 え る 「 Leafy Vegetables（ 葉 菜 ） 」 ，

「 Non-leafy Vegetables（ 非 葉 菜 ） 」 ， 「 Root crops（ 根

菜）」，「Tuber（じゃがいも）」及び「Fruit（果物）」の数

値から，最大値を参考とした。なお，「Fruit（果物）」以外

は，数値単位が（dry weight／dry weight）であるため（平均

値×乾燥重量割合）で（wet weight／dry weight）に換算した

数値で比較している。 

※32：廃棄物埋設地周辺は砂丘砂層であり農産物の栽培には適さない。

こうした環境において家庭菜園を行うには，必要な作土厚さに

応じて，客土を行ったうえで，栽培が行われると考える。野菜

を栽培する作土についてはＮＨＫ出版（2001） （ ８ ２ ） より 30 

cm，果実（果樹）の栽培については，茨城県（2015）（ ８ ３ ）よ

り 60 cm を想定した。農林水産省（2021） (７ ５ )のデータに示さ

れ る 東 海 村 で 作 付 け さ れ た 農 産 物 と ， タ キ イ 種 苗 株 式 会 社

（2021）（ ８ ３ ）に示される家庭菜園の野菜の比較から，葉菜は

「ねぎ」，非葉菜は「トマト」，「きゅうり」，「ばれいし

ょ」，「なす」，「ピーマン」を対象と設定した。果実につい

ては家庭菜園についてのデータがないため，保守的に農林水産

省（2021） (７ ５ )のデータに示される東海村で作付けされた農産

物の果樹である「なし」，「ぶどう」，「キウイフルーツ」を

対象とした。非葉菜については根の事典編集委員会（2009）

（ ８ ５ ）よると，ナス科の「ばれいしょ」で 20 cm までに 5 割の

根が分布し，30 cm 以深では根長密度が急激に低下し表層の 5
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分の 1 であると示されている。30 cm 以深の農産物の根の分布

状況を保守的に 10％と考えて 0.1 と設定する。葉菜の根は 30 

㎝を超えないが，非葉菜と同様に根からの吸収割合を 0.1 と設

定する。果樹については，根の事典編集委員会（2009）（ ８ ５ ）

によると養水分吸収の主役となる細根の 70％～80％以上が分

布する主要根域の深さは 30 cm～40 cm，根の 90％以上が分布

する根域は約 60 cm までとあるため，0.1 と設定する。 

※33：農林水産省（2021） （ ７ ５ ）のデータに示される東海村で作付け

された農産物と，タキイ種苗株式会社（2021）（ ８ ４ ）に示され

る家庭菜園の野菜の比較から，葉菜は「ねぎ」，非葉菜は「ト

マト」，「きゅうり」，「ばれいしょ」，「なす」，「ピーマ

ン」を全て家庭菜園で生産するものとする。また，果実につい

ては家庭菜園についてのデータがないため，保守的に農林水産

省（2021）（ ７ ５ ）のデータに示される東海村で作付けされた農

産物の果樹である「なし」，「ぶどう」，「キウイフルーツ」

を全て家庭菜園で生産するものとする。厚生労働省（2020）

（ ５ ９ ）における茨城県が含まれる地域ブロック「関東Ⅱ」から

設定した。葉菜は，「その他の緑黄色野菜」の値を整数値とな

るよう小数点以下を切り上げて保守的に設定した。非葉菜は，

「トマト」，「ピーマン」，「きゅうり」，「その他の淡色野

菜」，「じゃがいも・加工品」，加工品である「野菜ジュー

ス」，「たくあん・その他の漬け物」の合計値を整数値となる

よう小数点以下を切り上げて保守的に設定した。果実は，「そ

の他の生果」，「ジャム」，「果汁・果汁飲料」の合計値を整

数値となるよう小数点以下を切り上げて保守的に設定した。 
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※34：家庭菜園で生産する農産物は，全て自家消費されると考えるが，

野菜については家庭菜園で生産する農産物のみでは年間の野菜

摂取量を確保することはできない。加えて家庭菜園は，市場出

荷等を目的とした専業の農産物生産ではないことから，特定の

農産物を，一年中生産するわけではなく，その農産物が生産さ

れやすい時期にのみ生産されるのが一般的である。家庭菜園で

生産される農産物は，農林水産省（2021）（ ７ ５ ）のデータに示

される東海村で作付けされた農産物と，タキイ種苗株式会社

（2021）（ ８ ４ ）に示される家庭菜園の野菜の比較から，葉菜は

「ねぎ」，非葉菜は「トマト」，「きゅうり」，「ばれいし

ょ」，「なす」，「ピーマン」を全て家庭菜園で生産するもの

とする。また，果実については家庭菜園についてのデータがな

いため，保守的に農林水産省（2021）（ ７ ５ ）のデータのうち東

海村で作付けされた農産物の果樹に示される「なし」，「ぶど

う」，「キウイフルーツ」を全て家庭菜園で生産するものとす

る。葉菜，非葉菜に分類される農産物はよく食べられる農産物

であることから，年間を通して消費されると考えられる。その

ため，ＮＨＫ出版（2019）（ ８ ６ ）に示される農産物の収穫が主

に行われる期間を保守的に家庭に農産物が供給される期間と考

えて，年間当たりの収穫時期の割合を農産物の市場係数とした。

非葉菜の市場係数は算術平均値で設定した。果実に分類する農

産物は，年間を通して消費される可能性は低いため，保守的に

全て自家消費されるとして 1 と設定した。 

※35：ＩＡＥＡ(2001)（ ５ ６ ）に基づき設定した。 
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第 6.4.3-18 表 廃止措置の開始後の評価における最も可能性が高い 

自然事象シナリオの線量の評価結果 

評価対象個人 
被ばく線量の最大値 

（μSv／y） 

被ばく線量が最大と

なる覆土の完了後の

経過時間（y） 

居住者 約 5.7×10－ ２  約 50 

 

第 6.4.3-19 表 廃止措置の開始後の評価における最も厳しい 

自然事象シナリオの線量の評価結果 

評価対象個人 
被ばく線量の最大値 

（μSv／y） 

被ばく線量が最大と

なる覆土の完了後の

経過時間（y） 

漁業従事者 約 1.6×10－ １  約 78 

農業従事者 約 5.3×10１  約 74 

建設業従事者 約 4.8×10１  約 73 

居住者 約 4.8×10１  約 73 

 

  



6－140 

第 6.4.3-20 表 人為事象シナリオの線量評価パラメータ 

記号 パラメータ名称 設定値 

AWH(i) 

放射性廃棄物受入れ時

の放射性核種 i の放射能

量（Bq）※１ 

区画別放射能量（金属類） 

 Ｈ－3 ： 5.3×10１１ 

 Ｃ－14 ： 8.6×10９ 

 Ｃｌ－36 ： 1.8×10１０ 

 Ｃａ－41 ：－ 

 Ｃｏ－60 ： 1.2×10１１ 

 Ｓｒ－90 ： 1.5×10９ 

 Ｃｓ－137 ： 8.1×10８ 

 Ｅｕ－152 ：－ 

 Ｅｕ－154 ：－ 

 全α ： 7.1×10７ 

区画別放射能量（コンクリート類） 

 Ｈ－3 ： 8.2×10１１ 

 Ｃ－14 ： 2.8×10９ 

 Ｃｌ－36 ： 4.5×10８ 

 Ｃａ－41 ： 3.4×10９ 

 Ｃｏ－60 ： 9.7×10９ 

 Ｓｒ－90 ： 1.2×10８ 

 Ｃｓ－137 ： 1.0×10８ 

 Ｅｕ－152 ： 5.5×10１０ 

 Ｅｕ－154 ： 2.5×10９ 

 全α ： 6.4×10７ 

SDH 

西側埋設トレンチ及び

東側埋設トレンチの平

面積（m２）※２ 

 西側埋設トレンチ ： 2.3×10３ 

 東側埋設トレンチ ： 3.1×10３ 

－ 

西側埋設トレンチ及び

東側埋設トレンチ内の

充塡砂／中間覆土の体

積割合（－）※３ 

 西側埋設トレンチ ： 0.83 

 東側埋設トレンチ ： 0.45 

PCH 

廃棄物層と周辺土壌の

混 合 に よ る 希 釈 係 数

（－）※４ 

 西側埋設トレンチ ： 0.68 

 東側埋設トレンチ ： 0.63 

 

西側埋設トレンチ及び

東側埋設トレンチの見

かけ密度（kg／m３）※５ 

 西側埋設トレンチ ： 2.3×10３ 

 東側埋設トレンチ ： 1.8×10３ 
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記号 パラメータ名称 設定値 

－ 

居住（大規模掘削）時

の放射性核種 i の外部被

ば く 線 量 換 算 係 数 

（（Sv／h）／（Bq／

kg））※６ 

 Ｈ－3 ： 0 

 Ｃ－14 ： 1.9×10－１７ 

 Ｃｌ－36 ： 2.7×10－１４ 

 Ｃａ－41 ： 0 

 Ｃｏ－60 ： 2.7×10－１０ 

 Ｓｒ－90 ： 4.1×10－１３ 

 Ｃｓ－137 ： 4.2×10－１１ 

 Ｅｕ－152 ： 1.1×10－１０ 

 Ｅｕ－154 ： 1.3×10－１０ 

 全α ： 2.6×10－１４ 

－ 

浸透水低減対策喪失時

の年間浸透水量 

（m３／（m２・y））※７ 

1.4 

－ 

廃棄物埋設地からの放

射性物質の漏出開始時

期（y）※８ 

50 

※1 ：金属類及びコンクリート類は，埋設トレンチの 1 区画ごとで分

けて埋設する計画であるが，放射性廃棄物の埋設の順序は廃止

措置における解体作業に依存するものであるため，西側埋設ト

レンチ及び東側埋設トレンチで分類するものではない。ただ

し，廃止措置の開始後の評価においては，放射性廃棄物を金属

類又はコンクリート類に分類したそれぞれの全ての放射能量を

使用するため，総放射能量を金属類とコンクリート類に分けて

区画別放射能量として設定した。 

※2 ：西側埋設トレンチ及び東側埋設トレンチの区画数で算出した結

果から設定した。 

※3 ：各放射性廃棄物の体積割合については，廃棄物埋設地に占める

放射性廃棄物の体積割合を計算により求め，切り上げて設定し

た。なお，西側埋設トレンチの金属類／容器については，容器

（鉄箱）の重量を含めるものとして，金属類の重量を 1.3 倍し
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た重量から金属類／容器の体積を設定した。また，充塡砂／中

間覆土については，全体から各放射性廃棄物の体積割合を引い

て算出した。東側埋設トレンチの金属類／容器については，鉄

箱の重量（170 t）から体積を設定した。 

※4 ：廃棄物層と覆土の体積割合については，覆土高さ 2.5 m と廃棄

物層深さ 2.9 m の比から計算し，本体積割合に，廃棄物層の見

かけ密度及び覆土の粒子密度と間隙率から，重量割合を求め，

有効数字 2 桁となるように保守的に切り上げた値を設定した。 

※5 ：廃棄物層内の各要素の体積割合及び密度から各要素の重量を計

算し，その合計から算出した値を切り下げて設定した。また，

充塡砂／中間覆土については，全体から各放射性廃棄物の体積

割合を引いて算出した。 

※6 ：外部被ばく線量換算係数の算出は，点減衰核積分法コード「Ｑ

ＡＤ－ＣＧＧＰ２Ｒ」（ ６ ４ ）を使用して計算した。計算モデル

は，地表からの被ばくを近似するため，直径 200 m，厚さ 1.5 

m の円板状線源を想定し，その中央表面から距離 1 m の地点

を評価点とした。地表の組成は土壌で代表することとし，周辺

土壌である砂質土と同様の組成である砂質岩の組成とし，国立

天文台編（2015）（ ４ ７ ）に示される砂質岩の組成を用いた。核

種別線量換算係数算出に用いる各核種の壊変当たりの放出光子

については，放射性核種生成崩壊計算コード「ＯＲＩＧＥＮ

2」断面積ライブラリセット「ＯＲＬＩＢＪ40」（ ６ ５ ）におけ

る 18 群別の制動Ｘ線を含む γ 線及びＸ線の放出エネルギー及

び放出率を考慮して評価を行った。Ｃａ－41 の放出エネルギ

ー及び放出率については，ＩＣＲＰ(2008)（ ６ ６ ）のデータを参
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照した。全 α については，Ｐｕ－239 とＡｍ－241 のうち線量

換算係数の大きいＡｍ－241 の値で代表させた。算出した外部

被ばく線量換算係数は有効数字 2 桁となるように切り上げ，

1×10－ ２ ９  以下の値は 0 として設定した。 

※7 ：浸透水低減対策が喪失した状態を想定し，地質環境等の状態設

定を踏まえた 1,000 年後の降水量の変動を考慮した年間降水量

が全て浸透すると仮定して，有効数字 2 桁となるように四捨五

入して設定した。 

※8 ：廃止措置の開始後に漏出を開始させた方が保守的な（被ばく線

量が大きくなる）設定となることから，廃止措置の開始時点か

ら生活環境への移動が開始されると設定した。 
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第 6.4.3-21 表 廃止措置の開始後の評価における人為事象シナリオ

の線量の評価結果 

評価対象個人 
被ばく線量の最大値 

（μSv／y） 

被ばく線量が最大と

なる覆土の完了後の

経過時間（y） 

建設業従事者 約 2.8×10１  約 50 

居住者 約 2.0×10１  約 50 
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第 6.1.2-1 図 管理区域等の設定例 
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第 6.3.3-1 図 埋設トレンチ 1 区画分の金属類及びコンクリートガラの定置例（平面図）
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第 6.3.3-2 図 埋設トレンチ 1 区画分のコンクリートブロックの定置例（平面図）

コンクリートブロック（プラスチックシートにこん包）
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○金属類・コンクリートガラ 
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第 6.4.2-1 図 直接ガンマ線評価の計算モデル 

 

 

  

直接ガンマ線計算地点 

（空気） 

150 m 

1.369 m 

1.369 m 

0.828 m 

（空気） 

0.9 m 

0.9 m 

0.7 m 150 m 

直接ガンマ線計算地点 
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第 6.4.2-2 図 スカイシャインガンマ線評価（Ｇ３３）の計算モデル 

  

１回散乱線 
点線源（ＡＮＩＳＮで計算した角

度別のガンマ線フラックスを入

力） 

計算地点 

散乱領域：0 m～1,000 m 

T.P. ＋8 m

廃棄物埋設地の

区画 

150 m 

T.P.＋10 m＋1 m 

散乱線の放出面積 15.1 m×8.5 m＝128 m２ 



 

6－150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 6.4.2-3 図 スカイシャインガンマ線評価（ＡＮＩＳＮ）における遮蔽条件 

 

廃棄物層（3 段目） 

中間覆土（最上段） 

廃棄物層（2 段目） 

廃棄物層（1 段目） 

中間覆土（2 段目） 

中間覆土（1 段目） 

角度束の計算地点（地表面） 

空気

0.5 m 

h 

0.2 m 

0.2 m 

h 
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第 6.4.3-1 図 地下水位観測結果（1／3） 

地下水観測孔のうち 
経時変化を表示した孔 

地
下

水
位

（
T
.
P
.
（

m
）

）
 

雨
量

（
m
m
／

日
）

 



 

 

6
－

1
5
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 6.4.3-1 図 地下水位観測結果（2／3）  

2011 年東北地方太平洋沖地震 
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第 6.4.3-1 図 地下水位観測結果（3／3） 
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第 6.4.3-2 図 日本の海成段丘アトラスから算出した隆起量 
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第 6.4.3-3 図 将来の気温の変動曲線（最も可能性が高い設定） 

 

第 6.4.3-4 図 将来の気温の変動曲線（最も厳しい設定）
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松末他（2000）（２２）に加筆 

 

第 6.4.3-5 図 暖かさの指数と年平均気温の関係 
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第 6.4.3-6 図 敷地周辺と類似する気候因子を持つ地点の 

気温と年降水量の相関 
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第 6.4.3-7 図 敷地周辺と類似する気候因子を持つ地点の 

気温と蒸発散量の関係 
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第 6.4.3-8 図 将来の海水準変動曲線（最も可能性が高い設定） 

 

 

第 6.4.3-9 図 将来の海水準変動曲線（最も厳しい設定） 
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核燃料サイクル開発機構（1999）（２３）にて引用されている 

藤原他（1999）（２７）に加筆 

第 6.4.3-10 図 基準高度分散量から計算した全国の侵食速度の分布

)
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第 6.4.3-11 図 1,000 年後の状態設定における久慈川の河食（イメージ図） 
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第 6.4.3-12 図 空中写真による廃棄物埋設地の東方の海岸線の比較

1947（S22）年 3 月 25 日撮影 

（USA-R472-29,USA-R472-57 を編集） 

2021（R3）年 1 月 14 日撮影 

（CKT20206-C2-8,CKT20206-C3-8 を編集） 

埋設地 埋設地 
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第 6.4.3-13 図 国土地理院地形図による廃棄物埋設地の東方の海岸線の比較

1960 年（昭和 35 年） 2021 年（令和 3 年） 
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茨城県（2016）（２９）に加筆 

第 6.4.3-14 図 長期的に汀線後退する海岸

東海村 

：長期的に汀線後退傾向 
（1 m／年程度以上）であり，

浜幅が狭い区間（20 m 以下）
がある海岸 
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１ 基本的考え方 

廃棄物埋設地は，容器等に収納又はこん包された固体状の金属類及びコン

クリート類の放射性廃棄物を埋設する施設であり，容器等が損傷しない限り，

放射性物質の飛散又は漏えいは発生しないという特徴がある。 

また，放射能濃度が低く，個々の放射性廃棄物に含まれる放射性物質の量

は少ないという特徴があり，添付書類五「２．１ 耐震設計」，「２．３ 

火災等による損傷の防止に関する設計」，「２．４ 放射性物質の漏出の低

減に関する設計」，「２．５ 放射線の遮蔽に関する設計」，「２．６ 放

射性物質の飛散防止に関する設計」及び「２．７．１ 外部からの衝撃によ

る損傷の防止に関する設計」により，埋設する放射性廃棄物の受入れの開始

から廃止措置の開始までの間においては，廃棄物埋設地に異常が発生した場

合においても，事業所周辺の公衆に放射線障害を及ぼすようなことはない。 

しかしながら，異常時の安全性を確認するという観点から，以下の項目に

対して異常の発生の可能性を検討し，異常が発生した場合においても事業所

周辺の公衆に放射線障害を及ぼさないことを確認する。 

（１）誤操作による放射性廃棄物の落下等に伴う放射性物質の飛散 

（２）本施設内の火災及び爆発による影響 

（３）その他機器等の破損，故障，誤動作又は操作員の誤操作等に伴う放射性

物質の外部放出等であって，公衆の放射線被ばくの観点から重要な異常 

 

２ 異常時評価 

第二種埋設許可基準解釈に基づき，「誤操作による放射性廃棄物の落下等

に伴う放射性物質の飛散」，「廃棄物埋設施設内の火災及び爆発による影響」

及び「その他機器等の破損、故障、誤動作又は操作員の誤操作等に伴う放射

性物質の外部放出等であって、公衆の放射線被ばくの観点から重要な異常」
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について異常の発生の可能性を検討し，異常が発生した場合における事業所

周辺の公衆の受ける線量が 5 mSv 以下であることを確認する。 

 

２．１ 異常事象の選定 

２．１．１ 誤操作による放射性廃棄物の落下等に伴う放射性物質の飛散 

廃棄物埋設地において，放射性廃棄物を門型クレーンにより埋設トレンチ

に定置する作業中に，放射性廃棄物が落下して放射性物質が飛散する事象を

異常事象として選定する。 

 

２．１．２ 廃棄物埋設施設内の火災及び爆発による影響 

埋設する放射性廃棄物は，金属類及びコンクリート類であり，容器等に収

納又はこん包する。 

廃棄物埋設地は，放射性廃棄物を埋設する埋設トレンチ，覆土等により構

成する。覆土（遮水シートを除く）は，不燃性の土質系材料を使用した設計

であり，火災及び爆発の発生のおそれがない静的なものである。覆土のうち

遮水シートは土質系材料ではないが，不燃性の土質系材料を使用した保護土

層（上層），保護土層（下層），フィルタ層及び排水層で覆われた構造であ

るため，火災及び爆発の発生のおそれがない。 

排水設備は地中に設置されるため，火災及び爆発の発生のおそれはない。 

表面遮水は最終覆土の完了までの間，埋設が完了した区画ごとに最終覆土

のうち基礎材の一部を施工した後，その上面に表面遮水を設置するが，表面

遮水の上面には不燃性の土質系材料で覆い，火災及び爆発の発生のおそれが

ない設計とする。 

最終覆土の上部にある植生は火災の発生のおそれがあるが，安全機能を有

する施設は不燃性の土質系材料を使用した保護土層（上層），保護土層（下



 

7－3 

層），フィルタ層及び排水層で覆われた構造であるため，植生の火災による

安全機能を有する施設への影響はない。 

以上より，火災及び爆発による異常事象は選定しない。 

 

２．１．３ その他機器等の破損，故障，誤動作又は操作員の誤操作等に伴う

放射性物質の外部放出等であって，公衆の放射線被ばくの観点か

ら重要な異常 

安全機能を有する施設は静的なものであり，動的な設備及び機器はないこ

とから，その他機器等の破損，故障，誤動作又は操作員の誤操作等に伴う異

常の発生は想定されない。放射性廃棄物を門型クレーンにより埋設トレンチ

に定置する作業中に，門型クレーンの破損，故障，誤動作又は操作員の誤操

作等に伴い放射性廃棄物が落下して，放射性物質が飛散する事象を異常事象

として選定する。なお，本事象は，「２．１．１ 誤操作による放射性廃棄

物の落下等に伴う放射性物質の飛散」において選定した事象に包含される。

その他，破損により多量の放射性物質の漏出に発展する設備は存在しない。 

 

２．２ 異常時評価 

「２．１ 異常事象の選定」で選定された，放射性廃棄物が落下して放射

性物質が飛散する事象が起きた場合に放射性物質が外部放出する事象につい

て，事業所周辺の公衆の受ける線量を評価する。 

放射性廃棄物を取り扱う門型クレーンは，「クレーン構造規格」に適合す

るものを用いる。門型クレーンにより取り扱う放射性廃棄物の個数は 1 個で

あり，放射性廃棄物が 2 個以上同時に落下することは考えられないため，放

射性廃棄物が 1 個落下し，その下部の定置中区画内にある放射性廃棄物 1 個

の合計 2 個が損傷する想定とする。 
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２．２．１ 評価条件 

放射線による事業所周辺の公衆への影響として，放射性廃棄物の損傷によ

り，飛散率に従って大気中に放射性物質が放出される。放出された放射性物

質は，大気条件によって拡散し，事業所周辺の公衆が吸入摂取することによ

る被ばくを評価する。 

（１）評価において損傷する放射性廃棄物に含まれる放射性物質の放射能量は，

最大放射能濃度とし，第 7.2.2-1 表に示す値を用いる。 

（２）放射性廃棄物 1 個当たりの重量は，受入れ最大重量を考慮して，金属類

3,900 kg，コンクリートガラ 1,800 kg，コンクリートブロック  

1,400 kg とする。 

（３）損傷する放射性廃棄物からの粉じんの発生する割合は，金属類：

1.0×10－３（１），コンクリート類：1.0×10－４（１）とする。 

（４）放射性物質の大気中への放出量は，放射性廃棄物から飛散した放射性物

質の全量とする。 

（５）大気中へ放出される放射性物質は，地上から放散するものとし，「添付

書類三 １ 気象」に示す気象指針に準拠して計算した 2013 年度の相

対濃度 4.2×10－４ s／m３を用いる。なお，放射性物質は，1 時間で大気

中へ全て放出され，同じ時間で吸入するものとする。 

（６）評価対象者の呼吸率については，ＩＣＲＰ（2002）（２）に基づく成人男

性の就業中の平均呼吸量 1.2 m３／h とする。 

（７）放射性核種の吸入摂取による線量換算係数は，第 7.2.2-2 表に示す数値

を用いる。 

（８）損傷した放射性廃棄物から大気中に放出される空気中の放射性核種݅の

濃度は，（1）式を用いて計算する。 
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（９）放射性核種 i の内部被ばく線量は，（2）式を用いて計算する。 

 

ሺ݅ሻܥ ൌ ௐ௫ሺ݅ሻܥ ∗ ௐܹ ∗ ܰ ∗ ܴ ܶ ∗ ሺ߯ ܳ⁄ ሻ⁄  ...................... （1） 

 

ሺ݅ሻ ：空気中の放射性核種ܥ i の濃度（Bq／m３） 

ௐ௫ሺ݅ሻ ：放射性廃棄物中の放射性核種ܥ i の最大放射能濃度（Bq／kg） 

ௐܹ ：放射性廃棄物１個当たりの重量（kg） 

ܰ ：破損する放射性廃棄物の個数（－） 

ܴ ：放射性廃棄物から発生する粉じんの発生割合（－） 

ܶ ：粉じんが放出される時間（s） 

߯ ܳ⁄  ：相対濃度（s／m3） 

 

ூேுሺ݅ሻܦ ൌ ሺ݅ሻܥ ∗ ܤ ∗ ܶ ∗  ிூேுሺ݅ሻ .............................. （2）ܦ

 

ூேுሺ݅ሻ ：放射性核種ܦ i による内部被ばく線量（Sv） 

  ：評価対象者の呼吸率（m３／h）ܤ

ܶ  ：粉じんの吸入時間（h） 

ிூேுሺ݅ሻ ：放射性核種ܦ i の吸入内部被ばく線量換算係数（Sv／Bq） 

 

２．２．２ 評価結果 

選定した異常事象について線量評価を行った結果を第 7.2.2-3 表に示す。 

事業所周辺の公衆の受ける線量を評価した結果は，約 3.3×10－４ mSv で

あり，5 mSv 以下となることから，事業所周辺の公衆に対して放射線障害を

及ぼすことはない。 

  



 

7－6 

３ 参考文献 

（1） U.S. Department of Energy （ 1994 ） ： AIRBORNE RELEASE 

FRACTIONS/RATES AND RESPIRABLE FRACTIONS FOR NONREACTOR NUCLEAR 

FACILITIES, ＤＯＥ－ＨＤＢＫ－3010－94, ＤＯＥ HANDBOOK 

（2） International Commission on Radiological Protection（2002）：

Basic Anatomical and Physiological Data for Use in Radiological 

Protection: Reference Values, ＩＣＲＰ Publication 89 

 

  



 

7－7 

第 7.2.2-1 表 放射性廃棄物中の放射性核種݅の最大放射能濃度 

放射性物質の種類 最大放射能濃度（Bq／kg） 

Ｈ－3 3.0×10６ 

Ｃ－14 5.0×10４ 

Ｃｌ－36 1.0×10５ 

Ｃａ－41 2.0×10４ 

Ｃｏ－60 8.0×10６ 

Ｓｒ－90 1.0×10４ 

Ｃｓ－137 7.0×10３ 

Ｅｕ－152 3.0×10５ 

Ｅｕ－154 9.0×10３ 

全α 4.0×10３ 
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第 7.2.2-2 表 放射性核種݅の吸入内部被ばく線量換算係数 

放射性物質の種類 設定値（Sv／Bq） 考慮した子孫核種 

Ｈ－3 4.5×10－１１ － 

Ｃ－14 2.0×10－９ － 

Ｃｌ－36 7.3×10－９ － 

Ｃａ－41 9.5×10－１１ － 

Ｃｏ－60 1.0×10－８ － 

Ｓｒ－90 3.8×10－８ Ｙ－90 

Ｃｓ－137 4.6×10－９ Ｂａ－137m 

Ｅｕ－152 4.2×10－８ － 

Ｅｕ－154 5.3×10－８ － 

全α 5.0×10－５ － 
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第 7.2.2-3 表 異常事象における公衆の受ける線量 

異常事象 

公衆の受ける線量（放射性廃棄物種類別）（mSv） 

金属類 

コンクリート類 

コンクリート 

ガラ 

コンクリート 

ブロック 

放射性廃棄物が

落下して放射性

物質が飛散する

事象 

3.3×10－４ 1.5×10－５ 1.2×10－５ 

 

 

 

 

 

 

 



 

別添－8 

 

 

 

 

 

 

添 付 書 類 八 

 

廃棄物埋設施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な 

体制の整備に関する説明書 

 

 



 

8－目－1 

目  次 

１ 概要 ....................................................... 8－1 

２ 基本方針 ................................................... 8－1 

３ 設計活動に係る品質管理の実績 ................................ 8－2 

３．１ 本申請における設計に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達

含む。） .............................................. 8－2 

３．１．１ 設計に係る組織 .................................. 8－3 

３．１．２ 調達に係る組織 .................................. 8－3 

３．２ 本申請における設計の各段階とその審査 .................. 8－3 

３．３ 本申請における設計に係る品質管理の方法 ................ 8－4 

３．３．１ 設計開発に用いる情報の明確化 .................... 8－4 

３．３．２ 設計及び設計のアウトプットに対する検証 ........... 8－4 

３．３．３ 設計における変更 ................................ 8－6 

３．４ 本申請における調達管理の方法 .......................... 8－6 

３．４．１ 供給者の技術的評価 .............................. 8－6 

３．４．２ 供給者の選定 .................................... 8－6 

３．４．３ 調達管理 ....................................... 8－7 

３．４．４ 調達先品質保証監査 .............................. 8－7 

３．５ 本申請における文書及び記録の管理 ...................... 8－7 

３．６ 本申請における不適合管理 .............................. 8－8 

４ その後の工事等の活動に係る品質管理の方法等 .................. 8－8 

４．１ その後の工事等の活動に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝

達含む。） ............................................ 8－8 

４．２ その後の設計，工事等の各段階とその審査 ................ 8－8 



 

8－目－2 

４．３ その後の設計に係る品質管理の方法 ...................... 8－9 

４．３．１ 適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化及び適合性確

認対象設備の抽出 ................................ 8－9 

４．３．２ 設計及び設計のアウトプットに対する検証 ........... 8－9 

４．３．３ 設計における変更 ............................... 8－10 

４．４ 工事に係る品質管理の方法 ............................. 8－10 

４．５ 自主検査の方法 ...................................... 8－10 

４．５．１ 自主検査での確認事項 ........................... 8－10 

４．５．２ 自主検査の計画 ................................. 8－11 

４．５．３ 検査計画の管理 ................................. 8－11 

４．５．４ 自主検査の実施 ................................. 8－11 

４．６ 施設確認申請における調達管理の方法 ................... 8－11 

４．６．１ 供給者の選定 ................................... 8－11 

４．６．２ 調達製品の調達管理 ............................. 8－12 

４．６．３ 調達先品質保証監査 ............................. 8－13 

４．７ その後の設計，工事等における文書及び記録の管理 ........ 8－13 

４．８ その後の不適合管理 ................................... 8－13 

５ 適合性確認対象設備の施設管理 ............................... 8－13 

 

  



 

8－目－3 

表 

第 8.3.1-1 表 設計及び調達の実施の体制 ......................... 8－14 

第 8.3.2-1 表 本申請における設計及び調達の各段階（事業許可申請本文七

号との関係） .................................... 8－15 

 

 

  



 

8－目－4 

図 

第 8.3.1-1 図 本申請における設計及び調達並びにその後の工事等の活動に

係る体制 ........................................ 8－16 

 

 



8－1 

１ 概要 

本説明書は，本施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整

備に関する説明書として，品質管理に関する事項に基づき，本施設の当該事

業許可申請（以下「本申請」という。）に当たって実施した設計活動に係る

品質管理の実績及びその後の工事等の活動に係る品質管理の方法，組織等に

係る事項を記載する。 

 

２ 基本方針 

本説明書では，本申請における「実施した設計活動に係る品質管理の実績」

及び「その後の工事等の活動に係る品質管理の方法，組織等に係る事項」を，

以下のとおり説明する。 

（１）設計活動に係る品質管理の実績 

「設計活動に係る品質管理の実績」として，実施した設計の管理の方法

を「３ 設計活動に係る品質管理の実績」に記載する。 

具体的には，組織について「３．１ 本申請における設計に係る組織

（組織内外の相互関係及び情報伝達含む。）」に，実施する各段階について

「３．２ 本申請における設計の各段階とその審査」に，品質管理の方法

について「３．３ 本申請における設計に係る品質管理の方法」に，調達

管理の方法について「３．４ 本申請における調達管理の方法」に，文書

管理について「３．５ 本申請における文書及び記録の管理」に，不適合

管理について「３．６ 本申請における不適合管理」に記載する。 

（２）その後の工事等の活動に係る品質管理の方法，組織等に係る事項 

その後の工事等の活動に係る品質管理の方法，組織等に係る事項につい

ては，「４ その後の工事等の活動に係る品質管理の方法等」に記載する。 

具体的には，組織について「４．１ その後の工事等の活動に係る組織
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（組織内外の相互関係及び情報伝達含む。）」に，実施する各段階について

「４．２ その後の設計，工事等の各段階とその審査」に，品質管理の方

法について「４．３ その後の設計に係る品質管理の方法」，「４．４ 工

事に係る品質管理の方法」及び「４．５ 自主検査の方法」に，廃棄物埋

設施設等に係る第二種廃棄物埋設に関する確認の申請（以下「施設確認申

請」という。）における調達管理の方法について「４．６ 施設確認申請

における調達管理の方法」に，文書管理について「４．７ その後の設計，

工事等における文書及び記録の管理」に，不適合管理について「４．８ 

その後の不適合管理」に記載する。 

また，事業規則第六条（以下「廃棄物埋設施設技術基準」という。）へ

の適合性を確保するために必要となる設備（以下「適合性確認対象設備」

という。）の施設管理については，「５ 適合性確認対象設備の施設管理」

に記載する。 

 

３ 設計活動に係る品質管理の実績 

本申請に当たって実施した設計に係る品質管理は，第二種廃棄物埋設施設

事業許可申請書本文における「七 廃棄物埋設施設の保安のための業務に係

る品質管理に必要な体制の整備に関する事項」（以下「事業許可本文七号」

という。）に基づき以下のとおり実施する。 

 

３．１ 本申請における設計に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達含

む。） 

設計及び調達は，第 8.3.1-1 図に示す組織に係る体制で実施する。 

また，設計（「３．３ 本申請における設計に係る品質管理の方法」）並び

に調達（「３．４ 本申請における調達管理の方法」）の各プロセスを主管す
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る組織を第 8.3.1-1 表に示す。 

第 8.3.1-1表に示す各プロセスを主管する組織の長は，担当する設備に関

する設計並びに調達について，責任と権限を持つ。 

 

３．１．１ 設計に係る組織 

設計は，第 8.3.1-1 表に示す主管組織のうち，「３．３ 本申請における

設計に係る品質管理の方法」に係る組織が設計を主管する組織として実施す

る。 

この設計に必要な資料の作成を行うため，第 8.3.1-1図に示す体制を定め

て設計に係る活動を実施する。 

なお，本申請において上記による体制で実施した。 

 

３．１．２ 調達に係る組織 

調達は，第 8.3.1-1 表に示す組織の調達を主管する組織で実施する。 

なお，本申請に係る調達については，本店廃止措置プロジェクト推進室及

び本店開発計画室で実施した。 

 

３．２ 本申請における設計の各段階とその審査 

本申請における設計は，本申請における申請書作成及びこれに付随する基

本的な設計として，事業許可本文七号「（７）ｃ．設計開発」のうち，必要

な事項に基づき以下のとおり実施する。 

本申請における設計の各段階及び調達と事業許可本文七号との関係を第

8.3.2-1 表に示す。 

設計を主管する組織の長は，第8.3.2-1表に示す設計の各段階における審

査として，体系的な審査である設計開発レビューを実施するとともに，記録
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を管理する。 

設計の各段階における設計開発レビューについては，第8.3.1-1表に示す

設計を主管する組織のうち，当該設計開発レビューの対象となっている設計

開発段階に関連する組織の代表者及び当該設備の設計に関する専門家を参加

させて実施する。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

 

３．３ 本申請における設計に係る品質管理の方法 

設計を主管する組織の長は，本申請における設計として，「３．３．１ 

設計開発に用いる情報の明確化」，「３．３．２（１） 申請書作成のための

設計」及び「３．３．２（２） 設計のアウトプットに対する検証」の各段

階を実施する。 

以下に各段階の活動内容を示す。 

 

３．３．１ 設計開発に用いる情報の明確化 

設計を主管する組織の長は，本申請に必要な設計開発に用いる情報を明確

にし，設計開発レビューを実施する。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

 

３．３．２ 設計及び設計のアウトプットに対する検証 

設計を主管する組織の長は，本申請における設計を以下のとおり実施する。 

（１）申請書作成のための設計 

設計を主管する組織の長は，本申請における申請書作成のための設計を

実施する。 

設計に際しては，設計開発レビューを実施する。 
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また，設計を主管する組織の長は，本申請における申請書の作成に必要

な基本的な設計の品質を確保する上で重要な活動となる，「調達による解

析」及び「手計算による自社解析」について，個別に管理事項を実施し，

品質を確保する。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

（２）設計のアウトプットに対する検証 

設計を主管する組織の長は，「３．３．２ 設計及び設計のアウトプッ

トに対する検証」における設計のアウトプットが設計のインプット（「３．

３．１ 設計開発に用いる情報の明確化」）で与えられた要求事項に対す

る適合性を確認した上で，要求事項を満たしていることの検証を，組織の

要員に指示する。 

この検証は当該設計開発を行った要員以外の者に実施させる。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

（３）申請書の作成 

設計を主管する組織の長は，本申請における申請書作成のための設計の

アウトプットを基に，本申請に必要な書類等を取りまとめる。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

（４）申請書の承認 

設計を主管する組織の長は，作成した資料を取りまとめ，品管規則に基

づく品質マネジメントシステムにしたがって，承認を得る。 

なお，本施設が，東海発電所及び東海第二発電所の原子炉施設の保安に

影響を与えないことを原子炉施設保安委員会にて審議，確認する。 

また，本申請の提出手続きを主管する組織の長は，上記のとおり確認を

得た本申請における申請書について，品質マネジメントシステムに基づき

原子力規制委員会への提出手続きの承認を得る。 
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なお，本申請において上記による活動を実施した。 

 

３．３．３ 設計における変更 

設計を主管する組織の長は，設計の変更が必要となった場合，各設計結果

のうち，影響を受けるものについて必要な設計を実施し，影響を受けた段階

以降の設計結果を必要に応じ修正する。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

 

３．４ 本申請における調達管理の方法 

調達を主管する組織の長は，調達管理を確実にするために，事業許可本文

七号に基づき以下に示す管理を実施する。 

 

３．４．１ 供給者の技術的評価 

契約及び調達を主管する組織の長は，供給者が当社の要求事項に従って調

達製品を供給する技術的な能力を判断の根拠として，供給者の技術的評価を

実施する。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

 

３．４．２ 供給者の選定 

調達を主管する組織の長は，本申請における設計に必要な調達を行う場合，

調達に必要な要求事項を明確にし，契約を主管する組織の長へ供給者の選定

を依頼する。 

また，契約を主管する組織の長は，「３．４．１ 供給者の技術的評価」

で，技術的な能力があると判断した供給者を選定する。 

供給者に対しては品質保証計画書を提出させ審査する。 
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なお，本申請において上記による活動を実施した。 

 

３．４．３ 調達管理 

調達を主管する組織の長は，調達に関する品質保証活動を行うに当たって，

以下に基づき業務を実施する。 

（１）仕様書の作成 

調達を主管する組織の長は，業務の内容に応じ，事業許可本文七号に基

づく調達要求事項を含めた仕様書を作成し，供給者の業務実施状況を適切

に管理する。（「３．４．３（２） 調達した役務の検証」参照） 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

（２）調達した役務の検証 

調達を主管する組織の長は，調達した役務が調達要求事項を満たしてい

ることを確実にするために調達した役務の検証を行う。 

供給者先で検証を実施する場合は，あらかじめ仕様書で検証の要領及び

調達した役務のリリースの方法を明確にした上で，検証を行う。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

 

３．４．４ 調達先品質保証監査 

供給者に対する監査を主管する組織の長は，供給者の品質保証活動及び健

全な安全文化を育成し維持するための活動が適切で，かつ，確実に行われて

いることを確認するために，調達先品質保証監査を実施する。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

 

３．５ 本申請における文書及び記録の管理 

本申請における設計に係る文書及び記録については，事業許可本文七号に



8－8 

定める品質マネジメント文書，それらに基づき作成される品質記録であり，

これらを適切に管理する。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

 

３．６ 本申請における不適合管理 

本申請に基づく設計において発生した不適合については，適切に処置を行

う。 

 

４ その後の工事等の活動に係る品質管理の方法等 

その後の工事等の活動に係る品質管理の方法，組織等に係る事項について

は，事業許可本文七号に基づき以下のとおり実施する。 

 

４．１ その後の工事等の活動に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達

含む。） 

その後の工事等の活動は，第 8.3.1-1図に示す組織に係る体制で実施する。 

 

４．２ その後の設計，工事等の各段階とその審査 

設計又は工事を主管する組織の長並びに検査を担当する組織の長は，その

後における設計及び工事等の各段階において，設計開発レビューを実施する

とともに，記録を管理する。 

設計の各段階における設計開発レビューについては，設計及び工事を主管

する組織のうち，当該設計開発レビューの対象となっている設計開発段階に

関連する組織の代表者及び当該設備の設計に関する専門家を参加させて実施

する。 
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４．３ その後の設計に係る品質管理の方法 

設計を主管する組織の長は，施設確認申請における廃棄物埋設施設技術基

準への適合性を確保するための設計を実施する。 

 

４．３．１ 適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化及び適合性確認対

象設備の抽出 

その後の設計を主管する組織の長は，施設確認申請に必要な要求事項を明

確にする。また，適合性確認対象設備を抽出する。 

 

４．３．２ 設計及び設計のアウトプットに対する検証 

設計を主管する組織の長は，適合性確認対象設備の廃棄物埋設施設技術基

準への適合性を確保するための設計を実施する。 

（１）詳細設計の品質を確保する上で重要な活動の管理 

設計を主管する組織の長は，詳細設計の品質を確保する上で重要な活動

となる，「調達による解析」及び「手計算による自社解析」について，個

別に管理事項を実施し，品質を確保する。 

（２）設計のアウトプットに対する検証 

設計を主管する組織の長は，「４．３．２ 設計及び設計のアウトプッ

トに対する検証」における設計のアウトプットが設計のインプット 

（「４．３．１ 適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化及び適合

性確認対象設備の抽出」）で与えられた要求事項に対する適合性を確認し

た上で，要求事項を満たしていることの検証を，組織の要員に指示する。 

この検証は当該設計開発を行った要員以外の者に実施させる。 

（３）施設確認申請書の作成 

設計を主管する組織の長は，その後の設計のアウトプットを基に，施設
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確認申請書に必要な書類等を取りまとめる。 

（４）施設確認申請書の承認 

施設確認申請書の取りまとめを主管する組織の長は，設計を主管する組

織の長が作成した資料を取りまとめ，本申請許可後に認可申請を行い認可

された本施設の保安規定に定める保安の確保・維持に係るプロセスに基づ

き，審議及び確認を受けた後，承認を得る。 

 

４．３．３ 設計における変更 

設計を主管する組織の長は，設計対象の追加又は変更が必要となった場合，

各設計結果のうち，影響を受けるものについて必要な設計を実施し，影響を

受けた段階以降の設計結果を必要に応じ修正する。 

 

４．４ 工事に係る品質管理の方法 

工事を主管する組織の長は，適合性確認対象設備を設置するために必要な

工事を，「４．６ 施設確認申請における調達管理の方法」の管理を適用し

て実施する。 

 

４．５ 自主検査の方法 

検査を主管する組織の長は，適合性確認対象設備が受理された施設確認申

請書に記載された仕様及びプロセスのとおりであること，廃棄物埋設施設技

術基準に適合していることを確認するため，自主検査を計画し，工事実施組

織からの独立性を確保した検査体制のもと，実施する。 

 

４．５．１ 自主検査での確認事項 

検査を主管する組織の長は，適合性確認対象設備が受理された施設確認申
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請書に記載された仕様及びプロセスのとおりであること，廃棄物埋設施設技

術基準に適合していることを確認するために，以下の項目について検査を実

施する。 

（１）実設備の仕様の適合性確認 

（２）品質マネジメントシステムに係る検査 

 

４．５．２ 自主検査の計画 

検査を担当する組織の長は，適合性確認対象設備が受理された施設確認申

請書に記載された仕様及びプロセスのとおりであること，廃棄物埋設施設技

術基準に適合していることを確認するため，自主検査を計画する。 

 

４．５．３ 検査計画の管理 

検査に係るプロセスの取りまとめを主管する組織の長は，自主検査の実施

時期及び自主検査が確実に行われることを管理する。 

 

４．５．４ 自主検査の実施 

検査を担当する組織の長は，検査要領書の作成，検査体制を確立して自主

検査を実施する。 

 

４．６ 施設確認申請における調達管理の方法 

調達を主管する組織の長は，施設確認申請で行う調達管理を確実にするた

めに，以下に示す管理を実施する。 

 

４．６．１ 供給者の選定 

契約及び調達を主管する組織の長は，供給者が当社の要求事項に従って調
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達製品を供給する技術的な能力を判断の根拠として，供給者の技術的評価を

実施する。 

また，調達を主管する組織の長は，施設確認申請に必要な調達を行う場合，

原子力安全に対する影響，供給者の実績等を考慮し，供給者を選定する。 

なお,業務の重要度に応じてグレード分けを行い,契約を主管する組織の

長がこれを管理する。 

 

４．６．２ 調達製品の調達管理 

調達を主管する組織の長は，調達に関する品質保証活動を行うに当たって，

原子力安全に対する影響及び供給者の実績等を考慮し，以下の調達管理に基

づき業務を実施する。 

（１）仕様書の作成 

調達を主管する組織の長は，業務の内容に応じ，品質管理に関する事項

に基づく調達要求事項を含めた仕様書を作成し，供給者の業務実施状況を

適切に管理する。（「４．６．３（２） 調達製品の管理」及び「４．６．

３（３） 調達製品の検証」参照） 

（２）調達製品の管理 

調達を主管する組織の長は，当社が仕様書で要求した製品が確実に納品

されるよう調達製品が納入されるまでの間，製品に応じた必要な管理を実

施する。 

（３）調達製品の検証 

調達を主管する組織の長は，調達製品が調達要求事項を満たしているこ

とを確実にするために調達製品の検証を行う。 

供給者先で検証を実施する場合，あらかじめ仕様書で検証の要領及び調

達製品のリリースの方法を明確にした上で，検証を行う。 
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４．６．３ 調達先品質保証監査 

供給者に対する監査を主管する組織の長は，供給者の品質保証活動及び健

全な安全文化を育成し維持するための活動が適切で，かつ，確実に行われて

いることを確認するために，調達先品質保証監査を実施する。 

 

４．７ その後の設計，工事等における文書及び記録の管理 

その後の設計，工事等における文書及び記録については，事業許可本文七

号に示す文書，それらに基づき作成される品質記録であり，これらを適切に

管理する。 

 

４．８ その後の不適合管理 

その後の設計，工事及び試験・検査において発生した不適合については,

適切に処置を行う。 

 

５ 適合性確認対象設備の施設管理 

工事を主管する組織の長は，廃棄物埋設施設技術基準に適合していること

が確認された適合性確認対象設備について，本申請許可後に認可申請を行い

認可された本施設の保安規定に定める施設管理に係る業務プロセスに基づき，

廃棄物埋設施設の設備の重要度に応じた点検計画を策定し保全を実施するこ

とにより，適合性を維持する。 
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第 8.3.1-1 表 設計及び調達の実施の体制 

プロセス 主管箇所 

３．３ 
本申請における設計に係る

品質管理の方法 

本店 廃止措置プロジェクト推進室 

本店 開発計画室 

３．４ 
本申請における調達管理の

方法 

本店 廃止措置プロジェクト推進室 

本店 開発計画室 
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第 8.3.2-1 表 本申請における設計及び調達の各段階（事業許可申請本文七号との関係） 

各段階 事業許可本文七号の対応項目 概要 

設計 

３．３ 
本申請における設計に

係る品質管理の方法 
（７）ｃ．(a) 設計開発計画 

本申請における設計を実施する

ための計画 

３．３．１ 
設計開発に用いる情報

の明確化 

（７）ｃ．(b) 設計開発に用

いる情報 

本申請における設計の要求事項

の明確化 

３．３．２（１）※ 
申請書作成のための設

計 

（７）ｃ．(c) 設計開発の結

果に係る情報 

本申請における申請書作成のた

めの設計 

３．３．２（２） 
設計のアウトプットに

対する検証 

（７）ｃ．(e) 設計開発の検

証 

本申請における設計の適合性の

チェック 

３．３．３※ 設計における変更 
（７）ｃ．(g) 設計開発の変

更の管理 
設計対象の追加や変更時の対応 

調達 ３．４ 
本申請における調達管

理の方法 
（７）ｄ．調達 

本申請に必要な設計に係る調達

管理 

※：「３．２ 本申請における設計の各段階とその審査」で述べている「設計の各段階における審査」の各段階を示す。 
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第 8.3.1-1 図 本申請における設計及び調達並びにその後の工事等の活動に係る体制 

　　　

※5：供給者（調達先）に対する品質保証監査は，設計又は工事等を主管する組織の長（担当室長）が監査員を選出

注）・図中の　　　内の事業所長は東海低レベル放射性廃棄物埋設事業所の長であり，事業所組織及び廃棄物取扱主任者は，本申請許可後に認可申請を行う本施設の保安規定の認可後に設ける。
　　　なお，事業所組織における具体的な役割分担等については，今後，策定する保安規定等にて明確にする。

 
開
発
計
画
室

 

廃
止
措
置
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
推
進
室

※2：施設確認申請の提出手続きを主管する組織※1：本申請の提出手続きを主管する組織

※4：検査に係るプロセスの取りまとめを主管する組織の長

（※3）

供給者に
対する監査

事
業
所
長

 
各
室

（※5）

廃止措置プロジェクト推進室

総括・全体調整

品質マネジメント
システムの総括管理

安全室

 
各
室

資
材
燃
料
室

左
記
の
「

設
計
」

の
組
織

事
業
所
長

 
各
室

左
記
の
「

設
計
」

の
組
織

（※5）

（※1）

（※2）

調　達

※3：施設確認申請書の取りまとめを主管する組織の長

　　・図中の廃止措置プロジェクト推進室，開発計画室，安全室，資材燃料室は本店組織である。

設　計
（解析業務を含む）

左
記
の
「

設
計
」

の
組
織

廃
棄
物
取
扱
主
任
者

事
業
所
長

工事及び検査

（※4）

事
業
所
長

 
各
室

契　約
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２ 役員の氏名及び履歴 

（令和 6 年 6 月 1 日現在） 

役名及び職名 氏 名 履 歴 

取締役社長 村松 衛 昭和 53 年 4 月 東京電力株式会社入社 

平成 20 年 6 月 同社執行役員企画部長 

平成 24 年 6 月 同社常務執行役経営改革本部事務局

長（共同） 

平成 26 年 6 月 日本原子力発電株式会社取締役副社

長 

平成 27 年 6 月 同社取締役社長（現任） 

取締役副社長 剱田 裕史 昭和 53 年 4 月 日本原子力発電株式会社入社 

平成 19 年 7 月 同社東海発電所長代理兼東海第二発

電所長代理（部長） 

平成 21 年 6 月 同社発電管理室長代理 

平成 22 年 6 月 同社理事東海発電所長兼東海第二発

電所長 

平成 23 年 6 月 同社取締役東海発電所長兼東海第二

発電所長 

平成 25 年 6 月 同社常務取締役 

平成 29 年 6 月 同社常務取締役東海事業本部長 

令和元年 6 月 同社取締役副社長（現任） 

取締役副社長 𠮷田 裕彦 昭和 61 年 4 月 関西電力株式会社入社 

平成 19 年 6 月 同社原子力事業本部原子力技術部門

機械技術グループチーフマネジャー 

平成 21 年 12 月 同社原子力事業本部原子力発電部門

保修グループチーフマネジャー 

平成 23 年 6 月 同社原子力事業本部原子力技術部門

原子力技術部長兼原子力事業本部原

子力技術部門プラント・保全技術グ

ループチーフマネジャー 

平成 24 年 9 月 同社原子力事業本部原子力技術部門

原子力技術部長併原子力事業本部原

子力企画部門シビアアクシデント対

策プロジェクトチームチーフマネジ

ャー 

平成 25 年 6 月 同社大飯発電所長 

平成 30 年 6 月 同社原子力事業本部副事業本部長兼

原子力技術部門統括（原子力技術） 

令和元年 7 月 同社執行役員原子力事業本部副事業

本部長兼原子力技術部門統括（原子

力技術） 

令和 3 年 6 月 日本原子力発電株式会社常務執行役

員廃止措置プロジェクト推進室担任

（廃止措置プロジェクト担当） 

令和 4 年 6 月 同社取締役副社長（現任） 
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役名及び職名 氏 名 履 歴 

取締役副社長 牧野 茂徳 平成 4 年 4 月 東京電力株式会社入社 

平成 29 年 6 月 東京電力ホールディングス株式会社

取締役常務執行役原子力・立地本部

長兼原子力改革特別タスクフォース

長代理兼同事務局長 

令和 3 年 10 月 同社常務執行役原子力・立地本部 

令和 4 年 4 月 同社フェロー 

令和 4 年 6 月 日本原子力発電株式会社取締役副社

長（現任） 

常務取締役 石坂 善弘 昭和 58 年 4 月 日本原子力発電株式会社入社 

平成 24 年 7 月 同社発電管理室長代理（部長） 

平成 25 年 6 月 同社発電管理室長 

平成 26 年 6 月 同社執行役員発電管理室長 

平成 28 年 6 月 同社常務執行役員発電管理室長 

令和元年 6 月 同社常務取締役（現任） 

常務取締役 松井 誠 昭和 56 年 4 月 中部電力株式会社入社 

平成 19 年 7 月 同社浜岡原子力総合事務所浜岡地域

事務所地域グループ部長 

平成 26 年 7 月 同社執行役員浜岡原子力総合事務所

浜岡地域事務所長 

平成 31 年 4 月 日本原子力発電株式会社顧問 

令和元年 6 月 同社常務取締役（現任） 

常務取締役 小島 明彦 昭和 58 年 4 月 日本原子力発電株式会社入社 

平成 24 年 7 月 同社資材燃料室長代理（部長） 

平成 25 年 6 月 同社資材燃料室長 

平成 26 年 6 月 同社執行役員経理・資材室長 

平成 28 年 6 月 同社執行役員経営企画室担任（経営

基盤強化・財務担当） 

平成 29 年 6 月 同社常務執行役員経営企画室担任

（経営基盤強化・財務担当） 

平成 30 年 6 月 同社常務執行役員経営企画室担任

（経営基盤強化・財務担当）兼経

理・資材室担任（資材担当） 

令和 2 年 6 月 同社取締役資材契約担当兼経営企画

室担任（経営基盤強化・財務担当） 

令和 3 年 6 月 同社常務取締役（現任） 

常務取締役 宮澤 直裕 昭和 62 年 4 月 日本原子力発電株式会社入社 

平成 25 年 7 月 同社企画室長代理 

平成 26 年 6 月 同社経営企画室長代理 

平成 28 年 6 月 同社経営企画室長 

平成 30 年 6 月 同社執行役員経営企画室長 

令和 3 年 6 月 同社常務取締役（現任） 
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役名及び職名 氏 名 履 歴 

常務取締役 池田 良直 昭和 62 年 4 月 日本開発銀行入行 

平成 23 年 5 月 株式会社日本政策投資銀行業務企画

部担当部長 

平成 24 年 6 月 同社関西支店部長 

平成 26 年 6 月 同社企業金融第 4 部長 

平成 27 年 6 月 同社執行役員業務企画部長 

平成 28 年 6 月 同社常務執行役員（関西支店長） 

平成 30 年 6 月 同社常務執行役員 

令和 3 年 6 月 日本原子力発電株式会社常務執行役

員経理室担任 

（経理・財務企画担当） 

令和 4 年 6 月 同社常務取締役（現任） 

常務取締役 坂佐井 豊 昭和 62 年 4 月 日本原子力発電株式会社入社 

平成 27 年 7 月 同社廃止措置プロジェクト推進室付

東京電力株式会社出向 

平成 30 年 6 月 同社執行役員東海事業本部東海発電

所長代理兼東海第二発電所長代理 

令和 2 年 10 月 同社執行役員敦賀事業本部副事業本

部長兼敦賀発電所長 

令和 4 年 6 月 同社常務取締役東海事業本部長 

（現任） 

常務取締役 坂井 毅志 昭和 62 年 4 月 日本原子力発電株式会社入社 

平成 26 年 4 月 同社敦賀発電所長代理 

平成 27 年 6 月 同社発電管理室長代理 

平成 29 年 6 月 同社執行役員発電管理室長代理 

平成 29 年 10 月 同社執行役員敦賀事業本部敦賀発電

所長 

令和元年 6 月 同社執行役員敦賀事業本部副事業本

部長兼敦賀発電所長 

令和 2 年 6 月 同社常務執行役員敦賀事業本部副事

業本部長兼敦賀発電所長 

令和 2 年 10 月 同社常務執行役員東京電力ホールデ

ィングス株式会社出向 

令和 5 年 6 月 同社取締役東京電力ホールディング

ス株式会社出向 

令和 5 年 10 月 同社常務取締役敦賀事業本部長 

（現任） 
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役名及び職名 氏 名 履 歴 

取締役 菅野 等 平成 27 年 6 月 電源開発株式会社執行役員 

平成 29 年 6 月 同社常務執行役員 

令和元年 6 月 同社取締役常務執行役員 

令和 4 年 4 月 同社取締役副社長執行役員 

令和 5 年 4 月 同社代表取締役副社長執行役員 

令和 5 年 6 月 同社代表取締役社長社長執行役員

（現任） 

令和 5 年 6 月 日本原子力発電株式会社取締役 

（現任） 

取締役 小早川 智明 平成 27 年 6 月 東京電力株式会社常務執行役 

平成 28 年 4 月 東京電力エナジーパートナー株式会

社代表取締役社長 

平成 28 年 6 月 東京電力ホールディングス株式会社

取締役兼東京電力エナジーパートナ

ー株式会社代表取締役社長 

平成 29 年 6 月 東京電力ホールディングス株式会社

取締役代表執行役社長（現任） 

平成 29 年 6 月 日本原子力発電株式会社取締役 

（現任） 

取締役 林 欣吾 平成 27 年 7 月 中部電力株式会社執行役員 

平成 30 年 4 月 同社専務執行役員 

平成 30 年 6 月 同社取締役専務執行役員 

令和 2 年 4 月 同社代表取締役社長社長執行役員

（現任） 

令和 2 年 6 月 日本原子力発電株式会社取締役 

（現任） 

取締役 䬢口 康二郎 平成 25 年 6 月 東北電力株式会社執行役員 

平成 28 年 6 月 同社常務取締役 

平成 30 年 4 月 同社取締役常務執行役員 

令和元年 6 月 同社取締役副社長副社長執行役員 

令和 2 年 4 月 同社取締役社長社長執行役員 

（現任） 

令和 2 年 6 月 日本原子力発電株式会社取締役 

（現任） 

取締役 松田 光司 平成 28 年 6 月 北陸電力株式会社執行役員 

令和元年 6 月 同社取締役常務執行役員 

令和 3 年 6 月 同社代表取締役社長社長執行役員

（現任） 

令和 3 年 6 月 日本原子力発電株式会社取締役 

（現任） 

取締役 森 望 平成 30 年 6 月 関西電力株式会社執行役員 

令和元年 10 月 同社常務執行役員 

令和 2 年 6 月 同社執行役常務 

令和 3 年 6 月 同社取締役代表執行役副社長 

令和 4 年 6 月 同社取締役代表執行役社長（現任） 

令和 4 年 6 月 日本原子力発電株式会社取締役 

（現任） 
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役名及び職名 氏 名 履 歴 

取締役 

（注 1） 

高野 研一 平成 8 年 6 月 財団法人電力中央研究所ヒューマン

ファクター研究センター上席研究員 

平成 19 年 4 月 慶應義塾大学先導研究センター教授 

平成 20 年 4 月 同大大学院システムデザイン・マネ

ジメント研究科教授 

平成 26 年 6 月 日本原子力発電株式会社取締役 

（現任） 

令和 3 年 4 月 慶應義塾大学大学院システムデザイ

ン・マネジメント研究科附属研究所

顧問（現任） 

（注 1）取締役 高野研一氏は，社外取締役である。 
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役名及び職名 氏 名 履 歴 

常任監査役 松橋 康弘 昭和 59 年 4 月 日本原子力発電株式会社入社 

平成 25 年 6 月 同社経理室長 

平成 26 年 6 月 同社経理・資材室長代理 

平成 28 年 6 月 同社執行役員経理・資材室長 

令和 2 年 6 月 同社常任監査役（現任） 

監査役 松浦 豊 昭和 56 年 4 月 日本原子力発電株式会社入社 

平成 23 年 7 月 同社発電管理室長代理 

平成 24 年 6 月 同社東海発電所長代理兼東海第二発

電所長代理 

平成 25 年 6 月 同社理事東海発電所長兼東海第二発

電所長 

平成 26 年 6 月 同社執行役員東海発電所長兼東海第

二発電所長 

平成 28 年 6 月 同社常務執行役員東海事業本部副事

業本部長 

平成 29 年 10 月 同社常務執行役員発電管理室担任

（新検査制度担当） 

令和 2 年 6 月 同社監査役（現任） 

監査役 

（注 2） 

柵山 正樹 平成 20 年 4 月 三菱電機株式会社常務執行役 

平成 22 年 4 月 同社専務執行役 

平成 22 年 6 月 同社取締役，指名委員，専務執行役 

平成 24 年 4 月 同社取締役，指名委員，代表執行

役，執行役副社長 

平成 24 年 6 月 同社代表執行役，執行役副社長 

平成 26 年 4 月 同社代表執行役，執行役社長 

平成 26 年 6 月 同社取締役，代表執行役，執行役社

長 

平成 30 年 4 月 同社取締役会長 

令和 2 年 6 月 日本原子力発電株式会社監査役 

（現任） 

監査役 

（注 2） 

土屋 光章 平成 16 年 4 月 株式会社みずほコーポレート銀行執

行役員 

平成 18 年 3 月 同社常務執行役員 

平成 20 年 6 月 みずほ信託銀行株式会社代表取締役

副社長 

平成 23 年 6 月 株式会社みずほフィナンシャルグル

ープ取締役副社長 

平成 24 年 4 月 みずほ総合研究所株式会社代表取締

役社長 

平成 24 年 6 月 日本原子力発電株式会社監査役 

（現任） 

（注 2）監査役 柵山正樹氏及び土屋光章氏は，社外監査役である。 
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３ 登記事項証明書 
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４ 財産目録，賃貸対照表及び損益計算書 

（１）財産目録 

財産目録に計上する財産は，賃借対照表の資産及び負債と同一である。 
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（２）賃借対照表 
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（３）損益計算書 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別添－11 

 

 

 

 

 

 

添 付 書 類 十一 

 

法第五十一条の二第一項の許可を受けようとする者（法人にあつては、その 

業務を行う役員）に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書 

 

 



11－1 

原子炉等規制法第五十一条の二第一項に基づく第二種廃棄物埋設の事業の許

可を受けようとする者で，その業務を行う当社役員は，第 11-1 表のとおりで

ある。 

添付の第 11-1 表に示す当社役員に係る精神の機能の障害に関する医師の診

断書をもって，いずれの者も原子炉等規制法第五十一条の四第三号に定める

「心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制

委員会規則で定める者」に該当しないことを示す。 

 

第 11-1 表 第二種廃棄物埋設の事業の許可に係る業務を行う当社役員 
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添付 
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